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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年１１月２６日

自  午後 １時３０分

至  午後 １時３３分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委 員 長 石本 政弘 君

副 委 員 長 冨岡 孝介 君

委   員 小林 克敏 君

〃 浅田ますみ 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 まきやま大和 君

〃 湊  亮太 君

３、委員外出席議員の氏名

な  し

４、審査の経過次のとおり

― 午後 １時３０分 開会 ―

【石本委員長】ただいまから、総務委員会を開

会いたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、小林委員、吉村委員の、

ご両人にお願いいたします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和６年１１月定例会にお

ける本委員会の審査内容等を決定するための委

員間討議であります。

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時３１分 休憩 ―

― 午後 １時３３分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者へ正式に通知すること

といたします。

ほかに、ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにご意見等がないようですので、これを

もちまして、本日の総務委員会を終了いたしま

す。お疲れさまでした。

― 午後 １時３３分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年１２月 ９日

自  午前１０時 １分

至  午後 １時５６分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 石本 政弘 君

副委員長(副会長) 冨岡 孝介 君

委 員 小林 克敏 君

〃 浅田ますみ 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 まきやま大和 君

〃 湊  亮太 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

警 務 部 長 中川 正則 君

首 席 監 察 官 尾塚 政一 君

警 務 課 長 山田 恭市 君

総 務 課 長 古賀 新一 君

広 報 相 談 課 長 金子龍太郎 君

会 計 課 長 曽我 将男 君

装 備 施 設 課 長 岡山 英紀 君

監 察 課 長 古川 豊久 君

厚 生 課 長 淺海  洋 君

留 置 管 理 課 長 吉住 秀寿 君

首 席 参 事 官 門脇 隆仁 君

生活安全企画課長 西尾  洋 君

生活安全捜査課長 濵田 次則 君

サイバー犯罪対策課長 堀  耕基 君

地 域 部 長 杉本 正彦 君

地 域 課 長 緒方良一郎 君

刑 事 部 長 平井 隆史 君

刑 事 総 務 課 長 船津 博之 君

捜 査 第 一 課 長 岡田 和重 君

捜 査 第 二 課 長 田川 誠一 君

組織犯罪対策課長 岩木  浩 君

交 通 部 長 田川 佳幸 君

交 通 企 画 課 長 永尾 俊之 君

交 通 指 導 課 長 橋元 庄司 君

交 通 規 制 課 長 山口 秀和 君

運転免許管理課長 俵屋 義雄 君

警 備 部 長 川本 浩二 君

公 安 課 長 林田 智治 君

警 備 課 長 村山 隆信 君

外 事 課 長 山口 秀寿 君

警 衛 対 策 課 長 細川 誠 君

会 計 管 理 者 井手美都子 君

会 計 課 長 山道  繁 君

物 品 管 理 室 長 元村真粧美 君

監 査 事 務 局 長 桑宮 直彦 君

監 査 課 長 重井 健次 君
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人事委員会事務局長 田中紀久美 君

職 員 課 長 田邑 聡子 君

労働委員会事務局長(併任) 田中紀久美 君

調 整 審 査 課 長 西平 能成 君

議 会 事 務 局 長 中尾美恵子 君

次長兼総務課長 濵口  孝 君

議 事 課 長 佐藤 隆幸 君

政 務 調 査 課 長 大宮 巌浩 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（総務分科会）

第93号議案

令和6年度長崎県一般会計補正予算（第4
号）（関係分）

報告第17号
知事専決事項報告令和6年度長崎県一般会計

補正予算（第3号）

７、付託事件の件名

○総務委員会

（1）議 案

第96号議案

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整理当に関する条例（関係分）

第97号議案

長崎県手数料条例の一部を改正する条例

第98号議案

長崎県税条例の一部を改正する条例

第99号議案

長崎県警察関係手数料条例の一部を改正す

る条例

第102号議案

当せん金付証票の発売について

第103号議案

契約の締結について

第104号議案

契約の締結について

第105号議案

契約の締結について

第106号議案

権利の放棄について

第107号議案

権利の放棄について

第108号議案

和解及び損害賠償の額の決定について

（2）請 願

な  し

（3）陳 情

・市政に関する要望について

・令和7年離島・過疎地域の振興施策に対する

要望書

・令和7年度簡易水道の整備促進に関する要望

書

・要望書（島原半島関係4期成会等）

・指定管理者及び開発道路の疑義解明を求め

る陳情

・要望書（壱岐市）

・要望書（対馬市）

・長崎奉行所西役所等遺跡群の調査・保存・

活用・公開・整備に関する陳情書ⅩⅩ

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 １分 開会 ―

【石本委員長】 おはようございます。

ただいまから、総務委員会及び予算決算委員

会総務分科会を開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。
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今回、本委員会に付託されました案件は、第

96号議案「刑法等の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理等に関する条例」のうち

関係部分外10件であります。

ほか、陳情8件の送付を受けております。

なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を総

務分科会において審査することになっておりま

すので、本分科会として審査いたします案件は、

第93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分外1件であります。

次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、部局ごとに、掲載してお

ります審査順序のとおり行いたいと存じます

が、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

また、議案外の質問につきましては、各部局

の審査における委員一回当たりの質問時間を、

理事者の答弁を含め20分を限度とし、一巡した

後、審査時間が残っている場合に限って再度の

質問ができることといたしますので、よろしく

お願いします。

それでは、これより警察本部関係の審査を行

います。

【石本分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

警務部長より、予算議案の説明を求めます。

【中川警務部長】おはようございます。警察本

部関係の議案についてご説明をさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料、警察本部の2ページでございます。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分でございます。

補正予算額は、歳出予算、警察管理費3億
4,003万3,000円の減でございます。この減につ

きましては、職員給与費につきまして、既定予

算の過不足調整に要する経費でございます。

以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【石本分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はあませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

報告議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第93号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第93号議案のうち関係部分は、原案

のとおり可決すべきものと決定をされました。

【石本委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。
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警務部長より総括説明を求めます。

【中川警務部長】それでは、引き続きまして警

察本部関係の総括説明をさせていただきます。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、条

例議案2件でございます。横長の総務委員会説

明資料、警察本部の3ページとなっております。

第96号議案「刑法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理等に関する条例」の

うち関係部分でございます。

この条例は、刑法等の一部改正により、条例

の規定に掲げる「懲役」及び「禁錮」が廃止さ

れまして、これらに代わりまして「拘禁刑」が

創設されることとなりました。これに合わせた

改正を行おうとするものでございます。

続きまして、同資料4ページでございます。第

99号議案「長崎県警察関係手数料条例の一部を

改正する条例」でございます。

この条例は、道路交通法の一部改正に伴い、

関連する手数料の標準額を定めた「道路交通法

施行令の一部を改正する政令」が公布されたこ

とに伴い、また、「自動車の保管場所の確保等

に関する法律の一部を改正する法律」が公布さ

れ、自動車の保管場所標章が廃止されることな

どから、これに合わせた改正をしようとするも

のでございます。

今回の手数料改正における新旧の対照表につ

きましては、総務委員会補足説明資料、「第99
号議案 手数料改正項目一覧」のとおりでござ

います。

続きまして、議案外の報告事項でございます。

同資料6ページでございます。

公用車による交通事故のうち、和解が成立い

たしました4件の合計77万6,815円を支払うた

め、10月29日付で専決処分をさせていただいた

ものでございまして、これらの損害賠償金は、

全額保険から支払われることとなっておりま

す。

公用車の交通事故の防止でございますが、引

き続き職員に対する具体的な事故防止教養のほ

か、若手職員など運転技能がまだまだ未熟な職

員に対しましては、安全運転指導員が車両に同

乗しての技能指導、重点的な運転訓練を実施し

ております。事故を起こした職員に対しまして

は、公用免許の再検定の実施など運転技能向上

のための取組を行っているところでございま

す。引き続き全職員への安全運転意識向上のた

めの事故発生時の情報発信、教養資料の発出な

どの取組も行っております。公用車交通事故の

絶無に向けまして、各種取組を一層推進してま

いりたいと思っております。

次に、所管事項の説明をいたします。

犯罪の一般概況でございます。令和6年1月か

ら9月末までの県内の刑法犯認知件数は3,025
件となっておりまして、前年同期と比較いたし

ますと234件、8.4％の増加となっております。

罪種別では知能犯が153件増加しており、主な

増加要因となっているところでございます。

続きまして、人身安全関連事案の取組状況は

記載のとおりでございます。

お手元の資料4ページ、ニセ電話詐欺（特殊詐

欺）等被害防止対策でございますが、「SNS型
投資詐欺」、「SNS型ロマンス詐欺」が、昨年

下半期から全国で急増しています。本県におき

ましても、本年1月から9月末までの間、SNS型
投資・ロマンス詐欺を124件認知しており、被害

総額は約7億5,324万円に上るなど、極めて憂慮

すべき状況でございます。官民一体となった被

害防止対策を推進してまいります。

続きまして暴力団対策、また薬物対策、少年

非行の概況、生活経済事犯の取締り状況につい
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ては、資料に記載のとおりでございます。

資料7ページ、サイバー犯罪の取締り及び被

害防止対策状況についてでございます。

社会のデジタル化の進展に伴いまして、サイ

バー空間の脅威は極めて深刻な情勢にございま

す。本県警察では、悪質・巧妙化するサイバー

犯罪に的確に対応するため、全国の警察と連携

したサイバー犯罪の取締り、社会全体のサイバ

ーセキュリティの向上を図る諸対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

交通死亡事故抑止対策についてでございま

す。令和6年1月から9月末までの交通事故死者

数につきましては17人となっていまして、前年

同期と比較しますと9人減少しています。本県

の交通死亡事故数の特徴は、死者数に占める高

齢者の割合と歩行者の割合が高い傾向にあると

分析しております。引き続き、交通死亡事故の

分析結果を踏まえ、総合的な交通死亡事故抑止

対策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、「長崎県総合計画チェンジ＆チャレン

ジ2025」の進捗状況でございます。令和3年度

から令和7年度の5年間を計画期間とする「長崎

県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025」に掲げ

る令和5年度末における施策の進捗状況につき

まして評価・分析を行ったところでございまし

て、警察本部関係の部分につきましては、配付

しております資料のとおりでございます。

次に、事務事業評価の実施についてでござい

ます。本年度の事業評価におきまして事務事業

評価を実施いたしましたところ、警察本部関係

の部分につきましては、配付している資料のと

おりでございます。

続きまして、令和7年度の主要施策でござい

ます。お手数ではございますが、縦長の総務委

員会関係議案説明資料（追加1）の2ページをご

覧ください。

令和7年度の予算編成に向けまして、「令和7
年度長崎県の主要施策（素案）」を策定してい

るところでございます。これは、「新しい長崎

県づくり」のビジョンの実現や長崎県総合計画

の推進に向けまして、令和7年度に重点的に取

り組もうとする施策につきまして、新規事業を

中心にお示ししたものでございます。

このうち警察本部における主要事業といたし

ましては、先ほど申し上げましたSNS型投資・

ロマンス詐欺等防止対策、サイバー犯罪対策、

交通死亡事故・重傷事故抑止対策、来年秋に開

催予定の「ながさきピース文化祭2025」の開催

に伴う総合対策などを推進してまいります。

なお、令和7年度当初予算における予算要求

状況につきましても、併せて公表を行ったとこ

ろでございます。これらの事業につきましては、

県議会からのご意見などを十分に踏まえなが

ら、予算編成の中でさらに検討を加えてまいり

たいと考えております。

最後に、先般発生いたしました警察職員の逮

捕事案につきまして、ご報告をさせていただき

ます。

本事案は、本年11月21日、生活安全部人身安

全少年課の67歳になる男性の会計年度任用職

員が、奥様に対しまして暴行を加え、けがを負

わせた疑いで、12月4日に通常逮捕となったも

のでございます。

このような事案が発生しましたことは、県警

察として大変重く受け止めているところでござ

います。改めて、被害者の方、関係者、県民の

皆様に深くお詫び申し上げます。

これまでも非違事案防止のための様々な取組

を実施してまいりました。今後、幹部一同、こ
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れまで以上に危機感を持って各種取組を一層推

進し、県民の皆様の信頼の回復に努めてまいり

ます。

本件は現在も捜査中でございますが、捜査、

調査の結果を踏まえまして、厳正な対処を考え

る所存でございます。

以上をもちまして、警察本部関係の総括説明

を終わります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

【石本委員長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【坂本委員】第99号議案「長崎県警察関係手数

料条例の一部を改正する条例」は、先ほど説明

がありましたように、運転免許証とマイナンバ

ーカードの一体化が可能となるということで、

関係手数料の標準額を定めた道路交通法の施行

令の一部改正に伴っての所要の改正ということ

であります。この中で、免許証の交付とか免許

証の更新手数料が、従来の免許証の交付、新た

にマイナカードと一体となった部分、それから

両方持つということで、それぞれ改正概要が示

されております。今回、来年3月からマイナンバ

ーカードとの一体化が可能となって、手数料に

ついてはここに記載のとおりです。

更新時に講習があるんですが、オンラインで

の受講が可能となっております。このオンライ

ンでの更新時講習の内容を、詳細教えていただ

ければと思います。

【俵屋運転免許管理課長】 今回の改正により、

更新時講習がオンライン化されるということ

で、その内容について答弁させていただきます。

これまで運転免許証の更新の際には、試験場

や運転免許センター、あるいは警察署で受講し

ていた更新時講習につきまして、スマートフォ

ンやパソコン等から専用のサイトにアクセスし

て、オンラインで事前に講習用の動画による講

習を受講していただくことによりまして、時間

や場所の制約を受けることなく受講できると、

こういったものがオンライン講習でございま

す。

このオンライン講習につきましては、これま

で警察署のモデル事業ということで、令和4年2
月から北海道など4道府県において実施してお

りましたところ、来年3月24日から、本県を含む

全都道府県で実施される予定となっているもの

でございます。

【坂本委員】今、モデル事業で北海道ほかで令

和4年からということでした。

これは、方法としてはマイナンバーカードと

一体となった免許更新時ということになってい

るようですけれども、北海道等でのモデル事業

については、従来の免許証でそれができたとい

う理解でよろしいでしょうか。

【俵屋運転免許管理課長】 モデル事業の場合

は、マイナポータルを利用しまして、マイナン

バーカードを使用してログインして実施すると

いう内容でございます。

【坂本委員】そうしたら、免許証と一体とはな

っていないけれども、自分が持っているマイナ

カードで、マイナポータルを利用して講習を受

けることができたという理解ですね。分かりま

した。

それで、マイナンバーカードと一体化という

ことで、従来の免許証も引き続き使えると。12
月2日から始まっている、いわゆるマイナ保険

証は、従来の保険証が更新されないと、新たに

資格確認書ということになって、資格確認書じ

ゃなくて従来の保険証も使えるということでい

いんじゃないかと私は思っているものですか
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ら、免許証は両方ということで、それはそれで

理解をします。

紙ベースの免許証の手数料については、紙ベ

ースの免許証を発行するわけですから、その分

で、ここに書かれていますように、従来の免許

証の手数料と、マイナカードと一体となった手

数料、今回新たにマイナと一体化で新設という

ことで手数料が随分違うなと、これはこれで、

発行にかかる物件費とか人件費で理解できなく

もないんです。

更新時にオンラインで講習を受けることがで

きると。マイナカードはもちろんマイナポータ

ルを使えますから、本人確認、特定できますし、

できるのかなと思うんですけれども、マイナカ

ードがなくても最近はオンラインで結構いろん

なことができていますから、本人確認等々を含

めてできるんじゃないかなという感じがしてい

るんですよね。

マイナカードについては、報道で見たんです

が、10月末時点で全国民の75％ぐらいが持って

いるということです。これは数年にわたって国

が、マイナポイントの取得だとか、あるいは県

の方でも18歳以下のマイナカードを持つに当

たっての様々な特典があって、そういうので国

と地方自治体挙げて促進をした結果、そこまで

伸びたんだろうと理解しているんですけれど

も、少なくともマイナカードを持てない、ある

いは持たない方が一定数いると思うんですよ。

同じ国税、県税を払いながら、マイナカードを

持っている、持たないで、免許更新時にこうい

う差があるというのが、ちょっとどうなのかな

と思ったものですから、今日あえて質問させて

いただいているんです。

今回は、マイナカードを使ってマイナポータ

ルで本人確認できて、スマホで更新時の講習が

受けられるということですが、マイナカードを

持たない人も、一定本人確認を工夫をした上で、

同じような感じで講習を受けることができる、

そういうことが検討に値するのか、しないのか、

ぜひ検討してもらいたいと思うんです。そこら

辺の格差についての認識を聞かせてください。

【俵屋運転免許管理課長】オンライン講習の実

施の運用方法につきましては、道路交通法施行

規則の規定によりまして、国家公安委員会規則

に定めた基準に従って行うことが決められてお

ります。

その基準の一つとして、マイナポータルを利

用して受講者の本人確認をすることが定められ

ております。したがいまして、オンライン講習

を受講する際には、マイナンバーカードを利用

してマイナポータルにログインすることが前提

となっておりまして、この運用につきましては

全国統一になっている次第でございます。

また、先ほどご指摘がございました手数料に

つきましては、オンライン講習をはじめとする

免許関係の手数料につきましては、道路交通法

施行令に定められた額を徴収することを標準と

して県の条例で定めると道路交通法で規定され

ておりまして、その額については事務に要する

実費を勘案して積算しているものと承知してい

るところでございます。

このオンライン講習の積算に当たりまして

も、事前に作成した講習用の動画を用いて講習

を行うために、通常、今行っているような対面

の講習で必要となるような講師の人件費、ある

いは講習の会場の借上げ費とか、こういったも

のがオンラインの場合は不要になることから、

手数料に差額が出たものであると承知をしてい

る次第でございます。

【坂本委員】全国で道交法の施行令で決められ
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ていると、だから、手数料に格差がつくのはや

むを得ないかなと思うんですよ。今言われたよ

うな講師の人件費もあるでしょうし、免許証に

ついては紙ベースで発行しますから、その物件

費だとか、それは理解するんです。通常の免許

証と、マイナと一体になったことで手数料に格

差がつくのはわかるんですけれども、オンライ

ンでの更新時の講習は、マイナカードを持たな

い人はできないわけですよね。実際に今までど

おり行くことしかできないわけですので、そこ

はどうなのかなと。

今はこういう時代ですから、マイナカードが

なくても本人を特定して、そういったオンライ

ンでの講習が技術的にはできるんじゃないかな

と。私はあまり詳しくはないですけれども、で

きるんじゃないかなと思いますので、少なくと

も、その機会は平等にしてもらいたいと。手数

料はやむを得ないと私は思っていますので、ぜ

ひそういう意見があったことを踏まえて、これ

は全国、道交法の施行令で定めるものでありま

すので、長崎県だけどうのこうのということに

はならないとは思いますけれども、そういう県

民の声があったことを踏まえて、今後、全国的

な運用がされていくだろうと思いますので、そ

の時にぜひ反映していただければということを

要望として最後に申し上げさせていただきま

す。以上です。

【石本委員長】 ほかにご質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第96号議案のうち関係部分及び第99号議案

については、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は原案のとおり、それぞれ可決

すべきものと決定されました。

次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について、説明を求

めます。

【中川警務部長】 続きまして、「政策等決定過

程の透明性等の確保及び県議会・議員との協議

等の拡充に関する決議」に基づく資料について、

ご説明をさせていただきます。

横長の総務委員会提出資料、警察本部の2ペ
ージとなっていますが、1,000万円以上の契約

状況につきましては、令和6年9月から10月まで

の実績が、資料に記載のとおり13件となってい

ます。

以上、警察本部のご説明でございます。よろ

しくお願い申し上げます。

【石本委員長】次に、議案外所管事務一般に対

する質問を行います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【宮本委員】連日の任務、大変お疲れさまでご

ざいます。

それでは、議案外について質問をいたします。
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まず、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「匿

流」対策についてお尋ねをいたします。

今、全国的に報道等でも非常に問題視されて

いますが、県内における「匿流」による事件の

検挙、摘発についてお尋ねをいたします。

【岩木組織犯罪対策課長】本年、検挙実績はご

ざいます。件数としましては、全国統計に合わ

せまして4月から11月末までの間で、特殊詐欺、

SNS型投資・ロマンス詐欺、また不正に口座を

譲渡するなどの犯罪収益移転防止法違反などで

検挙件数21件でございます。

なお、全国では匿名・流動型犯罪グループに

よる資金獲得犯罪などとして、詐欺、窃盗、強

盗、薬物事犯、風営適正化法違反、犯罪収益移

転防止法違反、組織犯罪処罰法違反、賭博、恐

喝、入管法違反などについて統計を出しており

まして、検挙件数は5,266件と発表されており

ます。この数字につきましては、匿名・流動型

犯罪グループの特性から随時、点検、見直しを

行っていることから、あくまでも暫定値となり

ます。

【宮本委員】 あるということであります。「匿

流」というのも大きく捉えていくことが大事で、

あくまでも暫定値ということで確認をいたしま

した。

首都圏においては「匿流」、特に闇バイトに

応募した者による強盗事件が多発しています。

この「匿流」に関連した闇バイトに応募した者

による強盗事件が本県でも起きているのかどう

か、お尋ねをいたします。

【岡田捜査第一課長】関東地方を中心に全国で

連続発生をしております、いわゆる闇バイトで

募集をいたしました被疑者らによる強盗事件な

どにつきましては、本県では、今のところ類似

事件も含めて発生を認知してはおりません。

今後、同種事件が発生した際には、早期に検

挙をいたし、県民の負託に応えてまいりたいと

思っております。

【宮本委員】 一応確認をさせていただきまし

た。この事件があれば恐らく報道があっている

と考えていたので、ないということですね。ち

ょっと確認をいたしました。認知していないと

いうことです。

次に、これを事前に防止するという観点から

質問したいんですが、強盗事件はないものの、

県内でSNSを通して闇バイトに応募した者が

いるのかどうか、また、実際にそれによって犯

行に加担した事例があるのかどうか、お尋ねい

たします。

【岩木組織犯罪対策課長】県内においても、闇

バイトに応募した者を複数名把握しておりま

す。その中で実際に犯行に加担した者がいるこ

とも把握しております。

なお、具体的な人数や事件の概要等につきま

しては、今後の実態解明や取締りに支障を生じ

ますことから、お答えは差し控えさせていただ

きます。

【宮本委員】やはり長崎でもいると確認いたし

ました。県警でも把握している、しかしながら、

支障を来たすので詳細はお答えできないという

回答をいただきました。

非常に恐ろしいことですね。これがいつ事件

に発展するかわかりませんし、闇バイトによっ

て被害を受ける、若者を中心に出てくる可能性

もあるので、早期対応が必要かと感じておりま

す。

それに関連いたしまして、闇バイトはSNSを
介して事件に発展しています。県警におかれま

してはサイバー犯罪対策課といったサイバー、

SNSに特化した対策課ができています。事前に
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事件を防止する観点から、サイバー犯罪対策課

で闇バイトに対応できないかと考えております

が、これについての見解をお尋ねいたします。

【堀サイバー犯罪対策課長】闇バイトとは、一

般的には報酬を受け取る代わりに犯罪行為を行

うこととされております。このように仕事の内

容を明らかにせず、著しく高額な報酬を支払う

ことを示唆して犯罪の実行者を募集する情報

を、警察におきましては「犯罪実行者募集情報」

と言っております。

この犯罪実行者募集情報につきましては、ま

ず情報収集を行い、事件化すべきものは捜査を

行い、事件捜査に至らないものにつきましては、

当該情報の削除依頼や、リプライと呼ばれる投

稿への返信による個別の警告を行っておりま

す。

また、県民の方がこのような犯罪実行者募集

情報から犯罪に加担することがないように、各

種講話や情報発信媒体を活用した注意喚起を行

っているところでございます。

【宮本委員】これに関しては、たしかつい先日、

名前を忘れましたが、警察庁による全国的な動

きが出ていると捉えておりますので、県警にお

かれてもサイバー犯罪対策課で引き続き対応し

ていただきたいと考えております。

先般、一般紙におきまして「匿流」対策を強

化という記事が載っておりました。これについ

て深くお聞きしたいんですが、県警を挙げて取

り組んでいくという趣旨のものでございまし

た。プロジェクトチームについて、改めてお聞

きをいたします。

【岩木組織犯罪対策課長】匿名・流動型犯罪グ

ループ対策のプロジェクトチームについて、回

答をいたします。

県警におきましては、匿名・流動型犯罪グル

ープの動向や関連する犯罪の情勢を注視し、繁

華街・歓楽街対策、特殊詐欺対策、侵入強盗対

策、暴走族対策、非行少年対策など関係部門に

おける連携を強化し、組織犯罪対策全般に関す

る情報の集約や情報の共有を行ってまいりまし

たが、本年4月には組織犯罪対策課内に匿名・流

動型犯罪グループ対策特捜係及び実態解明係が

新設され、同係を中心に「匿流」犯罪の取締り、

実態解明、マネーロンダリング事犯の摘発など

を推進してきたところであります。

そして、その後の全国的な治安情勢の変化を

踏まえ、11月5日付けで匿名・流動型犯罪グルー

プ対策に特化したプロジェクトチームとしまし

て「長崎県警察本部重点治安対策プロジェクト

チーム」を発足させております。

このプロジェクトチームは、警務部首席参事

官を司令塔とした5部門13課にわたる部門横断

的な体制でありまして、具体的な任務としまし

ては、部門横断的な情報共有と実態解明の推進、

また、ターゲットを選定した戦略的な取締りの

推進、そして犯罪収益のはく奪に向けた捜査等

の推進であります。

このプロジェクトチームにより、部門間の垣

根を超えた実態解明や検挙、犯罪収益のはく奪、

抑止対策の体制がスムーズに構築され、効果的

かつ戦略的な対策が可能となっておりますの

で、これを有効に運用し、各警察署、警察庁と

も連携して各種対策を強力に推進してまいりま

す。

【宮本委員】一部報道には出ていたものの、非

常に大事な案件だったので、改めてお聞きをさ

せていただきました。こういったものはもっと

もっと周知すべきであり、闇バイト防止対策に

ついては、県民に対して周知する必要があろう

かと思います。特に若い世代、大学生を中心に
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していただきたいという希望があります。この

県民周知対策について、改めてお聞きをいたし

ます。

【西尾生活安全企画課長】県民が闇バイトに応

募しないような対策ということで、まず、犯罪

に加担させられる犯罪実行者募集情報、いわゆ

る闇バイトの情報の危険性につきましては、県

警察の公式SNSや当課の発行する広報紙、また

は各警察署が発行しております生活安全ニュー

スなど、あらゆるツールを利用しまして各事業

者の方、関係機関・団体、そして県や市・町の

自治体に広く広報をしております。

広報の内容としましては、SNSでの仕事の内

容を明らかにせず高額報酬を示す募集情報の危

険性や、犯罪実行者募集情報の具体的事例の紹

介、犯罪実行者募集情報の特徴などを分かりや

すく紹介をしておりまして、今後も継続して広

報してまいりたいと考えております。

若い世代に対する取組としましては、大学生

に対する広報も実施しております。具体例を申

し上げますと、11月中、県内の6大学の構内にお

きまして、大学生のボランティアと連携した防

犯キャンペーンを行い、注意を呼びかけており

ます。今後も、犯罪実行者募集情報の危険性に

ついて、あらゆる機会を通じて広報をしてまい

りたいと考えております。

【宮本委員】 私も大学1年の子どもがおりまし

て、先日、「お父さん、闇バイトはいっぱいあ

るよ」と言うわけです。簡単にスマートフォン

で出てくるんだなと思って、ちょっとびっくり

した次第です。「絶対に手を出すなよ」と、も

ちろん言います。どうやって探したのかわかり

ませんが、行きつくんでしょうね。よって、特

に大学生に対しては強化していただきたいとい

う思いがあったので、改めてお聞きさせていた

だきました。

「匿流」対策につきましては、もっともっと

周知を図っていただきたいと考えております

し、報道機関におかれても、こういったものは

もっともっと発信すべきであると考えておりま

すから、ご対応のほど、よろしくお願いしたい

と思います。

もう3点ありますが、1点お尋ねいたします。

長崎県警における検視、死体調査の現状につ

いて、死因究明等推進基本法についてお尋ねい

たします。

まず、死因究明は非常に大事であり、安心・

安全な社会実現のためには、警察としては非常

に重要な任務であると認識しております。

死因究明等推進基本法は平成30年に施行さ

れましたが、本県警本部が行っている死因究明

に関する取組について、できれば直近の数値、

死体取扱い現状であったりとか、司法解剖数な

どについてもお聞きできればと思います。取組

をお尋ねいたします。

【岡田捜査第一課長】まず、死体取扱数と解剖

数についてご説明いたしますと、令和3年の死

体取扱数が1,543体、解剖数が173体、令和4年に

なりますと死体取扱数が1,567体、解剖数が171
体、令和5年につきましては取扱数は1,752体、

解剖数が184体となっております。令和6年につ

きましては、9月末現在で取扱数は1,367体、解

剖数が122体となっております。

また、死因究明等推進基本法に基づく本県警

察が行っている取組についてご説明をいたしま

す。警察では、まず、事件性の有無を念頭に置

いて捜査を行っておりまして、その捜査につい

ては、所定の研修を終えました検視官が、県内

全域を24時間態勢でカバーする体制を構築し

ております。休日及び昼夜間の区別なく、ほと
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んどの事案に臨場をし、現場やご遺体を綿密に

観察するとともに、様々な調査や検査を行い、

その結果を踏まえまして、ご遺体の検案をお願

いする搬送先の医療機関や長崎大学法医学教

室、各警察署の嘱託医の先生方のご協力を得ま

して、死因の特定を行っております。

また、身元が判明しないご遺体の場合は、長

崎大学法医学教室や長崎県歯科医師会及び各警

察署の嘱託歯科医の先生方のご協力を得て、身

元を特定している状況でございます。

死因究明を行う過程で事件性が払拭できない

場合は、裁判所の許可を得まして司法解剖を行

うこととなります。一見して事件性がない場合

であっても、死因が判然としないなど解剖が必

要な場合には、「警察が取り扱う死体の死因又

は身元の調査等に関する法律」を根拠に解剖を

行っておりまして、本県の解剖率は毎年10％前

後を維持するなど、ご遺体の死因究明の取組が

進んでいるものと考えております。

【宮本委員】これは非常に大事なところで、長

崎大学の法医学教室との連携は、全国的に見て

も非常に重要な視点であろうかと思いますし、

全国的にも高いレベルで、死因究明については

本県警としても行っている現状を確認いたしま

した。

ご遺体のご遺族に寄り添うという観点は非常

に大事かと思いますが、県警本部としてはどん

なふうに対応されているのか、お聞きいたしま

す。

【岡田捜査第一課長】 警察といたしましては、

犯罪死の見逃し防止は当然でありますけれど

も、取扱いのほとんどの場合は、突然のご病気

とか事故など様々なケースで亡くなった方がほ

とんどでございますので、ご遺族にとりまして

は突然の家族の訃報に接し、家族を失われた悲

しみを抱える方がほとんどでございますので、

警察といたしましては、亡くなった方の死因や

原因、それから最後の経過などをつぶさに確認

をし、いまだ現実を受け入れられないご遺族に

できるだけ寄り添い、故人の死因などとともに

最後の経過をできるだけお伝えをし、ご遺族の

不安や悲しみを少しでも解消して、支えること

ができるよう心掛けて対応をしております。

【宮本委員】そのようなお気持ちで今後も対応

していただきたいと考えております。

先ほども申しましたが、長崎大学の法医学教

室、法医学の専門との連携は非常に重要であり、

これによって死因の究明が確実になってくると

考えており、まさしく死因究明推進基本法の最

たるものであると考えております。

県警本部と長大の法医学教室の協力関係につ

いて、もう少し具体的にお聞かせください。

【岡田捜査第一課長】本県警察の死体を取扱う

業務におきまして、長崎大学法医学教室には、

その高い法医学的知見により、本県警察で行う

解剖、各種検査、捜査員に対する教養など幅広

い支援とご協力を長年いただいております。

平成30年には、同大学と本県警察との間で

「死因究明及び身元確認等に係る相互協力に関

する協定」を締結いたしまして、この協定に基

づき死亡時画像診断、いわゆる死後のCT検査、

高度な法医学的知見を要するご遺体の検案、薬・

毒物の検査、歯形による身元確認などの協力を

していただいております。

また、法医学教室で撮影をいたします死後の

CTに関しましては、本県の検視担当の警察官を

同大学の研究協力員として指定をしていただき

まして、休日や夜間を問わず大学への遺体の随

時搬送とともに、CT撮影ができる体制を構築し

ておりまして、本県警察の検視業務の高度化に
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大きく寄与していただいているところでござい

ます。

結果といたしまして警察の業務がスムーズに

いきまして、故人の方々を早期にご遺族にお引

渡しできている状況でございます。

【宮本委員】これは非常に大事、重要でありま

すので、引き続き連携を取っていただきたいこ

とと、県警本部の職員の皆様方におかれまして

24時間対応をしている現状も確認いたしまし

たので、改めて敬意を表したいと思います。

紀州のドンファン事件では、死因究明におい

て、解剖で薬・毒物が原因であったことが究明

できたとお聞きしておりますし、先般、俳優で

あり歌手の方が亡くなった時も、やっぱり死体

の解剖で判明したことも明らかになっておりま

す。そういった観点から、やはり死因究明は非

常に大事でありますから、長崎県警の死因究明

の実情におきましては、24時間対応で業務とし

ては非常に大変でありましょうけれども、引き

続き各関係機関と連携を取って死因究明に取り

組んでいただきたいと要望させていただきま

す。一旦終わります。

【石本委員長】 ほかに質問はありませんか。

【まきやま委員】宮本委員の質問に関連しまし

て、ネット犯罪に対しての取組について伺いま

す。

本年11月末ぐらいから、YouTubeのインスト

リーム広告を活用した対策をされていると思い

ますが、詳細を教えてください。

【西尾生活安全企画課長】 11月末から、広報啓

発活動ということで、インストリーム広告を

YouTubeで始めました。インストリーム広告と

いうのは、YouTubeを見られている方はご存じ

と思いますが、YouTubeの番組を見る時に最初

に広告が流れると思います。見たくない時には

スキップをすると思いますが、その広告でござ

います。30秒の広告ですので、見ていただきた

いと思って流しているところでございまして、

今日現在で約7万7,000回の視聴があっており

ます。約7万7,000人の方が見ていらっしゃるん

ですけれども、どれだけ啓発しているかが非常

に興味深いところでございまして、これが結果

に結びつけばいいなと考えているところでござ

います。

【まきやま委員】この広告に関しましては、性

別とか年代層を指定して広告が打てるので、よ

り効果的な啓蒙になると思いますので、ぜひ続

けてもらって、しっかりとその後の分析を行う

ようにお願いいたします。

次の質問に移ります。現在、第一種特定病原

体を保持するということで、長崎大学がその指

定を受けるというパブリックコメントが、14日
締め切りで行われています。

12月の頭には、アメリカの下院で、委員会の

2年間にわたる調査結果が出まして、今回の新

型コロナウイルスが武漢の施設から漏れたとい

う結果の信頼性が高いと結論づけられました。

つまり、今回の新型コロナウイルスは人工のも

のということで。

今後、長崎大学がエボラウイルスを保持して

機能獲得実験をしていくわけですけれども、実

際に漏れたり、漏らされたり、テロの脅威にさ

らされる危険性があります。今現在、長崎大学

は安全管理規則をつくっておりまして、長崎市

は、BSL－4施設に係る事故災害等対策計画を

追加しています。

県としましては、長崎大学、市、長崎県及び

関係機関等が密接に連携して対応することによ

り市民の不安を減じるとともに、安全・安心を

確保するとなっております。



令和６年１１月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会（１２月９日）

- 15 -

この関係機関等というところに警察も入ると

思うんですけれども、今後どのような連携をし

ていくか、教えてください。

【村山警備課長】先ほど委員から、新型コロナ

ウイルスの武漢での発生が人工的なもの、人為

的なものというお話がありました。それがテロ

に使用される恐れがあるということを危惧され

ているものと思っております。

警察としましては、そういったウィルステロ

とか生物化学剤を使用したテロにつきまして

は、県警でNBC対策部隊というものを設置して

おりまして、平素からNBCテロを想定した各種

訓練を実施しております。

なお、NBCテロが発生するなどの有事の際に

は、速やかに同部隊を現場に投入いたしまして、

消防、保健、医療機関等関係機関と緊密に連携

をしながら、被害者の救出、救助、あるいは立

入り禁止区域の設定とか、散布をされた生物化

学剤の検知・回収、付近住民への避難誘導等を

実施して被害の拡大防止に努めてまいりたいと

考えております。今後もこうした対応訓練を反

復・継続して実施いたしまして、その練度向上

を図っていくこととしております。

併せまして、長崎大学で関係省庁、厚生労働

省等といろいろ連携しながら対策しているとこ

ろと思いますが、それに関しても、大学側から

要請があれば、セキュリティ上の様々なアドバ

イス等は適宜実施して、安全管理に尽力してい

きたいと思っております。

【まきやま委員】今回、コロナが漏れただけで

世界的な大騒ぎになっております。ですので、

今、近隣の住民の方々がとても心配されていま

すので、しっかりとした連携をお願いいたしま

す。

【石本委員長】 ほかにご質疑はございません

か。

【小林委員】宮本委員からも発言がありました

闇バイトであります。大変世の中を騒がせ、不

安にならしめているという意味においては、大

変罪の重い所業ではないかと思います。これが

少なくなるどころか、大いに拡散しているとこ

ろに大変な問題だと感じますし、また最近は国

会において石破総理から、これはゆゆしき問題

と、警察官を増員して今後の対策を徹底的にや

っていきたいと、しかもこの問題は非常に悪質

な犯罪と発言をしているということでありま

す。これは、国民として、また我々としても大

変力強い発言ではないかと、このように思って

おります。

そこで注目することは、警察官を増員して今

後の対策を行っていくということですね。言葉

だけではなくして現実に警察官の方々を増員す

ることは、口で言うことは簡単だけれども、そ

んなに生易しいことではないのではないかと思

いますが、その辺についての受け止め方がどう

なのかなという感じとね。

また、警察庁の露木長官が、いわゆる闇バイ

トとかに関連するところの本人と、その家族に

ついて125件ぐらいを保護したと、非常にこれ

また力強い発言が行われております。

そこでお尋ねしますが、125件の中に長崎県

も入っているのか、入っていないのか、この辺

はいかがでございますか。

【平井刑事部長】 125に入っているかどうかは

別といたしまして、長崎県で確かに、組織犯罪

対策課長からもありましたとおり、闇バイトを

募集している人間がおり、応じた者の情報の提

供と、これらの者に対しては防犯指導、あるい

はテレビなどで家族に対する被害防止とかと言

われておりますので、そういった防止の指導は
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しているところであります。

【小林委員】刑事部長がわざわざ答弁をしてい

ただいたので、これまた大変気合が入っている

という感じで受け止めているわけでございます

が、県警としても認知していると、そういう件

数がやっぱりあるんだと、長崎県においても大

なり小なり闇バイトが発生しているんだと今日

の委員会で明らかになって、ある意味では驚い

ているわけでありますけれども。

県警として、闇バイトについての取組、どう

いうふうな認識の中でこれを考えていただいて

いるか、この辺のことについて重ねてお尋ねを

したいと思います。

【平井刑事部長】闇バイトにつきましては、い

わゆる「匿流」グループの犯行の実行部隊の誘

い、確保のための手段、そう捉えております。

これにつきましては、他県の事例を見ますと職

業安定法違反、要するに募集をかけた側は、職

安法で禁止されている有害な業務の紹介とか無

料での紹介となりますので、ある程度の許可と

か罰則があります。これらを適用した事例があ

りますので、本県でも上位被疑者、あるいは情

報発信者、募集した者の特定に至るようであれ

ば、法令を適用するなど、積極的に対策をとっ

て壊滅につなげていきたいと思っております。

【小林委員】先ほども宮本委員から、自分のご

子息が「闇バイトはもういっぱいあるよ」と話

したと。つまりSNSでこれが拡散しているとい

うことで、検挙された犯罪の中で、SNSで最初

のきっかけになったということで、SNSが非常

に悪質な状況に向かっていると。

SNSの防止対策、こういう点に何か取り組ん

でいただいていることがあるのか、ないのか、

この点についてはいかがでございますか。

【平井刑事部長】 SNS対策は大手の通信事業

者がやっておりますので、例えば全国の都道府

県警察とかが個別に意見を申したところで、な

かなか通じにくいところであります。そこで私

たちは警察庁に情報を上げまして、そこから外

資系の企業などに改善の要望をしているところ

であります。

【小林委員】 ネットで調べましたら、令和5年
1月から11月までの間で、なんと7,219件検挙さ

れていると、7,219件が令和5年1月から11月ま

での間の検挙数になっていると、やっぱり異常

だと思うんです。それだけ学生とか若い方々が

生活に苦しんでいるのかという点も一つの大き

な社会問題でもあるけれども、SNSを通じなが

らこういう悪に染まっていく、絶対に許されな

いと。こういうことに一回加担すると、もう抜

けられないと。とにかく1回手を染めると、そこ

から抜け出しができない仕組みになっているか

のような報道も聞くわけでございます。

したがいまして、相当な決意のもとに勇気を

もって抜け出してもらいたい、そして絶対に警

察が守るんだと、保護するんだと、こういう強

いメッセージが、今こそ必要ではないかと思う

わけでありますが、その点はいかがですか。

【平井刑事部長】 過去、暴力団等による犯罪、

暴力団からの離脱対策、支援、社会復帰対策で

私たち警察はノウハウを持っております。その

知見を活かしまして、SNSの利用、いわゆる闇

バイトに募集した者に対しての情報提供や保護

対策あるいは防犯対策をしっかり行っていくよ

うに警察庁からも指示を受けております。全国

警察が一丸となって、しっかりと取り組んでい

く所存であります。

【小林委員】刑事部長から、そういうようなこ

とで決意のほどを聞いて、非常に力強く感じて

おります。
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とにかく、お互いに感じることだけれども、

みんなが平穏無事な生活を送っている、長崎県

は治安が最もいいところだと、県警のおかげで

治安が一番いいところ、そういう事件の発生数

も少ないし検挙率も高いと、皆さん方のご尽力

が物を言って、人が長崎県に訪れてくることに

もつながっているわけです。

闇バイトというのは、平穏無事な生活を本当

に壊してしまうと、こんなようなことが続くこ

とは、やっぱり何といいますか、世の中をなめ

ているというか、ある意味では警察もなめられ

ていると、これはちょっと言い過ぎかもしれん

が、そんな受け止め方をしなければいけないほ

ど度を越していると、そういう点からしてみて

も、こうやって事案が出てきている、こういう

件数が発生していると。

県民の皆さんは、あまりそのことについては

ご存じないのかもしれんけれども、大抵県警の

皆さん方がご尽力をいただいていること、もし

それに加担するようなきっかけがあるとすれ

ば、何かあったら県警に、しっかり連携をとっ

て絶対に保護してもらうと、絶対に助けていた

だくと、先ほども言ったが、こういうことをア

ピールをしていってもらいたいと考えますの

で、どうぞよろしくお願いをいたしたいと思い

ます。

次に、交通問題でお尋ねをしたいと思います。

3年前に大分のほうで事故があったと、これが

なんと時速194キロで走行して事故を起こし、

相手の方が亡くなったという中で、これが危険

なのか、それとも過失なのかと、こういうこと

が裁判で争われて、最終的に最近、危険運転致

死の罪が成立をするということで大変話題を呼

んだと承っております。懲役8年の判決という

ことでございます。

大体時速194キロと、聞くだけでもぞっとす

るようなスピードでございますが、こういう事

件に対して、県警として、この裁判の判決の内

容をどう受け止めていらっしゃるか、まずその

点をお尋ねしたいと思います。

【橋元交通指導課長】ご指摘の事故につきまし

ては、令和3年2月9日に、大分市内の道路におい

て発生した事故のことと思います。この事故は、

交差点において、高速度で進行してきた普通乗

用車と対向車の普通乗用車が衝突し、普通乗用

車に乗車していた男性が亡くなった事故で、裁

判において、ご指摘のとおり危険運転致死罪の

適用が争われた事件と承知しております。この

事案は報道でも大きく取り上げられ、また、法

改正の提言がなされ法改正の動きがあるなど、

県警としても注目しているところです。

委員ご質問の、どういう受け止めかというと

ころに関しましては、県警としましては、法定

速度60キロが道路の制限速度ですけれども、そ

の約3倍を超えるような高速での運転での痛ま

しい事故に関して、まずは県警では発生させな

いと強く感じたところですし、もしも発生した

時には適正に捜査し、しっかりと検挙していく

と考えているところでございます。

【小林委員】今ご答弁がありましたように、県

道だそうですが、法定速度が60キロと。60キロ

が法定速度になっていて、そこを194キロで走

って何も起こらんわけはないだろうと。こうい

うことが過失みたいなことでやられたら大変だ

と思うんだけれども、今回の裁判で主な争点に

なったところ、一番争いのもとになったところ

はどこなのか、この点についてお分かりであれ

ばご答弁を願います。

【橋元交通指導課長】まず、適用される危険運

転につきましては、「自動車の運転により人を
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死傷させる行為等の処罰に関する法律」第2条
に規定されており、その中に進行を制御するこ

とが困難な高速度で進行して、その結果、人に

死傷を与えるような罪が今回の危険運転致死罪

になります。

争点としまして、現場となった直線道路を夜

間に時速194キロで走行したことが、危険運転

の類型の一つで言う「進行を制御することが困

難な高速度」に当たるか、ここが争いの一つに

なったと承知しております。

【小林委員】判決の内容等を読んでみると、お

っしゃるとおり進行を制御することが困難な猛

スピードと、当然ですよね。私は車の運転はで

きないけれども、194キロといえば、聞いただけ

でもぞっとするとさっき言ったけれども、そう

いう状態でありますね。

これがなんで画期的な判決というようなこと

になっているのか。新聞の見出しでは「画期的

な判決」と、総じて関係者の方々が非常に評価

をされていると。

これは判決の評価は当たり前だけれども、こ

れが画期的というのは、どういう受け止め方を

我々はすればいいのか、この点についてはいか

がでしょうか。

【橋元交通指導課長】進行を制御することが困

難な高速度というのは、つまりは自動車を自分

でコントロールできないようなものすごく速い

スピードと、わかりやすく言うとそういうこと

になります。

今までの裁判例、解釈に関しては、道路を自

分で運転中に対向車線に出たりしなければ、そ

れには該当しないんだというところが、制御を

しているという認定、解釈でありました。

今回の裁判につきましては、進路から逸脱す

ることなく進行できる場合も、進行を制御する

ことが困難な高速度の類型に当たると指摘され

ておりまして、その上で夜間に194キロで運転

した際の状況を検討するというところで画期的

な、つまりは自分の進路をたとえ保ったとして

も、法外な速度で、しかも夜間に走ることも危

険運転に当たるんだよと判決したところが画期

的と承知しているところでございます。

【小林委員】そういうことで、非常に関心と話

題を全国的に呼んだ大分の事件ではなかったか

と思います。

私は、手元に判決文の一部を持ってきており

ます。エンジンの音や加速の高まりを体感して

楽しむために犯行に及んだ、身勝手で自己中心

的な意思決定は、厳しい非難に値すると。エン

ジンの音や加速の高まりを体感して楽しむため

に犯行に及んだ、身勝手で自己中心的な意思決

定は厳しい非難に値する。しかも相手が、落ち

度のない被害者の命が奪われた結果の重大性を

前提にすると、遺族の方々が厳重な処罰を求め

ていることは十分理解できる。遺族の方々が厳

重処罰を求めていることは十分理解ができる

と、そういう判決文の一部があります。もう身

にしみます。

そういうことで、要は、今回のこの裁判の判

決を、今後の長崎県警の交通事故対策にいかに

活用してもらうかと、これが極めて重要じゃな

いかと思います。その点についてお尋ねをした

いと思います。

【田川交通部長】県警としましては、危険運転

致死傷罪の適用が疑われるような事案が発生し

た場合には、適正に捜査を推進し、法と証拠に

基づいて、危険運転致死傷罪をはじめとした各

種法令の適用を適切に行っていきたいと思って

おります。

また、危険運転致死傷罪に関わらず、いろん
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な危険な運転がございます。こういった無謀な

運転、危険な運転につきましては、広報・啓発

をしっかりやったり、交通指導取締りをしっか

りやったり、あるいは街頭活動、安全教育など

によって、自動車の運転者に交通ルールの順守、

しっかり守らせるとともに、交通指導取締りや

交通事件捜査をもとにしました運転免許の行政

処分により、悪質・危険な運転者を道路交通の

場から排除するというふうなところに取り組ん

でいきたいと思っております。

【小林委員】よろしくお願いします。以上です。

【石本委員長】 ほかにご質疑はございません

か。

【坂本委員】私も、交通関係で交通事故の発生

状況についてお尋ねいたします。

総務委員会補足説明資料、事件・事故の推移

が毎回出ております。その5ページに交通事故

の発生状況があります。交通事故については、

今年と昨年、一昨年、それぞれ人身事故の件数

が載っておりまして、去年に比べて少ない状況

のようであります。

同じく資料として出されています県の総合計

画の進捗状況調査にも、県警察本部の交通事故

死者数が書かれております。昨年は32人が交通

事故で亡くなったと、3年ぶりの増加と分析が

されているところであります。それに比べると、

今年は少し状況が改善しているという認識を持

つわけですけれども、今年に入ってからの取組

の成果といいますか、そこら辺についてどうい

うふうにお考えか、お聞かせいただけますか。

【永尾交通企画課長】 昨年の死者数は36人で、

今年に関しましては10月末の段階で20人とい

う状況です。。

取組としましては、昨年の状況を考えた時に、

高齢者、歩行者の対策が必要ということで、、

横断歩行者の死者数を抑えるための取組を強化

してまいりました。その結果としまして、減少

で抑えることができているところでございま

す。

ちなみに、高齢者が関連する死者数の割合で

は、本県の交通事故は、件数そのものは全国と

比較すれば少ないんですけれども、その割合が

高く、現状においても高齢者対策が引き続き必

要であると申し上げているところでございま

す。

【坂本委員】分かりました。特に横断歩道の事

故を少なくする取組をされているということで

ありますので、警察本部としての取組、ぜひ強

化を引き続きお願いしたいと思います。

1点確認したいんですけれども、先般、長崎の

南部のほうを夜に走っていましたら、道路の中

央線とか、歩行者が歩く路側帯というんですか、

その白線がかなり薄くなっている。夜でしたか

ら、路面は濡れていないんですけれども、ほぼ

見えないと、これは国道だったんですが、そう

いう状況に気づきました。

もちろん白線を引いたりするのは県の道路維

持課かなと思うんですけれども、例えば警察車

両も、パトカーだとか、夜に走ったりして気づ

く部分もあるんじゃないかと思うんです。今、

横断歩道も言われましたけど、横断歩道とか全

体的に薄くなっている。しかも、上り下りでい

きますと、行く時には気づかなかったんですけ

ど、同じ夜の帰りに気づくと、どうなっている

のかなと。

これは県の道路維持課に聞かないといけない

んですが、そういった状況を県警本部、各警察

署、県の道路維持課だとか、あるいは道路につ

いては県道、市道がありますので、そういった

連携体制というのか、それが通常はどういう感
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じになっているのかを教えてもらえますか。

【山口交通規制課長】 路面標示の関係につい

て、お答えします。

道路管理者との連携状況につきましては、道

路が新しくできるだけじゃなく、いろんな事故

があっている、また、ご指摘のように道路交通

環境がちょっと悪いよねという時も含めまし

て、警察と各道路管理者ごとに個別に、こうい

う対応をしたほうがいいんじゃないかというよ

うなお話はさせていただいております。

そこにつきましては、道路管理者の予算的な

都合もあるかもしれませんので、年に1回、路面

の掘削、舗装をやり替える会議を、いろんな事

業者も各警察署も入って、どこをしますとか、

どういうふうな工事をしますという意見交換の

場を設けている状況です。

一方、県警の横断歩道等路面標示につきまし

ては、どうやって塗り替えを行っているかとい

いますと、まずは各警察署単位で点検を行いま

す。日常の警察活動もありますし、年に1回、期

間を設けまして、交通安全施設の点検を行って

おります。その必要な箇所を警察本部にバック

アップして、それを県警で工事を発注する。こ

れを警察署がばらばらにやると予算の効果が出

ませんので、警察署1署単位とか、2つ集めてと

か、年に1回とかにはなると思うんですが、その

ような形で塗り替えをしております。

また、個別にここがというのがあると、弾力

的に塗り替えなど行っていきたいと考えており

ますので、よろしくお願いします。

【坂本委員】ぜひ連携を取っていただいて、財

政がかかる部分がたくさんあるんだろうとは思

いますけれども、よろしくお願いいたします。

特に今から年末にかけて交通安全運動もある

だろうと思います。事件とか事故とか、一番多

い季節ではないかなと思いますので、大変だと

思いますけれども、ぜひ連携を取って取組の強

化をお願い申し上げます。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

【宮本委員】 あと2点だけお聞きをいたしま

す。

まず1点目が、本年11月1日から道路交通法が

改正されて、自転車の「ながらスマホ」の罰則

が強化、酒気帯び運転が罰則の対象とされてい

ます。長崎県内の自転車数は少ないだろうと考

えているんですけれども、これについては県民

に対しても周知をすべきところかと思います。

まず、長崎県内における自転車事故がどれぐ

らいあるのか、確認をさせていただければと思

います。

【永尾交通企画課長】本県の自転車関連の事故

につきましては、年々減少している状況ではご

ざいますけれども、本年10月末の段階で83件発

生しております。全事故に占める自転車の事故

の割合は、全国平均が23.3％で、本県は83件で

4.2％ということで、全国と比較すれば最も低い

状況であります。

【宮本委員】やはり少ない状況ですね。一定数

はあることも確認をいたしました。

大村などに行くと、よく高校生が自転車に乗

っている姿が見受けられます。私のいる佐世保

ではそうそういないんですけど、例えば島原と

か、そういった平地では自転車に乗っていらっ

しゃる。特に高校生は多いかと思います。

要は若い方々に対して、「ながらスマホ」は

罰則があるんですよと周知する必要があろうか

と思います。若い方だけではなくて県民全体に、

「このようなことをすると罰則があります」と

周知をする必要があろうかと思います。

11月1日からの道路交通法改正に伴って、自
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転車における「ながらスマホ」、酒気帯び運転

の県民への周知対策についてお尋ねをいたしま

す。

【永尾交通企画課長】今、委員がおっしゃった

ように、県内の自転車の利用度は地域でばらつ

きがございます。諫早、大村、島原は特に多い

状況がございます。そういった中で、基本的に

は県下統一して周知を進めている状況で、具体

的には、11月1日に施行でしたので、その前の早

い段階で、まず違反をさせないことを前提とし

て、周知を図っております。具体的なやり方と

しては、まずテレビ、ラジオを使って周知を図

ることと、各市町が持っておりますデジタルサ

イネージ、広報誌にも掲載をお願いいたしまし

た。加えて、警察で道路情報を出している交通

情報板でも表示をしております。こういった広

報のほかに、二輪車の販売店とか観光連盟、い

ろんな関係機関を通じて注意喚起の働きかけを

行った状況でございます。

加えて若い世代にも興味をもってもらうとい

うことで、「ながらスマホ」に特化して、これ

は違反になるんだよと、厳しいよという内容の

中高生を対象としたチラシを作成し、教育委員

会等を通じて学校のほうに注意喚起で周知をし

ていただいたところでございます。

【宮本委員】若い世代に未然防止として、罰金

がありますので、これは非常に重たい罰金があ

りますから、特に周知をしていただきたいと改

めて要望します。教育委員会とも連携して取組

を推進していただければと思います。

もう1点です。県民から寄せられた声につい

て、ちょっと質問いたします。

今、西九州自動車道が、鋭意工事が進められ

ております。全線開通に向けて進められており

まして、先日も江迎におきましてはトンネルの

貫通式が行われたところであります。

特に松浦－平戸間は、令和7年度全線開通に

向けて進捗が図られておりまして、その中でも

平戸大橋交差点につきましては改良がなされて

いるんです。新しい県道もできております。交

通量がそれに伴って増えて、渋滞も発生してい

る状況であります。

先日、私も現場に行きまして確認をした平戸

大橋交差点はもちろん道路管理者と連携を取っ

ていただきたいという思いはありますが、県警

の方にも対応していただきたいという思いで質

問いたします。

平戸大橋交差点につきましては、平戸大橋か

ら田平に向かう時に2車線に改良されていま

す。しかしながら、それによって渋滞が生じる

ことがあります。平戸大橋から田平に向かう時

に、右折専用車線ができたんですが、対向車が

来るので、なかなか右に曲がれないと、それに

よって渋滞が生じていると。平戸市は観光地で

ありますから、休日になると渋滞がものすごく

発生することがあります。令和7年度開通に向

けて、もっともっと交通量が増えることが予想

されるので、平戸大橋交差点は、左折専用と直

進専用と右折専用、3車線が必要であると私も

考えているんです。

先ほども言ったように道路管理者と連携を取

っていただきたいんですが、平戸大橋から田平

に向かう車線について、3つの専用車線が必要

と考えるんですが、県警の見解を確認させてい

ただきます。

【山口交通規制課長】平戸大橋の件についてお

答えいたします。昨年10月に開通しまして、平

戸大橋は三差路だったのが十字路になりまし

て、実際に渋滞が発生したということで、それ

を受けまして県警においては、平戸大橋方面か
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ら田平方面に進行する車両の信号青時間の調整

を行っております。併せまして道路管理者とも

連携をしまして、平戸大橋から進行してくる側、

また松浦及び瀬戸市場方面から来る側の青時間

も少し延ばしております。また、江迎方面から

は前は左折で矢印があったところですけれど

も、そこも停止線を少し前に出すという対応を

しております。発生当初の渋滞ほどの影響は若

干緩和されたんですけれども、委員ご指摘のと

おり、いろんなちょっとした要因で渋滞は発生

すると思います。

また、平戸IC開通を控えて、交通量が増える

と思いますので、車線構成をどうするかという

部分も踏まえて、警察でこうしようと言ったの

が全てうまくいくわけでもない部分もあります

が、現場で一緒になって確認して、現場の状況

を踏まえながら、一番いい方法は何かという部

分を、今後も道路管理者とよく検討、協議をし

ていきたいと思っております。

【宮本委員】 ぜひですね。これは今後、交通量

はもっと増えます。確実に増えますので、道路

管理者と連携を取っていただいて。交差点の信

号機の青時間の改良はしていただいて、一定改

善はできているものの、やはり渋滞は生じてい

て、平戸大橋の途中で止まっている現状もある

とお聞きしておりますし、私もそれは垣間見た

ところですので、ぜひとも調査、確認をしてい

ただいて、改良が必要であろうと私は考えます

から、そこも対応していただきたいと要望させ

ていただきます。以上です。

【冨岡副委員長】坂本委員から、交通事故の状

況についての質問に、横断歩行者の死者数を抑

えていくというご答弁がありました。

私の地元の時津町でも、先月、大変痛ましい

事故が起こってしまいました。11月17日19時、

午後7時ごろ、時津町左底郷の町道で、18歳の男

性が運転するバイクが72歳の男性をひいてし

まって、その男性は亡くなるという大変大きな

事故が発生しております。

そうした中で確認をさせていただいたら、こ

の交差点は、これまでも繰り返し、地元の自治

会から町に対して信号機の設置を要望してお

り、町から県に信号機の設置を繰り返しお願い

していた状況であったようでございます。そう

いうことで、地元の方からすると、ついにこう

した事故が起こってしまったかというところで

ございます。

今回の事故は、どういった要因がどれだけ今

回の重大な結果につながってしまったのかとい

う点については、明確にはなかなかわからない

かもしれませんけれども、少なくとも地元の

方々にとっては、今回の事故は、信号機が未設

置だったことによって、近辺の横断歩道を渡っ

ていたところをひかれてしまったということな

んです。

ずっと訴えてきたということで、県警として、

今回のこの事故についてどのような受け止めを

しているのか、質問させていただけたらと思い

ます。

【山口交通規制課長】時津町で発生した死亡事

故の交差点における信号要望ということで、お

答えさせていただきます。

まず、信号機の要望につきましては、その都

度、現場調査を行い、同現場の交通実態を踏ま

え、全国的な交通量や設置間隔、そういった部

分の基準と照らしつつ、個別に判断させていた

だいているところであります。

今回11月に発生した死亡事故については、当

方も重大な事案だと受け止めております。あの

交差点につきましては、委員ご指摘のとおり、
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これまでも要望があっていたんですけれども、

横断歩道を平成26年に設置したり、また交差点

をコンパクトにという対策はしていたところで

あります。

しかしながら、今回の事故を踏まえまして、

またご要望をいただいたところでありますの

で、これにつきましては、地元の時津警察署と

しっかり連携を図りまして、改めて現場の調査、

設置の可否の検討を行っていきたいと思ってお

ります。

また、今後、日並ICから町道に通じる道路が

開通するという話も聞いております。そういう

予定もありますので、今回の死亡事故も踏まえ

まして、改めて警察署、道路管理者と連携を図

りまして、可能な安全対策ができないか、これ

をしっかり検討していきたいと思っておりま

す。

【冨岡副委員長】おっしゃったように左底日並

線の開通に伴い、今後も交通量が増えてまいり

ます。今回のような痛ましい事故が二度と起こ

らないように、当該交差点における信号機の設

置を強く要望させていただいて、私の質問を終

わらせていただきます。

【石本委員長】 ほかにご質問はございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質問がないようですの

で、警察本部関係の審査結果について整理した

いと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時３７分 休憩 ―

― 午前１１時３８分 再開 ―

【石本委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

以上をもちまして、警察本部関係の審査を終

了いたします。

午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時
30分から再開し、出納局及び各種委員会事務局

の審査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時３９分 休憩 ―

― 午後 １時３２分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

これより、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。

【石本分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

会計管理者より、予算議案の説明を求めます。

【井手会計管理者】出納局関係の議案について

ご説明をいたします。予算決算委員会総務分科

会関係議案説明資料の2ページをご覧くださ

い。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分でございます。

歳出予算で、（目）一般管理費440万3,000円
の増を計上いたしておりますが、これは、職員

給与費について、既定予算の過不足の調整に要

する経費でございます。

以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本分科会長】次に、監査事務局長より予算

議案の説明を求めます。

【桑宮監査事務局長】監査事務局関係の議案に

ついてご説明いたします。同じく説明資料の3
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ページをご覧ください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分であります。

歳出予算で、（目）委員費8,000円の減、（目）

事務局費812万1,000円の増を計上いたしてお

りますが、これは、常勤監査委員及び職員給与

費について、既定予算の過不足の調整に要する

経費であります。

以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本分科会長】次に、人事委員会事務局長よ

り予算議案の説明を求めます。

【田中人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の議案についてご説明いたします。同じ資

料の4ページをご覧ください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうちの関係部分であります。

歳出予算で、（目）事務局費390万9,000円の

減を計上いたしておりますが、これは、職員給

与費について、既定予算の過不足の調整に要す

る経費であります。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本分科会長】次に、労働委員会事務局長よ

り予算議案の説明を求めます。

【田中労働委員会事務局長】労働委員会事務局

関係の議案についてご説明いたします。同じ資

料の5ページをご覧ください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分であります。

歳出予算で、（目）事務局費447万9,000円の

減を計上いたしておりますが、これは、職員給

与費について、既定予算の過不足の調整に要す

る経費であります。

以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本分科会長】次に、議会事務局長より予算

議案の説明を求めます。

【中尾議会事務局長】議会事務局関係の議案に

ついてご説明いたします。同じ説明資料の6ペ
ージをお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分であります。

歳出予算で、（目）議会費3,000円の増、（目）

事務局費579万6,000円の減を計上いたしてお

りますが、これは、議員報酬及び職員給与費に

ついて、既定予算の過不足の調整に要する経費

であります。

以上をもちまして、議会事務局関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第93号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第93号議案のうち関係部分は、原案

のとおり可決すべきものと決定をされました。

【石本委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

出納局及び各種委員会事務局においては、今

回、委員会付託議案がないことから、所管事項

についての説明を受けた後、議案外所管事務一

般についての質問を行うことといたします。

まず、会計管理者より所管事項説明を求めま

す。

【井手会計管理者】出納局関係の所管事項につ

いてご説明いたします。総務委員会関係説明資

料の2ページをご覧ください。

証紙の販売終了について。

令和6年9月定例会において、証紙制度の廃止

に向けた県の取組状況をご報告させていただい

ておりましたとおり、令和6年12月末をもって

証紙の販売を終了いたします。令和7年1月以降

は、オンラインでの手続やクレジットカード等

によるキャッシュレスを主体とする納付方法へ

移行します。

なお、既に購入されたお手持ちの証紙は、令

和7年3月末までは引き続き使用可能としてお

ります。また、使用予定がない証紙とか、売り

さばき人の皆様がお持ちの未販売の証紙につき

ましては、順次、払い戻しの手続を進めること

としており、引き続き十分な周知に努めてまい

ります。

長らく続いてまいりました証紙制度ですの

で、新たな納付手段に関するお問い合わせなど

が想定されます。関係各課とともに万全な対応

を図り、円滑な移行を進めてまいります。

以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。

【石本委員長】次に、人事委員会事務局長より

所管事項説明を求めます。

【田中人事委員会事務局長】人事委員会事務局

関係の所管事項についてご報告いたします。ま

ず、総務委員会関係説明資料の追加1の2ページ

をご覧ください。

令和6年度県職員採用試験について。

短大卒業程度、高校卒業程度、就職氷河期世

代を対象とした選考試験の各試験を実施し、11
月21日までに、各々最終合格者を発表いたしま

した。

次に、総務委員会関係説明資料の3ページを

ご覧ください。

公務における人材の確保は、民間企業の採用

活動の活発化及び国や他の地方公共団体との競

合により非常に厳しい状況であり、本県の職員

採用試験においても、特に技術系職種について

受験者数が採用予定数を下回るなど、人材の確

保が一層厳しくなっております。

このような状況を踏まえ、大学卒業程度のC
試験として「水産」、「農業」、「畜産」、「林

業」、「農業土木」、「土木」、「建築」、「社

会福祉」の8職種について、1次試験を11月15日
から12月4日まで実施し、2次試験を1月中旬、

最終合格者の発表を2月中旬に予定しておりま

す。
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なお、1次試験では、SPI3を採用し、ペーパー

テストで受験する長崎会場に加え、自宅や全国

7都市にあるテストセンターでパソコンを用い

た受験を可能とし、県内出身の大学生や民間企

業経験者など、長崎県へのU・Iターンを考えて

いる受験者も受験しやすい試験としておりま

す。

多様で優れた人材の確保に向けて、引き続き

採用試験の総合的な見直しや公務の魅力発信等

の取組について、任命権者との協議を進めてま

いります。

職員の給与等に関する報告及び勧告について

でありますが、本委員会は、去る10月4日、地方

公務員法の規定に基づき、県議会議長及び知事

に対して、職員の給与等に関する報告及び勧告

を行いました。その概要は記載のとおりであり

ます。

以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

報告を終わります。

【石本委員長】次に、提出のあった政策等決定

過程の透明性等の確保などに関する資料につい

て、説明を求めます。

【山道会計課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した出納局、各種委員会事務局の資料について

ご説明申し上げます。

資料の2ページをご覧ください。

1,000万円以上の契約について、令和6年9月
から10月までの実績は、記載のとおり3件とな

っております。

また、入札結果につきましては、3ページから

5ページに記載のとおりでございます。

以上でございます。

【石本委員長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより議案外所管事務一般に関する質問

を行います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【坂本委員】 議案外について2点、いずれも人

事委員会関係でお尋ねをいたします。

まず、説明がありました令和6年度の県職員

採用試験についてであります。6月定例会、9月
定例会でも同様の質問をさせていただきました

けれども、なかなか採用がですね。説明資料で

は、受験者数に対する倍率の関係が書いてあり

ます。高卒程度で3.5倍とかというふうなことで

す。実際は一部職種で採用予定数になかなか届

いていない状況が相変わらずあることを、ホー

ムページでも確認をいたしました。

大学卒業程度のC試験、いわば追加みたいな

ことになるんだろうと思いますが、1次試験を

実施したと、水産、農業、畜産等々8職種という

ことです。

前回の9月定例会で、A試験の10職種で採用予

定数に足りていないということでした。今回の

C試験では、交通局と教育事務が入っていない

ことで8職種となっております。これは、足らな

ければ10職種でちゃんとせんばいかんとじゃ

ないかなと感じたんですけれども、そこら辺は

どういうふうに理解すればいいですか。

【田邑職員課長】 大学卒業程度のA試験におい

て、10職種で採用予定数に最終合格者が届いて

いないという状況でして、そのうち交通局事務、

教育事務を除くと8職種になるんですけれど

も、C試験につきましては、技術職のみの8職種
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について追加試験を実施しております。

【坂本委員】そうしたら、交通局事務と教育事

務ですから、事務以外の技術職でC試験を行っ

たという理解でいいんですね。分かりました。

いずれにしても、職種によってはC試験でも、

例えば農業土木とか土木とか、畜産もそうです

ね、申込者数が採用予定数に届いていない状況

にありますので、前にも言いましたけれども、

そこら辺をどう埋めていくのかというところ

は、任命権者と今後も引き続き協議をしていた

だきたいと思うんです。今日の説明資料を見る

限りは、そこら辺の危機感といいますか、そう

いうのがちょっと足らないなと、もう少し危機

意識を持って、具体的にどうしていくのかとい

うのを、ぜひ今後、来年度に向けて協議を詰め

ていただきたいと思います。要望として申し上

げておきます。

2点目です。10月4日に、人事委員会の職員の

給与等に関する報告及び勧告が出されました。

今回説明資料では、若年層に重点を置きつつ、

全ての職員を対象に引き上げの改定を勧告した

ということです。

確かに、いただきました人事委員会の勧告と

報告を見ますと、初任給が大卒で2万3,800円の

引き上げ、短大卒で2万5,300円の引き上げ、高

校卒で2万1,400円の引き上げということで、初

任給のところはかなり分厚い引き上げになって

いるんじゃないかなと思いました。

ただ、行政職の4,199人の平均年齢が41.5歳
で、一人当たりの改定状況を見ますと、改定額

が1万164円で、平均引き上げ率が2.84％となっ

ています。

ご存じのとおり今年の春闘では、大企業がほ

ぼ5％を超える、県内も含めて5％ということに

なっています。一般質問でもありましたけれど

も、県内の場合は中小企業にお勤めの方が9割
を超えておりまして、そこの賃上げはなかなか

厳しいですから、そういっていないことは十分

わかりますし、そこら辺も反映されているのか

なと思いました。

若年層は初任給を含めてかなり分厚い引き上

げになっているんですけれども、高年齢になる

と、なかなかそうなっていない状況があってで

すね。逆に、地域手当の見直しとか扶養手当等

の見直しということで、実際に減額なんですよ

ね。そうすると、先ほど言いました1万164円の

平均的な引上額が、逆にマイナスになる方もい

らっしゃると伺いました。

実際にそういう方が出てくることが、ここで

確認できますか。

【田邑職員課長】申し訳ありません。今持って

いる資料では、そこまでの確認はできておりま

せん。

【坂本委員】ひょっとしたら、これは人事委員

会じゃなくて人事課の話になるんですかね、職

員給与の関係でいうとですね。そこは、人事委

員会としては勧告を出したということで、今は

まだ結論は出ていないと思いますので、また改

めて人事課のほうで伺いたいと思います。

実際はそういった対象の方もいらっしゃると

いうことで、特に地域手当は、長崎市ですけれ

ども、3％ですよね。地域手当については、段階

的に1％、1％、1％で、3年間かけて引き下げ、

廃止するということであります。

それから扶養手当も2年間で段階的に減らし

て、行政職7級以下、それから行政職8級のとこ

ろは廃止となるわけですね。そうすると、今あ

る配偶者手当が行政職の7級以下で6,500円、8
級で3,500円、これが廃止になるわけですから、

いわゆる手取りでいうと減ることになります。
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それから、子育ては支援をするということで、

子どもへの扶養手当は現行の1万円が1万3,000
円になるということであります。若年層に重点

を置くのは、人材確保の面からも理解できるん

ですけれども、高齢になると、働き盛りといい

ますか、本当に脂がのってくる方々のところが

実質目減りする状況について、人事委員会とし

て今回勧告を出されましたので、改めて認識を

お伝えいただけますか。

【田邑職員課長】本年の給与制度につきまして

は、原則国に準拠しております。先ほどお話が

ありました地域手当や扶養手当についても、人

事委員会としまして、基本的には国の制度を基

本にして検討してまいりました。

その上で、今回の地域手当や扶養手当の見直

しにつきましては、例えば共働き世帯が増えて

いるとか少子化対策が同時に進められているこ

と、そういった見直しの趣旨であったり民間の

状況、そして県職員の給与の状況、その辺を総

合的に考えて判断したものでございます。

今年度は、先ほどお話がありました人材確保

の観点ということで、若年層に重点を置いてと

言いながらも、全職員を対象に、給与改定を行

っております。来年度は、民間給与実態調査と

いう民間の調査を行って、その結果として、県

職員の給与と民間の給与に公民格差が生じた場

合には、来年の人材確保の状況等を見たうえで、

その配分についても検討する必要があると考え

ております。

【坂本委員】 検討していただきたいと思いま

す。

長崎県の職員は、いわゆるラスパイレス指数

が、かつては全国47都道府県でも上位にあった

と記憶をしておりますけれども、今は多分、下

のほうですよね、かなり下のほうにあります。

最低賃金も下のほうということでありまして、

民間に合わせるからなかなか上がらないという

こともあろうかと思いますけれども、先ほどか

らある人材確保の観点とか、あるいは熟年の職

員の皆さん方のモチベーションが下がらないよ

うに、やはりそこは任命権者としっかり議論を

していただいて、来年に向けてご議論いただけ

ればと申し上げまして終わります。

【石本委員長】 ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質問がないようですの

で、出納局及び各種委員会事務局関係の審査結

果について整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時５５分 休憩 ―

― 午後 １時５６分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、出納局及び各種委員会事

務局関係の審査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、企画部関係の審査を

行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 １時５６分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年１２月１０日

自  午前１０時 ０分

至  午前１１時５４分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 石本 政弘 君

副委員長(副会長) 冨岡 孝介 君

委   員 小林 克敏 君

〃 浅田ますみ 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 まきやま大和 君

〃 湊  亮太 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

企 画 部 長 早稲田智仁 君

企 画 部 次 長 川端 博子 君

政 策 調 整 課 長 山下 公誉 君

政 策 企 画 課 長 内田 正樹 君

政策企画課企画監
（総合計画・総合戦略担当）

小栁 正典 君

政策企画課企画監
（地域連携担当）

寺井 芳隆 君

Ｉ Ｒ 室 長 湯川 亮一 君

デジタル戦略課長 髙橋  圭 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【石本委員長】 おはようございます。

ただいまから、委員会及び分科会を再開いた

します。

これより、企画部関係の審査を行います。

【石本分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

企画部長より、予算議案の説明を求めます。

【早稲田企画部長】 おはようございます。

企画部関係の議案についてご説明いたしま

す。

予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

をお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分であります。

今回の補正予算は、歳出予算で、5,231万
1,000円の減を計上いたしております。

この歳出予算の内容は、職員給与費について、

既定予算の過不足調整に要する経費でありま

す。

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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【石本分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第93号議案のうち関係部分については、原案

のとおり、可決することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第93号議案のうち関係部分は、原案

のとおり、可決すべきものと決定をされました。

【石本委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

企画部においては、今回、委員会付託議案が

ないことから、所管事項についての説明を受け

た後、陳情審査及び議案外所管事務一般につい

ての質問を行うことといたします。

企画部長より所管事項説明を求めます。

【早稲田企画部長】企画部関係の議案外の所管

事項についてご説明いたします。

初めに、総務委員会関係説明資料（追加1）、

企画部をお開き願います。

（令和7年度の主要施策について）

令和7年度の予算編成に向けて「令和7年度長

崎県の主要施策（素案）」を策定いたしました。

これは、計画期間の最終年度を迎える長崎県総

合計画の総仕上げと、新しい長崎県づくりのビ

ジョンが目指す「未来大国」の実現に向けて、

令和7年度に重点的に取り組もうとする施策に

ついて、新規事業を中心にお示ししたものであ

ります。このうち、企画部の予算編成における

基本方針及び主要事業についてご説明いたしま

す。

令和7年度は、長崎県総合計画の最終年度に

あたることから、着実な計画の推進に努めると

ともに、Society5.0の実現に向けて最先端技術

を効果的に活用し、本県の特性や地域課題に応

じたデジタル化の推進を図るほか、ドローンを

活用したイノベーション創出に向けた施策や、

次期総合計画・総合戦略策定に取り組んでまい

ります。

それでは、令和7年度に取り組む主な施策等

をご説明いたします。

本県における地域課題の解決や、産業の活性

化、豊かで質の高い県民生活を実現するため、

ドローンをはじめとする最先端技術を利活用す

ることにより、Society5.0の実現に向けたデジ

タル化やDXを推進いたします。

また、令和8年度以降における県政運営の指

針や考え方を示す、次期総合計画・総合戦略に

ついて、幅広くご意見をお伺いしながら策定を

進めてまいります。

なお、令和7年度当初予算に係る予算要求状

況につきましても、併せて公表を行ったところ

であります。

これらの事業につきましては、県議会からの

ご意見などを十分踏まえながら、予算編成の中

で更に検討を加えてまいりたいと考えておりま

す。

次に、総務委員会関係説明資料、企画部の2ペ
ージをご覧願います。

（民間企業等との連携について）

去る10月3日、県と明治安田生命保険相互会

社は、地方創生の推進を目的として、包括連携

協定を締結したところであります。今後、双方
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の資源を有効活用しながら、健康づくりやこど

もの健全育成・教育支援に関することなど、地

域活性化や県民サービスの向上に連携して取り

組むこととしております。

また、大学との連携については、テンプル大

学ジャパンキャンパスにおいて、本県出身学生

に対する奨学金制度を創設いただくとともに、

本県の観光モニターツアーにご参加のうえ、外

国人目線での貴重なご意見をいただいたほか、

明治大学では、諫早市で学生派遣プログラムを

実施いただくなど、包括連携協定に基づき、グ

ローバル化や人材育成をはじめとした様々な取

組を進めているところであります。

今後とも、民間企業や大学など、多様な関係

者との連携強化を図りながら、地方創生のさら

なる推進に努めてまいります。

（SDGsの推進について）

SDGsについては、長崎県SDGs登録制度の運

用やポータルサイトによる情報発信、アドバイ

ザーの派遣などを通して、県民の皆様や企業等

に対する普及啓発及び認知度向上に努めている

ところであります。

こうした中、今年度からの新たな取組として、

去る10月31日に、「“つなぐ”長崎SDGsセミナ

ーinメタバース」と題したイベントを開催し、

メタバース空間上において、SDGsの活用につ

いての講演や県施策の説明、県内企業等による

取組事例の発表などを行いました。

また、10月11日から11月22日までの間、県民

の皆様がSDGsに取り組む機会の創出を目的

に、「♯（ハッシュタグ）長崎みんなのSDGs～
広がれ！SDGsの輪～」と題して、SDGsに関す

る取組をインスタグラムで投稿いただくキャン

ペーンを実施したところであります。

県としましては、このような県民参加型の啓

発イベント等にも積極的に取り組みながら、

SDGsのさらなる普及拡大に力を注いでまいり

ます。

（デジタル化・DXの推進について）

去る10月10日、県庁において、ドローン利活

用の意識醸成や本年7月に開設した「長崎県ド

ローンプラットフォーム」の周知・活用促進を

目的とした「ドローンワールドイベント」を開

催いたしました。

当日は、ドローンスクールをはじめ点検・測

量、農業、空撮など、様々な分野においてドロ

ーンサービスを提供する県内事業者の方々にド

ローン等を展示いただくとともに、利活用事例

を紹介するセミナーや物資輸送等のデモフライ

トを実施し、約800名の方々にご来場いただき

ました。

また、「新技術実装連携“絆”特区」につい

ては、国の調査・実証事業に本県関係の3事業が

採択され、九州地区初となるドローンのレベル

4飛行による医薬品配送や送電鉄塔設備の広域

的な点検、AI技術を活用した目視外飛行が行わ

れる予定となっております。

今後とも、様々な分野におけるドローンの利

活用促進のため、ドローンサービスの需給創出

の拡大を図るとともに、特区制度を活用した社

会実装を推進してまいります。

（「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025」等の進捗状況について）

令和3年度から令和7年度の5年間を計画期間

とする「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025」に掲げる施策の令和5年度末における進

捗状況については、総合計画の一部見直しに伴

う指標改訂の内容を反映のうえ評価・分析を行

ったところであり、配付している資料のとおり

となっております。
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各施策の目標として掲げた施策及び事業群の

指標である277項目の指標のうち、目標値を設

定していないものや実績値が把握できていない

もの等を除いた266項目の令和5年度の進捗状

況は、最終目標を既に達成したもの及び令和5
年度の目標値を達成したものが136項目で全体

の51％、令和5年度の目標を達成していないも

のの改善傾向にあるものが72項目で全体の

27％、令和5年度の目標値を達成しておらず進

捗に課題があると考えられるものが58項目で

22％となっております。

なお、企画部関係の施策及び事業群の指標で

ある9項目のうち、目標値を設定していないも

のを除いた8項目の令和5年度の進捗状況は、最

終目標を既に達成したもの及び令和5年度の目

標値を達成したものが7項目、令和5年度の目標

を達成していないものの、改善傾向にあるもの

が1項目となっております。

次に、「第2期長崎県まち・ひと・しごと創生

総合戦略」に掲げるKPI（重要業績評価指標）

の令和5年度末の進捗状況については、配付し

ている資料のとおりであります。

KPI全120項目について、実績値が把握でき

ていないもの等を除いた115項目のうち、令和5
年度の目標値を達成したものが58項目で、全体

の50％、「やや遅れ」が34項目で全体の30％、

「遅れ」が23項目で全体の20％となっておりま

す。

なお、企画部関係のKPIである6項目につい

て、目標値を設定していないものを除いた5項
目の令和5年度の進捗状況は、最終目標を既に

達成したものが2項目、令和5年度の目標値を達

成したものが3項目となっております。

各計画とも、今回の評価・分析結果を踏まえ、

取組の充実・強化を図りながら、最終目標の達

成に向けて、引き続き、施策の推進に努めてま

いります。

（事務事業評価の実施について）

本年度の事業評価において、事務事業評価を

実施いたしました。企画部関係分については、

お配りしている資料のとおりであります。

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて説明を求めます。

【山下政策調整課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして、本委員会に提

出しております企画部関係の資料について、ご

説明申し上げます。

資料の2ページをご覧ください。

陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

令和６年 9 月から令和６年 10 月までの間に県

議会議長宛てにも同様の要望が行われたものは、

長崎県離島振興協議会、長崎県過疎地域協議会

からの計３件となっておりまして、それぞれに

対する県の取扱いにつきましては、2 ページか

ら 7ページに記載のとおりでございます。

続きまして､8ページをご覧ください。

附属機関等会議に係る結果報告でございます。

令和6年9月から令和6年10月までの実績は、

長崎県まち・ひと・しごと創生対策懇話会の 1
件でありまして、その議事概要につきましては、

8 ページにお示しをしているとおりでございま

す。

説明につきましては、以上でございます。
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よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。審査対象の陳情番号は、46､49、
56となっております。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【宮本委員】 おはようございます。

それでは、議案外について、質問をさせてい

ただきます。

まず初めに、先ほど、部長から説明がござい

ました部長説明資料の3ページになります。デ

ジタル化・DXの推進について、お尋ねをいたし

ます。

ドローンについてであります。この委員会で

もずっと、ドローンにつきましては、いろんな

報告もありましたし、私の方も質問させていた

だきました。進捗も図られているようでありま

す。確認をさせていただきました。

今年度、約3,000万円を使って、デジ田交付金

を使って、3つの事業をなされていらっしゃい

ます。1つ目、長崎県ドローンプラットフォーム

設立運営・普及、2点目、ドローンオペレーター

資格取得経費への支援、3点目、長崎県内で実施

するドローンの社会実装へ向けた支援というこ

とで、それぞれ3つ､3,000万円投入しながらさ

れていらっしゃいます。説明資料でもありまし

たけれども、これらの進捗状況をそれぞれ教え

てください。

【髙橋デジタル戦略課長】ドローンワールドプ

ロジェクトの3つの事業についての進捗状況の

ご質問でございます。

まず、1点目の長崎県ドローンプラットフォ

ームの設立運営・普及につきましては、ドロー

ン需要と供給をマッチングするサイトといたし

まして、今年の7月に開設をいたしました。本サ

イトは、県内のドローンサービス事業者に登録

をいただいて、登録いただいた事業者のサービ

ス用途の紹介や見積り依頼機能などを備えてい

るものになります。12月現在で50事業者が登録

されているところでございまして、このサイト

は、長崎県のほかに､5県がドローンプラットフ

ォームの共同利用をしておりますけれども、長

崎県の登録事業者数が共同利用している県の中

では最も多い状況となっておりまして、引き続

き、需要と供給のマッチングを促進してまいり

たいというふうに思います。

2点目のドローンオペレーター資格取得経費

への支援につきましては、県内のドローンサー

ビス事業者を増加させ、産業振興やイノベーシ

ョンの創出を図るため、ドローンの資格取得経

費の一部を補助するものでございます。今年度、

申請は50名程度と見込んでおりましたけれど

も、想定を上回る多数の応募をいただきまして、

国家資格が63名、民間資格が6名の現在69名の

交付決定をさせていただいている状況でござい
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ます。一層のドローン利活用を進めてまいりた

いというふうに考えております。

最後、3点目の長崎県内で実施するドローン

の社会実装に向けた支援につきましては、ドロ

ーンを駆使した課題解決を実装もしくは実装へ

向けた道筋を具体的に示す取組を支援するもの

でございまして、今年度は、2件の事業採択をし

たところでございます。1件は、運送事業者の持

続可能な運送業を実現するために、ドローンに

よる配送を行う事業、もう1件が、離島の海岸漂

着ごみを、ドローンを活用して運搬する事業に

なっております。現在、実証を行うためのドロ

ーン飛行の許可手続き等を行っておりまして、

準備ができ次第、実証等を行って、実装へ向け

た論点整理等を行うこととしております。

引き続き、これらの取組を通じまして、県内

のドローンの利活用のさらなる促進につなげて

まいりたいと考えております。

【宮本委員】ありがとうございました。それぞ

れ進捗を確認させていただきました。

ドローンプラットフォームにつきましては、

利用に向けたマッチングで50事業者というこ

とで、かなり多く参入いただいているというこ

とも確認できましたし、オペレーター資格取得

につきましては、69名ということでもって報告

いただきました。以前、委員会でも確認したの

ですが、レベル4の“絆”特区として長崎県が取

得認定を受けまして、しかしながら、このレベ

ル4の運用については、今、全国で1台、機種が

登録されていて、それしかまだできないんです

と。しかも、それを運転する技術者も必要です

ということで答弁があったのですが、今、69名
とご報告ありましたが、レベル4に対応する機

種を運転する方が69名いると。この方々が、次

年度に向けて、レベル4を運用する中心的な

方々になるという理解でいいのか、県内に69名
の運転資格者がいるという理解でいいのか、確

認をさせてください。

【髙橋デジタル戦略課長】 レベル4飛行を行う

ためには、委員ご指摘のとおり、認証された機

体と、それから国家資格を持ったオペレーター

が必要になっております。そのうちのオペレー

ター資格につきまして、レベル4を運航する際

には国家資格の一等という資格が必要になって

おります。現在でも、県内に少なくとも36名の

国家資格の一等のオペレーターがいらっしゃい

まして、今年度の我々の補助事業につきまして

も、国家資格の一等について、17名分を交付決

定させていただいております。今後、県内でレ

ベル4飛行を多数実証していくときに、様々な

事業者が実証していく際の基盤になるものとい

うふうに考えております。

【宮本委員】 ありがとうございました。

一般質問でもたしかあったかと思うのです

が、期待されるのは、ドローンによる医薬品の

運送であります。今の離島の港の近くに降りて

いる医薬品が、患者の玄関先まで運べるように

なるというものが非常に期待されているのです

が、これに向けての準備が今、整えられている

という認識でいるんですけれども、これについ

ては、今おっしゃられた36名が一等の免許を持

っていらっしゃる。そこの理解も含めて、来年

度、これがいよいよ開始できるのか、開始して

いただきたいのですが、来年度に向ける医薬品

の配送に向けた見通しについて、確認をさせて

ください。

【髙橋デジタル戦略課長】医薬品の配送の効率

化ということに関しましては、国家戦略特区の

中で、国費を活用した実証事業の中で取組を進

めているところでございます。具体的には、来
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年2月に五島地域において、モバイルクリニッ

クと連携した遠隔の診療に合わせて、処方薬を

患者のお手元にドローンで直接届ける実証を予

定しております。これまでは、遠隔診療後の処

方薬の配送は翌日になっておりましたけれど

も、今回の実証によりまして、遠隔診療後に、

即日で処方薬を患者に届けるサービスの実装へ

の道が開かれることになります。また、今回の

実証では、患者宅に処方薬を直接お届けするた

めに有人地帯を目視外で飛行する必要があるた

め、レベル4飛行を行う必要がありますけれど

も、これが成功すれば、九州地区ではレベル4飛
行は初となります。

先ほどのオペレーター資格取得経費の補助と

の関係ということでありますけれども、ドロー

ンサービスをやっている事業者については、今、

いろんな事業者がいらっしゃいますので、必ず

しも、全てのオペレーターがこの特区の実証の

中で関わるというわけではありませんけれど

も、適切なレベル4飛行ができるオペレーター

をしっかり育てて確保して、この特区実証の中

でも連携ができればというふうに思っておりま

す。

また、今年度の実証では、限られたエリアの

中でレベル4飛行を行うこととしておりますけ

れども、実証の成果を踏まえて、さらに広い範

囲でレベル4飛行を行うための論点整理などを

しながら、来年度、国家戦略特区としての実証

等をさらに進めて、ビジネスとしてのサービス

の実装につなげてまいりたいと考えておりま

す。

【宮本委員】ありがとうございました。すみま

せん、ちょっと繰り返しになったかもしれませ

んけれども、改めて確認をさせていただいたと

ころであります。

これは非常に大事な事業ですので、全国に先

駆けて、ドローンによるサプライチェーンの形

成もしっかりとこれが県の産業基盤の一つとし

て確立できるように、次年度に向けて、また取

組を推進していただきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました。

次に、企業版ふるさと納税について、お尋ね

をいたします。

企業版ふるさと納税につきましては、今年度、

約400万円の予算をつぎ込んで、いろんなPR活
動をするということを確認させていただいたと

ころでありますけれども、まず令和5年度の寄

附実績につきまして、お尋ねをいたします。

【山下政策調整課長】企業版ふるさと納税によ

ります寄附の実績でございますが、令和5年度

につきましては、51社から、合わせまして5,376
万円の寄附を頂いたところでございます。

【宮本委員】ありがとうございました。51社か

ら、5,376万円ということで確認いたしました。

ちなみに、これは前年と比べてどうだったの

か、教えていただければと思います。

【山下政策調整課長】前年度でございます令和

4年度の実績でございますが、こちらは50社か

ら、4,244万円の寄附を頂いておりますので、前

年度からかなり伸びているものと認識しており

ます。

【宮本委員】ありがとうございました。伸びて

いるということも確認させていただきました。

今年度、これを踏まえて、400万円つぎ込んで

PR活動に力を入れていくということで2月議会

でたしか報告があったのですが、まだ今年度は

残りあるので、今年度の目標、どれくらい令和

6年度、持っていこうとされているのか、金額、

何社、どれくらいというのもわかれば、教えて
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いただければと思います。

【山下政策調整課長】毎年度の寄附の目標額で

ございますが、こちらは過去の寄附実績を基に

見積もっておりまして、令和6年度の寄附の目

標につきましては、3,000万円ということで設

定をいたしております。

【宮本委員】 ありがとうございます。

ちなみに、今現在でどれくらいの寄附があっ

ているのか、教えてください。

【山下政策調整課長】 令和6年度の実績でござ

いますが、11月末時点で、21社から、合わせま

して3,064万円の寄附を頂いているところでご

ざいます。

【宮本委員】 ありがとうございました。

11月末で21社、3,064万円ということは、既に

目標を達成しているということで、すばらしい

ですね。すばらしいという言い方が適当かどう

かわかりませんが、確かに目標の設定について、

いろいろ議論あるかもしれませんが、現在で進

捗はかなりよろしいということを確認させてい

ただきました。

ちなみに、これは企業版ふるさと納税ですけ

れども、地方創生プロジェクトについて、企業

が寄附をするという形になっているんですね。

確認すると、9つのプロジェクトがあって、それ

ぞれに対して企業が、このプロジェクトに応援

しますよということの仕組みになっていると思

うのですが、企業版ふるさと納税を寄附してい

ただいた企業からは、どの事業が一番人気のあ

るものなのかを教えていただければと思いま

す。

【山下政策調整課長】 こちらは平成28年度に

企業版ふるさと納税の制度が創設されて以降、

ただいま委員からご指摘ありました9つのプロ

ジェクトのうち、最も多くの寄附を頂いており

ますのが、奨学金の返済アシストですとか、ふ

るさと教育などを行います「長崎の未来を担う

人材育成・応援プロジェクト」でございます。

このほか、情報セキュリティー人材の育成です

とか、県内企業のDX化などを進めます「次世代

産業イノベーションプロジェクト」、しまの産

品振興ですとか、離島の医療人材の確保などを

行います「長崎のしま活性化プロジェクト」に

も多くの寄附を頂いているところでございま

す。

【宮本委員】ありがとうございました。人材育

成ということに対する事業に対して寄附が多い

というのは、長崎にとっては非常に頼もしいこ

とだと思います。

これを踏まえて、次年度、どう取組をされて

いくのかということは非常に大事な視点だろう

と思います。なかなか次年度の事業なので、今々

説明できるところだけお願いできればと思いま

すが、次年度の取組について、お尋ねをいたし

ます。

【山下政策調整課長】寄附額の増加に向けまし

ては、いわゆる営業活動でございますが、現在、

企業の経営者の方々等と面談を行いまして、寄

附をお願いしておりますが、それを補完する意

味合いで、電話ですとか、ダイレクトメールで

も寄附をお願いしているところでございます。

また、本県出身の経営者の皆様に寄附をお願

いするとともに、本県の応援団として情報発信

にご協力をお願いする観点から、県人会ですと

か、長崎ゆかりの交流会、こういった場におい

ても、企業版ふるさと納税についてPRを行って

いるところでございます。

このほか、空港ですとか、駅それからバスタ

ーミナルといったような交通拠点に、企業版ふ

るさと納税のポスター等を掲出するといったよ
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うな広報活動にも取り組んでいるところであり

まして、寄附額のさらなる増加に向けて、来年

度につきましても、引き続き取組を進めてまい

りたいと考えております。

【宮本委員】 ありがとうございました。

長崎ゆかりの交流会でも、このPRがたしか部

長からですか、あったと思います。私も非常に

印象深く捉えているので、引き続き、そういっ

たPRをしていただければと思います。

ちなみに、これは来年度の目標というのはあ

りましたか。今回は3,000万円、これにプラスと

なりましょうけれども、今お話しできるのであ

りますならば、来年度の目標についても、お尋

ねいたします。

【山下政策調整課長】ただいま委員からお尋ね

がございました来年度の目標値でございます

が、企業版ふるさと納税による寄附額は、近年、

増加傾向にありますことから、目標値について

も、今後引上げを検討していく必要があるもの

と考えております。一方、企業版ふるさと納税

の目標値につきましては、行財政運営プランの

目標値にもなっておりますので、総務部とも協

議しながら検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。

【宮本委員】 ありがとうございました。

今、非常にいいペースで来ていらっしゃるの

で、次年度に向けても、長崎をPRするという思

いと、盛り上げるという思いで、引き続き取り

組んでいただければと思います。

最後に1点、IRについて、お尋ねをいたしま

す。

特定複合観光施設、これは湊委員も一般質問

でされていらっしゃいました。私も、議会にお

いてずっと質問しておりましたので、質問いた

します。

9月議会におきまして、地元の経済界からも、

まだまだ灯を消してくれるなというお声がある

ということを、私もこの委員会で質問させてい

ただきました。再誘致の可能性について質問い

たしまして、情報収集、継続して取り組むとい

う答弁がありましたが、9月議会以降の取組、佐

世保の声について、地元の声をよく把握してい

らっしゃるのかどうかについて、まずはお尋ね

をいたします。

【湯川ＩＲ室長】県としましては、情報収集を

継続して行っているところでございまして、9
月議会以降も、佐世保市内では、佐世保市や商

工会議所等を訪問し、意見交換及び情報収集を

行っております。

この間、訪問先からは、県内にIRは必要であ

り、再挑戦を期待している、IRの灯を消すべき

ではないといったご意見などをいただいている

ところでございますが、一方、現状におきまし

ては、民間等において、新たな構想はないもの

と承知をしております。

IRプロジェクトの検討に当たりましては、IR
整備法等に基づく様々な要件等を踏まえた上

で、関係者間で幅広く議論をされ、理解が深め

られることがまずは重要と認識をしておりま

す。県としましては、引き続き、佐世保市をは

じめ、県内の市町や民間等の動きを注視しなが

ら、必要に応じて意見交換を行うなど、適切に

対応してまいりたいと考えております。

【宮本委員】 ありがとうございました。

引き続き、地元との連携、声は聞いていただ

きたいということを要望させていただきます。

また、一方では、大阪IRとか、海外の情勢に

も、情報収集をしていくということの答弁も9
月議会でいただいておりました。現在、この議

会で報告できる範囲で構わないんですけれど
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も、あったのであれば、報告いただければと思

います。

【湯川ＩＲ室長】大阪IRにつきましては、ご承

知のとおり、令和5年4月に区域認定がなされ、

同年9月に、大阪府とIR事業者により実施協定

が締結された後、事業用地の土壌の液状化対策

などが進められてまいりました。その後、本年

10月には、本体の準備工事に着手され、令和7年
春頃には、本格的な建設工事が始められる予定

であると把握をしております。

なお、令和7年開催の大阪万博への影響が懸

念されたものの、関係者間の協議により、対策

を講じた上で工事が進められることとなったと

の報道もあっております。

IR室としましても、大阪IRの関係者と意見交

換を行うなど、情報収集を行っておりまして、

関係者からは、IR事業者が実施協定の解除権、

違約金なしで事業から撤退できる権利を放棄し

た上で工事が進められており、令和12年（2030
年）開業の実現性は高まっているとのお話もお

聞きをしております。

また、海外の状況につきましては、アメリカ・

ニューヨーク州では、複数の事業者におきまし

てIR開業に向けた準備が進められており、また

ラスベガスでも、新たにスポーツ、ベースボー

ルスタジアムとIR施設の融合で建設が予定さ

れております。さらに、シンガポールでも、IR
への大規模投資が行われております。また、タ

イでは、観光振興を目的としてIR法案の審議が

予定されており、来年早々に成立するのではな

いかと言われております。

県としましては、引き続き、IRに関する情報

収集を継続するとともに、大阪IRの進捗状況や

各国の状況等について、注視をしてまいります。

【宮本委員】 ありがとうございました。

引き続き、地元の声そして海外の声、そして

また日本では大阪IRの声を情報収集に取り組

んでいただいて、IRの灯を消さないという情報

収集をしていただきたいというふうに思います

し、また体制も整えていただきたいと、来年度

に向けて要望させていただきます。

【石本委員長】 ほかにご質問はありませんか。

【湊委員】 私も、IRについて、質問させていた

だきます。

先日、一般質問の中でも触れましたが、11月
25日に、大村青年会議所が主催のおおむらイン

バウンド戦略シンポジウムが開催されました。

その中で、IRが戦略の一つとして話題に上がっ

たと報道がございましたが、県は、その内容を

把握されていますか。

【湯川ＩＲ室長】ご質問のおおむらインバウン

ド戦略シンポジウムにつきましては、大村青年

会議所が、大村経済の活性化の一つとしてイン

バウンド戦略を提案するために開催されたもの

でありまして、国際カジノ研究所の木曽所長の

講演及びパネルディスカッションが行われてお

ります。

11月に大村青年会議所の方から、IR室宛てに

シンポジウム開催のご案内がございまして、IR
室員が傍聴をしたところでございます。

シンポジウムの内容ですが、木曽所長が、観

光における夜の時間帯の重要性を提唱され、空

港都市では、観光客が帰りの飛行機に乗る直前

のラストワンナイトを獲得すべきだと主張をさ

れております。その後、大村にインバウンドを

取り込むため、大村湾を核とした広域連携の可

能性について、パネルディスカッションが行わ

れております。

パネルディスカッションの中で、ハウステン

ボスを含む大村湾周辺にIRができることで、空
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港の活性化や大村湾周辺地域の観光振興につな

げたいとの意見があり、議論が行われたところ

です。

【湊委員】 ありがとうございます。

大村青年会議所に限らず、これから先、県内

各地で、地元経済活性化のためにIRを再チャレ

ンジしてほしいとか、再検討、研究したいとい

ういろんな声が上がってくる可能性もあります

ので、県として、しっかりと必要に応じて対応

していただきたいと思います。

また、前回、佐世保市の民間経済界を中心と

して発足した西九州統合型リゾート研究会にお

いて、途中から県が参画しておりますが、県、

市、民間が足並みをそろえて進めていったもの

と思っておりますが、実際どういった対応をし

ていたのか、伺います。

【湯川ＩＲ室長】 平成19年に西九州統合型リ

ゾート研究会が発足をいたしまして、専門家や

有識者を招いての講演会の開催ですとか、県民

意識調査の実施、海外の先進地視察、学識者委

員会による西九州統合型リゾート構想の取りま

とめなど、様々な活動が行われました。

平成23年2月、同研究会から知事に対して、同

研究会特別顧問への就任要請があり、同年11月
の第5回総会において、知事が特別顧問へ就任

をしております。

また、同研究会と県の担当が連携をし、情報

共有や意見交換を行いながら、本県におけるIR
誘致について検討を進め、平成25年4月、県と佐

世保市が共同で長崎県・佐世保市IR調査検討協

議会を立ち上げ、平成26年3月、知事が県議会に

おいて、IR誘致を表明いたしました。

同月に、長崎県・佐世保市IR推進協議会を設

置しまして、IR区域整備計画の認定申請に向け

て取り組んできたというのが経緯でございま

す。

【湊委員】 ありがとうございます。

西九州統合型リゾート研究会では、2008年に

西九州統合型リゾート構想、2012年には九州・

アジア統合型リゾート構想を作成し、長崎県に

おけるIR導入の意義やコンセプト、その経済波

及効果等を公表しておりますが、県は、そのよ

うな民間の動きを把握していたものと承知して

おりますが、その際、県は構想づくりにどのよ

うに関与していたのか、教えてください。

【湯川ＩＲ室長】委員ご紹介がありました西九

州統合型リゾート研究会が取りまとめられた各

構想につきまして、県は当時、策定には関与を

してございません。

【湊委員】 ありがとうございます。

私の一般質問において、IRプロジェクトの検

討には、地元経済界や立地自治体である市町等

をはじめとした関係者間で幅広く議論され、理

解が深められること、先ほど宮本委員のところ

でもございましたが、そこが重要であるとご答

弁をいただきました。

私も、これから先、地元としっかり意見交換

をしながら尽力をしていくつもりでございます

けれども、県も、前回の経験、ノウハウ等も持

っていると思いますので、今後も民間等が検討

を進めるに当たっては、しっかり助言をしてい

くなど、対応いただきますよう、要望いたしま

す。

【石本委員長】 ほかにご質問ございませんか。

【吉村委員】何点か、通告はしておらんのです

けれども、思いつきで、すみません。それから、

宮本委員の質問も聞きよって、それと総体的な

感想も含めて、いろいろ聞きたいと思うんです

けれども、まず1点目に、今、IRが出よったので、

IRからいきましょうか。
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県の答弁、1回目がだめになって、それからま

だ注視しておくとかなんとかいろいろ答弁をい

ただいた、ありがとうございましたなんていう

答えが出たりするけれども、金もかかったし、

今後取り組むということについてはどうかとい

う最初の答弁があっているわけよ。そして、ま

だやらんばやろうとか、そうしたら国はまだ計

画がない。アンケートをやりよるそうなとかこ

ういうことで、そこにはやる気を見せんばいか

んやろうとか、どうなのという、そういう意見

の取りまとめなんていうのが全然できておらん

やろう。でも、最終的にこれを国に申請するの

は県やろう。佐世保市じゃないんじゃ。だから、

そこの県の気持ちの持ちようというか、やるの

かやらんのか。国は、まだ具体的に次期計画と

いうか、そういう想定をしよらんけど、あった

場合には、すぐさま手を挙げるのかどうかとい

うところの腹積もりをまず聞かせていただきた

いと思うんですが、いかがですか。

【湯川ＩＲ室長】 IRにつきましては、先ほど

来、ご答弁させていただいておりますけれども、

まずは地元経済界や立地自治体である市町等を

はじめとしました関係者で幅広く議論をされて

いき、理解を深められることが重要でございま

して、先般の九州・長崎IRプロジェクトにつき

ましても同様に、西九州統合型リゾート研究会

における検討を踏まえて、区域整備計画の認定

申請につながったものと理解をしております。

報告書でも申し上げておりますように、一般

に、地方がIRの実施に再チャレンジするには、

相当程度ハードルが高いという認識ではござい

ますが、いずれにしましても、まずは、このよ

うな県内の市町、民間等の動きを注視しながら、

適切に対応してまいりたいと考えております。

【吉村委員】そがん答弁要らんて言いよるった

い、最初からさ。そがん答弁、何回聞いても一

緒なのよ。IR室長、それが現在、県の組織とし

て残っているということは、どういうことです

かと聞きよるんじゃ。企画部長、どうですか。

【早稲田企画部長】 IRの取組については、先ほ

ど室長からもご答弁いたしましたけれども、国

の審査を受けまして、報告書として本年6月に

取りまとめを行ったところであります。

現在、IR室の業務としましては、法的な訴訟

の対応ですとか、情報公開、それから報告書の

取りまとめ、もしくは情報収集、調査研究とい

うものを行っております。

IRへの再チャレンジにつきましては、これま

でご答弁申し上げたとおりですけれども、現行

制度においては、一般に、非常にハードルが高

いのではないかという県の認識ではありますけ

れども、今後も、様々な意見を聞きながら対応

してまいりたいということで室長の方で答弁し

たものです。

【吉村委員】同じ答えやね。そういう答えを望

まんのよね。もっとさ、この頃よく思うんじゃ

けど、県の答弁もエッジが利いておらんなと。

もじゃもじゃっと何かごまかして、どうでもい

いような答えになってしまいよるんじゃ。結局

は、IR室は置いているけれども、残務処理。残

務処理だけ。そうしたら、今度は注視もしなが

らとか言う。どっちがメインなの。そこら辺を

もっとはっきりして、残務処理なら、次は県と

しては今のところ、もう考えておりませんとは

っきり言うのか、そこを適当にやりよったんじ

ゃ、なかなか話がいかん。この頃、ニュースで

も、アメリカで誰が捕まったとか、中国の企業

とか、ああいうものがあって、長崎も影響を受

けたところもあるんじゃろうと思ったりもしよ

ります。事実は知らんのでわからんけど。日本
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にも飛び火してくるんじゃないのとか、中国が

関わると、何となく中国資本というのは怪しい

ところがあるので私は個人的には大嫌いなんじ

ゃけど。これを見られとったら、総領事から後

でどうされるかわからんけど。

そういう意味で、この前は期待しておったん

じゃな。そういうところがないから。でも、そ

ういういろんな周りの動きの中で、つぶれてし

まった。それをやっぱり志を持って長崎県、九

州・長崎IRだから、幅が広くて話がまとまりづ

らいところもある。途中では、福岡が何となく

自分たちのところに持ってこようとかね。単県

だけでできなかったりするわけよね、この九州

の規模では。長崎の規模ではね。だから、そこ

ら辺をもう一回練り直して、それは誘致をしよ

う、国がIRをもう一回募集をかけると、少なく

とも1回目で3か所までオーケーと言うとるの

に1か所しかつくらんわけだから、そこら辺に

ついて、積極的に国に働きかけることもしよう、

そういうことを例えば、地元がそういうやる気

があるのかどうか。佐世保もほかにも問題をい

っぱい抱えておるんじゃ。それで、やる気が全

然見えんね、今の新しい市長もね。

そういうことで、国会議員も一緒になって働

きかけをどんどんやるぐらいなからんといかん

けどなと思うけど、こういう話を聞いて、部長、

もう一回、答弁どがんですか。

【早稲田企画部長】これまでの九州・長崎IRの
取組におきましては、委員ご指摘のとおり、九

州全体ということで、経済界や各自治体とも連

携を図りながら、また様々な民間事業者の方々

とも連携して取り組んでまいりましたけれど

も、審査結果においての課題というもので、今

回では大きく2点ありました。資金調達の確実

性及びIR事業の適切かつ継続的な実施という

ところでございます。

とりわけ、IR事業の適切かつ継続的な実施に

おきましては、やはり運営を行うべき事業者と

なるものが継続的にその運営に携わるというこ

とが重要でありますので、そのような経営体制

を持ったところ、それから併せて、IR事業を営

むためのオペレーター、そういったものの準備

が整わないと、なかなか難しいという状況でご

ざいます。

現在、情報収集しておりますのは、そのよう

な状況なども審査結果を含めまして、どのよう

な対応ができるのかということについて、調査

研究を進めているという状況でございます。

【吉村委員】昨日から、長崎県のマークを作る

んじゃとかいってね。そうしたら、そのベース

になる素地は何か。四国、それから広島とか瀬

戸内、懐かしい言葉、DMO、せとうちDMOや。

これは40億円か50億円かけてガンツウという

船を造った。今でもその予約が1年待ちぐらい

なんじゃないの。1泊10万円とかでもね。

そうしたら、長崎DMO。全国に観光庁がDMO
とか言ってやったけれども、成功しているとこ

ろとしていないところ、発展しているところと

全然しょぼしょぼなところ。長崎DMOはどうで

すか、なかなかしょぼしょぼやなというふうな

感想を言わざるを得ない。

せとうちDMOは大成功やね。何でかと。その

一番ベースは何かというと、やっぱり企業やろ

うと思う。出資してくれる企業の数、大きさ、

そこら辺を考えると、やっぱり長崎だけでは当

然できんし、九州でもなかなか福岡一極集中、

そういう中で、長崎にIRを持ってくるというこ

とについて、話が一本化できているかというた

ら、なかなかできておらん感じがする。

長崎県がそこでやらんばいかんのは、やっぱ
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り九州内にある企業の取りまとめ、そういうこ

とを考えて、どがんやってごまかして金ば引っ

張り出すかとかさ。言い方は悪いけど、そうい

うことを楽しんでやるようなことをやらんと誘

致はできてこないと思う。そこを頭に入れて、

今後取組をしてもらいたいと思います。

それから、ふるさと納税。

さっきずっと聞きよった。声がいいね。アナ

ウンサーの声みたいな。聞いておったら、中身

がなくても、何かあるごたる感じもして、錯覚

するごたる。毎年の目標額設定、目標を設定せ

んばいかんったいね。3,000万円と言うたね。そ

して、実績を超えているのに3,000万円。今年も

もう11月で超えている。そうしたら、途中で変

更せんとかなと素人は思うんじゃけど。

それと、令和7年度についてはやっぱり大き

く、この目標設定という金額は、それを超えき

らんやったら総合評価の政策何とかで、達成し

ていないとか、三角、バツとかになったりする

けれども、それがついても、いいものもあると

思うわけ。全部丸じゃなからんばいかんという

わけじゃないのよ。だから、ここは大きく、1億
円集めようとか目標を設定して、頑張って企業

に、出してくれんですか、大きなところは大分

よくなってきているところもあるし、協力して

くださいよと。ついては、こういうことに使わ

せていただきたいのでと提案型でやっていくと

出しやすいし、それは企業も控除されるのだか

ら、悪いところはないわけよね。

ただ、見ながら思いよるのが、テレビでも、

ふるさと納税の功罪というのが放送されたりし

よるけれども、そういうものをうかうか私も見

るものだから、ふるさと納税が上がりよる自治

体、それからふるさと納税によって、いわゆる

納税額が下がっている自治体、こういうものが

あるわけね。長崎県にとって、ふるさと納税が

増えることがいいのか、現状の維持がいいのか。

どんどん、どんどん増えていった方がいいのか、

そこら辺の計算。

例えば、恐らく、これは自主財源になるわけ

ね。そうすると、地方交付税が減額されんと。

そこら辺の計算とか、そこら辺の中身を、国も

どんどん、どんどん取ってくださいよ。でも、

基本的には自主財源比率が上がると交付税比率

が下がるという原則があるような気もするんじ

ゃけど、ふるさと納税は特別なのか、そこら辺

の構造について、お知らせいただけんですか。

【山下政策調整課長】ただいま委員からお尋ね

をいただきました企業版ふるさと納税による歳

入があった場合に、これが地方交付税の算定に

影響するのかというところでございますが、そ

れをもって基準財政収入額にそれが算入される

ということはございませんので、地方交付税の

算定には影響されないものと認識しておりま

す。

【吉村委員】そうしたら、減った方の自治体は、

同じことなの。減っただけで終わるのか、そこ

まで言って。

【山下政策調整課長】寄附をされた企業の地元

の自治体の交付税に関するお尋ねでございま

す。寄附をいただいた企業の事業所ですとか、

工場等が県内にない場合につきましては影響を

受けませんが、事業所ですとか工場が県内にあ

る場合につきましては、企業版ふるさと納税に

よります税額の控除等に伴いまして、本県です

とか、事業所等が所在する市町の税収が一時的

に減少することになります。しかしながら、こ

ういった減収につきましては地方交付税の基準

財政収入額の算定に算入されますので、地方交

付税によって、後日、適切に補塡されるという
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ことになっております。

【吉村委員】 減ったら補塡されるっちゃろう。

増えたら、減らんわけたいね。ようできておる

ね。そうしたら、どんどん、どんどん増やす方

が長崎県にとってはメリットがあるという結論

づけになるのかなと思うけれども、いかがです

か。

【山下政策調整課長】まさに委員ご指摘のとお

りと認識しておりまして、営業活動を頑張って

企業版ふるさと納税を増やせば増やすほど、本

県の財政にとって有利であるというふうに認識

しております。

【吉村委員】そこまで私も認識しておりません

でした。頑張らんばいかんね。

そのためにはどうするかということは、寄附

してくれる企業を増やすということよね。長崎

県に今、一部上場企業は何社ありますか。

【山下政策調整課長】 1社であると認識してお

ります。

【吉村委員】 1社やろうね。新しく佐世保でね。

この一部上場企業が一時期、ずっと長崎県は1
社もない状態やったりね。これを改善していか

んといかんと思うわけよ。そうすると、大きな

企業が本社を長崎県に持ってくるということに

なると、企業版ふるさと納税も大きくそこに貢

献していただけるんじゃなかろうかと思ったり

します。

この前、東京証券取引所を見にいきました。

そうしたら、ツアーコースがあって、真ん中で

ぐるぐる回りよる、あれは3モードスピードが

あるというのを初めて知ったけれども。そして、

最後に言われたのが、がっかりきました。世界

の経済は、こういう証券会社が動かしているん

ですと。そうか、田舎でちまちま働きよる僕ら

みたいな小さな事業者は世界の経済には何にも

寄与しておらんとかなと思ったけれども、そう

いうことはなかろうと思うわけよね。そういう

ものが積み重なってなっていくわけだから。で

も、やっぱり一理あるところはあると。

だから、企画部としてやらんばことというの

は、一部上場企業を長崎県に、目標を設定して

10社持ってこようと。国に対して働きかけよ

う、企業に対して働きかけよう、長崎ゆかりの

交流会で手を引っ張って長崎県に本社を持って

きてくれんですかと、出ていった人にも、もう

一回戻ってきてよと。ジャパネットたかた。そ

ういうとを計画を立てて、総合戦略に入れてや

ろうというようなことは考えられんかなと思う

んじゃけど、いかがですか。

【山下政策調整課長】ただいま委員からいただ

きましたご提案、ご提言でございますが、産業

労働部ともしっかりと共有させていただきまし

て、適切に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

【吉村委員】 産業労働部とも調整して適切に

と、適切の中身を具体的に言うてほしいんじゃ

けど、そういうことで何社か数字を決めて取組

を令和7年度、進めますというのか、まだ調整を

1年2年続けて、その後は、私は部署が替わるの

でわかりませんと言うのか、そこら辺をはっき

り言ってくれんですか。いかがです。

【山下政策調整課長】企業版ふるさと納税の担

当課長の立場でご答弁申し上げますと、実は、

企業版ふるさと納税につきましては、県内に本

社が所在する企業は寄附の対象外となっており

ます。そうしたことから、企業版ふるさと納税

とはまた別の取組として、委員からいただいた

ご提言につきましては、産業労働部とも適切に

共有させていただきまして、取組を検討させて

いただきたいと考えております。
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【吉村委員】検討じゃなくて、進めますと改め

てくれんですか。

【早稲田企画部長】企業版ふるさと納税につき

ましては、先ほど課長から答弁申し上げました

県外企業からの推進ということで、誘致企業に

つきましては、今後、総合計画や総合戦略の策

定というものがございますので、産業労働部と

も情報を共有しながら、その検討というものを

進めてまいりたいと考えております。

【吉村委員】上手に取りまとめて、私も勉強し

ながら質問しよりますけど、やっぱりエッジを

利かすというのは、そういうとこら辺の答弁に

出てくるのよ。もやもやっと終わりよったら、

もやもやっと1年過ぎてしまう。この1年が大事

なんだから。

そういう意味で、この前からお先に露払いだ

けさせていただきますけれども、小林委員が一

般質問で言われよった時に、私も、どうして質

問と答弁がかみ合わんかなというのが総合計

画、「未来大国」、この2つがあるわけね。そし

て、令和7年度にやって、令和8年度以降は次期

総合計画になるわけね。総合計画には、総合戦

略もついているわけね。県は、これに従って事

業を進めよるわけね。それで、途中から「未来

大国」というのが入ってきたわけね。「未来大

国」は、それなら総合計画の中のどういう位置

づけになるのと。総合計画が最上位計画になる

んじゃないの。ここはどうですか。

【内田政策企画課長】委員ご指摘がありました

ように、総合計画が県政の最も基本的な全般を

網羅する計画ということに関しては、これまで

も同じですし、ビジョンをつくった後も、そこ

は変わらないものです。

【吉村委員】 そうしたら、「未来大国」という

のは。令和7年度の予算、書いてあるわけよ。「未

来大国」の実現、新しい長崎県づくりのビジョ

ンを目指す。総合計画の最終年で、総仕上げな

んじゃけど、「未来大国」も実現をすると。こ

こら辺が整合が取れてこん。ここをどういうふ

うに、総合計画の中の一部として「未来大国」

というのをつくったけれども、これがこの中の

こういう位置づけに進行しているんですよ、総

合計画の戦略の部分に、こういう組み込まれ方

をするんですよとかいう説明をしてくれんと、

何かてんでんばらばらで、令和7年度、どこを向

いて、どういう県政をやっていくのかというの

が全然見えてこんわけ。だから、この前の一般

質問を聞きよって、そろそろそこら辺、やめた

らどうなんですかと提案してはいますけれど

も、知事は、訳のわからん答弁をやっている。

「未来大国」をやるんですと。「未来大国」っ

て何ね、となるわけよ。だから、総合計画と「未

来大国」を並べて、こういうものですと説明し

てくれんですか。

【内田政策企画課長】今般つくりました新しい

長崎県づくりのビジョンですけれども、ここに

説明として盛り込んでいますのは、県がポテン

シャル等を踏まえて4つの注力していく分野、

そのそれぞれでありたい姿とその実現に向けた

施策の大きな方向性までをお示ししています。

ですので、具体的に施策だったり、事業という

ものは、ビジョンの中には今の段階では入って

いません。

では、どうして進めていくかということに関

しましては、特に令和8年度からを念頭に申し

上げますけれども、次期総合計画の中に、その

理念、考え方、施策を盛り込み、まさに一緒に

なって取り組んでいくと、総合計画の中で推進

をしていくというようなことで考えておりま

す。
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【吉村委員】 答弁で言いよる意味がわからん。

あなたも知事と一緒のごとなりよるぞ。もうち

ょっと頭をすきっとさせんば。毎年、毎年、シ

ーリングがかかるわけね。企画部も、企画部の

予算立てをして、予算要求をして、財務でこう

こうやっていろいろやられて、例えば､10％シ

ーリングがかかって、そこに10億円枠ができ

る。言うてみれば、知事枠ができる。それを「未

来大国」でやろうとしよると。それは総合計画

に入れ込んだ方が無駄が減るんじゃないですか

と、この前、一般質問では言われよると私は理

解をしたんじゃけど、いやそうじゃない、こう

じゃない、ああじゃないと言ってね。でも、今、

考える時よ。そういう無駄は省いて、もう令和

8年からは新しい総合計画で、次期総合計画で

いくんだけんが、その中に組み込んでいく。今

できた枠は、もっと今やらなければならない。

「未来大国」って、今やらなければならないこ

ととは見えんわけよ。この題目からしても、未

来に大国にするんじゃろう。それで、今やるこ

とは何なのというとが見えてきておらんけん、

そこら辺もこの予算編成については、そのばら

ばら感をもう少し整理してほしいというのが思

いであります。そこは、もう一回考えてみてく

ださい。

あと、デジタル田園都市交付金の話をしたい

と思います。それと、SDGs推進、それからドロ

ーン、2回目でやりますので、わからんことがあ

ったら聞きに来てください。

【石本委員長】 ほかにご質問ございませんか。

【小林委員】 今、吉村委員から、ビジョンと総

合計画の件について、非常にわかりやすいのか、

わかりにくいのか、よくわからんけれども、私

が議会で質問した問題点をよくくみ取っていた

だいているということで感謝をしたいと思って

おりますが、その件について、お尋ねをしたい

と思います。

今、総合計画というものがあって、これは全

国都道府県においても総合計画はどこでもあっ

て、これが指針になっているわけです。こうい

う状況の中で、知事が替わって、大石県政にお

いて、ビジョン、いわゆる「未来大国」と、こ

ういうものが出てきたということで、出てくる

ことは結構だけれども、その内容というものが

一体いかなるものであるかと。これが今、財政

厳しい状況の中で、今しなければいけないこと

なのかと、こんなようなことを考えていくと、

1年後どうなっていくのか本当にわからないよ

うな世の中で、10年後を見込んでいくというこ

とは、率直に言って、なかなか見えてこないと、

こういうことを申し上げているわけです。

それで、そこの中のビジョンを「未来大国」

を見てみると、10年後の在り方をこれからいろ

いろ検討していくと、そのための事業をやって

いくと、こう言っているけれども、じゃ、10年
間の工程表はどうなっていますかと、政策目標

は何ですかと、あるいは成果指標はどうなって

いますかと、こういうようなことで、一番大事

な、この10年間で幾らぐらいの予算が必要なん

ですかと、こんなことを聞いても、率直に言っ

て、なかなか答弁が返ってこないわけです。

ですから、冒頭申し上げたように、今しなけ

ればならないことは何かと、県民の方々が望ん

でいらっしゃることは何かと。物価高にあえぎ、

いろんな問題がたくさん山積しているこの長崎

県であると。だから、総合計画とビジョンのい

いところをきれいにタイアップして、予算が限

られているわけだから、必要なものと必要では

ないものと、今しなければならないこと、将来

においてやればいいこと、こういうようなこと
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はちゃんと区別してやるべきではなかろうか

と、こういうことをそのビジョンの問題点を4
つぐらいに集約して提言をしたわけだけれど

も、正直に言って、吉村委員がおっしゃってい

ただくように、知事の答弁がいま一つわかりに

くい、理解しがたいと、こう思って、委員会で

内田政策企画課長とか担当企画部長から、その

辺のところを聞きたいと思って臨んでいるわけ

ですけれども、これから私が言うところの新し

い総合計画は令和8年度からスタートをする

と。ビジョンはタイアップしてこれからやって、

無駄がないように、しかし、非常に大事なビジ

ョンはきちんと残しながらと、こういう折衷案

を申し上げているけれども、これがなかなか受

け入れ難いような感じでの答弁になっている

と。

今、予算が山ほどあって、そういうことがで

きるような環境か、環境ではないかということ

は一番わかっているわけだ。だから、総合計画

とタイアップしながらやるべきではなかろうか

と、独自にやるべきではないと、こういうこと

を申し上げているけれども、それはどうでござ

いますか。

【早稲田企画部長】 ビジョンにつきましては、

概ね10年後のありたい姿とその実現に向けた

施策の方向性までお示しをしております。委員

ご指摘のように、令和8年度からスタートする

次期総合計画の策定に当たりましては、ビジョ

ンの理念や考え方、施策というものを盛り込ん

で、いわゆるタイアップして、しっかりと取り

組んでまいりたいと考えております。

【小林委員】企画部長は、今みたいに明確に答

えていただいていると。それはやっぱり長崎県

で育ってきた方で、今、長崎県のことは財政課

を通していろいろと経験をたくさん積んでおら

れて、まさに第一人者になっておられるわけで

す。だから、長崎県の全体がよくわかっていら

っしゃるわけです。もちろん、内田政策企画課

長も、財政課におられて、全体のことがよくわ

かっていらっしゃるわけです。ですから、今、

総合計画とタイアップしながらやっていくこと

が一番ベターではないかと、こういうようなこ

とを明確に、また日頃よりも声を大にしておっ

しゃっていただいて、絶対揺るがない方針だと、

こういう決意を述べていただいたのではないか

と、こう考えているわけでありますけれども、

しかし、今、果たして知事はどうなのかと。知

事を説得をきちんとしていただかなければいけ

ないと。今、知事のような10年後の在り方とか、

あるいは旗印みたいなとか、わくわく感とか、

そういうようなよく理解ができないような、そ

んな状態ではないと、こういうことを何回も申

し上げて、そこのところを企画部長でよく考え

てもらって、また内田政策企画課長ともども、

いろいろと議論をしていただきながら、私の提

案をしっかり受け止めていただいているという

感じがするわけです。

とにかく最小の投資で最大の効果を生むとい

う基本的な戦略の構図、こういうことを考えて

いかなければいけないと。例えば、ビジョン、

「未来大国」に今年度は2億円出していますよ。

そしてさらに、来年度の令和7年度の予算では4
億円。これを財政課がそのまま認めるのか、ど

ういう査定をするのか、私は非常に関心を持っ

ているわけですが、そういう点から考えていけ

ば、6億円が果たして本当に効果をあらしめて

いるかと。

今、こういう不景気の中で、物価高等であえ

いでいる状況、しかも人手不足、それから災害

が多いとか、いろんな状況の中で、今、県民が
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求めていらっしゃるのは、やっぱり県勢浮揚と。

何といっても雇用創出と、県民所得を上げてい

くと、こういう点から考えていけば、やっぱり

それに向かってビジョンも総合計画もタイアッ

プしてやっていかなくちゃいかんと、こう申し

上げているわけでしょう。こういうことだから、

はっきり申し上げて、今の知事が、それはわか

らんけれども、継続されて、次の2期目を迎えら

れて、ビジョンを継続されるとして、仮に、知

事が替わった時に、こういうビジョンがそのま

ま継続されるかと考えてみると、なかなか率直

に言って難しいのではないかと、こう考えるわ

けです。

そうすると、現在の令和6年度と来年度の4億
円とか言っている、幾ら査定になるかわからん

が、そういう5億円、6億円と、こういうお金の

ない時に、無駄な経費にもやってもらうという

ことは絶対に避けなければいけない、絶対看過

ができないと、こう思っているわけです。です

から、そういう点で、ビジョンと総合計画をき

ちんとタイアップして、お互いのいいところを

取り合いながら長崎県の進捗を図っていくと、

こういうような一つの方針をはっきりおっしゃ

っていただいたから、そういうことを期待した

いと思います。

そこでもう一つ、部長、では総合計画とビジ

ョンをどうやってタイアップさせていくのか

と。このやり方については、どう考えていらっ

しゃいますか。

【早稲田企画部長】新しい長崎県づくりのビジ

ョンにつきましては、施策の方向性までという

ことになっております。いわゆる旗印的な方向

性までということになっておりますので、具体

的な施策、事業というものは、今後の構築にな

ってまいります。そのため、令和8年度からの次

期総合計画の策定に当たりましては、具体的な

施策というものを検討いたしますので、委員ご

指摘のビジョンでの考え方、現下の経済情勢、

県民所得、企業誘致、様々な取組がありますけ

れども、そういったものを総合的に考えて、総

合計画の中に落とし込むような形で対応したい

と考えております。

【小林委員】今、私の頭で部長のその考え方に

追いつくことはできんと思うが、要するに、ビ

ジョンと総合計画のいわゆるダブっているよう

な政策とか、重ねているような共通の中身、そ

ういうものをきれいに残すものは残し、省くも

のは省いてと、こんなことをおっしゃっている

のではなかろうかと、こんな受け止め方をする

わけです。

ただ、私があえて申し上げると、ビジョンと

総合計画のいわゆる根幹的な違いは何かと。ビ

ジョンは、10年後の在り方と、こう挙げている。

総合計画は、5年で一度ここをきちんと成果を

ですね。成果指標を3年で一回、ちゃんとチェッ

クをすると。そして、見通しの立つものは継続

するけれども、成果の上がらないものについて

はチェンジと、この事業は成り立たないという

ようなことで、総合計画は、ちゃんと一つのル

ール、そういうふうなものを持っているわけで

す。これは非常に大事なことだと思うんです。

ところが、ビジョンについては、さっきも言っ

たように、ただ10年後の在り方と、こういうこ

とで、選ばれる長崎県と。じゃ、どんなことを

政策目標で挙げているのか、工程表はどうなっ

ているんですか、予算はどうなっているんです

か、成果指標はどうするんですかと、こういう

ことを聞いても、なかなか率直に言って、答弁

ができないし、これは全然決まっていないと。

こういうようなことを2つを比較する時に、
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片や、5年間で確実に今言ったような総合計画

をやっている、ビジョンは、率直にいえば、あ

まりにも大ざっぱ過ぎると。お金がない時に、

こういうようなことが許されてたまるかと、こ

ういうことになっているけれども、ここの成果

指標、政策目標とか、チェックの在り方につい

ては、総合計画とタイアップするならば、そう

いうことを期待したいと思うんだけれども、そ

れはいかがですか。

【早稲田企画部長】 総合計画におきましては、

委員ご指摘のように、数値目標、それから中間

の取りまとめというものを行っております。現

在、ビジョンにおきましては、施策の方向性と

いうところまでですので、総合計画とは別に施

策をつくるのではなくて、総合計画の中にしっ

かりと盛り込む形で、そして10年後までという

ことでありますので、今回5年ですので、その5
年の中で何ができるのかというのを施策として

しっかりと落とし込んで、総合計画とタイアッ

プして、それぞれ進捗管理というものも図って

いきたいと考えております。

【小林委員】私も任期もそんなに長くはないわ

けだから、しかしながら、総合計画と新たなビ

ジョンがタイアップして、県民の皆さん方が今

求めているものを実行に移し、結果を出してい

かなくちゃいかんと、こういうことについては

相当関心を持ちながら、私はこれからのことを

見届けていきたいと、こう思っておりますから、

ぜひ総合計画のよいところとビジョンのよいと

ころをきちっとタイアップして、すばらしい長

崎県につながるように持っていっていただきた

いと、これを強く要望して、終わりたいと思い

ます。お願いします。

【石本委員長】 ほかにご質問はありませんか。

【吉村委員】 また思いつきの2回目で申し訳な

いのですが、お付き合いいただきたいと。

まず1点目で、デジタル田園都市国家構想交

付金、これはこの部長報告かなにかにも載って

いる、それから陳情・要望、そういうものにも

載っている。いい交付金なので、地方創生、も

っと拡大、継続、やってくださいという地域の

願い、これは共通するところであるんだろうと

思います。県も、それに応えて、これを国から

引っ張ってくるという作業については、市町と

一緒になってやらんばいかんとやけど、これの

いわゆる使い方。

時間もないので端的に言いますけれども、今、

南島原市、百条委員会が設置されて審査されよ

ります。デジタル田園都市国家構想交付金では、

9,000万円、1億円、その2分の1が国から、2分の

1が南島原市、これの払い方が悪い。だから問題

になってきよるけど、周りに悪い人がいっぱい

おるんじゃろうなと思うけれども、こういうこ

とをやりよると、デジタル田園都市国家構想交

付金自体が危うくなりやせんかなという懸念が

あるんじゃけど、まず長崎県内のデジタル田園

都市国家構想交付金の要望数、それからそれの

許認可数、それと金額とか、わかっておればお

知らせいただきたいと思います。

【小栁政策企画課企画監】デジタル田園都市国

家構想交付金の地方創生推進タイプの令和6年
度の交付決定件数と金額でございますが、県分

が22事業に対して16億3,000万円余り、各市町

分が合計101事業に対して約9億円の交付決定

を受けているところでございます。

【吉村委員】これの中身の構造を私もよく知ら

んで聞きよるっちゃけど、県も、22件に関与し

て16億円の支出があるということよね。だか

ら、このいわゆる国の交付金事業ということに

ついて、市町が窓口でやっているから、県が知
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らんというわけにもいかんと。だから、やっぱ

りそこは市町と県と連携して、ぴしっとやって

いかんばいかん。それは要望が上がってくる、

それを国に上げるということも協力してやらん

といかんけど、その進捗管理ということについ

ても、県もやっぱり管理監督しておく必要があ

るんだろうと思います。ですから、そこら辺は

県としては、ちゃんとその進捗管理について、

意識を持ってやっておられるのか、そこら辺の

状況と、そうであれば、どうして今回の南島原

市のような問題が発生してきたのかなと思うの

ですが、それについて答弁を願いたいと思いま

す。

【小栁政策企画課企画監】デジタル田園都市国

家構想交付金の申請に当たりましては、各市町

分も、県を経由しての申請という形になってお

ります。そのため、各市町の申請内容について、

私たちも助言をしまして、その中で、できるだ

け交付いただける状態にしていくとか、事業の

構築に当たってのご助言をさしあげているとい

うところでございます。

そのための進捗管理については、毎年、翌年

度の申請というのが必要になりますので、その

中で、現在の進捗状況であったり、そういった

ものをしながら、次どうやっていくのかと。交

付金のプロジェクトは大体3年が一般的でござ

いますので、次はどうしていくのかというのも

各市町と連携をしながら、相談を受けながらや

っていくという状況でございます。

今回の南島原市の分につきまして、支出の部

分となりますので、なかなか事業構築の部分と

いうところとはちょっと違う部分なのかなとい

うところも思っておりました。ただ、今回の事

案、どういう形のものかということもあります

けれども、こういったことの問題はできるだけ

ないように、私たちも注視をしていきたいとい

うふうに考えております。

【吉村委員】私も県民の代表として言うんじゃ

けど、デジタル田園都市国家構想交付金事業と

いうのが当然拡大、継続されるということを望

むし、それを活用して地域が振興、発展してい

くというのが当然一番の望みなんです。それは

間違いないことで、それをどうやこうや言うて

厳しくして、使いづらくしようなんていう意図

は全くないわけですが、ここで申請の時には、

それはなるべく1件でも認可されるように頑張

るんじゃけど、その後の管理というのが、南島

原も、すぐ出てきてしまったわけよね。という

ことはどういうことかというのは、意図的にそ

ういうことがされたような感じがするわけね。

かんじで物を言うたらいかん、平仮名で言えと

言われるかもしれんけど。

そして、これはその前が長い。道の駅の倒産

から始まって、そこをどうかしようというのが

始まりでずっと来て、中身は小さいんじゃけど、

田舎で1億円の補助事業というたら、やっぱり

それは大きいわけで、地元の自治体も2分の1出
さんばいかんわけよね。1億円､100％国が出し

てくれるわけではない。だから、県下21市町の

財政にもこたえてくる。これは事業自体が、始

めて、すぐ中止やけんね。国に対しても、長崎

県また南島原市の顔は大つぶれじゃなかろうか

と。そうすると、長崎県さんはどうしていらっ

しゃるんですか、今後はもっと審査を厳しくや

ってくださいね、ざるじゃだめですよとか、い

ろいろあらぬことを言われて、厳しくなるんじ

ゃなかろうかと懸念するのですが、そこら辺、

現在までの国の対応とか、状況というのは、わ

かっている範囲でいいですけれども、お知らせ

できませんか。
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【小栁政策企画課企画監】今回の南島原市の事

案につきましては、私どもに特に国の方からと

いう状況では、把握をしていないという状況で

ございます。

【吉村委員】そこら辺、積極的に把握しておっ

てくださいよ。あなたたちは簡単に考えるかも

しれんけれども、まだその段階ではないですも

のねとか、窓口は市町ですからとか。でも、そ

こで一回、県がいやいやそうですからと言うと、

県は知らんふりしているとか、何も関係なかご

としとるとか。でも、実際には関与しているわ

けだから、ちょっとした態度が、県は全然うて

あってくれんという話に広がってしまうので、

そこら辺は頭に入れて、配慮する必要があると

思うので、今後の状況については、県としても、

よく把握をしておっていただきたいと思いま

す。

続いて、SDGsの推進と、これも部長の報告を

見よって思ったんじゃけど、SDGsというのが

何か、まだ私もようわからんちゃけど、推進せ

んばと言う人もいるし、ようわからんという私

みたいな人もいるわけです。全体的には、ヨー

ロッパの方から出てきたのかな。世界会議のご

たるところで決めるっちゃけど、それは温暖化

防止と言うけど、それも学者によっては、まだ

両方意見があったりする中で、とりあえず温暖

化しよるんだということにして、温暖化防止と。

それを広めていきましょうと、もう何年前から

やりよるですか。

それで、今日の部長の報告を見よると、認知

度向上に取り組んでいます、メタバース内での

セミナー開催、長崎みんなのSDGsとか書いて

あるんじゃけど、何じゃろうかいと。メタバー

スという新しい何か今頃のやつやろうね。代理

の人が画面に出てきて、動いたりなんだりさす

とよね。そういうところを最先端の技術を使う

のもいいけれども、そこに参加してくれる人た

ちって、どれぐらいおるとや。長崎県は今、何

人おると。130万人切った。どんどん減ってきよ

るね。そういう中で、メタバースでの参加率と

か、認知度向上に取り組んでいると。具体的に、

メタバースで開催しましたというんじゃろうけ

ど、ほかにどういうことをしよらすとかなと。

そして、世界中では、偉い人たちが、取り組

まんばいかん、二千何十年度、CO₂削減何％と

か、目標値を設定してしよるけど、長崎県にと

って、それがどういう効果があって、進めんば

いかんものか、まあまあ言わすごととりあえず

しておけばよかものかとか、こう思ったりする

わけよ。そこら辺の疑問について、考え方をお

知らせいただければありがたいと思うんです

が、いかがですか。

【内田政策企画課長】 ご質問ありましたSDGs
でございますけれども、もともとは2015年に国

連サミットで採択されたということでございま

す｡17のゴールと169のターゲットで構成され

て、環境問題にかかわらず、広範な課題に総合

的に取り組むということで位置づけはされてい

ます。

県の方なんですけれども、現在の総合計画チ

ェンジ＆チャレンジ2025においても、関係する

ところは複数ある場合もありますけれども、

SDGsの目標値をそれぞれ施策の中にも位置づ

けて、県全体としても推進をしているというよ

うな状況でございます。

今回、部長説明の中でお示しをしております

取組としましては、メタバースの分をご紹介さ

せていただいておりますけれども、そのベース

となりますような例えばセミナーであったり、

出前講座、そういった基礎的なことも当然やら
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せていただきまして、今回は新しい取組として、

ホームページ上で、少し最先端と言われるよう

なメタバースというような技術も使いながら、

少し話題にも上るような形で、こういうイベン

トを開催したということでございます。

そういった結果、今どういう状況かと申し上

げますと、令和5年度の県全体の認知度の目標

というのは87％で、それに対して、現在の実績

が86％ということですので、1％届いていない

状況ではございますけれども、認知度向上とい

うことに関しては、比較的順調であるというふ

うに捉えております。

【吉村委員】最後にびっくりしたけど、87％目

標設定をしておって、86％が認知している。ま

だあまり認知しておらん人がここにもおるんじ

ゃけど、どういう計算をしたら86％と出てくる

のか、統計学の不思議やなと思いますが、それ

はそれで、私らなんか、ちまちま商売とかしよ

ったら、幾らもうかるとやろうとか、そがんと

ばっかり考えるわけよ。じゃけん、長崎県にと

ってこれが、例えば幾らの県民所得向上につな

がるとか。そういうお金じゃないんですよ、環

境を守るんですよと言うけど、それは一旦置い

ておいて、金の計算でしてみたらどうなんじゃ

ろうと思うわけよ。それによって、長崎県民は

収入がこれだけ上がりますとかいうのを考えた

ことあるかなと思って聞いてみたのですが、い

かがですか。

【内田政策企画課長】 SDGsという切り口で捉

えますと、持続可能な開発目標という定義にな

っておりますので、それで考えますと、いわゆ

る経済効果的な数値としての目標は、今の時点

で試算をしているところはございません。

ただ、先ほど来申し上げましたように、総合

計画のそれぞれの施策に、それぞれのSDGsの

17の取組をぶら下げておりますので、総合計画

の目標を推進していく、そこに向けて努力をし

ていくということは、すなわちSDGs（持続可能

な開発目標）にも近づくというような考え方で

取り組んでおりますし、今後も取り組んでいく

必要があるというふうに考えております。

【吉村委員】 わかりますよ。そやけん、あえて

置いてレベルの低い話をしよるんじゃけど、

86％が認知しているという話を聞いてびっく

りしているんですが、あと14％上がったら

100％となるわけたいね。そうなった時に、果た

して長崎県民所得が上がるのかなとか、そうい

う視点でも何か考えてみる、興味を持ってそう

いうものを調べてみるとかいうのもやったらい

いんじゃないかなと。やれやれ言われて、ただ、

やりよります、ぶら下げておりますだけじゃ、

何かいかんとじゃなかろうかという意味合いで

質問したところですので、そういうことを今後、

頭に入れながら推進していただければと思いま

す。

もう一つ、最後、ドローンプラットフォーム

の周知・活用促進というところが、これも部長

の報告に載っておったんじゃけど、一番最初に

質問で言った、県のばらばら感、統一感が少し

ないんじゃないかなと。さっきの「未来大国」

も一緒。総合計画もあり、総合戦略もあるのに、

「未来大国」もある。そのばらばら感がなかな

かわかりづらいということになったりするわけ

よね。件名は言うたらいかんですけど、貼っ付

け膏薬のごたる話で、その時、その時で膏薬を

貼ってやりよったっちゃいかんじゃろう、そこ

に統一感を持ってもらいたいというのが一つで

す。

ドローンは、おかげで空飛ぶ車とかは今頃は

もう出てきよりますけど、これをいわゆる実装
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段階のレベルにやっていくという。おかげで、

長崎県が“絆”特区に認定されて、どんどんや

らんばいかんとやけど、どんどんやらんばとい

う中で、さっきの質問から聞いたら、それに使

える認定機は全国で1台しかないとか、オペレ

ーターが36人とか、そういう事実を述べていた

だきよったのですが、あなたたちの答弁として

は、県も推進せんばいかんけん、ドローンを運

転するオペレーターの資格を取るための補助金

をやりよるんですよと言う割には、50名を予定

しておりました、そうしたら69名交付決定しま

した。ああ、よかった、こがんもいっぱいおら

したとですねというて喜んでよかとかもしれん

けど、この見積りというのがどうかなと。50名
に対して69名というのは、県内のドローンに対

する現状を把握しているのかなというところが

疑問になってきたんじゃけど、どうですか。

【髙橋デジタル戦略課長】ドローンオペレータ

ー資格取得経費の補助につきまして、今年度か

ら始めた取組というところがありまして、想定

よりも上回った申請があったということは事実

でございます。これを受けまして、我々として

も、県内の様々なドローンの関連事業者にも聞

き取りもしつつ、またドローンの市場動向など

も再度分析をした上で、今後の補助の見積りと

いうことを改めて精緻化していこうというふう

に考えております。

【吉村委員】 こういうものの把握をしておく。

地域の状況とか。やっぱり、おらすのよ。昔か

らしておって、その人が資格を持っておって、

横につながるのも当然必要なんじゃけど、縦社

会にもなっておったりして、弊害が出たりもし

よるわけよ。この人のおるところでは新しい人

はできないんだとか、この人を通さんばだめな

んだとかいう弊害もあったりしよるので、そう

いう意味で聞いたんじゃけど、そこら辺をよく

地域の実情とかを把握しておって、そこでどう

いう需要がある、そういうものをきちっと調べ

て、そういう政策を打っていくと。そして、充

実させていく。充実するためには、そういうも

のがなからんとベースがだめなんだけん、行き

当たりばったりで、取りあえず50名組んでおこ

うとかいうことではいかんっちゃないかという

ことを指摘させていただいておきます。

SDGsも最後に、言い忘れたけど、最初に認知

度向上に取り組んでいますと書いてあるけん

ね。そうしたら､87％目標で、86％認知。もうこ

の文章要らんやろうと思うっちゃけど。認知向

上に取り組んでいますと、何％になったらこの

言葉が消えるのかなと思うけどさ。みんなが認

知するようになってきたら、次は何をするのと

いうことが見えてこんと、何となく取組が真剣

味が感じられんということになってくるので、

そういうところも考えて、今後取組を進めてい

ただきたいと思います。

【石本委員長】 ほかにご質問ございませんか。

【小林委員】 IRについて今、議論がされており

ましたが、私の方からも簡単に質問いたします。

これは先月、11月頃、新聞報道でなされてお

りましたが、国の方から県に対して、自治体に

対して、いわゆるIRのアンケートが取られてい

ると、こういう状況で、当然、本県にもアンケ

ートが届いていると思います。それで、時間の

関係上、簡単に言いますが、どういうアンケー

トの内容かと、それに対して、長崎県としては

どういう回答を行ったのか、この2点について、

お尋ねをします。

【湯川ＩＲ室長】アンケート調査は、IRへの関

心について、現状における各自治体の状況把握

のために実施をされたものとお聞きしておりま
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す。

今回のアンケートでは、IRについて関心があ

るかないかに関してのみの調査内容でございま

して、本県としては、関心があると回答したと

ころでございます。

【小林委員】関心があるということで本県は回

答をしたと、今の室長の答弁であります。

そうしますと、どういうアンケートの内容な

のかと、これと同時に、関心があると、こうい

うふうに回答したということは、意識がどうい

うふうに長崎県としてあるのか、これからIRに
対して、どういう捉え方をしていこうかという

ようなことも非常に大事な問題でありますの

で、現時点で話せる内容と話せん内容もあるか

もしれんが、いずにれしても、関心があるとい

うことは、どういう意識を持ってのことか、お

尋ねをいたします。

【湯川ＩＲ室長】 九州・長崎IRにつきまして

は、昨年末、国より、認定しないとの通知があ

りまして、認定には至りませんでしたが、県内

には、現在でもIRに関心を持たれている自治

体、経済団体等ございます。

IRプロジェクトの検討を進めるに当たりま

しては、IR整備法等に基づく様々な要件を踏ま

えた上で、地元の経済界ですとか、立地自治体

である市町をはじめとした関係者間で幅広く議

論され、理解が深められるということが重要で

あると認識をしております。

県としましては、現行制度では、一般にIRに
再チャレンジするのは相当程度難しいのではな

いかと認識はしておりますが、県内の市町や民

間等の動きを注視しながら、必要に応じて意見

交換を行うなど、適切に対応したいと考えてお

りまして、今回は、関心ありというふうに回答

させていただきました。

【小林委員】 今、室長が答弁されるように、ア

ンケートにそういう項目があるかないかわから

んが、もし本県が関心がないなんて言うたら、

これは大変な間違いと思うし、現状においては、

いろんなハードルは高いものはあるけれども、

関心があると、こういうふうに回答されたとい

うことは、私は、適切ではないかと、こういう

ふうに考えております。

そうすると、こういうアンケートを国が求め

出してきているということは、国としても、3か
所と言うたのが1か所しかできていないのだか

ら、そういう面で、また新たな再募集につなが

るような動きになっているのかどうか、その点

についてはいかがですか。

【湯川ＩＲ室長】今回のアンケートにつきまし

ては、国としての都道府県等の状況把握のため

のアンケートの実施というふうにお聞きしてお

りますので、再募集に関する国の動きといたし

ましては、未定ということではないかと考えて

おります。

【小林委員】確かに国の動向は未定ということ

はわからんわけでもない。しかし、吉村委員か

らも先ほどからもお話があっているように、い

ざ仮に再募集と、こういうところがあった時に、

おたくの室は、そういう残務整理だけのところ

なのかということと、いざというときに、さっ

と立ち上がれる、それだけの準備を兼ね備えて

おくのかと、こういう2通りもあると思います

が、両方ともやっていかなくちゃいかんと思う

んです。片や残務整理、片や新しいチャレンジ、

こういうことでしっかり取り組んでもらいたい

と、こう思います。

私は、IRは、これが不認定ということは、今

でもやっぱり残念ですよ。IRが首尾よく認定さ

れておったとするならば、長崎県の勢いは全然
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違うと思うんです。そういう点から考えていけ

ば、IRが再募集されるかどうか、それは国の心

構え一つであるかもしれんが、なかなか長崎県

にとってはIRは、いろいろお金も使ったが、捨

て難いものであると。

ちょうど三菱と同じように、三菱の造船で培

った技術を、今、いろいろ飛行機産業とか、他

の産業に移して、産業労働部あたりがいろいろ

と企業誘致等を考えてもらっていると思うけれ

ども、ぜひ企画部としては、IRがなぜうまくい

かなかったのかと、こういうところはもうわか

っているわけだから、そういう面からしてみれ

ば、国の動向いかんによってだけれども、やっ

ぱりこの長崎県の地域おこし、IRでなければ、

なかなか首尾よくやっていけないと、こういう

ものがあるわけだから、しっかり両面から取り

組んでもらうことを期待しておきたいと思いま

す。

【石本委員長】 ほかにご質問ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質問がないようですの

で、企画部関係の審査結果について整理したい

と思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５３分 休憩 ―

― 午前１１時５３分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、企画部関係の審査を終了

いたします。

本日の審査は、これにてとどめ、明日は午前

10時から委員会を再開し、地域振興部関係の審

査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午前１１時５４分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年１２月１１日

自  午前１０時 ２分

至  午後 ３時３１分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 石本 政弘 君

副委員長(副会長) 冨岡 孝介 君

委 員 小林 克敏 君

〃 浅田ますみ 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 まきやま大和 君

〃 湊  亮太 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

地 域 振 興 部 長 小川 雅純 君

地域振興部政策監
（離島・半島・過疎対策担当）

渡辺 大祐 君

地域振興部次長兼
交 通 政 策 課 長

鳥居 祐輔 君

地域振興部政策監
（県庁舎跡地活用担当）

椎名 大介 君

地域づくり推進課長 宮本浩次郎 君

地域づくり推進課企画監
(離島振興担当)

梅田真由美 君

市 町 村 課 長 楠本 雅一 君

土 地 対 策 室 長 吉田 良則 君

新幹線対策課長 川口 正剛 君

県庁舎跡地活用室長 松島 勝久 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ２分 開議 ―

【石本委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

これより、地域振興部関係の審査を行います。

【石本分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案及び報告議案を議題といたします。

地域振興部長より、予算議案及び報告議案の

説明を求めます。

【小川地域振興部長】 おはようございます。

地域振興部関係の議案について、ご説明いた

します。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の2ページをお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分、報告第17号 知

事専決事項報告「令和6年度長崎県一般会計補

正予算（第3号）」であります。

初めに、第93号議案「令和6年度長崎県一般会

計補正予算（第4号）」のうち関係部分について

ご説明いたします。

補正予算は、歳出予算で合計422万6,000円の

減を計上いたしております。これは職員給与費

について、既定予算の過不足の調整に要する経

費であります。

次に、報告第17号 知事専決事項報告「令和6
年度長崎県一般会計補正予算（第3号）」につい

てご説明いたします。
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補正予算は、歳入予算で国庫支出金10億
2,166万1,000円の増。歳出予算で選挙費10億
2,166万1,000円の増となっております。これは

衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査

を緊急に実施する必要が生じたため、所要の経

費について地方自治法第179条の規定に基づ

き、令和6年10月9日付で専決処分をさせていた

だいたものであります。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願い申し上げます。

【石本分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案及び報告議案に対する質

疑を行います。

質疑はありませんか。

【坂本委員】 おはようございます。1点だけ確

認させていただきます。

報告第17号、専決の分ですけれども、歳入歳

出で10億2,166万円ということで、衆議院選挙

の所要の経費ということであります。これは歳

入が国庫支出金となっておりますので、全額、

国庫だと思うんですけれども、前回の衆議院選

挙に比べての増減といいますか、どの程度下が

るかというのを教えてください。

【石本分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１０時 ６分 休憩 ―

― 午前１０時 ７分 再開 ―

【石本分科会長】 分科会を再開します。

【楠本市町村課長】 前回、令和3年度の衆議院

議員総選挙と比較しまして約1億288万2,000円
の増となっております。

【坂本委員】すみません。数字でしたから事前

に言っておけばよかったんですけれども、約1
億300万円ぐらい、前回よりも多いということ

です。この間、選挙のたびに投票率の低下がず

っと言われていて、今回の衆議院選挙で増えた

分で新たに低投票率のための対策というのか

な、そういうことが含まれているのかどうか。

単純に経費として膨らんだだけなのか、そこら

辺だけ教えてください。

【楠本市町村課長】 委員のご指摘の件ですが、

予算額が膨らんだ原因につきましては、まず一

番に大きいものが、いわゆる物価高騰によるも

のでございます。それから、今回、特に区割り

改定があった関係で、この区割り改定に関する

周知に対する経費を計上しております。これが

今回の増の原因でございます。

【石本分科会長】 ほかにご質疑はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案及び報告議案に対する質疑・討論が

終了しましたので、採決を行います。

第93号議案のうち関係部分及び報告第17号
については、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案及び報告議案については、

原案のとおり、それぞれ可決・承認すべきもの

と決定をされました。

【石本委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。
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地域振興部長より総括説明を求めます。

【小川地域振興部長】地域振興部関係の議案に

ついてご説明いたします。

お手元の「総務委員会関係議案説明資料」の

2ページをお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第108号議案「和解及び損害賠償の額の決定に

ついて」であります。

第108号議案「和解及び損害賠償の額の決定

について」は、県央振興局職員が公用車を運転

中、前方に停車中の軽自動車に追突して負傷さ

せたものであり、賠償金120万8,375円として、

和解及び損害賠償の額を決定しようとするもの

であります。

次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。

和解及び損害賠償の額の決定について。

台風の影響により、去る8月28日から30日ま

で予定しておりました移住支援施策の現地視察

を中止にした事案について、和解及び損害賠償

の額の決定を地方自治法第180条の規定に基づ

く軽易な事項として、去る10月18日付で専決処

分させていただいたものであります。内容とし

ましては、現地視察の中止に伴い、長崎県デジ

タルコーディネーターの航空券に係るキャンセ

ル料2万2,010円を賠償金としたものでありま

す。

また、公用車による交通事故のうち和解が成

立した1件につき、損害賠償金4万6,400円を支

払うため、去る10月29日付で専決処分をさせて

いただいたものであります。

次に、所管事項についてご説明いたします。

UIターンの促進等について。

UIターンの促進については、「ながさき移住

サポートセンター」において、市町との合同に

よる都市部での大規模移住相談会や転職個別相

談会、オンライン相談会等を実施しているとこ

ろであります。

また、移住潜在層への情報発信や掘り起こし

を目的として、本県の魅力を発信する動画を配

信するとともに、去る11月25日には、東京都内

で本県のPRイベントを開催したところであり、

引き続き移住の促進に努めてまいります。

関係人口の拡大については、本県と連携協定

を締結している三菱地所株式会社が、雲仙市で

ワーケーションを実践し、食のフィールドワー

クとして、地元の方との交流を行いました。

また、同じく連携協定を締結している富士通

株式会社においては、複数の関係企業にお声が

けいただき、諫早市において、合同でのワーケ

ーションを実施していただきました。大草まち

づくり協議会のご協力のもと、住民の案内によ

るみかん狩りや、大草小学校では、小学生と都

市部企業が触れ合うワークショップを行うな

ど、地域の皆様との交流を深めていただきまし

た。

引き続き、都市部企業等とも連携しながら、

関係人口の拡大を図ってまいります。

恐れ入りますが、「総務委員会関係議案説明

資料（追加2）」の2ページをご覧願います。

「しま」のビジネスコンテトス「しまチャレ

2024」について。

「しま」の魅力の認知度向上や、有人国境離

島地域で実施している雇用機会拡充事業等の活

用促進を図るため、昨年度から「しま」のビジ

ネスコンテストを開催しております。

今年度は、県内外から55件の応募があり、関

係市町による予備審査を経て、去る12月7日に

県庁において本審査会及び表彰式を開催しまし

た。
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引き続き、「しま」の地域課題の解決等につ

ながる優良事例の創出や新たな人の呼び込みに

関係市町と一体となって取り組んでまいりま

す。

恐れ入りますが、「総務委員会関係議案説明

資料」の3ページ下段をご覧願います。

バス運転士等の人材確保について。

バス、タクシー等の交通事業者やトラック運

送を行う物流事業者においては、運転士不足が

年々深刻化している中、本年4月からは、時間外

労働等の上限規制が自動車運転業務へも適用さ

れたことから、県内では、特にバスの減便や路

線廃止が加速するなど、地域公共交通への影響

が生じております。

このため、県では、バス運転士等の有効活用

や人材確保につなげることを目的に、今年度か

ら新たに路線バスからコミュニティ交通への転

換を図る市町に対する初期投資の支援に取り組

むとともに、長崎市及び佐世保市において、バ

ス、タクシー、トラックの業界団体と連携した

合同企業説明会を開催したところであります。

県としては、今後とも、市町や交通事業者等

との連携を図りながら、バス運転士等の人材確

保を支援してまいりたいと考えております。

恐れ入りますが、「総務委員会関係議案説明

資料（追加１）」の2ページをご覧願います。

九州新幹線西九州ルートについて。

西九州新幹線（長崎～武雄温泉間）について

は、開業後2年間で約496万人の方にご利用いた

だいており、通勤・通学による定期券利用者も

開業前と比較し約2倍となるなど、順調に推移

しております。

去る11月30日、県内の小学生以下の子どもた

ちを対象とした新幹線の無料乗車会を開催し、

保護者を含めた約1,000名の方に貸切列車で新

幹線の高速性や快適性などを体感いただいたと

ころであります。

県としましては、引き続き、こうした取組を

通じて、新幹線効果のさらなる拡大に努めてま

いります。

一方、九州新幹線西九州ルートにおける新鳥

栖～武雄温泉間の整備の在り方については、国

土交通省と佐賀県との幅広い協議や与党整備新

幹線建設推進プロジェクトチーム「九州新幹線

（西九州ルート）検討委員会」等での論議が続

けられております。

この間、県内においては、全線フル規格の実

現に向けた機運が高まりつつあり、台風の影響

に伴い延期されていた経済団体主催の大規模な

シンポジウムが今月16日に開催される予定で

あります。

県としましては、関西直通運行の実現に向け

た機運醸成を図るとともに、引き続き、政府・

与党をはじめ関係者に対して、議論の進展や地

域課題の解決について働きかけるなと、西九州

地域全体の発展に資する全線フル規格による整

備の実現に向けて取り組んでまいります。

恐れ入りますが、「総務委員会関係議案説明

資料」の4ページ中段をご覧願います。

県庁舎の跡地活用について。

県庁舎跡地の活用については、引き続き暫定

供用における賑わいづくりに取り組んでおり、

10月の長崎くんちの際には、市町や長崎青年協

会、地域の皆様と連携して、「長崎大縁日」を

開催し、3日間で県内外から約6万人の方々にご

来場いただきました。県においては、「長崎県

の魅力発見！ブース」を設置し、10市町約30店
舗による、食や物産、観光などの本県の魅力を

発信したところであります。

施設整備に向けたマーケットサウンディング
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については、去る10月22日から11月1日まで個

別対話を実施したところであります。対話には、

17事業者の参加があり、施設配置等の土地利用

計画や運営に配慮した計画のほか、事業手法な

どについて意見交換を行いました。

今後、サウンディングでのご意見も参考にし

ながら、各機能の規模や配置の具体化と事業ス

キーム等について検討を深めるとともに、賑わ

いづくりにも取り組んでまいります。

恐れ入りますが、「総務委員会関係議案説明

資料（追加1）」の2ページ、最終行をご覧願い

ます。

令和7年度の主要施策。

令和7年度の予算編成に向けて「令和7年度長

崎県の主要施策（素案）」を策定いたしました。

これは、計画期間の最終年度を迎える長崎県総

合計画の総仕上げと、新しい長崎県づくりのビ

ジョンが目指す「未来大国」の実現に向けて、

令和7年度に重点的に取り組もうとする施策に

ついて、新規事業を中心にお示ししたものであ

ります。このうち、地域振興部の予算編成にお

ける基本方針及び主要事業についてご説明いた

します。

令和7年度は、しまや半島などの地域活性化

や、西九州新幹線の開業効果の拡大と九州新幹

線西九州ルートの整備促進等などの各種施策に

取り組んでまいります。

ノマドワーカーの受入推進については、今年

度実施している調査の結果に基づき、本県のプ

ロモーションと受け入れ基盤づくりによるデジ

タルノマドの誘致を推進してまいります。

しまや半島の活性化については、離島及び本

土の条件不利地域等で生産・加工された産品の

販路拡大や生産者・事業者の生産拡大を支援し

てまいります。

西九州新幹線については、新幹線効果をさら

に拡大していくため、県外向けの情報発信等に

取り組んでまいります。

地域公共交通の維持・確保については、交通

事業者等の人材確保の取組や市町におけるコミ

ュニティ交通への転換を支援するとともに、自

動運転バスの実証実験等に取り組んでまいりま

す。

県庁舎跡地については、基本構想の具体化と

地域の賑わい創出に取り組んでまいります。

これらの事業につきましては、県議会からの

ご意見などを十分踏まえながら、予算編成の中

でさらに検討を加えてまいりたいと考えており

ます。

恐れ入りますが、「総務委員会関係議案説明

資料」の4ページ下段をご覧願います。

「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025」等の進捗状況について。

令和3年度から令和7年度の5年間を計画期間

とする「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025」に掲げる令和5年度末における施策の進

捗状況について、施策体系を共通化し一体的推

進を図っている「第2期長崎県まち・ひと・しご

と創生総合戦略」の関連施策も含め、総合計画

の一部見直しに伴う指標改訂の内容を反映の

上、評価・分析を行ったところであり、地域振

興部関係部分については、配付している資料の

とおりであります。

総合計画の施策及び事業群の指標である19
項目のうち、目標値を設定していないものや実

績値が把握できていないもの等を除いた18項
目の令和5年度の進捗状況は、最終目標を既に

達成したもの及び令和5年度の目標値を達成し

たものが9項目、令和5年度の目標を達成してい

ないものの、改善傾向にあるものが8項目、令和
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5年度の目標値を達成しておらず、進捗に遅れ

が見られるものが1項目となっております。

次に、「第2期長崎県まち・ひと・しごと創生

総合戦略」に掲げるKPIである12項目のうち、

実績値が把握できてないものなどを除いた11
項目の令和5年度の進捗状況は、最終目標を既

に達成したもの及び令和5年度の目標値を達成

したものが6項目、令和5年度の目標を達成して

いないものの、改善傾向にあるものが4項目、令

和5年度の目標値を達成しておらず、進捗に遅

れが見られるものが1項目となっております。

各計画とも、今回の評価・分析結果を踏まえ、

取組の充実・強化を図りながら、最終目標の達

成に向けて、施策の推進に努めてまいります。

事務事業評価の実施について。

本年度の事業評価において、事務事業評価、

指定管理者制度導入施設の評価及び長崎県政策

評価委員会による外部評価を実施いたしまし

た。地域振興部関係については、お配りしてい

る資料のとおりであります。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【石本分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【坂本委員】議案について確認をさせてくださ

い。

まず、第108号議案「和解及び損害賠償の額の

決定について」ということで、公用車の事故に

伴う額です。

これは職員の公用車運転というふうなことで

の事故ということでよろしかったでしょうか。

【宮本地域づくり推進課長】職員の公用車運転

の事故でございます。

【坂本委員】 そしたら、この108号議案と、そ

れから専決事項報告ですね、壱岐での職員によ

る公用車、これは同じように公用車を職員の方

が運転して事故を起こしたというふうなことだ

と理解いたします。

これ、私の感想というか、きちんとした数字

は持たないんですけれども、職員の公用車によ

る運転での事故、こういうふうな専決とか議案

としてたまに上がりますけれども、地域振興部

関係がちょっと多いかなという感じがしてるん

ですけど、そこら辺は、ほかの部局と公用車の

職員運転による事故について何か突き合わせと

いいますか、この部局は多かよねとか、それで

抑制しようねみたいな、そんなのが庁内で横の

連携というのがあるのかどうか、そこを確認さ

せてください。

【宮本地域づくり推進課長】基本的に振興局を

所管しているものが私どもの地域振興部です。

その結果として出てくると。警察は警察でまた

別になるんですけれども、そういったところで

うちの方が多いと、うちで計上していることに

なっているところでございます。

部局対応では、もちろん、お互い注意しよう

ということは、定期的ではございませんが、議

論する時はございます。

あと、振興局の方ですね、事故が多いといい

ますか、今年度は昨年度よりちょっと減ってい

る数字ではあるんですけれども、振興局の中で

起こった時に、やはり局長以下管理部長、そし

て、各振興局にも各農林部とかありますので、

そういったところでのフォローアップについて

定期的に我々もお願いをしておりますし、逆に

振興局がこっちに来た時も公用車についての意

見交換などをして、そういった意味で横の連携
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を図らせていただいているところでございま

す。

【坂本委員】わかりました。いわゆる公用車を

職員の方が運転している場面が増えているとい

うようなこともお伺いしていて、それに伴って

事故が増えているんじゃないかということもお

聞きしております。

あと、公用車の整備関係ですね、そんなのも

不十分さがあるんじゃないかということも聞い

ておりますので、それはそれでまた別の機会に

質問させていただきたいと思います。

ありがとうございました。

【石本分科会長】 ほかにご質疑ございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第108号議案については、原案のとおり可決

することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第108号議案については、原案のとお

り可決すべきものと決定をされました。

【石本委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて説明を求めます。

【宮本地域づくり推進課長】「政策等決定過程

の透明性等の確保及び県議会・議員との協議等

の拡充に関する決議」に基づき、本委員会に提

出しております地域振興部関係の資料につい

て、ご説明いたします。

資料の2ページをご覧ください。

9月から10月までに内示を行った補助金の一

覧でございます。内訳は、長崎県地域公共交通

デジタル化等推進支援事業費補助金の5件とな

っております。

3ページをご覧ください。

9月から10月までの1,000万円以上の契約状

況の一覧になります。内容は、記載のとおり、

第50回衆議院総選挙及び第26回最高裁判所裁

判官国民審査に係る投票用紙及び封筒類作成業

務など随意契約の2件となっております。

次に、4ページをご覧ください。

陳情・要望に対する対応状況でありますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

9月から10月までに県議会議長宛てにも同様の

要望が行われたものについては、一般社団法人

長崎県身体障害者福祉協会連合会などからの要

望となっておりまして、4ページから42ページ

までが、それでございます。

43ページからになりますが、附属機関等会議

結果報告でございます。9月から10月までの実

績は、令和6年度長崎県地域公共交通活性化協

議会の1件でございまして、その議事概要につ

きましては、44ページにお示ししているところ

でございます。

以上で私からの説明を終わります。

【石本委員長】次に、県庁舎跡地活用室長より

補足説明を求めます。

【松島県庁舎跡地活用室長】私の方から県庁舎

跡地活用に関する検討状況についてご説明いた

します。

「総務委員会補足説明資料 県庁舎跡地活用に
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関する検討状況」をご覧ください。

9月から11月にかけまして、県庁舎跡地活用

に関するマーケットサウンディングを実施いた

しましたので、その結果、それと、それも踏ま

えた今後の方向性に関してご報告をさせていた

だきます。

まず、サウンディングの結果ですけれども、

意見交換を行いました項目につきましては、土

地利用計画等の記載の6項目でございます。

今回、実施に当たりまして、報道投げ込みの

ほか、商工会議所ですとか銀行等にも周知のお

願いを働きかけまして、設計、施工、運営、管

理など、いろんな業種の事業者にご参加をいた

だきまして、個別の対応を17の事業者と実施

し、意見交換を行いました。

その中でいただきました主なご意見、提案に

ついてご説明いたします。

まず、①土地利用計画、施設の配置場所につ

いてお聞きしましたところ、出島との連続性で

すとか、出島からの視認性、観光客と市民との

交流の場、イベント時の広場と施設の一体感等

から、やはり本館跡地というのが望ましいので

はないかというご意見がある一方で、本館跡地

につきましては、景観ですとか場所の価値、そ

ういったものがございますので、極力ボリュー

ムを抑えた施設配置が望ましいのではないかと

いうご意見。そして、本館跡地、旧第三別館跡

地には異なる役割の施設を配置してはどうかと

いうご意見等々ございました。

傾向といたしましては、本館と第三別館の両

方に施設を配置した方がいいのではないかとい

う意見が一番多く聞かれたところでございま

す。

次に、②、昨今の建設費高騰ですとか物価高

も踏まえまして、建設コスト及びランニングコ

ストの削減についてご意見を伺いましたとこ

ろ、省エネ設備の導入ですとか、保守・修繕の

軽減化、それと将来に可変性・柔軟性のある空

間をつくってはどうかという意見ですとか、設

計段階から維持管理に関する企業が関与して、

事業方式としてはPFI事業等をすることで維持

管理が容易な施設設計、それが維持管理の低減

につながることが可能ではないかというご意見

がございました。

次に、2ページ目をご覧ください。

③に、仮に旧第三別館の敷地に施設を配置す

る場合の旧第三別館の活用法ですとか外観デザ

インへの配慮についてお伺いしましたところ、

旧第三別館は、歴史的・文化的にも重要な施設

であると考えているので、特に外観については

非常に魅力的ではないかと。そのことを生かし

て内部にも機能を整備して歴史を感じさせる建

物として一部保存することが重要ではないかと

いう意見があった一方で、建物の利用効率、例

えば、バリアフリーですとか使い勝手、動線な

ど、そういったことを最大化することが最優先

ではなかろうかといったようなご意見もあり、

各者、意見が分かれたところでございます。

次に、④に運営に配慮した計画についてお尋

ねをいたしましたところ、賑わいと交流を創出

するソフト的な運営能力が求められる事業であ

ろうといったところで、そういった運営能力を

有する企業が主体となり体制を構築した方がい

いのではないか。また、各分野で活躍されるプ

レーヤーさんと連携をした方がいいのではない

か。それと、市民が気軽に集まれる賑わいと、

出島を訪れる観光客の満足度、いわゆる人の賑

わい、こういったものをつくることが事業の継

続の鍵となるのではないかというご意見等をい

ただきました。
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次に、⑤、事業スキームといたしましてお尋

ねをいたしましたところ、PFIの具体的手法の

一つでありますBTOプラス指定管理者制度の

事業スキームが望ましいのではないかというご

意見。それと、PFIの事業の可能性はあるけれど

も、経済合理性のみに寄ったような使い方とい

うのは、この地の利活用としてちょっとふさわ

しくないのではないかといったような懸念をい

ただきました。

そういったご意見など、条件つきも含めて傾

向といたしましては、PFIの実現性は高いとい

う意見が多く聞かれたところでございます。

次に、県の財政負担を減らしつつ、利用者の

利便性を図る上で、⑥といたしまして、民間収

益事業についてお尋ねをいたしましたところ、

キッチンカーや催事店舗の受入れによる賃料、

イベント開催による使用料収入が見込まれるの

ではないかという一方で、事業者のモチベーシ

ョンを確保する上で、自主事業による収益につ

いては、施設の維持に使うのではなくて、運営

者への利益もしくは施設のさらなる投資といっ

た部分で運用してはどうかという意見もござい

ました。

最後に、これまでの検討結果及び今回のサウ

ンディングを踏まえまして、今後の方向性につ

きまして、現時点におきましては、2に記載して

おります施設の配置、それと事業の推進方向に

ついてご報告をいたします。

まず、施設の配置につきましては、本館跡と

旧第三別館敷地、両方に配置する方向で検討し

たいと考えております。

また、跡地整備の事業スキームにつきまして

は、運営面を重視してPFI事業等を念頭に検討

を進めてまいりたいと考えております。特に施

設の配置につきましては、暫定供用を通しまし

て、賑わい等による賑わい・憩いの場をつくる

に当たりましては、天候に左右されない一定の

屋内空間、それとステージですとか控室、備品

倉庫など、やはり広場の利便性向上のためには、

本館跡に一定の施設が必要ではないかと考えて

おります。今回のサウンディングにもありまし

たが、出島からの景観等も考えた時に極力ボリ

ュームを抑えた方がいいといったような面もご

ざいますので、そこも踏まえますと、本館と旧

第三別館の両方に機能を分散した方がいいので

はないかということで、この方向で検討を進め

たいと考えております。

説明は、以上です。

【石本委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。審査対象の陳情番号は、43、46、
47、49、56、57、61であります。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【冨岡副委員長】 1,000万円以上の契約状況一

覧表の中で、第50回衆議院総選挙及び第26回最

高裁判所裁判官国民審査に係る投票用紙及び封

筒類作成業務、この作成業務の中にどういった

ものがあるのかをお聞かせいただけたらと思い

ます。内容について、多分デザインとか印刷と

かあると思うんですけれども。
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【楠本市町村課長】委員ご指摘のとおり、デザ

イン、印刷、それから様式等が決まっておりま

すので、それに伴う印刷業務がメインとなって

おります。

【冨岡副委員長】 その上で、これ、随意契約に

なっていますけれども、その理由をお聞かせい

ただけたらと思います。

【楠本市町村課長】衆議院議員選挙は、短期間

での準備が必要となりますので、競争入札に付

すことができず、見積書の提出があった３者の

うち、最も見積金額が低かった者と随意契約を

行ったものです。また、その下にあります選挙

公報については、必要な枚数、印刷、それから

市町に対する納付状況まで含めて対応できる業

者が県内に1者しかないということでございま

す。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質問がないようですの

で、次に、議案外所管事務一般についてご質問

はありませんか。

【松本委員】 説明資料の3ページの下にありま

すバス運転士の人材確保について質問いたしま

す。

ここにもあるとおり、バス運転士の人材不足

が深刻化しておりまして、報道等でもバスの減

便や路線廃止などの地域交通への影響を鑑み、

今年度から県ではバス運転士の人材確保支援に

取り組まれているという説明が部長からありま

した。

路線バスの運転士確保については、県民の日

常生活を守る取組でもあります。非常に重要と

考えますが、まず、県内の路線バスで運転士が

どれくらい不足しているのか、お尋ねをいたし

ます。

【鳥居次長兼交通政策課長】県内の路線バスの

運転士の不足の状況についてのお尋ねでござい

ます。

我々の方でもバス運転士の不足が顕在化して

きているというところで、定期的にバス事業者

の方に聞き取りをさせていただいております。

県内、離島を含みます主要な路線バス事業者7
社への直近の聞き取りの結果によりますと、合

計で必要とする運転士数が、9月末時点で1,332
人に対して79人不足しているという状況で、7
社全体の必要数に対する充足率は94.1％となっ

ており、現状、不足している状況にあります。

【松本委員】これは県内の主要な路線バス事業

者が必要とする運転士の人数に対して、約6％
の不足、79人が足りないということでございま

す。

この路線バスの運転士がいなければ、いくら

バスがあっても、もちろん回せないわけであっ

て、その不足している要因について、県はどの

ように認識されているのか、お尋ねいたします。

【鳥居次長兼交通政策課長】バス運転士の不足

についての要因の分析に関するご質問でござい

ます。

まず、これまでの長期的な傾向として、人口

減少と車社会化が進展してきまして、路線バス

自体を利用される方の減少傾向が続いてきてお

り、加えて近年のコロナ禍の影響や燃油高騰の

影響で、事業者の経営自体が非常に厳しいとい

う中で、勤務する運転士、従業員を含めて、給

与水準、あるいは職場環境、働き方、残業など、

働く環境を十分に改善できていなかったところ

があり、そういった情報が広まったことで、特

に若い世代の方で運転士を希望する方が少なく

なってきてしまっているというのが長期的なト

レンドとしてあったと考えております。
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さらに大きな要因となっているのが、本年4
月から自動車運転士の時間外労働に上限規制が

適用され、1日当たりの拘束時間、1年当たりの

拘束時間の上限がこれまでよりも短縮された、

いわゆる2024年問題によって、各路線バス事業

者の運転士不足がより深刻化しています。要す

るに、同じ路線数、便数を維持しようと思った

時に、これまでの人数よりも多くの人数を配置

しなければいけなくなってしまっており、この

制度改正によって不足が生じているところが要

因としてあると考えております。

【松本委員】 今、答弁の中で、長期的な利用者

減と、コロナ禍や燃料高騰による厳しい経営環

境、それに追い打ちをかけるように、先ほどあ

りました2024年問題、いわゆる働き方改革によ

って残業の規制が出てしまって、多くの人員が

同じ路線でも必要になってくるということは、

大変深刻な状況ではあります。

ただ、人口減少、過疎化といいながら、一般

質問でも出ていましたが、通勤・通学は生活に

直結します。また、免許を返納した高齢者の方々

にとっても生活に直結する問題であります。ど

うにもならなくて廃線にする前に、いろんな手

を打つことが必要だと思いますが、路線バスの

事業者、つまり運転者確保に取り組まれている

現場サイドからどのような声が上がっているの

か。以前に総務委員会で西肥バスを視察した時

にも、本当に厳しいという声が上がっていまし

たが、そこはどのように受け止められています

か。

【鳥居次長兼交通政策課長】事業者、現場サイ

ドからの声についてでございます。一部であり

ますが、我々として把握している情報、お聞き

している声が何点かございます。

まず、先ほど申し上げたように、給与水準や

労働環境等の処遇の改善を事業者としても図ろ

うと着手されており、また、高卒人材に対して

訴求をしたり、バスの運転体験会を開いたりと

いった、考えられる様々な対策は個社ごとに講

じていただいているところでございますけれど

も、なかなか意図した結果につながっていない

というような声をお聞きしております。

さらに、会社に在籍している運転士の高齢化

が進行しており、社内の年齢規定ですとか健康

上の規定、そういった理由で退職せざるを得な

いような運転士も増えているというところで、

充足率が悪化しているという状況。

そのほか、定年後にパートで働いてもらって

いる従業員もいますが、近年、夏場は特に酷暑

であるため、勤務する体力がもたず、続けられ

ないといった要因などで、高齢運転士のつなぎ

止めが難しく離れていってしまうというような

状況。

また、先ほど申し上げたように、若年層の運

転士希望の方が少なくなっているというところ

もあると思いますが、若者の車離れが進んでお

り、免許をそもそも持っていない方も増えてお

り、対象となる母数も少なくなっております。

そういう方に入っていただくとなると大型二種

免許を取っていただく必要があり、その費用が

どうしても高額になるため、そういった費用を

会社で負担する必要があり、さらに育成費用が

かかってくるということで、なかなか厳しい状

況があるということをお聞きしているところで

ございます。

【松本委員】これはバスだけではなくて、タク

シーもトラックも人手不足ということでありま

す。タクシーだったら二種免許だけ、トラック

だったら大型免許だけでいいけど、バスの運転

士は二種免許と大型免許の両方を持たなきゃい
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けないというのは、ハードルがすごく高いのか

な。だからといって給与水準が極端に上がるわ

けではないので、こういう状況であれば本当に

深刻になっていくと思います。

今の答弁を踏まえて、県は今年度から新たな

取組をやっているようですが、今後、路線バス

の運転士の人材確保についてどのように取り組

んでいくのか、お尋ねいたします。

【鳥居次長兼交通政策課長】今後の県における

路線バス運転士の人材確保にかかる取組につい

てのお尋ねでございます。

まず、先ほどの大型二種免許の取得という部

分に関してですが、費用がかかってくるという

ところで、ここは行政としても支援をしたいと

ころではありますが、県では、今、大型二種免

許の取得に対する支援というのは行っておりま

せん。一方で運輸事業振興助成金というものが

ございまして、こちらをバス協会に補助金とし

てお渡しをして、その中でバス協会の事業とし

て免許取得の支援を行ったり、そこに加えて令

和5年度からは国による、大型二種免許取得の

支援のメニューができるなど、幾つか事業が行

われているところでございます。

県としてというところでは、先ほど部長説明

の中でもご紹介いたしました、2024年問題に対

応するため、初めての取組になりますが、バス、

タクシー、トラックの業界団体と連携した合同

の企業説明会、業界全体で運転士を募集しまし

ょうということでやらせていただきました。こ

れは10月に長崎、それから11月に佐世保で開催

いたしまして、2会場合わせて63名の方にご来

場いただいたところでございます。これに加え

て今年度から、路線バスからコミュニティ交通

への転換を図る市町に対する初期投資の支援等

にも取り組んでいるところでございます。こう

いったことで大型二種のバス運転士を幹線バス

に充てていこうということで取り組んでいると

ころでございます。

来年度以降も、こうした支援を大枠としては

継続をしていきたいと考えており、バス路線の

廃止の動きが顕在化しているというところもご

ざいますので、今回、合同企業説明会を県内向

けに行わせていただきましたが、県外に向けて

も募集をかけていくといったようなところも検

討し、なるべく母数を広くとって、少しでも確

保につながるような動きができないか検討して

まいりたいと考えております。

【松本委員】取り組んでいることに対しては評

価しますが、ただ、やはり周知をしていかない

と、合同説明会も参加者が30名程度ということ

で、特殊な仕事ではあるんですけれども、やは

り50万円から70万円かかる多額の免許取得の

費用とか、そういったことも課題になってくる

と思います。ぜひ業界の方々と意見交換して、

もうちょっと踏み込んでいただきたいと思いま

す。

やはり路線バスの廃止というのは、ものすご

く住民の生活に影響を与えます。これは民間の

場合には強制力もありません、届け出制になっ

ていますので。そうすると、もうやめますよと

言われたら、もう住民は従うしかないわけです

よね。しかし、そうなると、その方々がどうや

ってこれから通勤・通学していくんだというと

ころに公的な県の役割が出てくると、例えば説

明会の開催とかですね。そういったことも、今

後、これだけ少子化、人口減少が加速化する中

で重要になってくると思いますので取り組んで

いただきたいと思います。

あと1つだけ、タクシー運転士も結構足りな

いということで、新大村駅でもタクシーを待っ



令和６年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１１日）

- 67 -

ている方がずらっといて、電話をかけても取れ

ない。どうしたんですかと言ったら、人がいな

いということで、今後も、都市圏とかはある程

度いると思うんですけれども、過疎地域では夜

はタクシーは走りませんというところもあると

聞きます。

そういった中で、ライドシェアというのが今

注目されています。ちょっと報道で見たんです

けれども、本県では日本版ライドシェアという

ものが始まったというふうに聞きました。タク

シー協会の立場もありますし、どういう形で本

県で進めているのか、お尋ねいたします。

【鳥居次長兼交通政策課長】日本版ライドシェ

アに関して県内での取組状況についてのご質問

でございます。

日本版ライドシェアでございますが、先ほど

話がありましたようにタクシーの運転士も含め

て地域公共交通の担い手の不足によっていろん

な足がなくなってしまっていると状況の解消を

目的として、ライドシェアという名前ではござ

いますが、タクシー事業者の管理の下で、使う

車は自家用車であったり、運転手は二種免許を

持っていない一般ドライバーの方を活用する運

送サービスというところで、今年の3月に新し

く国交省の方で制度創設されたものでございま

す。これを日本版ライドシェアと呼んでおりま

して、4月以降、東京など大都市部の地域から運

用が開始されており、現在は大都市部以外の全

国各地の取組が増えてきているという状況でご

ざいます。

県内に関しては、この日本版ライドシェアの

初めてとなる運行が佐世保市において、今月13
日、あさってから開始されることになっており

ます。それに加えて、今後、年明けぐらいにな

ると聞いておりますが、長崎市と西彼杵郡を営

業区域とする長崎交通圏の中でも運行が開始さ

れる見込みになっております。そういったとこ

ろを皮切りに少しずつ台数が増えていくのかな

と考えております。

【松本委員】今の説明では、二種免許なしで自

家用の車だけど、あくまでもタクシー会社が管

理するということで、タクシー業界のシェアは

担保できると。ただ、二種免許を持ってなくて

もできるというところは、確かに効果的とは思

いますが、心配なのは、二種免許を持ってない

自家用の一般の方がお客さんを乗せて、プロで

はないというか、その方が本当に大丈夫なのか

というところ、もうあさってから佐世保市では

始まりますし、長崎でも始まるんですけれども、

その辺はタクシー会社が管理しているとはい

え、運行に支障はないのか、お尋ねいたします。

【鳥居次長兼交通政策課長】二種免許を持って

いない方がタクシー的な業務をすることに関し

ての安全性についてのお尋ねです。

日本版ライドシェアは、完全にタクシーと同

じような運用形態ではなくて、例えば佐世保市

で行われるライドシェアの概要としては、予約

と支払い自体はアプリを介することになりま

す。そのため、流しで拾うような形ではなく、

事前にアプリから予約をしていただく必要があ

ります。

二種免許と一種免許の違いに関して、タクシ

ーというのは、流しであれば、道端で急に止ま

ったり、運転者本人ではなくてお客様からの指

示に基づいて急な動きをしなければいけなかっ

たりといった難しさがあるところがあり、これ

が一種、二種の違いとなってまいります。

そういう中で、今回、運転手の技術的な差を

解消するために、先ほど申し上げた、急に止ま

るというようなことがないように、ルートに関
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しては、全て事前の予約で決まったところを走

行し、技術的に問題がないように、安全性が担

保できるような制度運用になっておりますの

で、タクシーと全く同じというわけではなく、

差がつけられることにより担保されていると認

識しております。

【松本委員】予約と支払いがアプリでできると

いうことで、今、タクシーも最近はアプリで呼

んで、流しというのが東京でもほとんどないそ

うです。そういった状況であれば効率的だと思

いますが、何せ初めてやることでございますし、

現場の状況も確認しながら、そういうところが

あれば改善していくように進めていただきたい

と思います。

以上です。

【石本委員長】 ほかにご質問ございませんか。

【宮本委員】おはようございます。私からも幾

つか議案外で質問させていただきます。

松本委員からも先ほど質問がありましたが、

私も地域公共交通についてお尋ねをいたしま

す。

先ほど松本委員から質問があったとおり、バ

ス路線の廃止が今様々問題になっておりまし

て、新聞報道でも佐世保市佐々町についても来

年3月末で廃止される路線があるということ

で、予約制度の乗合タクシーを導入するという

こととか、公共ライドシェアを導入するという

お話であったり、これはちょっとダメージが大

きいかと思うんですが、波佐見町と川棚町を結

ぶ路線が廃止になったということで、川棚町で

も代替移動手段の運行を検討しているというこ

と。平戸においても、平戸と長崎空港を結ぶ公

共ライドシェアの実証実験が始まったというこ

と。あと、佐世保市の黒島でも公共ライドシェ

アの実証実験が始まっているということも、い

ろいろ報道ベースでお聞きしているところであ

ります。さらに、バスのみならず、タクシーも

そうですけど、運転士不足の影響が非常に大き

いということを目の当たりにしているところで

す。

先ほど、日本版ライドシェアの話がありまし

たが、最近、文言として多く出てきている公共

ライドシェアについて、私もこの委員会でいろ

いろ質問いたしましたが、改めて自家用の有償

旅客運送、公共ライドシェアについて、どのよ

うな制度なのか、まずはお聞きいたします。

【鳥居次長兼交通政策課長】公共ライドシェア

の制度の内容についてのお尋ねでございます。

先ほど松本委員からもお話がありました日本

版ライドシェアというのは、タクシー事業者の

管理の下で行うものになっております。一方で

公共ライドシェアと言っておりますのは、自家

用有償旅客運送制度のことでございます。これ

は従来からある制度でございます。平成18年に

道路運送法の中に規定されたものでございまし

て、最近できたものではございません。

これに関しては、交通空白地など、バスとか

タクシーによって運送手段を確保することが難

しい場合に、地域の協議会等の議論を経て、市

町村、NPO法人といったところが自家用車を活

用して提供する有償旅客運送サービスというこ

とでございます。お金を取るというところは同

じですし、白ナンバーで行う、自家用車を使っ

て行うというところは、日本版ライドシェアも

公共ライドシェアも同じですが、交通空白地で

市町村とかNPO法人が行うようなケースで実

施されるものでございます。

これは先ほど申し上げたように昔からある制

度ではございますが、昨今の移動手段の不足に

対応していくため、国交省の方で昨年12月と今
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年4月に大幅な制度改正が行われまして、運送

区域が狭かったところが、もう少し広い区域で

行えるようになったり、導入する時に地域の協

議会を通す必要がありますが、その協議の手続

が簡素化されるなど、地域で有効に活用できる

ような制度改正が行われていますので、公共ラ

イドシェアをうまく使って地域の足を確保して

いくという流れになっていこうかと考えており

ます。

【宮本委員】 この公共ライドシェアについて

は、ただいま答弁があったとおり、交通空白地

において、市町村やNPO法人などを中心として

行うということで、今後、公共ライドシェアと

いう取組も進むものと考えておりますし、各市

町も、この取組について地域公共交通計画など

にも盛り込むみたいなお話も出ているようです

それについて、この公共ライドシェアの取組

が進んでいく上で、県として、この公共ライド

シェアに支援する必要があろうかとちょっと考

えるんですね。県として、この公共ライドシェ

アにおける支援の在り方、必要性についてお尋

ねいたします。

【鳥居次長兼交通政策課長】公共ライドシェア

に対する県としての支援の考え方についてのお

尋ねでございます。

まず、先ほど申し上げたように、公共ライド

シェアについては、交通空白地などで、バス、

タクシーによって移動手段が確保できない場合

において、地域内における公共交通ネットワー

クの維持・確保の手段になり得るものというと

ころがベースになってこようかと考えておりま

す。

少し大きな視点の話になりますが、先ほど委

員からもご紹介があったように、県でも地域公

共交通計画を策定しております。これは令和5

年度から7年度までを期間とする計画でござい

ます。この中の役割分担というところで、県は

幹線バス路線への支援を実施いたしまして、市

町においてフィーダー路線ですとか地域内路線

への支援を実施すると整理しているところでご

ざいます。

地域内における公共交通ネットワークについ

ては、地域の実情、地元の人口分布ですとか、

今ある公共交通の状況といったそれぞれの実情

に応じまして、路線バスとか乗合タクシーとい

った手法に加えて、公共ライドシェアというの

も手段の一つとして、各市町において様々な運

送サービスを活用した対応を図っていただくと

いったところが基本と考えております。

こういった考えに従いながら、費用面、財政

面での支援というのは、今のところ、市町を中

心にやっていただくというところが基本と考え

ております。

ランニングコストの部分ではありませんが、

県は今年度から新たな取組として、路線バスか

ら公共ライドシェアも含めたコミュニティ交通

にダウンサイジング化を行うなど、コミュニテ

ィ交通へ転換を図る市町に対しての初期投資の

支援、例えば、最初に車を購入するといった初

期投資に関する部分の支援を行っております。

ただし、その目的としては、利用者の少ない

地域内路線に大型バスを走らせて、そこに大型

バスの運転士がそこに従事することになってい

る状況を、コミュニティ交通に転換していただ

いて、そのバス運転士をもっと利用者の多い幹

線バスに回そうといったことで、運転士確保の

目的が一番大きいものであり、運行経費面の支

援というところは、現在も行っておりませんし、

今後も役割分担というところに基づいてやって

いくものと考えております。
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【宮本委員】県としては幹線路線、市町は地域

路線という役割分担があるんですよということ

も、一定理解できる限りの支援を今していただ

いているところです。その路線は今後廃止の方

向でどんどん加速していくんだろうと考えると

ころです。

先ほど次長からも話があったとおり、県にお

いても、「長崎県地域公共交通計画」というの

がありまして、私も確認いたしました。実にボ

リュームがあったので、概要版を確認いたしま

して、先ほどあったとおり、計画期間は令和5年
4月から令和8年3月ということで、県の総合計

画と合わせてということで、いよいよ策定に向

けて進んでくるものと考えております。

この中において、「バス路線に求められる役

割や維持・確保の方針の設定」というところで、

「市町をまたぐ路線バスの役割を整理し、国、

県の支援を中心に現在の路線を維持する」とい

う文言があります。現在の路線を全て維持する

ことは非常に難しいかと思いますから、次期計

画においては、先ほど私が言った公共ライドシ

ェアの支援についても、この計画の中で長崎県

の地域公共交通計画の中で具体的に検討して盛

り込んでいただきたいということを要望いたし

ますが、この件について見解をお尋ねいたしま

す。

【鳥居次長兼交通政策課長】県の次期地域公共

交通計画における公共ライドシェアに対する支

援の施策の盛り込みというところのご要望、ご

質問でございます。

まず、先ほど申し上げたように、県としては、

引き続き、市町、それからバス協会等と連携し

ながら、まず、幹線バスに充当できる運転士の

確保について支援していくというところを基本

にしていきたいと思っております。

次期計画の策定に向けては、現計画において

整理をしております県と市町の役割分担という

のが基本になってくると思っておりますが、委

員ご指摘のとおり、幹線バスも含めて廃止が進

んでいくというところも考えられますし、公共

ライドシェア自体が幹線も含めた移動手段にな

ってくる可能性が今よりも広がっていくことも

あると思います。当然、公共ライドシェアとい

う手段も使いながらやっていかなければいけな

い部分があるかと思われますが、大きな目的と

しては持続可能な幹線公共交通ネットワークの

構築というところが基本の役割になってこよう

かと思いますので、そこの中で手段としてしっ

かり検討はしていきたいと考えております。

【宮本委員】議論等、検討していただきたいと

思います。おっしゃったとおり、幹線路線にお

いても公共ライドシェアが必要になる時もくる

かもしれませんので検討していただきたいとい

うことを要望させていただきます。

次に、これは市町村課になろうかと思います。

選挙関連についてちょっとお聞きします。五島

市が来年2月の市議選から投票支援カードを導

入するということで、これは我々公明党会派の

さがら市議会議員が質問して、五島市について

は、投票支援カードの導入ということになった

ということで、そもそも投票支援カードという

のは代筆、候補者の読み上げなど支援してほし

いことを書いた記入カードを係員に提示する仕

組みであるということであります。これが無効

票の一助になるかもしれない、手段となると考

えているということです。

この投票支援カードについて、県全体でも取

り組んでいく必要があるんじゃないかなと思い

ますが、現状、私もつぶさに確認しておりませ

んが、そもそも無効票がどれだけあるのかとい
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うのがわかればと思います。

県だから県議選において、2023年4月の統一

選においての無効票や、あるいは10月に行われ

た衆議院選挙における県全体としての無効票が

どれくらいあるのかというのがまずわかればと

思うんですが、わからなければ後ほどで結構で

す。ちょっと確認をさせてください。

【楠本市町村課長】今、数値を持ち合わせてお

りませんので、後ほどご説明させていただきた

いと思っております。

【宮本委員】 後ほどお願いしたいと思います。

五島市の投票支援カードの導入についてです

が、県内21市町において、ほかにあるのかどう

かというのも改めてお尋ねいたします。

【楠本市町村課長】現在、県選管で把握してい

るところで、長崎市、大村市、雲仙市、今回、

五島市の方でと聞いておりまして、現在、4市で

導入されております。

【宮本委員】これは非常に大事な取組であろう

と思います。無効票対策の一つの手段ともなる

と思います。実際、障害をお持ちの方からも、

実は私自身もご相談をいただいたことがあるの

で取り上げさせていただいたところでありま

す。

県全体として、各市町に県の選挙管理委員会

と各市町の選挙管理委員会の連携がどうなって

いるのか、確認しておりませんが、県として、

こういったものを県内全体として普及していく

取組が大事であろうかと思いますが、それにつ

いての見解をお尋ねいたします。

【楠本市町村課長】委員ご指摘の投票支援カー

ドにつきましては、委員ご指摘のとおり、無効

票だけではなく、障害のある方が貴重な1票を

漏れなく投票する有効な手段でございますの

で、県の選挙管理委員会及び市町選挙管理委員

会でも、導入に向けてこれまでも議論しており

ます。その中で、私どもも、この投票支援カー

ドの導入については、進めてまいりたいと考え

ております。

【宮本委員】過去にも様々議論があっているか

と思いますけれども、改めて、こういったこと

は非常に大事であり、投票率を上げるという観

点からは重要な取組なので、県としても推進を

していただきたいということを要望させていた

だきます。

もう1点、確認をいたします。部長説明資料の

3ページになります。移住潜在層についてちょ

っとお尋ねいたします。

この委員会でもちょっと取り上げさせていた

だきまして、移住潜在者とはどういったもので

すかということを確認させていただいて、11月
25日に、移住潜在層に対する県のPRイベント

を開催したということがあります。これも前の

委員会でも確認させていただいたところであっ

たんですけれども、これについて具体的な取組

内容について、規模であったり、参加者数であ

ったり、どういった意見があったりということ

がわかれば教えていただければと思います。

【宮本地域づくり推進課長】これにつきまして

は11月25日に東京の京橋で開いておりまして、

時間は19時から21時、参加者数が42名ございま

した。内容としましては、本県への移住者の方

に本県での生活について、対談をしていただき、

あと、4市ほど東京まで来ていただいて、自身の

町のPRをするというような内容でございます。

やはり長崎に関心を持っていただけた一つのイ

ベントになったのではなかろうかと思っており

ます。

【宮本委員】移住潜在者なので、どういった方

かというのは非常に興味があるところでありま



令和６年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１１日）

- 72 -

す。

これを踏まえて次年度に向けてさらに取組を

推進して、UIターンをもっと加速化していこう

というようなこと。移住潜在層や移住潜在者に

対する取組、次年度に強化していく、そういっ

たことがあれば教えていただければと思いま

す。

【宮本地域づくり推進課長】またイベントをや

るかどうかというのは検討中でございますけれ

ども、今まで移住者向けての、例えば動画をつ

くる時には、とんがった人とか、移住で長崎に

先に来られてとんがった人を取り上げた動画を

YouTubeで配信したり、その動画自体は今も残

っております。

今年度も、ロング動画、ショート動画をつく

っております。動画ですので、もちろん次年度

以降も残るという前提でつくっております。も

のすごく目立つような移住者ではなくて、もう

ちょっとソフトな感じで、例えば長崎の魚はス

ーパーで買ってもおいしいとか、長崎あるある

みたいな感じで、あるいはお盆にお墓で花火を

とか、少しちょっと今までの、いわゆるとんが

った移住者をピックアップするということか

ら、指向を変えておりまして、もうちょっとソ

フトなところで拾えないかなと。

あと、それを広告で打ち出していく、Web広
告で打ち出していく時も、例えば「移住」とい

うキーワードという検索してなくて「アウトド

ア」とかで検索している方とかの方が、移住が

どこかに頭にあるんだけれども、完全に移住で

はないとか、そういった方にも届く形でプロモ

ーションをやっております。そういったところ

については、引き続き来年度も工夫を加えなが

らやっていきたいと考えているところでござい

ます。

【宮本委員】ありがとうございました。いろん

な側面からUIターンに取り組んでいただいて、

新しい層だと私も考えておるので、この移住潜

在者のみならず、ほかも、もっともっとソフト

的なことで長崎を愛する方とか、長崎に来たい

方とかがいらっしゃると思いますから、発掘作

業に取り組んでいただきたいということを要望

させていただきます。

以上です。

【浅田委員】 質問させていただきます。

さっきご説明がありました県庁舎跡地につい

てでございます。県庁舎跡地に関しては、最初

の跡地活用懇話会からは、もう15年近くがた

ち、その後も、もう10年以上はたっている。そ

ういうような状況の中で、やっと、やっと進み

出したかなという思いがあります。

しかしながら、15年前に理念とか様々なもの

を提言されていたものから時代が大きく変わっ

ています。長崎の町並みも、この県庁から見て

も随分と変わった状況であり、私は、何度か第

3回目、今に即した感じで、もう一回、提言を聞

いたらいいんじゃないかとか、いろんな提案を

してきたんですけれども、過去の1回目、2回目

の提言に基づいてということを、これまでも何

度もご答弁をいただいていたような状況です。

例えば、当時、中学生だった子が今30歳にな

って、これからの長崎の未来を担うような世代

になってきて随分変わったんじゃないかなと思

うんですね。そんな中での、このマーケットサ

ウンディング調査の中において、これまでの状

況をどの程度反映しながら、そういったことを

お伺いしているのかという点。今回、17者が個

別でいろいろお話をということだったと思うん

ですが、そういう企業の方に、そういったとこ

ろも踏まえて、お互い、どのあたりをご説明し
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ながらやられていたのかを教えていただけます

か。

【松島県庁舎跡地活用室長】まず、サウンディ

ングに当たって、これまでのご意見をどの程度

事業者にお伝えしたのかといったところだと思

います。そこにつきましては、基本構想に書か

れている内容をベースに、現状、検討状況とい

ったところも踏まえて情報を提供して、お話を

お聞きしたところでございます。

ですので、直近の話といたしましては、どの

ように運営を進めていくのかといったところが

重要になってきますので、そこに重点を置いた

ような聞き方をしてまいったつもりでございま

す。

【浅田委員】ちょっと聞き方を変えます。どの

ように重点を置いて今後の運営をしていくか。

その中には、これまでさんざん議論してきたこ

とを当然踏まえて、それがあってだと思うんで

すね。しかしながら、地域の現状も変わってき

ている中で、ここの報告の中にもあったんです

けれども、経済合理性のみによって、この場所

の活用が考えられることを懸念するというよう

なことが書かれてありました。

私も、やはりそのところを非常に気にしてい

るところなんですが、やはりPFI事業というふ

うな形が大きく打ち出されるというか、そちら

側にシフトが、重きをおかれているとするなら

ば、やはり経済合理性のところがすごく立って

いってしまうんじゃないかなと。そうなると、

これまでやられてきた第1、第2の懇話会と、す

ごく差ができてしまうのではないかというとこ

ろを、これまでずっと私は、移転反対から始ま

って、この跡地のことに関わってきたものです

から、非常に当時の説明と大きく変わっていれ

ば困るわけですね。

現時点をどこまで、その時に反対していた人

たち、関係者に対して説明をしっかりやられて

いるかということも重要だなと考えているんで

すけど、いかがでしょうか。

【松島県庁舎跡地活用室長】浅田委員から話が

ありました経済合理性の部分についてですけれ

ども、これにつきましては先般の予算総括質疑

の際に答弁をさせていただいたかと思いますけ

れども、私どもとしても、あの地の歴史の重要

性というのは、十分わかっているつもりでござ

いますので、そこにつきましては必ずしも経済

合理性で判断すべきものではないというふうに

答弁させていただいております。

ですので、今回のサウンディングに当たりま

しても、その旨は事業者さんと十分共有をした

つもりですし、事業者さんも県庁舎跡地の歴史

的背景といったところの重要性をわかった上で

お話をいたただいたものというふうに考えてお

ります。

【浅田委員】 つもりだけでは困り、また、わか

ったものであっても困り、わかっていただけた

というような確信等々と。だとするならば、室

長、今、一番の基本理念とか、これまでの懇話

会の提言等々を踏まえて、何をもってして大事

なところであり、それをどう伝えて、それをこ

の事業者の方々に受け取っていただけたという

確信を持てているのかどうなのか。

結局、私が一番心配しているのは、例えば道

路とかを新しく造ると。県とか自治体はすごく

説明してきたつもりである。例えば、長崎南北

幹線道路、今いろいろあのあたりで陸上競技場

等々がもめているわけですよね。こういったこ

とも行政的には長く説明してきたかもしれない

けれども、いざ蓋を開けて実施される時になっ

て、多くの市民、県民の声が、やっぱりまた高
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らかになってしまうわけですよ。やっぱりこう

いうことは非常に避けなければいけないことで

す。

何かこれまでも、どういう説明をというと、

地域、例えば私は江戸町におりますが、江戸町

の自治会とかには説明しているかもしれない。

しかし、跡地活用懇話会の時、まして移転反対

の時には、大きくもっと浜町とかを含めた様々

なところへ丁寧なる説明が行われた。今では、

そういうことはあんまり聞かないんですよね。

「今、どうなってるんですか」というのが、実

は今日の朝も、「最近なんか跡地って止まった

るのか」と。喜ばしいことなんですが、青年協

会とかが活用してイベントをしている。「あの

まんまいっちゃうのかな」とか、そういう声の

方が逆に大きくなっているんです。

それを考えると、やはり多くのこの地域の方

たち、市民に説明ができていない。それがまた

サウンディング調査をやってどんどん進んでい

くと、蓋を開けて、えっとなってしまう危険性

がかなりあると思っております。そのあたりは

どうですか。

【松島県庁舎跡地活用室長】先ほど話がありま

した、私どもといたしましては、基本構想とい

う形で、一定目に見える形でお示しはしている

んですけれども、何といいますか、イメージ図

というか、青写真というか、そういったところ

をお出しした上で、皆さんの認識をまず合わせ

ないといけないのかなというふうに考えており

ます。

あと、説明の部分につきましては、かなり関

係箇所が多うございまして、そういった意味で

は行き届かなかったところがあるのかもしれま

せん。私どもとしては、都度都度、地元の自治

会は当然のことながら、商工会議所ですとか関

係団体に説明をしてまいりました。それが十分

でなかったといったところは否定はいたしませ

んけれども、できるだけ限り説明はしていきた

いというふうに考えております。

また、先ほどのイメージといったところも含

めて、今年度を目途に一定お示しをしたいと考

えておりますので、次の議会にまた資料をお示

ししたいと考えております。

【浅田委員】 11時半で締めるということなの

で、続きはお昼をまたいでしっかりお伺いさせ

ていただきたいと思います。やはり商工会議所

とか団体さん、でも、団体さんだけではない市

民がいっぱいいる、県民もいる。これは県下全

体にまたがることでもありますし、多くの情報

ツールを使って、そういう発信を丁寧にしてい

くような案件だと思うんです。これがPFIにな

ってしまうと、どうしても経済的な部分が立っ

てしまう感じがあるものですから、この場所の

歴史性とかを踏まえた上でしっかりやっていた

だくようなことを午後から、もう少し一歩二歩

踏み込んでご答弁をいただきたいと思います。

一度ここで中断します。

【石本委員長】 地域振興部の審査の途中です

が、午前中の審査はこれにてとどめ、午後は1時
半から再開し、引き続き、地域振興部関係の審

査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２９分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、地域振興部関係の審査を

行いますが、午前中の宮本委員の質問に対し、

市町村課長より答弁の申出があっておりますの

で、発言を求めます。
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【楠本市町村課長】午前中の宮本委員のご質問

にありました衆議院議員総選挙、県議会議員一

般選挙において無効票がどれだけあったのかと

いうご質問がございました。これにお答えさせ

ていただきたいと思います。

まず、先般、10月27日に執行されました衆議

院議員総選挙でございますが無効票の数が1万
1,948票、投票総数に占める割合、いわゆる無効

票の率が2.1％になります。令和5年4月に執行

されました長崎県議会議員一般選挙でございま

すが、こちらの無効票の数が5,738票、無効投票

率は1.4％となっております。

【石本委員長】それでは、質問に入りたいと思

いますが、引き続きご質問はございませんか。

【浅田委員】先ほどの続きをお願いしたいと思

います。

先ほど、県庁舎跡地についてお伺いをさせて

いただいたわけですけれども、県庁舎跡地活用

懇話会ができて15年がたち、様々な状況が変わ

っている中で、サウンディング調査も何度かや

っている中で、現在の県民に対する周知徹底に

ついて教えていただければと思います。

【松島県庁舎跡地活用室長】県庁舎跡地に関す

る県民への周知というお尋ねでございます。

どうしても周知にかける予算ですとか労力で

すとか一定限界があります。それと県有施設と

いうこともございますので、長崎市を中心にし

た説明というわけにもまいりませんので、そう

いった意味では一定の効率性をどうしても探ら

ないといけないと考えております。そういった

意味では、まずもって県が持っている独自の広

報媒体、昨年度も使わせていただきましたけれ

ども、全世帯広報誌ですとか県政番組、そうい

った媒体を使うというのは当然のことながら、

あと市町が持っていらっしゃる広報のツールな

り、もしくは住民が集まる何がしかの機会、そ

ういったところで周知の上で連携できる部分が

ないかといったところは、一定、市町とも話を

したいというふうに考えております。

【浅田委員】周知徹底の仕方というか、非常に

難しいなというところですけれども、前にお伺

いした時に、例えば自治会でということでお伺

いすると、江戸町と築町には説明しましたとい

うのがありました。だけど、もともと特別委員

会とかいろんな懇話会の時には、浜町周辺地域、

興善町周辺地域、ものすごく広いというか、取

り組む地域の方にはかなりな形で、それをやっ

ていただいていたんですね。それがいつの間に

か、江戸町と築町だけでは本当にごく一部しか

知らされてないんだなというのが、すごく気に

かかるところであります。

この15年間のうちに室長が何人も代わられ

ているわけですよね。その中でのそういうやり

方、方法、引継ぎ等が大丈夫かなというのが今

回ちょっと心配でもありましたし、メディアの

方々、新聞とかを使ってどのようにもっていく

かということをいま一度考えていただかない

と、本当にこの形でいいですかと絵なり写真な

りを示した時に、また問題になるのではないか

というのを非常に危惧してるんですが、そのあ

たりはいかがでしょうか。

【松島県庁舎跡地活用室長】委員が今ご指摘さ

れましたように、知らなかったというところの

方が出てくる可能性があるのではないかといっ

たようなお話だと思います。繰り返しになりま

すけど、ここについては粘り強く、機会を捉ま

えて周知していくといったことの繰り返しかな

と思っております。一定説明なりをして、それ

が皆さんの意に沿った形になるかといったとこ

ろもありますので、そこについては、そうは言
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いつつも、皆さんに利用していただきたいとい

うのもありますので、よりよい施設になるため

にも、いろんな機会と媒体を通じて粘り強く周

知していきたいと考えております。

【浅田委員】粘り強くというところが、手法が

問題かなという気がするのと、一方でPFIとか

になった時の経済合理性によって、これまで何

度もうたわれてきたことが全然違った方向にい

くのではないか。そして、商業施設がこれだけ

増えている中で、そこもやっぱり商業施設に頼

るものなのかどうなのか。これはあくまで民間

の方々のお考えだとは思うんですけれども、例

えば運営者に対しても、実施事業による収益は、

施設維持に使用するのではなく、運営者の利益

や、より活性化する資金として運用すべきとい

う提案があったり、そのあたりとか、こうやっ

てあえて資料の中に出しているということは、

そこに対して何らかの県の見解があるのかなと

思ったんですが、そこはいかがですか。

【松島県庁舎跡地活用室長】そこの部分につき

ましては、特に今の段階で否定するものでも、

肯定するものでもございませんので、あくまで

こういった広いご意見を伺いましたといったと

ころを広く皆様にお知らせしたかったといった

ところで書かせていただきました。

なお、経済合理性の話ですが、15年、今まで

いろんな議論をしてきて、一定、数年前になり

ますけれども、県庁舎跡地整備基本構想という

形でやっと取りまとめが終わったものでござい

ます。これについて私も実際に半年ぐらい、県

庁舎跡地で仕事をして、いろんな方にお話を聞

きました。そういった中で県庁舎跡地に対する

思いというのは、本当いろんな思いがあるんだ

なというのを身にしみてわかっております。

そういった中で、今の基本構想というところ

は、ある意味、皆さんから共通で合意をいただ

いた内容というふうに思っておりますので、こ

こを経済合理性で踏み外すといったようなこと

は考えられないのかなというふうに思っており

ます。

【浅田委員】 それだけは、今、室長がしっかり

ご答弁いただいたので、これは後でまた別途、

部長にもお伺いしますが、これは部署の方だけ

ではなくて、私たちも難しいなと思うところが

あります。例えば、大学と連携したものをあそ

こにつくろうとか、いろんな話がずっと出てい

た。だけど新しくジャパネットシティができた

ら、そこにもそういうものができてきたとか、

民間のスピードと行政のスピード感の違いによ

って、計画がどんどん変わっていってしまって

いる中で、そのあたりをやっぱり見定めながら

していくこと。これはもう私自身も大変だなと

思うんですけれども、そこをしっかりやってい

ただきたいなというふうに思っていますが、い

かがでしょうか。

【小川地域振興部長】浅田委員の質問にお答え

いたします。

今までの議論の中で要点として大きく3点あ

るのかなと思います。1点が、まず周知の方法。

どういう形で皆さんにお知らせするかというこ

とでございます。先ほど室長も答弁させていた

だきましたが、私どもとして、まずは地元の方々

に十分ご説明したいというのもございますし、

その地元という部分についても一定の限度があ

るだろうと思う中で、いかに多くの人に届くよ

うな手法を取るかというものについて、県庁の

いろんな部分を使いまして有効な、いわゆる使

い方をしたいと。

それともう一つは、先ほどお話がありました

ように、地元の市町、県内の市町と連携して、
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例えば市の広報誌であったりとか、市のホーム

ページであったりとか、そういうものも有効に

活用できないかという手法も探りながら、でき

るだけ多くの方にそういう情報を届けたいとい

うことで考えております。

もう1点でございますが、PFI等を使った場合

の経済合理性というお話がございましたが、私

ども、PFIの今回の部分について、経済合理性だ

けじゃなくて、いかに県庁舎跡地で多くの皆様

が集って賑わいがつくれるかというのが大きな

視点だと思っておりますので、運営していく観

点、それと当然将来的な施設の維持を行う場合

のランニングコスト的なものも十分勘案しなが

ら判断していくものだと考えております。

それと、最後の時の流れに応じていろんな、

今のジャパネットスタジアムだったり、先日か

ら長崎大学等でも公表されたようないろんな資

料がございますけれども、そういういろんな変

化を捉えて、できるだけ施設とか機能に重複が、

県庁舎跡地に造られるものについて重複がない

ように、そういうものについてもどこでやった

方が一番効率的なのかという観点も入れながら

整理をしていきたいと思っておりますので、そ

の部分については、また整理をした上でご説明、

ご報告をさせていただきたいと思っておりま

す。

【浅田委員】その点は切にしっかりとやってい

ただきたいというふうな要望にとどめます。

あと、旧第三別館も気になるところで、ここ

の取扱いについては、どうあるべきかという部

分がまだ明確になっていないところでもあり、

あの建物自体の古さと、あれを維持する大変さ

ということ、だけれども、機能、平和的な部分

でいうと大きな賞をいただいたような状況の流

れの中で、あの場所も被爆遺構の一つでもあっ

たりするものですから、そういった時に、また

いろんな声が出てくるのではないかという危惧

とともに、だけれども、そこも一体となってや

っていかないと、時期を逃してしまって、そこ

だけを置いてけぼりにするのではなくて、あの

地域一帯を考えていただきたいと思っています

が、そのあたり、いかがでしょうか。

【松島県庁舎跡地活用室長】今、委員から質問

がありました旧第三別館の取扱いですけれど

も、委員ご指摘のとおり、建築後100年で、原爆

が落ちた時には既に存在していた建物といった

ようなことで、Dランクではありますけれども、

被爆遺構に指定されているというのは事実でご

ざいます。その取扱いについては、一定そうい

った歴史も踏まえながら取扱いをしないといけ

ないと思っております。

ただ一方で、見ていただければおわかりのと

おり、やはり1階部分のフロアが入り口から10
段程度、1メートル近く上がっておりまして、そ

ういった中、水周りもトイレもないという状況

の中で、あの建物を仮に残すとした時に、これ

から利用していただいた上での話だと思うんで

すね。残すためだけの押しというか、そういっ

たものは正直なかなかうちの財政状況を見た時

に難しい面もあろうかなというふうに考えてお

ります。

ただ一方で、そういう平和的な要素は当然、

あと歴史の部分もありますので、そこのバラン

スにつきましては、今後、県議会の皆様ともご

相談をしながら慎重に進めていきたいと考えて

おります。

【浅田委員】非常に難しいところでもあるなと

いうのは、私も何度も見に行きました。だけれ

ども、もうどちらかというと入り口になってい

る場所が、やはりあの地域全体の顔にもなって
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いる部分でもあって、なかなかそれをなくすと

いうこととか、今後の歴史の中においてどうな

のかなというふうに感じるところでもあり、今、

まさに室長が言った、じゃ、県に財政はないけ

れども、何かほかにもしかすると考えられるこ

とが出てくるのかもしれない。じゃ、そこまで

踏み込んで今まで議論して検討してきたかとい

うと、まだまだじゃないのかなというような気

もし、そのあたりを、さっきの話になりますけ

れども、地域や周りの人たち、今まであそこは

大分、保存ということだけは何年も何年も言わ

れ続けているんですけれども、そこにとめおい

てしまっている状況で、保存だけではなくて活

用してということももちろん理解しているんで

すけれども、併せて様々な手法の在り方という

ことの声を広く周りにも聞きながらやっていた

だければなというふうに思っております。

以上です。

【石本委員長】 ほかにご質疑ございませんか。

【小林委員】私からも県庁舎跡地の問題につい

て若干お尋ねをしたいと思います。

今、浅田委員からいろいろご意見がありまし

たが、やっぱり過去の経緯をよくご存じだから、

我々も浅田委員の発言に、そうだった、そうだ

ったと、こううなずく場面がかなりあるわけで

ございます。

確かに、県庁舎跡地の問題については、これ

までいろんな議論がたくさんあったことは、よ

く承知をいたしております。例えば、あそこに

文化芸術ホールを造るとか、あるいはおもてな

しの空間とか、いろんな構想、意見がたくさん

出ましたが、なかなか率直に言って紆余曲折が

ありました。

しかしながら、その後においては、県庁舎地

跡地基本構想が出てきて、その方針に基づくこ

れからの在り方を模索していくと、こういうよ

うなことで今日に至っているという状況でござ

います。

今、こういう状況の中で、はっきり我々が長

崎の人みたいに詳しくはありませんが、あそこ

の跡地は、何といっても長崎の発祥の地である、

とにかく歴史と文化の最たるものであると、こ

ういう方針は絶対揺るぎのない、この方向での

考え方を絶対に曲げてはならないのではないか

と、こういうふうに思っております。

それで、基本構想の3つの柱、一つは広場、一

つは情報発信、あるいは交流支援、こういうも

のが掲げられているわけでございますが、どう

いうふうなイメージになるのかと。こういうイ

メージがいまひとつはっきりしないわけです。

したがって、県としては、皆さん方のいろん

なご意見はこれまでも聞いてきたし、地域の声

も聞いてきたし、また、マーケットサウンディ

ングというような形の中で、それぞれの専門家

というか、業者の方というよりは、そういう専

門的な方の意見も結構努力して聞いてきていた

だいていると思うわけです。

そういう状況からしてみて、県としてどうい

う方向でこれから県庁舎跡地をやっていこうか

と、どんな考え方を持っておられるのか、お尋

ねしたいと思います。

【松島県庁舎跡地活用室長】ただいま、小林委

員から質問がありました、県として跡地が、恐

らくどのような場であってほしいのか、そうい

ったイメージを含めてのお尋ねだというふうに

思っております。

まず、県といたしましては、基本構想の中で

活用事例を含めてお示しをしておりまして、た

くさん利活用のイメージがございまして、逆に

わかりづらい点もあろうかというところもあり
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ます。それをぎゅっと縮めて簡単に言うと、先

ほど委員から発言がありましたとおり、長崎発

祥の地と言われるこの地の歴史、それと今まで

担ってきた役割、こういったものを伝え、感じ

られるようなたたずまい、デザインというのは、

もう外せない要素だというふうに考えておりま

す。

そこに留意した上でのお話ですけれども、県

民とか海外からの来訪者、子どもから高齢者ま

で世代を超えて共に憩い、集って、学び、交流

する場をしつらえたいと。そこに来られた方に

対しましては、当然ながら、跡地の重層的な歴

史、1571年にポルトガル船に開かれてから、江

戸時代には奉行所があり、県庁がありというこ

と、それと岬の教会もあったと言われるぐらい

の場所柄ですので、そういった歴史ですとか文

化を確実に伝えて、なおかつ世界遺産ですとか、

県内各地にあります観光、物産、情報など県内

周遊といったことを促すような各地の魅力に触

れるような場所、そういったものを造りたいと。

併せて、今の県庁舎跡地を見ていただければ

おわかりのとおり、まちの中心商店街と海辺の

間の高台にございまして、逆にその高台がまち

なかと大波止というか、海辺との行き来を阻害

しているのではないかといったような声もお聞

きしているところでございます。

そういったことに対しまして、県庁舎跡地自

体が実際高低さがかなりありまして、7メート

ルちょっとありますので、この高低差を少なく

とも県庁舎跡地内でバリアフリーの動線をつく

っていきたいと。そうすることでまちなかと海

辺を積極的につないでいくことができないか

と、そういったところで整備をやっていきたい

というふうに考えております。

【小林委員】今の説明を聞きますと、県の方向

性というのか、県の考え方は定まっているので

はないかと、こういうふうな受け止め方をいた

します。

したがって、今回いろいろ出席をしていただ

いた方々、開発についていろんな専門的な意見

を持っているグループ、県の意向を受け止めて

くれるグループをしっかり把握して、そういう

方々と相談を深めながら、意見の交換をしなが

ら、そして、この長崎県発祥の地、まさに長崎

にとっては、歴史、文化の最たるところと。こ

ういう意味で他のところと開発するのと全然訳

が違うんだと。

こういうような重みの中において、今言った

ように、県の思いをしっかり受け止めてくれる

グループに、いろいろとお力をお借りしなけれ

ばいけないのではないかと思うわけですね。

ですから、もうとにかく、いつ、どんな姿に

なるのかと。多くの方が期待されているし、先

ほど浅田委員からも、まだ時間をかけているの

かと、こういうような意見も出てきていること

は事実でありますから、そういう点から考える

と、早く選考委員会等をつくって方向づけをき

ちんとやっていかなければいけない。それから、

青写真をきちんとつくって、先ほどからも説明

不足にならんようにと、こういうことについて

ももう少し積極的に、もう自信を持って、いろ

んな意見があるけれども、動かしがたいものは、

長崎のシンボルだと。こういう格好の中で自信

を持って県の皆さん方にはやってもらいたい

と、こう私は考えるわけでございます。

したがって、今回、PFIでいこうというような

考えになっているようでありますが、確かにお

話のとおり、経済面的なことだけでは事は解決

できないと思うわけです。しかし、PFIの、民間

の知恵を大事にしようとか、民間の知恵を借り
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ていこうと、こういうことも含めて中身を、経

済的な内容、こういうものをきちんと受け止め

ながらPFI方式でやったらどうかと。

こういうような形であるから、そういうPFI
に対する考え方、こういうことを自信を持って、

胸を張ってきちんと意見を出してもらいたいと

思います。

【松島県庁舎跡地活用室長】委員の質問にお答

えいたします。

県としましては、いつ、姿が見えるんだとい

う施設整備というところは、確かに大きな節目

ではあろうかと思いますけれども、やはり施設

が完成した後の運営が重要であるというふうに

考えております。そのためには建物の設計です

とか運営計画を立てる段階から将来の運営者を

交えた調整をしていきたいというふうに考えて

おります。

また、民間の知恵を最大限に生かして、昨今

の建設費高騰ですとか物価高騰への対応ですと

か、基本構想に沿った形での民間収益について

は、あくまで商業施設ではございませんので、

そこで収益を上げられるかといったら、そうで

はないと思いますけれども、そうは言いつつも、

県の財政負担を軽減しつつ、利用者の利便性と

いったところも図っていきたいと考えておりま

す。

そういった思いの中で暫定活用の課題もあり

ますけれども、運営を重視した手法といったと

ころで検討を進めていきたいと。その中で事業

手法としてはPFI事業等を念頭に今後進めてい

きたいと考えております。

【小林委員】 だから、検討じゃなくて、もうそ

こまで固めていただいているということ。あり

たい姿とか、あるべき姿についても、今までた

くさん意見を交換しながら、また、これまでの

経過を踏まえて、大体どのようなものというこ

とも定まっているようであるから、あとは今後

のスケジュールがどういう形になっていくの

か。発表できるようなところまでのスケジュー

ルがどうなっていくのか、この辺のところにつ

いてお聞きしたいと思います。

【松島県庁舎跡地活用室長】先ほど、県庁舎跡

地の施設につきましては、本館跡と旧第三別館

の2か所に置く形で検討を進めたいという話を

申し上げました。そういった土地の利活用計画

ですとか一定の規模感、事業スキームの整理を

今進めておりまして、今年度中を目途に一定の

形でありますとか、整備、供用に向けたスケジ

ュール感についてはお示ししたいと考えており

ます。

次年度以降、そこでお示しいたしますスケジ

ュール感に沿って、県議会の皆様をはじめ、地

域の方々にも周知しながら着実に進めていきた

いというふうに考えております。

【小林委員】今言うように、とにかくスケジュ

ールをはっきり打ち出して、胸を張って、自信

を持って、これからこうやっていきたいという

ようなことで周知徹底も大事。しかし、県の考

え方を前面に打ち出すというようなことも大

事。

そういうような形の中で、ぜひともこの問題

に方向づけをして、いつまでも今のままで置い

ておくようなことがないようにひとつやってい

ただくことを強く要望しておきたいと思いま

す。

それから、参考までだけど、浅田委員が目の

前におられて恐縮だけど、私は、県庁舎移転の

委員会の委員長を2回やったんだよ。県庁舎移

転の、江戸町からこっちへ来る時、反対が尋常

じゃなかったからね、この方は。だから、よう
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く意見を交換して、いろいろと意見も聞きなが

ら、おやりになった方が、お静かじゃないから、

ちょっと念のためにアドバイスをしておきたい

と、こういうことでございます。親切心です。

以上。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

【まきやま委員】私からは投票制度について幾

つかお聞きしたいと思います。

午前中の宮本委員の質問にありました投票支

援カードについて概要を教えてください。

【楠本市町村課長】投票支援カードにつきまし

ては、宮本委員からお話があったのと同じでご

ざいますが、本来、障害がある方、あるいは文

字を書くことが困難な方など、投票において困

難な状況にあられる方を支援するための制度で

ございます。

【まきやま委員】今回、手をつなぐ育成会の会

報誌の一つの事例を紹介したいと思います。

投票所の係の方に、「障害があるので支援を

お願いします」と言って投票支援カードを渡し

ました。私は、息子の介助や支援ができないの

で少し離れた場所で見守っていました。係の方

は、障害のある人の投票支援に慣れていないの

か、少し戸惑われているようでした。息子に「自

分で記入できますか」と聞かれました。知的障

害、発達障害の特性上、言われたこと、聞かれ

たことをそのまま繰り返し言ってしまうことが

あります。また、迎合性が高く、たとえできな

いことであっても、「できます」と答えてしま

いがちです。案の定、息子は「できます」と答

え、係の方は、まず、「長崎何区の選挙区の候

補者の中から」とか、「比例区は政党名を」と

説明されました。ここで本人は知的障害がある

ので、なかなか理解ができず、少しパニックに

陥ったそうなんですけれども、こういった投票

所の係員の方の、このような事例の対応につい

て、どのように事前に周知をされているか、教

えてください。

【楠本市町村課長】まきやま委員のご指摘の案

件でございますが、本来、投票支援カードを持

参いただいた時点で、その有権者の方は、支援

や配慮が必要な方であるということは、間違い

ないわけでございます。したがいまして、今回、

委員ご指摘のような事例があったということで

あれば、相応な対応ではなかったと考えており

ます。

投票支援カードの周知あるいは導入について

も進めておりますが、今回の案件につきまして

は、各市町の選挙管理委員会とも共有をした上、

これだけではありませんので、いわゆる投票所

の段差の解消であったり、スロープの設置であ

ったり、投票環境の配慮という点についても、

市町に適切に働きかけてまいりたいと考えてお

ります。

【まきやま委員】加えて要望として、投票の手

順がわかりやすくなるようにとか、投票箱の色

分けや順番の数字の表示など、わかりやすい表

示をしていただけると助かりますということで

したので、よろしくお願いいたします。

次の質問ですが、自力で投票所まで行けない

方に対してどのような支援制度がありますか。

【楠本市町村課長】自力で投票所まで行けない

という方につきましては、いわゆる移動支援と

いうのがございます。各市町において、タクシ

ーや借上車あるいはバス等を準備しまして投票

所までお連れするという制度等がございます。

【まきやま委員】自宅から郵送で投票というこ

とも可能でしょうか。

【楠本市町村課長】委員のご指摘は、いわゆる

郵便投票という制度がございまして、実は要介
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護状態が5以上にあられる方につきましては、

こちらの方々についても、先ほどの宮本委員の

話と少し重複するんですが、憲法でも参政権、

つまりどのような方であっても、健常者であっ

ても、あるいは障害のある方であっても、1票の

重さは同じでありますし、漏れなくその貴重な

1票を投票するように郵便投票といたしまし

て、事前に投票用紙を送っていただきまして、

そこに記載をして送ることによって投票ができ

るという制度がございます。

【まきやま委員】郵送のやり取りの中で、取り

寄せる際に実費負担が生じると思うんですけれ

ども、その点について民主主義の観点から何か

支援ができないか、検討をお願いします。回答

をお願いします。

【楠本市町村課長】先般、10月27日執行の衆議

院議員総選挙におきましては、234件の郵便投

票がございました。委員ご指摘のとおり、この

制度につきましては、実は、最初の投票用紙を

取り寄せる際に、この郵送費が実費負担になっ

ております。この実費負担の箇所を公費の負担

とするか否かについては、市町の判断にもよる

んですが、制度を所管します総務省等とも協議

しながら、あともう一つ、他の制度との均衡も

ありますので、課題を一つ一つ整理しながら、

市町の選挙管理委員会と研究、検討してまいり

たいと考えております。

【まきやま委員】ご検討のほど、よろしくお願

いいたします。

続きまして、現行の投票ルールにおきまして、

期日前投票でのなりすまし投票の可能性につい

てご説明をお願いします。

【楠本市町村課長】いわゆる委員からご指摘が

ありましたなりすまし投票ですが、本人を詐称

するといいますか、本人のふりをして実際に投

票行動に及ぶ方でございます。

こちらについては刑事罰といいますか、もし

そのようなことになるのであれば、禁錮、罰金

刑という刑事罰が処せられることになっており

ます。

【まきやま委員】 今の期日前投票のルールで

は、誰かを装って投票することが可能で、名前

と住所と宣誓書をチェックするだけで投票でき

ます。

本人が投票日にはがきを持って行って投票し

ようと思った時に、なりすまし投票されている

と本人が投票できなくなると。最初に期日前投

票をした方の票が有効になるということになり

ますと、ちょっと民主主義の観点から、今のル

ールが適正ではないのかなということがありま

して、どういった対応策が考えられるか、お聞

かせください。

【楠本市町村課長】こちらにつきましては、そ

のようなことがないように市町に十分に周知は

しておるところでございます。以前、委員から

ご指摘を受けております、例えば防犯カメラに

おいて監視をしたらどうかというお話を伺った

ところでございます。

ただ、これについては確かに抑止力という面

では効果があると思うんですが、一方で、投票

の秘密の保持ができるのか。投票の秘密の保持

というのは、一般的に、どなたに投票したか、

してないかということだと思われがちなんです

が、そもそも投票に行ったか、行かないかとい

うところも含めて投票の秘密保持ということに

なります。

もう一つが、いわゆる防犯カメラの設置とい

うことが有権者への心理的圧迫につながりまし

て、投票行動の忌避、つまり投票しないという

行動につながるおそれもあることから、課題を
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一つ一つ整理しながら、どのような対策が最も

適切なのか、研究してまいりたいと考えており

ます。

【まきやま委員】 期日前投票につきましては、

投票日に投票することができなくて自分の意思

で投票したくて行くわけなので、そこまで大き

な圧迫感を与えることはないと思うんですけれ

ども、それよりも実際に投票に行った人の票が

無効になってしまうとか、そういった民主主義

を根本から覆すような、抜け穴があるような今

の制度を、いかに早めに対応するかということ

が大事で、実際に起きてからでは、起きている

かもしれませんけれども、投票率が50％の現状

であれば、見つかる可能性も50％になってしま

います。だから、こういった抜け穴を早めに適

切に対応するということで、しっかりと検討を

要望します。

以上です。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

【吉村委員】 何点か聞かせていただきます。

今の、人の質問ばっかり取るので申し訳ない

とは思っておるんですけど、今の話は、投票率

を上げようという皆さんの思いかなと思って聞

いておりました。この前の選挙も、私の知り合

いの方、私じゃありませんよ、私の知り合いの

方、100人ぐらいは投票に行きませんでした。な

ぜか、入れるような人がおらんからです。だか

ら、そこを考えて投票率を上げようとかなんと

かかんとか小手先でやりよったっちゃ、私はい

かんとやろうなと。例えば、国会議員の質を上

げんと、県会議員の質を上げんと、みんな投票

に行きませんよ、行く興味が湧かんようになっ

てね。この間の自民党のいわゆる不記載問題で

も、それでゆらゆら揺れて、最後は公認しなか

った候補者にも2,000万円配ったと、つじつま

の合わん、全然。1,500万円ならまだどうにか

ね、公認料は出してないですよと言えるけど。

そういうところ、同じ2,000万円を出してしま

った。それに対して、こういう理由で出したん

だという、なんか説明もないし、おかげで自民

党は少数与党になりました、野党の意見も聞か

んといかんようになりました。これで世の中が

よくなるのかなと思うけど、ならんじゃろうな

と。20年ぐらい前の民主党政権の時を、まだ少

し覚えておりますね、今頃はすぐ忘れますけど、

昔のことはよう覚えております。全然駄目だっ

たから、今があるんだろうと思います。

やっぱり根本的に投票率を上げるということ

については、そこら辺、いうても行政としてや

れることの限界があるので難しいんだろうと思

いますけれども、やっぱり広報活動とか選挙制

度の充実。私が最初に出る時に、出稼ぎに出て

いる人がおりました。その人もそっちから投票

できるんですよね、制度上。ただ、申請をして、

送り返して判子を打って、また送り返して、投

票用紙を送って、それに記入して、また戻す。

ぎりぎり間に合いましたけど、なかなか、この

人に入れんばいかんと、その候補者は私だった

んですけど。そういう強い思いがある方は、そ

うやって頑張るけど、普通に思わん方は、そう

いう作業はしない。

だから、そこら辺の事務の簡便化、これは法

律ですから国がやらんといかんことだろうと思

いますが、そういうことについて国に対しても

地方自治体から働きかけをやって、特に地方自

治体から出稼ぎとか、派遣とか、そういうのが

多いわけですから、自衛隊の艦船に乗っている

方々も大分改善されてきましたけど。そういう

ことを国に対して訴えていく必要があるんじゃ

なかろうかと思いますが、いかがでしょうか。
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【楠本市町村課長】 吉村委員のご指摘のとお

り、不在者投票制度、あるいは昨今問題になり

ました在外投票制度、海外にいらっしゃる方、

非常に選挙期日ぎりぎりだったという話も聞い

ております。

委員ご指摘のような件は、他県においても出

ておりますので、引き続き、全国的な会議や、

あるいは九州各県のブロックの会議等でも、こ

ちらからも積極的に発信してまいりたいと思っ

ております。

【吉村委員】そこら辺、鋭意取り組んでいただ

きたいと思います。私たちの質を上げることが、

まず真っ先だと思いながらの質問ですからね。

次に、資料を見ながら思いよったんですが、

令和7年度の予算編成で、総合計画の最終年、総

仕上げの年になるんだということが書いてあり

ます。そして、「新しい長崎県づくりのビジョ

ンが目指す「未来大国」の実現に向けて、令和

7年度に重点的に取り組もうとする施策につい

て、新規事業を中心にお示しした」とあります。

まずここから、その重点的に取り組む施策、

新幹線、ノマドワーカー受入れ、しまや半島の

活性化、生産加工品の販路拡大、生産拡大、県

外への情報発信、地域公共交通の維持・確保、

県庁舎跡地基本構想の具体化と地域の賑わい創

出に取り組む、こういうことでだらだらと書い

てありますが、さっきから話が出ておりますの

で、この中で幾つもあるんですが、県庁舎跡地、

これが「基本構想の具体化と、地域の賑わい創

出に取り組む」と、こう書いてあるわけですよ。

地域の賑わいかと。さっき部長が答弁の中でち

ょこっとだけ入れてくれたから涙が出たね、地

域も併せて県内全域ね、県民の財産だから。小

林委員もちょっと言うてくれらした。浅田委員

は全く考えてくれんとかもしれんけど、さっき

の話では。これは長崎市のみの話ではないわけ

ですよ。県下全域の話として、ここをどういう

ふうに、開発という言葉は合わんかもしれんけ

ど、利活用していくか。こういうことを考えん

ばいかんとやけど、議会に対しては令和3年6
月、骨子案を示しました。令和3年9月、基本構

想の素案を示しました。令和4年7月、広場、情

報発信、交流支援の3つの機能を柱とする基本

構想の取りまとめをしました。そして、この情

報発信、広場、交流支援、この3本柱を実現して、

令和4年10月31日から正面玄関前をオープンス

ペースとして開放しました。令和5年9月末から

敷地全体をオープンスペースとして開放しまし

た。多くの方々に来場してもらった。それを検

証して各機能の規模、配置等具体的な検討を進

めるとなっております。

ここら辺で、いわゆる県庁舎跡地の今の考え、

先ほどから課長が答弁した考え方と、この各機

能の規模・配置等具体的な検討を進める。その

ベースには、このオープンスペースの実績が検

証されているということに乗っかっているよう

に見えるんですが、いかがですかね。私の見方

が間違いか、合うとれば、ここが政策的に整合

が取れておるのか、お答えいただきたいと思い

ます。

【松島県庁舎跡地活用室長】暫定活用で実際使

ってみて得られたノウハウというか、そういっ

たところも踏まえて、規模感ですとか配置です

とか、そういったところを決めていきたいとい

うふうなことで考えております。

【吉村委員】 答えたか、答えとらんか、全然わ

からんじゃないの。今のを聞いて納得する人は

おらんじゃないの。もっと、県が主体を持って

やるわけやろう。そうすると、もうちょっと違

う答えが返ってこんとさ、何をするかもわから
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ん、どうなるかもわからん。そういう中で、何

とかサウンディングをやりました、それは協力

してくれた事業者、それはありがたいですよ。

また、そこから案を拾って、結局、最後は県が

決めるんですとあなたは言いましたよね、期待

を持ってね、決めるんですよと。そして、2月に

報告すると言ったけど、間に合うんですか。そ

れと、そういう構築ができるんですか。いかが

ですか。

【松島県庁舎跡地活用室長】先ほど小林委員の

質問に対してお答えいたしましたとおり、今年

度を目途にスケジュール感も含めたところでお

示ししたいというふうに考えております。

【吉村委員】自信を持って大きな声で発言しま

しょうよ。自信がないと声が小さくなる。私は、

無理やり大きな声を出している。

なかなかまだ、結局は、これ、何年続いてお

るかということ、そして幾ら金を使うとるか。

何日か前に自民党の会派内で、この委員会とは

全く関係ないんですけど、百条委員会を設置す

るとなると、案として700万円予算を組まんば

いかんと書いてあったら、お金を使い過ぎじゃ

ないか、700万円も使って猫の子一匹出てこん

やったらどうなるんだと、それは誰が責任持つ

んだとか、ばかみたいなことを言う人がおるけ

ど、必要な費用というのは、それは必要な費用

で幾らでも、それは積み上げをせんばいかんや

ろけど、必要なんです、ちゃんとそこに予定せ

んばいかん。しかし、必要でない金というのは、

それは無駄遣いになる。今までどれぐらい無駄

遣いしてきましたかとなるわけよ、旧庁舎跡地

の活用については。最初どこやったかね、三菱

総研、なんかえらいところがいっぱい出てきて

さ、いろいろごちゃごちゃ言わすけど、結局ま

とまらんで、今よね。そして、この何とかサウ

ンディングよね。それをあくまでも参考で県が

決めるんですと。この前まで長崎市から振り回

されよったのがね、よかったね、外れて。これ

は県民の一人として言いよることよ。

例えば、県北とか離島とか、全然聞こえてき

ませんよ、旧県庁舎跡地の利活用なんて。まち

なかの一角を利活用するとか、それは地元の商

店街が大反対したなんてね、そういうことはね、

関係ないのよ。もう枝葉末節の話ね。あなたた

ちが考えんばいかんとは大きな幹の話だから。

それによって長崎県がどうなるかということを

まず念頭に置いて考えてもらわんと。ここで広

場を開設して、それなりの効果がありましたと、

こう報告に出とるわけよね。何万人も来らまし

た。全部調査して資料が出来上がっとるから、

わかるわけたい、私どももね。

そしたら、その効果というのは、例えば何か

建物とか販売とか紹介とか、そういうのをあそ

こにつくって、それの効果と、そのまま広場に

して木でも植えて、岬の教会でもレプリカを造

って、観光地に回ってくださいとか、それとど

っちが費用対効果があるのかなとか、考えたこ

とがありますか、いかがですか。

【松島県庁舎跡地活用室長】県庁舎跡地の利活

用を考える上で、ここをもって、ここに施設を

造って皆さんが喜んでくれて経済波及効果が生

まれるという観点を持ってはおりますけれど

も、今、委員がおっしゃられたような、そのま

まの状態で活用する場合、建物を造って活用し

た場合というところの効果については、すみま

せん、まだ手持ちでそういった資料は持ってお

りません。

【吉村委員】 報告をするんだと言いよるなら、

そのくらいのことは検証作業の中でやっとって

ほしかったね。頑張ってくださいよ。
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それから、先ほどからもちょっと出よったけ

ど、PFI事業ね、この頃、この頃って、もう20年
ぐらい前からはやっとるけど、PFIで1事業者が

建設から運営までやるんでしょう。それが楽で

すよね。それが採算が合わん場合はBTOでやる

とか、建物だけ建てて、それを県が買って、維

持管理・運営は別のところにやらせると、指定

管理者のようなもの。いろいろ形態はあるんだ

ろうと思いますけど、それを例えば経済性のみ

によって行うものか、やっぱり長崎の歴史とか、

観光とか、そういうことを広める役割も持って

いるんだと、旧県庁舎跡地が。そうすると、一

定、県の負担もそこにはあってしかるべきと考

えるのか。例えば、それと比較してみるとする

と、県内にある県有施設、そこの管理運営とい

うのがどうなっておるのか。そこら辺も比較し

てみたことがありますか、いかがですか。

【松島県庁舎跡地活用室長】今、委員からお尋

ねのありました比較という部分については、し

てはおりませんけれども、長崎県が整備した施

設、47施設が指定管理制度で運営をされている

といったようなことは把握をしております。

【吉村委員】 ここまで時間がかかっているか

ら、私個人としてはね、あんまり慌てて形にす

る必要もないんじゃないかなと。やっぱりつく

るからには重々考えて後悔しないような施設な

り・・・。そういうことを考えることも必要か

なと思いますけどね。ここでは、もう来年、予

算要求をして、来年、予算要求するけど、議会

からの意見を十分踏まえ、予算編成の中で検討

を加えると、こういう一文、二文が多かたいな。

こがん書かれたら、あら、まだ固まっとらんと

たい、まだ議会に話を聞いて、いかがでしょう

かと聞いて、また予算編成する中で検討を加え

ますと。もう要求すると一番上に書いとるなら、

その1行でよかっちゃろけど、その下ば書いと

るもんだから、あなたたちのその心づもりが、

なんか薄っぺらかもんに感じてくるんじゃけ

ど、どうですか。

【松島県庁舎跡地活用室長】予算要求の準備に

つきましては、してはおりますけれども、今ち

ょうど査定を受けている段階で調整している状

況でございますので、通常のルールに沿って2
月定例会でご報告させていただければと考えて

おります。

【吉村委員】答えになっとらんとやけど、そこ

ら辺、部長でまとめられるところがあったらま

とめて聞かせてもらえんですか、いかがですか。

【小川地域振興部長】 大きく2点についてお答

えさせていただきたいと思います。

まず、1点目は今お話がありました予算の絡

みでございますが、私どもとしては、必要最低

限の、いわゆるパブリックスペース的なものに

ついては、やはり県有施設として一定の今後の

維持管理の負担も出てくると思っておりますの

で、そういう部分を含めたところのイメージを

お出しをさせていただきたい、もしくはそれに

沿ったスケジュールについてもお出しをさせて

いただきたいと思っております。

来年度の予算につきましては、今、そういう

ものも含めて、どういう段階で、どういう内容

の経費を出していくのかというのを詰めている

作業中でございますので、本日の委員皆様のご

意見等々も踏まえて、そこの中で反映できるも

のについては反映していきたいということで説

明の中では書かせていただいているということ

でございます。

もう1点、大きく県庁舎跡地というのは、多く

の市民、県民の皆様が集って賑わう場所であっ

たり、もしくは情報発信という意味では、県内
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の観光もしくはこれまでの歴史的な情報を含め

て、そこで発信することで、いわゆる県内の周

遊につながるような拠点にしたいと思っており

ますので、そういうものをベースに私どもとし

ては2月の段階で一定のイメージ的なものをお

示しできればということで考えております。

【吉村委員】 今、部長からね、部長がよく整理

してくれらしたたいな。既存の県有施設との比

較とか、利用形態とか、それは観光長崎だから、

そういう効果とか、いろいろたくさんあります。

それからやっぱり県民の財産ですから、県下全

域に行き渡ると。それはどういうことかと言う

たら、今、部長がおっしゃったように、ここを

核として県内全域のそのような施設と結節して

いくと。そういうことで県内の観光を周遊させ

るとか、そういうところまで構築して披瀝して

もらうとありがたいなと思うところですので、

よろしくお願いします。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

【小林委員】 座ったままお尋ねしますけれど

も、新幹線についてお尋ねをしたいと思います。

先般の一般質問でお尋ねをいたしましたこと

と基本的には変わりませんが、いまいち知事の

答弁がわかりづらいというか、新幹線がこれだ

け大きな問題であるにもかかわらず、あんまり

答弁がね、いまいちのような感じがするけであ

りますので、改めてこの場所で確認をしておき

たいと思います。

我々は、全線フル規格を求めているというこ

とは、もうご案内のとおりです。そのためには

佐賀県民の皆様方のご理解とご協力は、これは

もう不可欠であると、これはもう避けて通るこ

とはできないと。こういう状態にもかかわらず、

なかなか佐賀県が今のような状況の中で非常に

歯がゆい思いをしておるというのが現状であり

ます。

ところが、サガテレビがアンケートを取って

いただいていると。このアンケートを見れば、

佐賀県民の皆様方も大分、失礼でありますが、

意識が高まってきて、現実に西九州ルートがオ

ープンして、それだけ嬉野とかそういう温泉街

が非常に賑わっているというようなこともあっ

て、かなり関心が高まってきていると、こう思

うわけです。

それで、サガテレビが今回、今回というか、

以前からアンケートを取っていただいていると

いうことを初めて確認ができましたけれども、

やっぱりフル規格については、佐賀県の方々に

賛成であるか、あるいは反対であるかと、はっ

きりイエスかノーかと。こういうことをきちん

と命題をわかりやすいようにしながら、直接電

話でアンケートを取っていただいていると。こ

ういうことが明らかになり、令和6年10月、この

データでいきますと、アンケートで賛成が

48.8％、約50％、反対が35.2％と、こういうデ

ータが出てきているわけですね。

こういうアンケートは、私は非常に大事なも

のだと。もっともっとこういうデータを佐賀県

の説得をするための一つの大きな確実な情報と

して、もっとやっぱり生かしていかなければい

かんと、こう思うわけです。

そういう点を考えた時に、今回のこのアンケ

ートを長崎県としてどのように受け止め活用し

ていくのかと、こういうことについてお尋ねし

たいと思います。

【川口新幹線対策課長】サガテレビが実施され

ましたアンケートに対する受け止めと、県とし

てどう活用していくかというご質問でございま

す。

まず、受け止めでございますが、一般質問で
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もご答弁させていただきましたように、やはり

長崎県だけではなくて、佐賀県の武雄市であり

ますとか嬉野市におきましても、西九州新幹線

の開業効果、まちづくりもそうでしょうし、交

流人口の拡大、こうした新幹線の効果が現れた

結果、先ほどのような賛成が反対を上回る結果

になったものと認識をいたしております。

加えてご説明させていただきますと、このア

ンケートの中では、ルートについてもご質問を

なされています。どのルートが望ましいかとい

うことに対して、賛成をされた方のうち、約

64.5％が「佐賀駅を通るルートがよい」という

ようなご回答をなされているということで、ル

ートについても関心が広がっているものと認識

をいたしております。

そして、この調査、委員からのご指摘もあり

ましたように、令和4年から3年間続けられてい

るんですけれども、分析してまいりますと、賛

成あるいは反対、いずれかご回答されている方

が増えていると。アンケートに無回答の方もい

らっしゃるかと思うんですけれども、3年間の

推移を見ますと、賛成あるいは反対を答えられ

た方の合計が、令和4年は72％、令和5年は76％、

そして今年令和6年は84％まで増えているとい

うことで、こうしたことを踏まえましても、佐

賀県内において西九州ルートに関する関心とい

うのは高まっているものだと考えております。

そして、こうした結果をどう活用していくか

ということでございますが、数字そのものは、

恐らくサガテレビの方で報道なさっていること

から、佐賀県民の方にも一定伝わっていると思

っております。ただ、これを生かすに当たって、

反対の方とかいろんな方々、関心を持たれてい

る方が増えている。この方々に対して、私ども

としても西九州新幹線の効果や、長崎県内でこ

ういったまちの変化が起きているといったこと

が何らかの形で伝えられないかということで、

次年度以降、情報発信に力を入れてまいりたい

と考えております。

【小林委員】確かに、課長がおっしゃるように、

令和4年6月のアンケート、令和5年12月のアン

ケート、そして今年の10月、この3回に分けて世

論調査が行われていると。回答される方が、確

かにおっしゃるように、令和4年6月が72％、令

和5年12月が76％、そして今年の10月が84％
と。こういうように明確に意思表示をしていた

だく方々が増えていると。これは非常にありが

たいと思うし、動向をよくつかむことができる

んじゃないかと、こう考えるわけです。

ただ一つ、令和4年6月で反対は29.3％だっ

た。それが令和5年12月になると、昨年は反対が

26.5％で若干下がったけれども、今年10月にお

いては、反対がまた増えて35.2％と、こういう

ふうに反対がそれなりに増えていると。こうい

うことは何かやっぱり働きかけがちょっと少な

いのか、どうやってこういうように反対がです

ね。もちろん、賛成についても、1年前の令和5
年12月は、賛成が49.5％、今年10月は賛成が

48.8％、微少、そういうような形になっている。

反対は35.2％ということで、10％近く増えてお

るわけです。

こういう状況から見てみた時に、佐賀県の関

心が高まっていることと同時に、我々の方から

もっと働きかけなければいけないと、こう思う

わけです。

その点について、このアンケートの賛成、反

対の動きについては、どのように受け止めてお

られるか、お尋ねをしたいと思います。

【川口新幹線対策課長】アンケートの結果、令

和5年と令和6年を比較して反対する方が増え
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ているということに対する受け止めだと理解し

ております。

まず、先ほど委員がおっしゃられましたよう

に、令和4年と比較すると、令和5年は、一旦反

対の方が減っているということについて、これ

は明らかな証拠というか、はっきりとした因果

関係があるかどうかはわかりかねますけれど

も、開業したのが令和4年9月です。そこから令

和5年が1周年を迎えるに当たって、マスコミの

報道も盛んでありましたし、様々なイベントや、

JR九州様が整備される施設も順次開業してい

ったような時期でございますので、令和5年12
月の調査というのは、開業効果、盛り上がりと

いうのが大きかったのではないかというのが一

つの要因だと思っております。

ただ、それ以降も当然新幹線効果が続いてい

る中で、反対の数字が増えているということに

関しましては、まだまだ私ども、新幹線の効果

をお伝えするが十分ではないということと、新

幹線の効果が九州、西九州地域全域に広がるの

には、まだ不十分ではないかと思っておりまし

て、西九州新幹線の効果を広げる取組にも今後

しっかり取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

【小林委員】 なかなか答弁しにくいところを、

うまくまとめて答弁してくれて、大体わかりま

すよ。ただ、今、佐賀県の一番の総責任者であ

る知事が、今のような頑なな態度をずっとキー

プしていると。こういう状況の中から、佐賀県

民に対する情報が、やっぱりどこまで届いてい

るのかと、偏ってしまっているんじゃないかと、

こんなことをちょっと感じるわけです。例えば、

あなた方のデータでもわかるように、新幹線の

お客さんがもたらす1年間の経済波及効果が

193億円、これだけのものが出ていると。それと

同時に新大阪まで直通運行ができるようになれ

ば、そこに3,200万人のインバウンドがいらっ

しゃるわけだと。長崎と佐賀と一緒になって、

共に取り込む対策をやろうではないかと。こん

なような形で、共に頑張る、肩を寄せ合うとい

うことが、一緒に取り組むということで、必要

なんだというような働きかけは、結構できるの

ではないかと、こういうような感じ方をするわ

けだよね。

そういうようなことで、経済効果とか、新大

阪、関西圏まで直通運行できると、こうなると、

こういうありがたいデータが、もうこんなに出

回っているわけだから、もっともっとやっぱり

県民の方々に正しく伝わるようにしていかなけ

れば、193億円にしても、3,200万人のインバウ

ンドにしても、佐賀県民の方々がどれくらいご

存じいただいているかと、ご承知おきいただい

ているだろうかと。こんなようなことを考えれ

ば考えるほど、やっぱりもっとアピールを何ら

かの形で考えていかなくちゃいかんと、こう思

いますけれども、今後のこのデータの活用の仕

方をどういうふうに考えているか、もう一度重

ねてお願いをします。

【川口新幹線対策課長】こうした経済効果であ

りますとか、インバウンドの関西直通運行によ

る可能性、そうした数字をもっと活用してアピ

ールしていくためにはどうすればいいかという

ご質問でございます。

まず、私どもとして、この効果をアピールす

ると同時に、その効果をもっと高める余地があ

るのではないかと、先ほどもちょっと触れさせ

ていただきましたが、西九州新幹線の効果は、

まだ高められる余地があると思っておりまし

て、今検討しておりますのが、JR九州と連携し

た新たな旅行商品ができないかということで、
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大村の車両基地がございます。大村の車両基地

というのは、今、予約制で見学ができ、無料で

実施されているんですけれども、予約も満杯だ

というふうに伺っております。この大村車両基

地を活用した新たな旅行商品ができないかとい

うことをJR九州等と検討を進めているところ

でございます。

そうしたことも踏まえて、様々な旅行商品を

旅行会社に造成を働きかけて、さらに新幹線の

効果を広げていくことをまず第一に考えており

ます。

そして、そこを踏まえた上での西九州新幹線

の効果を発信するに当たって、今は私どもが持

っている公式のSNSでありますとか、県が持っ

ている広報媒体を中心とした情報発信が今の主

な取組でございますが、それをさらに広げるよ

うな取組ができないか。一般の方、発信力のあ

る方々を活用したSNSでの情報発信でありま

すとか、あるいは新聞を活用した情報発信、こ

うしたことが新年度以降できないかということ

を検討しております。

さらに、今後どういう将来が描けるかという

ことに関して、関西直通運行によって今後もた

らされるであろう効果、先ほど申し上げた193
億円というのは、あくまでも今の西九州ルート

の部分開業での効果ではありますけれども、関

西直通運行した際には、どういう将来像が描け

るかということについても、しっかり発信して

まいりたいと思っております。これらにつきま

して、経済団体でありますとか市町とも連携し

て、研究、検討を重ねて広報啓発活動に今後取

り組んでまいりたいと考えております。

【小林委員】 今、答弁を聞いておりまして、や

っぱり佐賀県のことについて長崎県がどこまで

踏み込んでいいものかと、こういう微妙な点が

あることも事実です。しかし、現実にこれだけ

アンケートがあって、これだけのいい材料がい

っぱいあるわけだよ。車両基地の商品開発等を

業界に頼んでやってもらうとか、いろんなアイ

デアを出しながら、佐賀県民の方々に、この新

幹線の醍醐味をもっともっと味わっていただけ

るような、そういう働きかけをJR九州と一緒に

なってやる、また、市町と一緒になってやると。

こういう盛り上がりがこれからとっても大事だ

ということを改めて認識しましたので、難しい

問題もたくさんありますけれども、何といって

も佐賀県にどこまで踏み入れることができるか

というところも微妙な問題としてあるというこ

とを十分受け止めながら、これから、今考えて

おられる佐賀県対策をしっかりお願いをしたい

と、こういうように思います。

そこで、長崎県として佐賀県のためになるこ

とは何かと言えば、この間も一般質問で取り上

げさせてもらったけれども、今、佐賀県の問題

は3点に集約されるんじゃないかと。一つは地

方負担の財源の問題、2番目は並行在来線の問

題、3番目はルートの問題と。大体この3点に絞

られているのではないかと。こういうことで、

特に予算措置とか財源が少ないと、こう言われ

ているところの佐賀県知事の発言から考えてい

くと、この点については長崎県も大いに協力し

ていくことができるというようなことで、この

点をこの間からも一般質問で論議をしたところ

でありました。

例えば、今、6,200億円と。これからどのくら

い値上がりするかということについては、これ

からの試算もまだ考えなければならんことであ

るけれども、大体6,200億円としたら、30年間償

還ということで考えれば、660億円というよう

なことを言われています。この660億円という
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のは、あくまでも30年間の起債の償還期間とい

うようなことになっていると。これをもう少し

負担の軽減を考えていけば、30年を50年の償還

スパンにすればどうなのかと。このことについ

ては与党PTの森山委員長が自民党の幹事長で

もいらっしゃるわけで、この方がキーマンであ

ることは誰しもが認めると。

そうなってくると、森山委員長が50年の話を

されるわけであるから、長崎県としても、この

ことをありがたいと、もっともだという式のこ

とで、長崎県もこのことを佐賀県に訴え、それ

と国に対して一緒になって働きかけるというよ

うなことをやっていかなければいかんじゃない

のかと。

そういうことで、660億円ということは、年間

で22億円になると、これを50年にすれば、これ

が大体13億円で済むと、こういうように相当な

負担軽減につながっていくと。こんな話を、や

っぱり後ろ楯もおることだし、もっとアピール

していかなくちゃいかんじゃないかと。こうい

うようなことを考えておりますけれども、こう

いう点においての働きかけは、部長、どうなん

でしょうか。

【小川地域振興部長】新幹線の佐賀県との向き

合い方、また、国に対する地方負担の軽減策に

ついての意見というものでございます。

私ども、地元負担の軽減策というものについ

ては、フリーゲージトレインの断念の経緯とい

うのがありましたので、国に対しては、やはり

地方負担の軽減を図ってくださいというような

要望を政府施策要望等でこれまで続けてきてお

ります。

また、7月に行われました与党PTのヒアリン

グの際においても、政府施策要望以上に知事の

方から少し踏み込んでいただきまして、このま

ま状態が続くことというのは、よろしくないの

で、ぜひ国の方から解決につながるような具体

策を出していただけないかというようなお願い

もさせていただいたところでございます。

この経緯というのが、先ほど委員からご説明

がありましたように、起債の償還期限を延ばす

という分につきましては、単年度の実質負担が

軽くなるという部分はございますが、例えば起

債の交付税率のかさ上げだったりとか、もしく

は貸付料とか国費の増額によって地方負担の軽

減というのは図れると思っておりますので、そ

ういう部分について、やはりまず国の方でそう

いう整理をしていただく必要があります。また、

先ほど申し上げましたように、フリーゲージト

レインの断念の経過または制度的なものを含め

れば、やはり私どもの方から、そういう思いは

あったにしても、国の方からぜひお出しいただ

きたいという思いでおるところでございます。

佐賀県とは、いろんな機会を通じて意見交換

はやっていきたいと思いますが、具体的な要望

活動になると、一定の整理が進まないと、なか

なか佐賀県と一緒になった国への要望活動とい

うのは厳しいのかなというのが、正直、私もい

ろんな議論をする中で感じているところでござ

いますので、今後もJR九州、佐賀県、長崎県に

おけるトップ同士の3者意見交換、また、その下

の部長レベルでの協議というのも続けていきな

がら、そういう取組を数多く持てるようにやっ

ていきたいと考えております。

【小林委員】 よくわかりました。佐賀県民は、

やっぱり県民の方々のご理解ということから始

まっているわけですが、フル規格は、要するに

長崎県のためにフル規格が必要なんだと、こん

なようなレベルで話があることが一番困るわけ

で、さっきも言ったように、共に、一緒にとい
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うような形の共同戦線を張っていかなければい

かんと、こういうことをつくづく考えておるわ

けです。

ですから、やっぱり佐賀県のために長崎県は

何かできるかと、できる範囲は限られておった

としても、やっぱり一番地方負担の問題につい

て一番頭を悩ましているところだから、これを

50年間の償還期間を延長するとか、簡単にでき

ないかもしれんが、そういうことを働きかけて

いくことによって長崎県の誠意を佐賀県民の皆

さん方にわかっていただいて、やっぱりフル規

格は必要なんだというような方向に、新幹線の

開業効果は、こんなにもすごいのかと、こうい

うふうにもっていかなくちゃいかんと、こう思

います。

そこで、最後に質問したいのは、新幹線のフ

ル規格、フル規格と言っているけれども、要は、

財源の確保が最も大事であって、こういう財源

の確保について、長崎県が今置かれている立場

と西九州についてはどのような扱いになってい

るのかというとこなんですね。

今まで我々が新幹線の財源確保の論議をやる

時の一番の基本的な方針は、北陸新幹線の敦賀

から新大阪まで、これが間もなくいろいろと具

体的に予算の問題が出てくると。だから、その

際に肩を並べて西九州ルートも財源を確保して

もらうと。こういうような方針の中で大体今考

えていると思うわけです。

ところが、敦賀から新大阪までは、もうアセ

スも行い、実際的に工事に着工しているわけだ

から、それに比べて我が西九州ルートはどうか

と、整備方式も決まってない、アセスもやって

ない、ルートも決まってないと。こういうない

ない尽くしで、北陸側の方に長崎の西九州ルー

トのために待っとってくださいと、こんなこと

が言える限界に来ているんじゃないか、もうこ

れ以上待っとってくださいと、肩を並べてとい

うような状況ではないのではないかと。こう考

えていけば、もうやっぱり限界が来ていると。

それももしこれで財源がつかなかったら、また

10年以降はやっぱり遅れてしまうと。こういう

時代が変わるような状況になって、暫定の今の

ままで、まだ10年、20年、やらざるを得ないと

いうようなことについては、こんな不利益なこ

とは絶対あり得ないと、こう思うわけですね。

ですから、財源確保については、やっぱり今

度、少数与党になった自民党、そういう点から

いけば、国民民主党とか、そういうところも含

めて財源確保を、やっぱり乗り遅れないように

働きかける、こういうことが若干足りないんじ

ゃないか、不足しているんじゃないかと、こん

なふうにも私は思うんだけれども、そういう財

源確保に対する見解を求めたいと思います。

【小川地域振興部長】 お答えいたします。

新幹線の財源スキームの部分でございます

が、私ども、今の北陸新幹線のスキームに合わ

せて西九州ルートのスキームについても確保し

ていただかないと、なかなか財源の確保はでき

ないということで、これまでもご説明しており

ますし、私どもとしては、その思いは今でも変

わっておりません。

先日から、私どもも鉄道局に参りまして、今

の北陸新幹線の状況だったり、また、今後の見

通しを含めて、そこに西九州ルートが乗り遅れ

てはいけないので、どういう手法があるのか、

どういうスケジュールで進めていくのかという

ことについて、いろんな意見交換をさせていた

だいているところでございます。

委員ご指摘のように、やはり私どもとしては、

今後も引き続き自民党を含め与党、また、与党
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PTのメンバーの皆様、それは森山委員長を含め

てのことでございますが、委員の皆様もしくは

鉄道局、先ほど出ました地方負担については、

総務省とか財務省も関連してまいりますので、

そういうところに私どもとしても思いをお伝え

する場を今後もつくっていきたいと思っており

ます。

【吉村委員】引き続き、新幹線について質問さ

せていただきます。

私も常々考えるんだけど、やっぱり佐賀県と

長崎県の問題もあるけど、もともとは国が整備

すると言うた話よね。そして、その時に地方整

備5路線、これがある。今、敦賀に遅れないよう

に西九州ルートもやるんだという声だけはある

けど、佐賀からなかなか返事が返ってこんので

遅れておるという状況ね。

それと、森山PT委員長、これもあんまり前向

きな発言はしてくれんけど、30年を50年にする

のはどうじゃろかと。あくまでも新幹線スキー

ム自体は変えないんだと、それを変えてまで国

はやらないと、変なことを言う。でも、それは

スキームを変えんだけで、例えばJRの30年を

50年にやるとか、それはスキーム自体を変える

じゃなくて、その中を変えるだけだから、やっ

ぱりそういう意味で働きかけをやらんばいか

ん。それを長崎だけでやっていてもいかんので、

いわゆる地方整備5路線、この促進協議会とい

うのがあるんじゃなかろうかと思うんですけ

ど、いかがですか。

【川口新幹線対策課長】 5路線の協議会という

ことで、今も組織としては存続しているものと

承知しておりますが、活動に関しまして、ここ

数年は全体で動いているというような動きは見

られず、それぞれの路線で、私どももそうです

が、西九州ルートとしての要望、北陸新幹線と

しての要望、北海道としての要望というのがな

されております。

私どもとしても、当然、地方負担の軽減を求

めておりますので、その点については西九州ル

ートの整備促進のためにということで、それは

ひいては全国の路線にもつながるものと思って

おりますので、地方負担の軽減というのは、継

続して求めてまいりたいと考えております。

【吉村委員】 そうなのよ。結局、この5路線協

議会、やっぱり予算の分捕り合戦よ、その地方、

地方でね、予算がつかんと工事が進まんとやか

ら。でも、表ではやっぱり連携して5路線協議会

がまとまって国に要望するというのが、長崎県

一つで要望するよりは、うんと力が強くなると

思うんです。だから、やっぱりそこに今、休止

状態みたいなことを言うけど、そこを掘り起こ

してやりましょうやという音頭取りをやっぱり

やらんばじゃなかろうかなと、西の端からとか、

北海道がやってもいいんだろうけど。やっぱり

その協力体制を取ることが大事と思うんだけ

ど、いわゆる新幹線スキーム、財源の問題が一

番だから、やっぱりそこを扱うためには長崎県

のみではなかなか難しい。5路線協議会を使っ

て国に強く要望をやっていくということを考え

てもらいたいと思うんだけど、そういう働きか

けをやろうというふうに考えられませんか。

【川口新幹線対策課長】やはり新幹線というの

は全国ネットワーク、全国につながって初めて

その効果を発揮するものでございますので、そ

ういった意味においては、各都道府県と連携し

て働きかけないといけないと考えております。

実情で申し上げますと、まさに動いていると

ころが北陸であったり北海道であったりします

ので、私ども、担当レベルではございますが、

福井県などに行って情報交換もやらせていただ
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いております。まずはそうしたところから始め

て、そして、来週でございますが、経済団体の

方でもシンポジウムを開かれると伺っておりま

す。そうした経済界の方々ともいろんな場面で

働きかけを一緒にやっていくことで全国的な盛

り上がりになるよう、今後も取り組んでまいり

たいと考えております。

【吉村委員】今度シンポジウムもあるけど、長

崎県ばかり寄って頑張ろうと言うたってさ、全

然響かんやろう、佐賀県も来ないんだから、何

人かは来るけど。やっぱりそこら辺の働きかけ

の在り方については、もっと積極性を持って実

現するためには、どういうやり方があるか、さ

っきからずっと言うけど、いつも頭に置いとっ

て、やっぱりこの5路線協議会というのをもっ

と活性化させるということが一つの道と私は思

うので、1県だけで行くのと5県が行くのでは、

やっぱりそれは国に対する圧力が変わる。そこ

だけは表は協力し合って、あとは予算の取りよ

うだから、それとか話の進みようだから。国の

3分の1、3分の1、3分の1のスキームは変えない

という意味をどういうふうに解釈していくの

か。そして、負担分の後での交付税措置とか、

そういうところの交付率の見直しとか、そうい

うところも触りながらずっと続けていくことが

大事だろうと思う。それは無理と諦めた時点で

できなくなるわけですから、よろしくお願いい

たします。

それと、1,000人の長崎県の子ども・親子を招

待しました。恐らく長崎─武雄温泉間を往復さ

せたのかなと思います。それは喜ぶやろうけど、

佐賀県に対するアピールは何かあっとかなと。

まとめて言うけど、佐賀県の子ども・親子を、

それと、この費用はどこが出したのかというこ

とが一つ。この費用によっては、例えば佐賀県

の子ども・親子を佐賀駅から長崎駅までを招待

して1,000人乗せる。そうすると、ようわかるわ

けたい、武雄までのガタガタが、遅いし、ガタ

ガタするし、揺れるし。そこの経験が全然ない、

新幹線だけ乗せてさ。ああ、すばらしか、速か、

それだけたい。早くて揺れんねというとから、

乗り換えたらガタガタ、ガタガタとなるところ

を経験させると、もっと効果が上がるんじゃな

かろうかと思うけど、まとめて答弁してくれん

ですか。

【川口新幹線対策課長】無料乗車会についての

お尋ねでございます。まず、予算としては、長

崎県だけの予算で実施しております。当初は開

業時に合わせてつくり上げた事業ですので、今

もそうですが、、長崎県の全てのお子様が新幹

線に乗っているわけではないので、まずは県民

のお子様が乗る機会を設けたいということで、

この事業は昨年度から実施しているところでご

ざいます。

今の状況でいきますと、今年度も約1,020人
の方に乗っていただいておりまして、離島以外

の全ての市町の方から参加をいただいていると

いうことで、一定、県民向けの機運の醸成を図

る上では効果があったのではないかと考えてお

ります。

あと、県外については、これはまた別途、旅

行商品の造成とか、そうした形で県外から来て

いただこうと思っておりまして、これは引き続

き取り組んでまいりたいと考えております。

【吉村委員】旅行商品じゃなくてさ、招待する

んじゃろうが、子どもたちを。そして、ああ、

新幹線って、こんなにすばらしいんだというこ

とを体験させるんじゃろう。長崎県の子どもに

さ、それは長崎県の予算を使うから、佐賀県の

子どもに使えるのかという議論が出てくるかも
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しれんけど、やっぱりそこで効果を出すために、

最終的には目的は何ですかとなる。鳥栖までつ

なぐわけやろう、そして新幹線で新大阪まで行

かんばいかんわけよ。敦賀が開通すれば京都ま

ででも、どこまででも行けるわけよ、新幹線に

乗って北陸・・・

そこが最終目的と考えれば、長崎県民の子ど

もだけ呼んで喜ばせよったっちゃ、どうかなと

思うんだけど、私の考えは間違うとるかな、ち

ょっとそこら辺の判断をしてもらえんかな。

【小川地域振興部長】この無料乗車会について

は、先ほど課長からお答えいただいたところで

ございますが、委員がご提案される、いわゆる

佐賀の県民、市民の皆様をご招待してというの

も、それも一つの案だとは思うんですが、やは

り皆様にそのよさ、もしくは逆に不便な部分を

含めてご実感いただくというのも一つの案だと

思います。ただし、そうした場合に、今後、佐

賀県の方といろんな形で意見交換等をさせてい

ただいている部分について、それがまたできな

くなるというのも、それもそれで私どもとして

は非常に困る話になるのかなというのもござい

まして、先ほど課長からお話ししたように、長

崎県民の子どもさんにできるだけ利用していた

だいて快適性とか高速性を感じていただく。他

県の皆様には、旅行商品等々通じてできるだけ

そういう機会をつくれるようにという形で、あ

えて臨ませていただいているところでございま

す。

【吉村委員】意見が分かれるところかもしれま

せんけど、効果を狙うなら、やっぱり一日も早

い全線開通を願うわけです。佐賀県と調子が悪

くなるかもしれんと、そういうのはやってみん

とわからんと。佐賀と長崎の子どもを相互に交

流させましょうとか、いろいろその理由はつけ

られると思う。それに対して佐賀県が、いや、

新幹線は、長崎の言うことは全く聞かないでは

ないんじゃろうと、子どもの交流と言えばいろ

いろできるんじゃろうけんが、そういうところ

に大村の車両基地を使うとか、いきなり旅行商

品と言わんでも、あなたたちでできる精いっぱ

いのところはどこなのかというのを考えていた

だきたいということを言っておきます。

続いて、陳情・要望あたりを見ると、離島関

係の要望がいっぱい上がっておる。その中でい

ろいろありますね、運賃の問題、国境離島新法

のおかげで、そこに住む人たちの運賃は安い。

ただ、それ以外の離島の人たちは、そこよりは

高いという不満が出てくるわけです。国境離島

新法ができる前には、離島振興法というのが、

もっと大きな感じのがあるんだけど、そこら辺

の括り方がいろいろあるんだろうと思うけど、

やはりこれは同じ離島に住んで条件は変わらん

わけよね。国境に接する離島なのか、そうでな

い離島なのかというだけで。

だから、ここはやっぱりそろえていく努力と

いうのは、あらゆる面で考えんばいかんじゃろ

うと思いますけど、いかがですか。

【鳥居次長兼交通政策課長】国境離島における

運賃の低廉化を国境以外にも拡大できないのか

という趣旨のご質問かと認識しております。

まず、国境離島の運賃低廉化事業については、

国境離島の生活、今住んでいる方の人口を維持

していこうということで、安全保障上の観点も

含めて国境離島を無人化させないようにという

ところで、生活を維持するための運賃低廉化と

いう位置づけの政策であり、それ以外の離島と

同一に扱うというのは、なかなか立法の趣旨上

難しい部分があろうかと考えております。

国境離島以外の離島に関しては、離島振興交
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付金、離島航路の欠損補助と併せて離島住民運

賃の低廉化の補助制度もありますので、その割

引の上限額を上げていただきたいという主旨で

国には要望を行っている状況であります。

【吉村委員】 あなた、答弁が上手かけんね、私

もころっとだまさるっごたっとやけど。そうい

う意味じゃなくて、やっぱり同じ離島に住む人

たちということで考えると、そこは考えていく

べき問題だろうと思います。そういうことで国

境離島新法ができたばっかりに、その恩恵にあ

ずからない人が出てきたというところで、昔は

もともと差がなかったのに、差ができてしまっ

たという事実があるわけよね。だから、そこは

なるべく平準化してやれるようなことを県とし

ても頭に入れて今後取組を進めてもらいたいと

思います。同じことを言うても、あなたも立て

板に水でどんどん返してくっけんね。

その次、この前からジェットフォイルの造り

替え、国の予算がついてよかったねといった話

がありました。これが国の予算は観光補助かな

んかというところから引っ張ってきた予算で、

ジェットフォイルは70億円ぐらいかかるんで

したか、それが引っ張ってこれたけんよかった

ねと。

ただ、これを見ると、そしたら県内にフェリ

ーとか高速船とかジェットフォイルとか何隻ぐ

らい離島に走っているんだろうかと思って尋ね

たら、立派な資料を作ってきてくれました。船

齢が今度造り替える「ヴィーナス2」の船齢は39
年。長崎─五島の「ぺがさす2」「ぺがさす」が

33年と34年。佐世保─上五島の「フェリーなみ

じ」、波がちょっと来たら、もう沈むごたる船

だけど、36年。それから、30年以上というのが

まだ何隻かあって、20年以上というのもぞろぞ

ろあるわけね。だんだん、だんだん、そういう

ものの造り替え需要が来るわけです。

そういう中で、この前から私はずっと見てる

んだけど、五島産業汽船、これが平成22年から

エンジンを換装しますと何回もやってきて、こ

れが全部リフレッシュ、リプレイス補助金を使

ってやっていた、窓口は九州運輸局。そこで全

部で二十何億ね、国の補助金を使って造り替え

た。新上五島町自体にも補助金がいった。それ

から、令和6年6月の新聞にも、「五島産業汽船

に1,000万円の融資 上五島町 資金繰逼迫で」

と。その前、点検をする時に金がないのでとい

うことで1億7,000万円でしたか、1億5,000万円

でしたか、町が補助している。

それで、いろいろ裏側の話は、ここで今さら

しませんが、こういうことをやりよったもんだ

から、これは国交省の予算でしたか、それで最

後にエンジンを換装したのが平成27年、これを

もってこの制度は役割を果たしたので制度を廃

止しますと言って国は慌てて廃止した。その1
週間前に、私は、九州運輸局の課長と電話で話

した。そしたら1週間後にその人はおらんごと

ならした。何かなと思うわけよ。

だから、何を言いたいかというのは、県内に

もこれだけ、造り替え需要が今からどんどん出

てくるという状況を考えると、今回、ジェット

フォイルは高いので、制度もないので、観光補

助を引っ張ってきて、よかったね、ようあなた

たち頑張ってくれて助かったねとなるんだけ

ど、やっぱり安定してそこに国の補助が入れる

ような制度をきちっともう一回つくってもらう

というのが大事なんじゃなかろうかなと思うん

だけど、そこら辺についての考え方をお知らせ

ください。

【鳥居次長兼交通課長】県内離島航路を運航し

ている船舶が古くなっている中、安定して更新
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ができるような補助を設けるべきではないかと

いうご指摘だと受け止めております。

今回のジェットフォイルに関しては、今、委

員からご指摘がありましたとおり、補助をする

スキームがなく、前回の議会に提出させていた

だいた補正予算で対応する形にさせていただき

ました。

欠損補助を受けている航路の船に関しまして

は、現状で制度があり、先ほどご紹介のあった

「なみじ」あたりも36年と古くなっています

が、欠損補助航路の対象になっていますので、

そこは更新船舶の減価償却費を費用に計上する

ことによって欠損補助の中で埋めていくことが

できるということで、一定、補助制度というの

が確立しているものと認識しております。

一方で、離島補助航路になっていない航路の

船については、先ほど委員からもお話がありま

したように幾つか航路がありまして、その中で

古くなっている船があり、これに関しては、現

状、補助するような制度がないというところで

あります。ここに関しては欠損補助航路以外の

航路についても、県だけでは財政支援が難しい

部分がありますので、国にも何かしらの支援を

していただくような形で、長年、政府施策要望

を通じて要望させていただいております。なか

なか、現状、黒字のところに安定的にリプレイ

ス、更新の費用を補助することは、すぐにはで

きないと思っておりますが、引き続き、実情を

訴えてしっかり要望してまいりたいと考えてお

ります。

【吉村委員】あなたたちが、国をおもんぱかっ

て、なかなかできる状況ではないと考える必要

ないんです。必要なことを国に訴えるというこ

とよ。そしたら、こういう動きの中で、だから

と言うたわけよ。五島産業汽船のリフレッシュ、

リプレイス、こういうことでエンジンを何回乗

せ換えたか。行ったんですよ、このMTUという

エンジンの会社に。そしたら、その部長さんが

笑うて言いよらしたですよ。5年でエンジンを

換えるなんて全く考えられませんと。そのMTU
のエンジンは長崎県内のほかの船にも載ってお

ります、例えば海上保安庁の船にも、警察船に

も載っております。全国で約700隻ぐらいの船

にこの会社のエンジンが載っている。なんでど

んどん換えていったのか、おかしな話ですと。

で、修理代がかかる、そのMTUの会社の部長は、

うちには修理に出てきとらんです、どこかよそ

に出さしたとでしょうね、なかなか修理できん

と思いますけどと。修理したかどうかも、よう

わからん。

だから、そういうことの影響を受けて、ほか

の真面目に取り組んでいる会社の、そういう造

り替え需要がどんどん来る。赤字航路はこうだ

と、それもいろいろ条件はあるんだけど、やっ

ぱり造り替えについては、そういう制度がなく

なった。なんでなくなったかというのが、いま

だにわからん。残しとっていいはずなのに、制

度上は。いきなりなくしてしまわんばいかんや

った理由が何かあったんだろうなと思いますけ

ど。

そういう意味で、こういう長崎県内の現状を

考える時に、これからどんどん出てくるわけで

すよ、ジェットフォイルばっかりじゃなくて、

フェリーでも、高速船でも。そういう時に、そ

れがなくなると島の方々の足がなくなるという

ことになるわけですから、そういう意味で国に

働きかけを。これも全国の離島を抱える自治体

の協議会みたいなものがあるでしょうから、そ

ういうところと手をつないで国に働きかけをや

っていただきたいと思うわけですが、最後に部
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長、どうですか、そこら辺は。

【小川地域振興部長】離島航路の維持・安定化

というのは、私ども長崎県においても非常に重

要な施策の一つだと考えております。委員ご指

摘がありました、いわゆる補助航路か、補助航

路じゃないか、黒字の航路かどうかという観点

は当然ございますが、私ども、前回、離島振興

法の改正・延長に向けても関係自治体と一緒に

なって要望させていただいたという経過もござ

いますので、そういう状況も各自治体、事業者

の方からも十分お聞きしながら、手を携えてい

けるところについては、一緒に要望等を行って

まいりたいと考えております。

【吉村委員】 あと1点、言うのを忘れとったん

ですが、その答えでいいんですけど、以前、令

和5年の話ですけど、「びっぐあーす2号」の返

船についてということがあります。ここを何と

なく上手にやるために新上五島町が九商に1隻
無償で貸しますから運航してくださいよという

ことで、佐世保─上五島航路を維持しよったん

ですが、九商が、船は返しますと、あなたの事

業には協力しませんと、こうきたわけです。そ

したら、この上五島、宇久、小値賀の貨物航路

の問題が全然解決しとらんわけね。

それで、佐世保の鯨瀬の2バース化によって、

そこが使えるようになるかもしれんという一縷

の望みを持っておったんですが、これも改善し

てやらんと、その離島の皆さんの生活に直接関

係する。危険物も運ばんばいかんのでね。例え

ば、今、フェリーで食品とかなんかは運んだり

しよらすとですけど、危険物はどうにもならな

い、長崎から運んでいくわけよね、それとか新

聞とか、やっぱり長崎からとなってしまってい

るから。なので、そこら辺をやっぱり元のよう

に佐世保から行く方が時間も早いし、距離も短

い。

だから、こういうのも併せて離島の航路が抱

える課題ということについては、今後とも地域

と話を共有して取り組んでいただきたいという

ことで私の質問を終わります。

以上です。

【冨岡副委員長】 国は、激甚化・頻発化する災

害に供えて、地方団体が防災・減災国土強靱化

対策に取り組めるよう、地方単独事業を対象に

交付税措置率の高い緊急防災・減災事業債や緊

急自然災害防止対策事業債など、地方債による

財政措置が講じられていますが、県内市町の活

用状況についてお尋ねいたします。

【楠本市町村課長】委員ご指摘の防災・減災国

土強靱化に伴う地方単独事業の件とお見受けし

ます。

本県市町の令和5年度の活用枠についてでご

ざいますが、緊急防災・減災事業債につきまし

て約14億円、緊急自然災害防止対策事業債につ

きましては約29億円、堆積土砂の撤去などに使

います緊急浚渫推進事業債が約6億円の活用額

となっております。

【冨岡副委員長】本県の地理的特性等を考える

と、活用額が少し小さいのではないかと考えま

す。

県では、県内の市町に対して緊急防災・減災

事業債などの活用に向けてどのような助言等を

行っているのか。また、県では、緊急防災・減

災事業債の適債性、要件についてどのような判

断基準を持っているのか、併せてお尋ねいたし

ます。

【楠本市町村課長】 まず、緊急防災・減災事業

の適債性についてでございますが、適債性とい

うのは、地方債の活用の要件でございます。こ

れにつきまして緊急防災・減災事業債は、東日
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本大震災を教訓に設けられた地方債でございま

す。したがいまして、避難所等の改修整備など、

その事業債の趣旨等に合致するものであれば、

広く適債性を認めております。

また、地方単独事業の緊急防災・減災事業債

は、充当率が100％、交付税措置率が70％、簡単

に申し上げれば7割の補助金と同じでございま

す。市町の財政運営上の有効なツールでござい

ますので、積極的な活用を促しているところで

ございます。

【冨岡副委員長】 同様に、「こども未来戦略」

に基づく取組に合わせて、令和6年度から子ど

も・子育て支援事業債が創設されたところです。

同様に県内市町の活用状況と活用に向け、どの

ような助言等を行っているのか、お尋ねいたし

ます。

【楠本市町村課長】委員からご指摘がありまし

たこども債でございますが、これは昨年度、岸

田政権の下で策定されました「こども未来戦略」

に基づく地方債でございます。これにつきまし

て県内の市町で複数、活用に向けて検討が進め

られております。

ただ、この活用の条件にこども計画というも

のが必要でございますので、現在、この策定を

進めておりますので、実際の活用は来年度から

のスタートになると考えております。

いずれにしましても、令和10年度までの時限

措置でございますので、適債性も考慮の上、市

町に活用を積極的に促してまいります。

【冨岡副委員長】私の地元の時津、長与でも活

用ができそうです。引き続き、市町への助言等

を積極的に行っていただきたいと思います。あ

りがとうございます。

終わります。

【石本委員長】 ほかに質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質問がないようですの

で、地域振興部関係の審査結果について整理し

たいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時３０分 休憩 ―

― 午後 ３時３０分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして地域振興部関係の審査を終

了いたします。

本日の審査は、これにてとどめ、明日は午前

10時から委員会を再開し、秘書・広報戦略部、

総務部、危機管理部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時３１分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年１２月１２日

自  午前 ９時５９分

至  午後 ３時３３分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 石本 政弘 君

副委員長(副会長) 冨岡 孝介 君

委 員 小林 克敏 君

〃 浅田ますみ 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 ま き や ま大和 君

〃 湊  亮太 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

秘書・広報戦略部長 陣野 和弘 君

秘書・広報戦略部次長 中原 康博 君

秘 書 課 長 黒島  航 君

ながさきＰＲ戦略課長 永川 慎吾 君

広 報 課 長 松浦 浩二 君

総 務 部 長 中尾 正英 君

総 務 部 次 長 猿渡 圭子 君

総 務 文 書 課 長 小林 陽子 君

県民センター長 桒原  恵 君

人 事 課 長 徳永 真一 君

新行政推進室長 井手美和子 君

職 員 厚 生 課 長 井手 潤也 君

財政課長(参事監) 苑田 弘継 君

財 政 課 企 画 監 鴨川  司 君

管 財 課 長 森  祐子 君

管 財 課 企 画 監 坂本 将志 君

税 務 課 長 田端 健二 君

税 務 課 企 画 監 田島 義史 君

債 権 管 理 室 長 太田 昌徳 君

スマート県庁推進課長 吉村 邦裕 君

スマート県庁推進課企画監 江口 詔一 君

総務事務センター長 本村  篤 君

危 機 管 理 部 長 今冨 洋佑 君

危機管理対策監 池田  聡 君

防 災 企 画 課 長 飛永 琢也 君

基地対策・国民保護課長 庄司 貴繁 君

消 防 保 安 室 長 松尾 健自 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５９分 開議 ―

【石本委員長】 おはようございます。

ただいまより、委員会及び分科会を再開いた

します。

これより、秘書・広報戦略部、総務部及び危

機管理部関係の審査を行います。

【石本分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

まず、秘書・広報戦略部長より予算議案の説
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明を求めます。

【陣野秘書・広報戦略部長】おはようございま

す。

秘書・広報戦略部関係の議案についてご説明

いたします。

秘書・広報戦略部の「予算決算委員会総務分

科会関係議案説明資料」をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分であります。

今回の補正予算は、歳出予算として、総務管

理費1,019万1,000円の増、合計1,019万1,000円
の増を計上いたしております。

これは、秘書・広報戦略部の給与費について、

関係既定予算の過不足の調整に要する経費であ

ります。

以上をもちまして、秘書・広報戦略部関係の

説明を終わります。よろしくご審議を賜ります

ようお願い申し上げます。

【石本分科会長】次に、総務部長より予算議案

の説明を求めます。

【中尾総務部長】おはようございます。総務部

関係の議案についてご説明いたします。

総務部の「予算決算委員会総務分科会関係議

案説明資料」をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分であります。

歳入予算は、合計で10億3,736万5,000円の

減、歳出予算は、合計4,041万円の減を計上いた

しております。

この歳出予算の内容は、総務部所管の給与費

について、関係既定予算の過不足の調整に要す

る経費であります。

次に、令和7年度以降の債務負担を行うもの

についてご説明いたします。

電子県庁推進事業費について、福岡県と共同

開発している財務会計システム等の本設計・開

発委託業務が入札不調となり、開発スケジュー

ル等の見直しに伴い、期間の延長及び限度額の

増額を行うものであります。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。

【石本分科会長】次に、危機管理部長より予算

議案の説明を求めます。

【今冨危機管理部長】おはようございます。危

機管理部関係の議案についてご説明いたしま

す。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の2ページをご覧ください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分であり、この部

分についてご説明いたします。

補正予算は、歳出予算で防災費208万9,000円
の減を計上いたしております。これは、危機管

理部職員の給与費について、関係既定予算の過

不足の調整に要する経費であります。

以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願いいたします。

【石本分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了します。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第93号議案のうち関係部分は、原案のとお

り、可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第93号議案は、原案のとおり、可決

すべきものと決定されました。

【石本委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

まず、総務部長より総括説明を求めます。

【中尾総務部長】総務部関係の議案についてご

説明いたします。

総務部の「総務委員会関係議案説明資料」を

お開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第96号議案「刑法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理等に関する条例」のう

ち関係部分、第97号議案「長崎県手数料条例の

一部を改正する条例」、第98号議案「長崎県税

条例の一部を改正する条例」、第102号議案「当

せん金付証票の発売について」、第103号議案・

第104号議案・第105号議案「契約の締結につい

て」、第106号議案・第107号議案「権利の放棄

について」であります。

はじめに、条例議案についてご説明いたしま

す。

第96号議案「刑法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理等に関する条例」の

うち関係部分でございます。

この条例は、刑法等の一部を改正する法律等

が令和7年6月1日から施行され、懲役及び禁錮

を廃止し、これらに代えて拘禁刑が創設される

ことになったことに伴い、条例の中の「懲役」・

「禁錮」を「拘禁刑」に改める等の改正を行う

ものであります。

第97号議案「長崎県手数料条例の一部を改正

する条例」でございます。

この条例は、旅券法施行令の一部を改正する

政令の公布に伴い、一般旅券発給手数料の都道

府県が徴収する額の標準に関し、書面申請と電

子申請の手数料が規定されたため、所要の改正

をしようとするものであります。

第98号議案「長崎県税条例の一部を改正する

条例」でございます。

この条例は、令和6年度税制改正による所得

税法及び地方税法の改正に伴い、本県税条例に

おける個人県民税の寄附金税額控除の規定に所

要の改正をしようとするものであります。

次に、事件議案についてご説明いたします。

第102号議案「当せん金付証票の発売につい

て」でございます。

この議案は、当せん金付証票法第4条第1項の

規定により、県内における令和7年度の宝くじ

の発売総額を、110億円以内に定めようとする

ものであります。

第103号議案・第104号議案・第105号議案「契

約の締結について」でございます。

これらの議案は、諫早市に整備する県南振興

局庁舎の建設に係る新設工事の請負契約を締結

しようとするものであります。

第106号議案「権利の放棄について」でござ

います。

この議案は、長崎県私立学校教育振興費補助

金返還金について、債務者が事業を休止してお

り、将来再開の見込みはなく、また充当可能な
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財産もないため、債権の回収が不能であること

から、権利を放棄しようとするものであります。

第107号議案「権利の放棄について」でござ

います。

この議案は、児童扶養手当過払返納金につい

て、債務者が破産法第253条第1項の規定により

当該債権の責任を免れており、債権の回収が不

能であるため、権利を放棄しようとするもので

あります。

次に、議案外の報告事項についてご説明いたし

ます。

権利の放棄についてでありますが、1件50万
円以下である生活保護法第78条費用徴収金3件
及び生活保護費戻入未済金1件の債権の放棄に

ついて、地方自治法第180条の規定に基づく軽

易な事項として専決処分させていただいたもの

でございます。

次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。

今回、ご報告いたしますのは、「産業廃棄物

税について」、「長崎ゆかりの交流会の開催に

ついて」、「事務事業評価の実施について」、

「『長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025」等の進捗状況について』、「令和7年度

の主要施策」であります。

このうち主なものについてご説明いたしま

す。

まず、産業廃棄物税についてでありますが、

産業廃棄物税については、産業廃棄物の排出抑

制及びリサイクルの促進などを図り、循環型社

会の形成に資することを目的として、平成17年
度から九州各県で導入されております。

本県の産業廃棄物税条例においては、九州各

県と同様に5年を目途として、その施行状況等

を勘案し、必要な措置を講ずるものとされてお

り、5年目となる本年、産業廃棄物の処理量の

推移、排出事業者への意識調査の結果など、制

度の検証を行ってきたところであります。

その結果、本県においては、産業廃棄物の排

出抑制、再資源化の推進など、産業廃棄物税の

導入効果が一定認められることから、九州各県

と同様に現行の税制度を改正することなく継続

していくこととし、5年後に改めて検討を行う

こととしております。

今後とも産業廃棄物税制度を有効に活用し

て、循環型社会の形成に取り組んでまいります。

次に、長崎ゆかりの交流会の開催についてで

ありますが、首都圏において、長崎県にゆかり

の深い方々に本県の情報を発信するとともに、

県政の振興に関する情報収集と意見交換を行う

「長崎ゆかりの交流会」を去る11月6日に東京

で開催いたしました。

当日は、地元選出国会議員や、徳永県議会議

長をはじめとした県議会議員の皆様、また、経

済界や官界など、様々な分野の第一線で活躍さ

れている方々をお迎えし、盛会のうちに終了す

ることができました。

会場では、県産品や全国的な文化の祭典「な

がさきピース文化祭2025」、ドローンを活用し

ての課題解決に係る規制改革提案による全国初

の「新技術実装連携“絆”特区」などの展示コ

ーナーを設け、本県の魅力と現状をご覧いただ

きながら、選りすぐりの農水産物や県産酒をご

賞味いただきました。

また、懇談会に先立ち、脚本家 金沢知樹氏に

よる、「ながさきピース文化祭をはじめとした

文化振興の取り組み」と題した講演会及び各部

局の施策についてプレゼンテーションを実施し

ました。ご参加いただいた皆様方には、今後と

も本県の応援団としてお力添えいただけるもの
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と期待しております。

次に、事務事業評価の実施についてでありま

すが、本年度、県全体として、令和6年度事務

事業の評価756件、指定管理者制度導入施設の

評価45件、令和7年度当初予算に向けた公共事

業に係る新規事業箇所の事前評価66件を実施

し、公表いたしました。内容については、お配

りしている資料のとおりであります。

その概要につきましては、令和6年度事務事

業の評価においては、160件の事業群評価調書

により、756の評価を実施いたしましたが、そ

のうち538件（71.2％）の事業が、令和7年度に

向けて「拡充」、「改善」、「統合」、「縮小」、

「廃止」のいずれかの見直しを検討いたしてお

ります。

このうち総務部関係分については、2件の評

価を実施いたしましたが、その評価の概要等に

ついては、お配りしている資料のとおりであり

ます。

今後、県議会における議論を踏まえながら、

さらなる事業等の見直しなどに取り組んでまい

ります。

最後に、「総務委員会関係議案説明資料（追

加1）」をお開きください。

令和7年度の主要施策でありますが、令和7年
度の予算編成に向けて「令和7年度長崎県の主

要施策（素案）」を策定いたしました。これは、

計画期間の最終年度を迎える長崎県総合計画の

総仕上げと、「新しい長崎県づくり」のビジョ

ンが目指す「未来大国」の実現に向け、令和7
年度に重点的に取り組もうとする施策につい

て、新規事業を中心にお示ししたものでありま

す。このうち、総務部の予算編成における基本

方針及び主要事業についてご説明いたします。

総務部としては、「新しい長崎県づくり」の

ビジョンの実現に向け、施策の重点化や充実・

強化並びに人材育成に取り組むとともに、長崎

県総合計画に掲げる行政のデジタル化等を一層

推進してまいります。

具体的には、本県が推進する各種施策の質や

行政サービスのさらなる向上のため、「長崎県

行財政運営プラン2025」に掲げる「挑戦と持続

を両立する行財政運営」、「行政のデジタル改

革と働き方改革」、「多様な主体との連携と人

材育成」に取り組んでまいります。

職員の人材育成については、時代の変化に対

応し挑戦していくために、現場主義に基づき、

関係者とビジョンを共有し、実現していく職員

の育成等を推進いたします。

今後の財政運営については、物価高騰など社

会経済情勢を注視しながら、歳入・歳出両面か

ら一層の収支改善を進めることで、財源不足額

の圧縮に努めてまいります。また、県財政の貴

重な自主財源である県税収入を確保するため、

市町との連携を継続し、未収額の縮減に努める

とともに、ふるさと納税においては、返礼品等

の充実を図り、さらなる寄附額の増加に取り組

んでまいります。

このほか、デジタルを活用した効率的で質の

高い行政サービスの実現に向け、業務プロセス

の改善とともに、行政手続のオンライン化やデ

ジタル人材の育成・確保等に取り組んでまいり

ます。

なお、令和7年度当初予算に係る予算要求状

況につきましても、併せて公表を行ったところ

であります。

これらの事業につきましては、県議会からの

ご意見などを十分踏まえながら、予算編成の中

でさらに検討を加えてまいりたいと考えており

ます。
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以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。

【石本委員長】 次に、秘書・広報戦略部長より

所管事項説明を求めます。

【陣野秘書・広報戦略部長】 秘書・広報戦略部

関係の議案外の所管事項についてご説明いたし

ます。

秘書・広報戦略部の「総務委員会関係説明資

料」をお開きください。

今回、ご報告いたしますのは、県民表彰につ

いて、ブランディングの推進について、「長崎

県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025」等の進

捗状況について、事務事業評価の実施について、

令和7年度の主要施策であります。このうち主

なものについてご説明いたします。

県民表彰について。

地方自治、社会福祉、産業、教育文化など、

各分野において長年にわたりその職務に精励

し、県政あるいは各地域・各分野の発展に貢献

するなど、功績顕著で他の模範になっている方

や、文化、スポーツなどで特に優秀な成績を収

められた方に対し、毎年11月23日に県議会議場

において表彰を行っており、令和6年度は、120
の個人、団体を表彰しております。

ブランディングの推進について。

県では、国内のみならず世界に存在感を示す、

選ばれる「新しい長崎県」の実現に向け、総体

的なイメージ向上につながるブランディングの

戦略策定に取り組んでおります。

ながさきブランドの構築に向けては、県民の

皆様がブランディングの考え方に共感し、共に

行動していただくことが重要であることから、

まずは県民の皆様に長崎県の魅力を再認識して

いただくためのインナーブランディングに取り

組んでまいりたいと考えております。また、ブ

ランドの確立には少なくとも5年から10年の期

間を要するため、これからを担う若い方々の意

見が重要であります。

そのため、県だけではなく、関係団体や行政

機関、各分野の有識者の方々や、若い方々の意

見を取り入れながら検討を進めております。そ

の一環として、去る10月23日に県庁と民間の若

手職員で構成するワーキング会議を開催し、長

崎県の現状や誇り、希望など、長崎のブランド

のコンセプトについて検討いたしました。

また、去る10月29日には、関係団体や行政機

関等で構成する「ながさきブランド検討会議」

を、10月31日には、観光や食、地域振興などの

分野における有識者で構成する「ながさきブラ

ンド検討懇話会」を開催いたしました。会議で

は、「古くから海外との交流を続けてきた長崎

県としては、海外からどう見られているか外国

人からも意見を伺った方が良い」、「県外へ出

ていく若者も郷土愛があれば必ず戻ってくる。

ふるさと教育にさらに力を入れていくことが重

要」などのご意見をいただきました。

加えて、長崎県が県内外の皆様からどのよう

に見られているかなどの現状分析を行うため、

県内外におけるインターネットを活用したアン

ケート調査や、県内６か所で民間の方々や市町

の職員を対象としたグループインタビューを実

施しており、分析の結果は、ブランドコンセプ

トの検討に反映させてまいります。

今後、来年3月までにブランド戦略の骨子を

つくり、7月までに戦略を策定した上で、来年

度に改定する県の総合計画にも反映したいと考

えており、県議会をはじめ、県民の皆様のご意

見等も十分にお伺いしながら、内容の検討を進

めてまいります。
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次に、「総務委員会関係説明資料（追加1）」

をお開きください。

令和7年度の主要施策について。

令和7年度の予算編成に向けて「令和7年度長

崎県の主要施策（素案）」を策定いたしました。

これは、計画期間の最終年度を迎える長崎県総

合計画の総仕上げと、新しい長崎県づくりのビ

ジョンが目指す「未来大国」の実現に向けて、

令和7年度に重点的に取り組もうとする施策に

ついて、新規事業を中心にお示ししたものであ

ります。このうち、秘書・広報戦略部の予算編

成における基本方針及び主要事業についてご説

明いたします。

令和7年度は、自然・歴史・文化・環境等の

本県の多様な魅力を再認識し、総体的なイメー

ジ向上につながるブランディングの推進や戦略

的かつ分野横断的な情報発信等を推進してまい

ります。

主な事業として、県民が共感し、誇りに思え

るような「ながさきブランド」の構築に向け、

ブランディングの考え方を県内に醸成し、浸透

させるための取組を実施いたします。

なお、令和7年度当初予算に係る予算要求状

況につきましても、併せて公表を行ったところ

であります。

これらの事業につきましては、県議会からの

ご意見などを十分踏まえながら、予算編成の中

でさらに検討を加えてまいりたいと考えており

ます。

以上をもちまして、秘書・広報戦略部関係の

説明を終わります。よろしくご審議を賜ります

ようお願い申し上げます。

【石本委員長】次に、危機管理部長より所管事

項説明を求めます。

【今冨危機管理部長】危機管理部の議案外の所

管事項についてご説明いたします。

資料といたしましては、「総務委員会関係説

明資料 危機管理部」の当初版と、追加1、追加

2でございます。

まず、当初版の2ページをお開きください。

今回、ご報告いたしますのは、能登半島地震

を踏まえた防災対策の見直しについて、令和6
年度長崎県国民保護訓練について、令和6年度

長崎県石油コンビナート等総合防災訓練につい

て、令和6年度緊急消防援助隊九州ブロック合

同訓練、災害時の支援協定の締結について、令

和6年度長崎県防災会議の開催について、雲仙

岳大規模土砂災害合同防災訓練の実施につい

て、原子力防災訓練の実施について、「長崎県

総合計画チェンジ＆チャレンジ2025」の進捗状

況について、事務事業の評価について、令和7
年度の主要施策でございます。

まず、当初版の2ページをご覧ください。

初めに、能登半島地震を踏まえた防災対策の

見直しについてですが、本年1月に発生した能

登半島地震では、半島において道路が寸断され

た場合の救助や支援など、様々な課題が生じま

した。離島や半島の多い本県では、こうした課

題にしっかりと対応していく必要があるため、

庁内に検討会議を設置し、本県の防災対策につ

いて、国の取組や、県議会、市町、防災関係機

関等からのご意見等を踏まえながら、このたび、

見直し内容を取りまとめました。

ここで、追加1の2ページをお開きください。

上段になりますが、見直し内容については、

11月20日に開催しました県防災会議に報告し、

県地域防災計画の修正を行いました。

当初版の2ページにお戻りください。

今後、それぞれの対策について、関係部局と

連携しながら、具体的な取組を整理し、着実に
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進めてまいります。

なお、10月末時点で、国が検討中であった項

目については、その検討結果を踏まえながら、

引き続き見直しの検討を行うとともに、避難所

運営など市町が実施主体となる項目について

は、市町との協議会を開催し、今後の具体的な

取組の検討を進めてまいります。

次に、令和6年度長崎県国民保護訓練につい

てですが、去る10月27日、諫早市において、令

和6年度長崎県国民保護訓練を国と共同で実施

いたしました。

今回の訓練では、13機関、200名の参加をい

ただき、まず、弾道ミサイルを想定した住民避

難訓練を実施し、その後、関係機関によるミサ

イル落下に対する初動対処訓練を行いました。

今後、訓練で得られた課題を検証し、対処能

力のさらなる向上を図るとともに、関係機関と

の連携を図りながら、引き続き国民保護計画に

基づく体制の充実・強化に取り組んでまいりま

す。

次に、令和6年度緊急消防援助隊九州ブロッ

ク合同訓練ですが、去る11月16日から17日の2
日間にわたり、川棚港周辺施設をメイン会場に、

令和6年度緊急消防援助隊九州ブロック合同訓

練を、消防庁との共催により実施いたしました。

今回の訓練では、九州各県の消防機関や陸上

自衛隊など17機関、約1,100名の参加の下、被

災地への進出・輸送や部隊運用の訓練等を実施

し、各部隊相互及び関係機関との連携強化と有

事即応体制の充実・強化とともに、派遣要請か

ら受入れ等に係る本県の受援対応力の強化を図

ることができたと考えております。

今後とも、関係機関等と連携しながら、大規

模災害等に対し、迅速かつ的確に人命救助活動

等を実施できる体制の充実・強化に努めてまい

ります。

次に、追加1の2ページをお開きください。

災害時の支援協定の締結についてですが、去

る11月19日、一般社団法人AZ-COM丸和・支援

ネットワークとの間で、「災害時における物資

等の緊急輸送及び救援物資の荷捌き等に関する

協定」を締結しました。

今回、新たに全国規模の団体と協定締結する

ことにより、大規模な災害が発生した際、県内

の輸送事業者が対応できない場合に、物資等の

緊急輸送や、救援物資の荷捌きに対応可能とな

ることに加え、県外からの物資の調達・供給も

得やすくなるものと考えております。

引き続き、災害発生時に、より迅速かつ的確

に対応できるように、市町や関係機関等ととも

に、様々な民間団体との連携強化に努めてまい

ります。

次に、令和6年度長崎県防災会議の開催につ

いてですが、去る11月20日、令和6年度長崎県

防災会議を開催し、能登半島地震の課題を踏ま

えた本県の防災対策の見直しについて報告する

とともに、その見直しや国の防災基本計画の修

正等に伴う長崎県地域防災計画の修正を行いま

した。

主な修正内容としては、被災地の情報収集や

避難所の運営対策、物資調達・輸送対策、自治

体支援などであります。

今後とも、県民の安全・安心の確保のため、

市町や各関係機関との連携を密にしながら、地

域防災計画の推進に取り組んでまいります。

ここで、追加2の2ページをお開きください。

原子力防災訓練の実施についてですが、去る

11月30日、令和6年度原子力防災訓練を、佐賀

県、福岡県と同日開催で、関係4市（佐世保市、

平戸市、松浦市、壱岐市）と共同で実施いたし
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ました。

訓練には、関係4市の住民約500名を含む84
機関、約1,400名にご参加いただき、災害対策本

部運営訓練や、避難所等への住民避難とスクリ

ーニング訓練、緊急時モニタリング訓練などを

実施したほか、能登半島地震を踏まえ、避難路

が被災した場合の代替避難路の選定や、孤立集

落へのヘリによる支援物資搬送訓練などを実施

しました。

今後、今回の訓練結果を十分に検証し、その

結果を対策に反映させるとともに、住民の方々

のご理解とご協力を賜りながら、引き続き、市

町や関係機関と一体となって原子力防災対策に

取り組んでまいります。

次に、当初版の4ページをお開きください。

「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025」の進捗状況についてですが、危機管理部

関係部分については、配付している資料のとお

りであります。

今後の評価・分析の結果を踏まえ、取組の充

実・強化を図りながら、最終目標の達成に向け

て、施策の推進に努めてまいります。

次に、事務事業評価の実施についてですが、

危機管理部関係については、お配りしている資

料のとおりであります。

事務事業評価については、3件の事業群評価

調書により、14件の事業を評価いたしました

が、全ての事業について、令和7年度に向けて

「拡充」、「改善」のいずれかの見直しを検討

いたしております。

今後、県議会における論議を踏まえながら、

さらなる事業等の見直しなどを実施してまいり

ます。

次に、追加1の3ページをお開きください。

令和7年度の主要施策ですが、令和7年度の予

算編成に向けて「令和7年度長崎県の主要施策

（素案）」を策定いたしました。このうち危機

管理部の予算編成における基本方針及び主要事

業についてご説明いたします。

危機管理部におきましては、能登半島地震な

ど、自然災害が激甚化・頻発化し、我が国を取

り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、県民の

生命・財産を守るために、能登半島地震の課題

を踏まえた防災対策の充実・強化、国、市町、

関係機関との緊密な連携による初動体制の確

立、県民への迅速、的確な情報提供、防災資材

の整備、救急安心センター事業（♯7119）によ

る救急体制の強化など消防防災体制の充実・強

化を図ってまいります。

また、地域防災力の向上により、災害発生時

の被害を最小限にするため、市町による消防団

活動の充実強化、特に若年層や女性への勧誘対

策、事業所等との連携を支援するとともに、自

主防災組織の結成促進、地域住民の防災意識の

向上を図ってまいります。

これらの事業につきましては、県議会からの

ご意見などを十分踏まえながら、予算編成の中

でさらに検討を加えてまいりたいと考えており

ます。

以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願いいたします。

【石本委員長】次に、債権管理室長より補足説

明を求めます。

【太田債権管理室長】 権利の放棄につきまし

て、総務部長説明に補足してご説明いたします。

総務部の議案補足説明資料、権利の放棄に係

る議案の概要をご覧ください。

まず、第106号議案について、権利の内容は、

長崎県私立学校教育振興費補助金の返還金403
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万5,000円及び延滞金314万7,300円でございま

す。放棄の対象者は、記載のとおりでございま

す。放棄の理由は、当該法人が運営しておりま

した幼稚園が休園状態となり、将来再開の見込

みがなく、また、充当可能な財産もないことか

ら、債権の回収が不能となっているものでござ

います。

主な経緯についてご説明をいたします。

当該補助金は、幼稚園運営のための補助金と

して、年3回にわけて概算で交付いたします。

返還の対象となった補助金は、平成28年6月に

交付決定し、前年度の事業実績に基づき6月及

び12月の2回にわたり支出いたしましたが、資

料に記載はございませんが、平成29年1月に匿

名で法人が県に虚偽の報告をしている旨の情報

提供があったため、3回目の支出は行わず、当

該法人に対して幼稚園の運営状況についての報

告を求めたところ、これに応じなかったことか

ら、資料に記載のとおり、平成29年10月に補助

金に関する関係書類の未提出等を理由として補

助金返還命令を発しましたが、現在も全額未納

となっているものでございます。

県といたしましては、法人代表者に対する訪

問や文書送付等を繰り返し行いましたが、一切

反応がなかったことから、令和3年2月に長崎地

裁島原支部へ補助金の返還請求訴訟を提訴し、

勝訴の判決を得て、令和3年6月に幼稚園の土

地、建物の強制競売を申し立てております。こ

の申立てに基づき、令和4年から令和5年にかけ

て3回の競売が裁判所によりなされましたが、

結果的に購入希望者がなかったことから、同地

裁により強制競売手続の取消しが決定されてお

ります。

当該法人には、この不動産のほかには見るべ

き財産がないため、債権の回収が不能となって

いるものでございます。

第107号議案については、記載のとおりでご

ざいます。

いずれも、債権の回収が不能であるため、地

方自治法第96条第1項第10号の規定により、議

決をいただいた上で権利の放棄を行おうとする

ものでございます。

以上で補足説明を終わります。委員各位のご

審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。

【石本委員長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【小林委員】 第98号議案、個人県民税の寄付

金の控除について所要の改正を行うということ

で、この改正を行った場合に寄附金の控除は、

どういうふうになるんですか。

【田端税務課長】個人県民税の寄附金控除につ

いてのお尋ねでございますが、まず、寄附金控

除とは、国や地方公共団体公益法人などに寄附

を行った場合、一定の範囲で所得税、個人住民

税において控除が受けられる制度でございま

す。

今回の条例改正については、所得税法が改正

になったことに伴い、同法を引用している県税

条例において、条項のずれが発生したことから

改正するもので、この改正によって寄附金控除

制度自体に変更は生じておりません。

【小林委員】 税務課長ね、私は素人だから、こ

の所得税、個人住民税において控除が受けられ

ると。今、ふるさと納税というのがありますね。

ふるさと納税と今回の個人県民税の寄附金控除

はどう違うのか。

【田端税務課長】個人版のふるさと納税につき

ましても、この寄附金控除の一種でございます。
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同じ寄附金控除でございます。

【小林委員】そこをわかりやすく教えてもらい

たいけれども、例えば県庁という自治体に私が

100万円寄附したとする。そうなればどれだけ

の控除が受けられるか、ぱっと計算できるか。

【田端税務課長】控除につきましては、寄附額

の合計額、あと寄附された方の様々な控除を勘

案して計算するので、今、ここですぐに控除で

きるかというところは、計算しないと申し上げ

られないところですけれども、基本的には2,000
円を超える部分所得割額について上限30％ま

で控除ができるものと承知しております。

【小林委員】 わかりやすく100万円寄附した場

合にどうなるか、100万円しようかと思ってい

るんだよ、どうなのかという数字はわからんか。

では、今、長崎県の財政が非常に厳しいと。

特に税金、県民税、実質財源というものが比較

的少ないわけだね。そういうことを考えると、

今回の改正は、寄附金控除、これは自主財源の

少ない長崎県にとってプラスなのか、マイナス

なのか、そこはどうですか。

【田端税務課長】 今回の改正につきましては、

公益信託制度の見直しで所得税法が改正された

ことに伴う改正でございます。それによって寄

附金控除の内容というのは変更はあっておりま

せんので、今回の改正は、あくまで条項のずれ

を正すものとして上げさせていただいているも

のでございます。

【石本委員長】 ほかにご質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了します。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第96号議案のうち関係部分、第97号議案及び

第98号議案、第102号議案ないし第107号議案に

ついては、原案のとおり、可決することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は、原案のとおり、それぞれ可

決すべきものと決定されました。

提出のあった「政策等決定過程の透明性等の

確保などに関する資料」について説明を求めま

す。

【黒島秘書課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出しており

ます秘書・広報戦略部関係の本年9月から10月
までの実績に関する資料についてご説明させて

いただきます。

資料の2ページをお願いいたします。

附属機関等会議結果報告でございますが、な

がさきブランド検討会議1件、長崎ブランド検

討懇話会1件、広報外部評価委員会1件の計3件
となっております。

それぞれの会議の結果につきましては、3ペ
ージから5ページにお示しをしておりますとお

りでございます。

資料の説明は、以上でございます。よろしく

ご審議を賜りますよう、お願い申し上げます。

【小林総務文書課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出して

おります総務部関係の資料についてご説明いた
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します。

なお、今回の報告対象期間は、令和6年9月か

ら10月までとなっております。

2ページをお開きください。

1,000万円以上の契約状況一覧でございます

が、今回の報告対象期間における実績は、計2
件であり、各契約の内容は、資料に記載のとお

りでございます。

また、3ページに入札結果一覧表を添付いた

しております。

4ページをご覧ください。

陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

今回の報告対象機関において、県議会議長宛て

にも同様の要望が行われたものは、一般社団法

人長崎県身体障害者福祉協会連合会、長崎県離

島振興協議会ほか1名からの計2件となってお

り、具体的な要望項目及び県の対応については、

資料に記載のとおりでございます。

10ページをご覧ください。

附属機関等会議結果報告でございますが、今

回の報告対象機関における実績は、長崎県行政

不服審査会が1件、長崎県公益認定等審議会が1
件、長崎県情報公開審査会が2件、長崎県個人

情報保護審査会が2件、長崎県政策評価委員会

が3件の計9件となっております。それぞれの会

議の結果につきましては、11ページから20ペー

ジにお示しをしております。

以上で資料の説明を終わらせていただきま

す。よろしくご審議を賜りますようお願い申し

上げます。

【飛永防災企画課長】「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出して

おります危機管理部関係の本年9月から10月ま

での実績に関する資料についてご説明いたしま

す。

資料の2ページをご覧ください。

1,000万円以上の契約案件につきましては、長

崎県防災ヘリコプター航空機保険契約、長崎県

防災行政無線衛星機器改修工事の2件であり、

契約内容につきましては、記載のとおりであり

ます。

また、入札結果一覧表を3ページから4ページ

に添付しております。

続きまして、資料5ページから8ページになり

ますが、知事及び部局長等に対する陳情・要望

のうち、本年9月から10月に県議会議長宛てに

も同様の要望が行われたものにつきましては、

長崎県離島振興協議会及び長崎県過疎地域協議

会からの要望が2件となっており、具体的な要

望項目及び県の対応につきましては、記載のと

おりでございます。

以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願い申し上げます。

【石本委員長】 次に、ながさきPR戦略課長よ

り補足説明を求めます。

【永川ながさきPR戦略課長】 それでは、なが

さきブランド構築プロジェクトにつきまして、

補足説明をさせていただきます。

「総務委員会補足説明資料 ながさきブランド

構築プロジェクトについて」をお開きください。

それでは、1ページをご覧ください。

まず、プロジェクトの目的、ゴールイメージ

についてご説明いたします。

我が県のポテンシャルですが、皆様ご承知の

とおり、多様な魅力がございます。本県ならで

はの強みがたくさんあると考えております。こ

のような本県の多様な魅力に光を当てながら、
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まずは総体的なイメージ向上につながるブラン

ディングを行ってまいりたいと考えておりま

す。

その意味におきましては、まずは県民の皆様

が地域の魅力を再認識し、誇りに思えるような

長崎県のブランド価値を県民の皆様と一緒に見

つけてまいりたいと考えております。

次に、県民や民間事業者の皆様に長崎県の誇

れるところなど、長崎県のブランド価値を再認

識していただき、さらに、それを大切にしなが

ら、もっとよくしていこうといったブランディ

ングの考え方にご共感いただきまして、共に行

動していただくことで県内外の方々に広がって

いき、長崎県のブランドイメージを強固なもの

にしていきたいと考えております。

将来的なゴールイメージでございますが、長

崎のブランド力が県内外に浸透し、長崎によい

印象や感情を持っていただくことにより、関係

人口の拡大等につなげてまいりたいと考えてお

ります。

続きまして、2ページをご覧ください。

今回、長崎県で策定するブランディングの位

置づけのイメージになります。

民間の事例と単純比較はできませんが、民間

企業でいうグループブランド的なものをまずは

策定したいと考えております。その下に各分野

や個別分野のブランドがぶら下がってきます。

まずはおおよそ全ての分野で活用できるような

ブランドを策定していきたいと考えており、そ

れを各分野にもご活用いただきたいと考えてお

りますが、総体的なブランドの策定の後に、そ

のブランディングと親和性を考慮した各分野の

ブランディングについても検討していく必要が

あると考えているところでございます。

3ページをご覧ください。

長崎県が目指すブランディングのイメージで

ございます。

ブランディングには、内部、県内に向けたイ

ンナーブランディングと、外部、県外・海外に

向けたアウターブランディングがございます。

これはどちらも密接に関係しておりますので、

インナーブランディングを行うことでアウター

ブランディングになる場合もございますし、逆

にアウターブランディングをすることがインナ

ーブランディングにつながる場合もございま

す。

この図ですが、振り子をイメージいただけれ

ばと存じます。今回、まずはインナーブランデ

ィングに注力をしていきたいと考えておりま

す。

まず、①の矢印でございますが、まずはイン

ナーである県民に向けまして、長崎県のブラン

ド価値を再認識していただきながら、同時に②

の矢印でございますけれども、県外であるアウ

ターにも発信していきたいと思っております。

次に、③の矢印になりますけれども、インナ

ーブランディングにより県民の共感と行動を誘

発いたしまして、一緒になって長崎県のブラン

ド価値の向上に取り組んでいくことにより、長

崎県の高まったブランドが振り子のようにアウ

ターに向けて強く発信されていきます。 県民

が長崎県を誇りに思えるようになれば、県民自

らそのよさを発信するようになると考えており

ます。現在は情報があふれており、広報媒体等

ですばらしいとPRしても、同じような情報が流

れている中で、なかなかターゲットに到達させ

るのは難しいものがあります。一方で県民が日

常的に使っているSNSや口コミが大きく影響

する時代です。長崎県はよいところだと県民が

自慢する情報は、本県の本物の魅力として県外
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にも伝わるものと考えております。

最後に④の矢印でございますが、その結果、

アウターのよい反応が、さらに県民のシビック

プライドを増幅させていきます。これを繰り返

しながら、長崎県のブランド価値がさらに向上

していく仕組みづくりを目指してまいりたいと

考えております。

4ページをご覧ください。

ブランディングの進め方でございます。

フェーズ1のプロジェクト設計が終わり、先

ほどご説明した方向性で進めてまいりたいと考

えております。

現在、フェーズ2に入っております。フェー

ズ2では現状分析といたしまして、まず、県民

や県外の方が長崎県をどう思っているのかを把

握するために、定量調査といたしまして県民や

県外のアンケートを実施しております。また、

定性調査といたしまして、県内各地域を回り、

地域の方々のグループインタビューを行ってお

ります。また、県職員と民間の若手職員等で構

成いたしますワーキング会議を立ち上げまし

て、現在、長崎県のブランドの仮説を検討して

いるところでございます。

この調査結果やワーキング会議での議論を踏

まえまして、有識者や関係団体のご意見も頂戴

した上で、フェーズ3といたしまして本県のブ

ランドを定義してまいりたいと考えておりま

す。

ブランドの定義後、フェーズ4といたしまし

て、そのブランドをどのように展開していくの

か等の戦略を策定してまいります。

令和7年度以降は、フェーズ5、フェーズ6と
して、戦略に基づく具体化や実行を行いながら、

効果検証や分析を行ってまいりたいと考えてい

るところでございます。

5ページをご覧ください。

検討体制でございます。

まず、右下になりますけれども、ながさきPR
戦略課が事務局となりまして、委託事業者にサ

ポートをいただきながら、現在、長崎県の現状

調査、各種会議の運営等を行っております。

次に、その左側になりますが、先ほど申し上

げました県庁と民間による若手職員のワーキン

グ会議を設置し、調査結果等を踏まえながら、

ワークショップ形式でブランドコンセプトを検

討していきます。ワーキング会議でございます

が、県庁の若手職員15名、民間の若手職員8名
で構成しております。

次に、右上のピンク色の部分になりますけれ

ども、現状調査やワーキング会議の結果等につ

きまして、長崎ブランド検討懇話会におきまし

て、有識者から各分野における知見や経験から

の助言、提言をいただく予定としております。

懇話会は、様々な分野の有識者9名と公募委員2
名で構成しております。

次に、左上になりますが、各分野の代表者等

によるブランド検討会議におきまして、関係団

体からの現場のご意見もいただくことに加えま

して、ブランディングの組織内部への共有や実

行段階における連携・協力体制の構築もお願い

してまいりたいと考えております。

その3つの会議体を通した結果を踏まえまし

て、県におきましてブランド戦略を策定してま

いりたいと考えております。

6ページをご覧ください。

今後のロードマップでございます。

10月から各種会議を開催しております。戦略

策定までにワーキング会議を5回、有識者懇話

会を4回、ブランド検討会議を3回、実施する予

定としております。
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今後、来年3月までにブランド戦略の骨子を

つくり、7月までに戦略を策定してまいりたい

と考えており、県議会をはじめ、県民の皆様の

ご意見も十分にお伺いしながら、内容の検討を

進めてまいります。

以上で私からの説明を終わります。よろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げます。

【石本委員長】次に、防災企画課長より補足説

明を求めます。

【飛永防災企画課長】能登半島地震を踏まえた

長崎県の防災対策の見直しについてご説明をさ

せていただきます。

補足説明資料の3ページをご覧ください。

能登半島地震を踏まえた防災対策の見直しに

つきましては、7月に中間取りまとめを行いま

して、その後、当委員会及び成長産業・県土強

靱化対策特別委員会においてご意見をいただく

とともに、国の取組や市町、防災関係機関など

からのご意見を踏まえながら、10月末をもって

見直し内容を取りまとめました。中間取りまと

めの後、追加した対策についてご説明いたしま

す。

資料の中で赤字で追加したところでございま

すが、まず、7ページの（2）の避難所環境の整

備についてですが、避難所の電源確保対策につ

いてのご意見を踏まえ、避難所における非常用

発電設備等の整備の促進を盛り込み、市町にお

ける平時からの予備電源の発電装置の確保や、

電力会社の電源車の活用体制の構築に努めてま

いります。

次に、11ページの（5）ですが、道路管理者

と生活インフラ事業者の連携強化を図るべきと

のご意見を踏まえ、道路管理者と上下水道、電

力、通信等のインフラ事業者との連携促進を盛

り込み、円滑で早急な生活インフラの普及に努

めてまいります。

次に、12ページの防災・減災対策（1）です

が、国土強靱化予算の確保を今後とも継続して

いくべきとのご意見を踏まえ、新たに項目を設

けて県土強靱化として道路の整備、河川改修、

砂防、港湾事業及び橋梁やトンネルなどの施設

の老朽化対策事業の促進を着実に推進していく

ための継続的かつ安定的な予算の確保を盛り込

み、引き続き、国へ強く要望してまいります。

次に、12ページの（5）ですが、離島や半島

における海からの物資支援の訓練についてのご

意見を踏まえ、表題を「迅速・円滑な避難に向

けて」と修正した上で、近年の災害における課

題への対策を踏まえた実効性の高い防災訓練の

実施を盛り込み、来年度の総合防災訓練などに

反映させてまいります。

次に、13ページの（6）ですが、自助の在り

方を強化すべきとのご意見を踏まえ、（6）の

地震への備えの啓発の中に、自助・共助の重要

性の周知啓発を盛り込み、備蓄や家具の固定な

どの平時からの供えや避難の促進に努めてまい

ります。

次に、同じく（6）ですが、防災教育が大事

というご意見を踏まえ、学校や地域での防災教

育の実施を盛り込み、防災思想と防災知識の普

及による地域防災力の向上に努めてまいりま

す。

これらの対策の実施に当たりましては、関係

部局と連携しながら具体的な取組を整理し、市

町や防災関係機関をはじめ、NPOやボランティ

ア、民間事業者など様々な団体等にご協力をい

ただきながら着実に推進してまいります。

また、避難所運営など市町が実施主体となる

項目については、市町との協議会を開催し、今

後の具体的な取組を検討してまいります。
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なお、今回の見直しには、国が検討中として

おりました項目もありましたが、このたび、国

の能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキ

ンググループから報告書が提出され、避難所環

境や運営、被災者支援、物資の備蓄、多様な主

体の連携による支援体制の強化、応援・受援体

制の構築、住まいの確保などについての意見が

まとめられております。

県といたしましては、この報告書やそれに基

づく国の検討結果を踏まえ、見直しの検討を継

続してまいりますので、引き続きご意見を賜り

ますようお願いいたします。

以上をもちまして、私から説明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたしま

す。

【石本委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。審査対象の陳情番号は、46、51、
56、57となっております。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【冨岡副委員長】 資料について、1,000万円以

上の契約状況で2番のサーバ仮想化統合基盤の

賃貸借及び運用保守契約（再リース）で1億
7,490万円となっていますけれども、この契約の

簡単な内容についてご説明をいただけたらと思

います。

【吉村スマート県庁推進課長】このサーバー仮

想化統合基盤でございますけれども、いわゆる

各種システムのサーバ、これは物理的なコンピ

ュータの機械はもちろんあるんですけれども、

その中に複数のサーバをソフトウェア的に立て

て集約していくものでございます。

物理的な機械のサーバを個別に置きますと、

それぞれのシステムが最大稼動する時に十分稼

動できるような、例えばCPUの能力ですとかメ

モリ量が必要になりますけれども、それをソフ

トウェア的に統合することによって、そこのリ

ソースを有効に活用できるというものでござい

ます。

現在も仮想化統合基盤を整備して運用してお

りますけれども、これに使用するハードウェア

について令和７年3月までで一旦契約が切れる

と。その次のサーバをハードウェア的に立てて、

またリースでやっていくことになるわけですけ

れども、その新しいサーバを立ち上げる間、並

行稼動させて随時中身を移していくということ

が必要になります。そのために現行のサーバを

令和8年3月までの12か月間、再リースしようと

するものでございます。

【まきやま委員】危機管理部の政策等決議資料

についてお聞きいたします。

2番の長崎県防災行政無線衛星機器改修工事

の詳細について教えてください。

【庄司基地対策・国民保護課長】長崎県防災行

政無線衛星機器改修工事でございますが、長崎

県防災行政無線につきましては、衛星回線用の

整備を令和4年から5年にかけて第二世代から

第三世代へ整備を行っております。その際、本

庁の増幅機につきまして、当初予定しておりま

した増幅機が生産中止となりまして、代替機器
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も探しましたけれども、コロナ禍の影響でござ

いまして、半導体不足のために工期内の調達が

困難になったものでございます。

このため、今回、仮設機の設置を行っており

ましたので、能力の高い増幅機に再度改修を行

うものでございます。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】質問がないようですので、次に

議案外所管事務一般についてご質問はありませ

んか。

【宮本委員】おはようございます。議案外所管

事項について質問をさせていただきます。

まず、秘書・広報戦略部からですけれども、

日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞

を受賞されまして、先日、受賞式が行われまし

て田中さんの歴史的なスピーチがありまして、

全世界に被爆者の魂の叫びが届けられたところ

であります。改めて心からお喜びを申し上げま

す。

長崎におきましてもパブリックビューイング

が行われたようであります。私は参加しており

ませんけれども、非常に反響があったというこ

とでお聞きしております。

また、先日の長崎市議会の一般質問において

は、県組織の長崎原爆被災者協議会、長崎被災

協を顕彰する調整で考えていくということで答

弁があっており、鈴木市長も、「長崎被災協は、

長崎の平和活動を牽引する団体である」という

ことで、親組織の日本被団協の活動でも大変重

要な役割を担っているということで評価されて

います。

この下部組織であります長崎被災協について

は、長崎県についても何らかの検証を検討して

いく必要があるというふうに考えますが、まず

は県の表彰についてどのようなものがあるか、

お聞きいたします。

【黒島秘書課長】まず、県での表彰の種類につ

いてでございますが、例年、11月23日に行って

おります県民表彰と、各部局で表彰されます知

事表彰がございます。この県の表彰につきまし

ては、県の表彰規則におきまして、「地方自治

の振興及び産業・文化・教育等の進展に関し功

績顕著なものを表彰すること」となっておりま

す。表彰の決定につきましては、関係部局であ

りますとか、各市町からの推薦をいただきまし

て、その後、選考を行い、決定をしているもの

でございます。

【宮本委員】長崎被災協は、これまでの活動と

いうのは非常に重要な活動をされていらっしゃ

います。長崎のみならず、日本、そして全世界

においても、被団協とともに行動されていらっ

しゃいますから値するものと考えております。

また、来年は被爆80年ということで非常に重要

な時期でもあるので、県としても何らかの表彰

を考えていただきたいというふうに考えており

ます。ヒアリングにおきまして、この委員会で

検討するということは非常に厳しいということ

もお聞きしております。

先ほども答弁があったとおり、表彰規則とい

うものがあるということで、関係部局や各市町

からの推薦があって、その後、選考を行って決

定していくということからするならば、早々に

検討するということは非常に難しいということ

もお聞きしておりますので、この場であえてお

聞きいたしません。しかし、長崎被災協の顕彰

は、親の被団協がノーベル平和賞を受けている

ので表彰に値するのは間違いないと私は考えて

おりますので、この長崎被災協の顕彰について

は、今後、関係部局、そして各市町と前向きに
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検討していただきたいということをあえて要望

にとどめさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。

次に、総務部です。個人版ふるさと納税につ

いてお聞きいたします。

前回の企業版ふるさと納税についてはお聞き

いたしておりますので、今回は個人版について

お聞きいたします。

先ほど、部長の説明資料の中でも、令和7年
度の主要施策の中で取り組んでいくということ

で説明をいただいたところであります。まずは

令和6年2月の総務委員会の概要説明において、

令和4年度の実績について寄附件数は1万7,800
件、寄附額は5億858万円であるということでお

聞きしております。

令和5年度の実績、そして全国的な状況につ

いてお尋ねをいたします。

【田島税務課企画監】ふるさと納税についての

お尋ねです。

本県の令和5年度のふるさと納税の実績は、

寄附件数が1万9,915件、前年度より2,115件の

増となっております。寄附額については、5億
9,466万円で前年度より8,608万円の増、率にし

て16.9％の増となっております。

全国の都道府県の実績ですが、令和4年度が

約112億円、令和5年度が約156億円となってお

り、率にして38％の増となっております。

【宮本委員】企業版のところでも確認したんで

すが、令和4年度から令和5年度は増えていると

いう現状も確認をさせていただきました。令和

4年度から約8,600万円増ということでご答弁

いただいたんですが、その要因、こんなに上が

ったのは、どういったことが背景にあったのか

ということと、長崎県の全国における順位など

についてもお聞きいたします。

【田島税務課企画監】 令和5年度の寄附額が増

加した要因としては、寄附の募集サイトを追加

したことや、返礼品の内容を充実してきたこと

によるものと考えております。

また、全国の都道府県の長崎県の順位ですが、

全国では8位の位置を占めております。ちなみ

に、全国の第1位は山形県で約27億円、第2位の

新潟県が約12億円、第3位が長野県の約10億円

となっております。

【宮本委員】 本県は8位ということで10位以内

に入っているということで非常に上位であると

いうことも確認いたしました。山形県は納税額

がかなり高いということも確認いたしました。

これを踏まえて、部長の説明資料の中でも、

令和7年度、次年度の主要施策で返礼品等の充

実を図るということで確認をいたしました。こ

れについてより詳しく具体的にどのようなこと

に取り組んでいくのか、返礼品についても、も

う少し詳しく聞かせてください。

【田島税務課企画監】ふるさと納税の返礼品に

ついては、県内各市町の返礼品と競合しないよ

うに本県の魅力を発信できるようなものを充実

していくよう取り組んでいるところでございま

す。

令和5年度の実績で旅行券とか旅行クーポン

などの旅行商品が全体の約48％を占めており

ます。また、その他の返礼品のブラッシュアッ

プを行いながら、新たな旅行商品の開発などに

取り組んでいきたいと考えております。

人気の返礼品とのことですが、令和5年度の

返礼品の上位については、旅行商品、クーポン

券とか、波佐見焼、茶碗蒸し、カステラなどに

なっております。

【宮本委員】 令和5年度の実績を踏まえて、先

ほど、旅行クーポン券という答弁がありました。



令和６年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１２日）

- 118 -

私は確認しておりませんでしたので、意外だな

と思ったところであります。引き続き、旅行ク

ーポン券については、令和7年度でもブラッシ

ュアップしていくということもあったので、関

係部局と検討しながら、よりよい旅行クーポン、

長崎の観光をしていただくものに仕上げていた

だきたいと考えております。

県の方は確認いたしましたが、県内の各市町

のふるさと納税の寄附実績についても併せてお

尋ねいたします。

【田島税務課企画監】 県内市町の令和5年度の

実績ですが、寄附件数が全体で81万8,000件、

寄附金額が161億1,666万円となっております。

率にして38％、前年度より伸びております。

ちなみに、県内の市町の順位ですが、１位が

佐世保市、2位が波佐見町、3位が長崎市となっ

ております。令和4年度も同じ順位であります。

【宮本委員】各市町も増えているということを

確認させていただきました。最初の答弁でもあ

りましたが、各市町と競合しないようにという

こととか、佐世保市が1位であるということで

すね。今後、もっともっと力を入れていかれる

と思いますので、私の方も確認をさせていただ

きたいと思います。

企業版のところでも確認したんですけれど

も、ふるさと納税の目標額を設定していただき

たいと考えておるんですが、これについてはい

かがでしょうか、目標額について確認をさせて

ください。

【田島税務課企画監】個人版のふるさと納税に

ついて目標額を明示するものとしては、「長崎

県行財政運営プラン2025」において、令和元年

度の実績を参考に毎年度1億8,000万円をプラ

ンに上げておりましたけれども、これは既に超

えたところになりますので、私どもとしては、

毎年度の当初予算を計上する時に算定した額を

目標として考えたいと思っています。

ちなみに、令和6年度は当初予算を計上した

時に寄附の目標を10億円と計上しております

ので、これが目標額になるかと思います。目標

額に近づけるように今取り組んでいるところで

ございます。

【宮本委員】これも企業版と併せて個人版も非

常に重要な県の財政になりますし、長崎県をも

っともっと知ってもらうという点では非常に効

果的な取組であると考えますから、引き続き目

標額に近づけるように努力していただきたいと

要望させていただきます。

もう1点、危機管理部です。防災ヘリについ

てお尋ねいたしますが、先般の一般質問でドク

ターヘリの2機目を配備するということで、こ

れは福祉保健部長から答弁がありまして、ドク

ターヘリの増機については、私も令和5年2月の

一般質問、そして、平成28年9月定例会の一般

質問、文教厚生委員会でも求めてきたところで

あり、非常に喜ばしいことであるんですが、危

機管理部におきましては、防災ヘリも救急搬送

をしていただいているということであります。

まずは防災ヘリの救急搬送における実績につ

いてお尋ねしたいんですが、令和5年度、令和6
年度は直近について。それと併せて、そもそも

の本来の目的である防災ヘリが災害出動を行っ

た件数についても、令和5年度の実績と令和6年
度の直近の実績をお尋ねさせてください。

【飛永防災企画課長】 令和5年度の防災ヘリコ

プターによる急患搬送等の活動実績につきまし

てでございます。

救急搬送につきましては、39件でございま

す。救助につきましては11件でございます。火

災・災害等の活動実績はございませんので、令
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和5年度につきましては合計50件ということに

なります。

令和6年度につきましては、直近の12月1日時

点ということになりますが、救急搬送が28件、

救助が13件、ほかに火災出動が1件ございます

ので、合計いたしますと42件となります。

【宮本委員】防災ヘリについては、救急搬送が

多いというということですね。ということを確

認いたしました。これだけ出動しているという

ことも確認いたしました。

ドクターヘリの2機目の配備については、

2025年度からということを予定さているとい

うことですが、2機目が配備されることによっ

て防災ヘリの運用変更があるのかどうかも確認

をさせてください。

【飛永防災企画課長】ドクターヘリにつきまし

ては、治療に必要な医療機器や医薬品を装備し

て専門の医師が機内で治療しながら医療機関に

搬送するということを目的としたものでござい

ます。一方で防災ヘリにつきましては、災害時

の情報収集や救助、空中消火などの任務が可能

である一方で、原則として高度な医療機器等は

備えておりません。

防災ヘリによる救急搬送につきましては、離

島の医療機関から本土の医療機関へ転院搬送す

るというのが主でありまして、離島からの搬送

につきましては、医師が医学的見地からドクタ

ーヘリと防災ヘリ、どちらを要請するのが妥当

であるかを判断して要請されているものでござ

います。したがいまして、その目的、役割につ

いては、違いがあるものと認識しております。

ドクターヘリの2機体制の検討につきまして

は、ドクターヘリの専門的任務の必要性から検

討されているものと認識しておりまして、現時

点で防災ヘリの任務に大きな変更は生じないの

ではないかと考えております。

【宮本委員】目的と役割の違いということです

ね。ありがとうございます。主に防災ヘリにお

ける救急搬送は、離島から本土への転院搬送と

いうことで確認させていただいたところです。

いずれにせよ、長崎県は離島も多く半島も多

いので、このような救急体制が整備されるとい

うことは喜ばしいことであり、医療体制として

は重層にしていただくということもありがたい

ことですし、県民の命を守るという観点からは、

防災ヘリも引き続き救急搬送を担っていただき

たいということも併せて要望させていただきま

す。

もう1点ですが、「♯7119」についてです。

これまでもこの委員会でずっと取り上げさせて

いただきました。前回もお聞きしたんですが、

直近での運用実績、件数、それから問い合わせ

内容等がわかれば教えてください。

【松尾消防保安室長】 「♯7119」につきまし

ては、本年8月から運用を開始しております。8
月から10月までの3か月間での相談件数は

5,778件となっており、1か月平均で1,926件と

なっております。年間約2万件ということで、1
か月当たり約1,670件を想定しておりましたの

で、想定を上回る件数となっております。

また、相談の内容につきましては、救急車を

呼ぶべきか、病院を受診すべきか迷った場合に

相談される救急医療相談が3,760件、全体の

65.1％、あと受診できる医療機関の情報を求め

て相談される医療機関相談が1,924件で33.3％
となっております。

救急医療相談のうち、相談員が直ちに119番
通報するように勧めたものが495件、救急医療

相談の約13.2％で、それ以外につきましては、

医療機関の受診を勧める、または経過観察を行
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うなどの助言にとどめたものとなっておりま

す。

【宮本委員】想定を上回るということで、県民

の方々のご利用が進んでいるということで、こ

れも非常にありがたいことだと感じておりま

す。

この「♯7119」によって救急車の出動件数に

影響が出たのかどうか。8月からの運用なので、

なかなか判断は難しいかと思うんですが、そも

そも救急車を呼ぶ前に「♯7119」にダイヤルす

るということが趣旨だったので、救急車の出動

に影響が出ているのかどうかについても確認を

させてください。

【松尾消防保安室長】長崎市消防局の方にお聞

きしましたところ、令和6年8月の救急出動件数

は2,823件で、前年より83件減少、9月は2,300
件で前年より13件の減少、10月は2,125件で前

年より139件の減少ということで、8月がら10
月までの3か月、いずれの月も減少しておりま

す。

しかしながら、救急出動件数については、熱

中症であるとか、新型コロナウイルスによるも

のとか、搬送状況によって様々な要因が考えら

れますので、一概にこの「♯7119」の効果と捉

えるのは難しいかなと思っております。もう少

し長い時間をかけて見ていく必要があると思っ

ておりまして、今回減っていますので、それが

「♯7119」によるものだとは単純に言えないの

かなと思っています。

【宮本委員】最後にいたしますけれども、一概

に言えないということで、減少しているという

ことは確認いたしました。ただ、何かあった時

には、いち早く救急車を呼ぶという体制も一方

では大事なので、使い分けという観点からは、

引き続き県民の皆様には「♯7119」の周知徹底

を強化していただきたいということも要望させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。

以上です。

【石本委員長】 ほかにご質疑ございませんか。

【松本委員】先ほど補足説明がありました「な

がさきブランド構築プロジェクト」について質

問させていただきます。

前回も質問させていただきましたが、今回は

概要ということで、より詳しいものが出てきま

した。ながさきブランドというのを新たにつく

る、県全体のブランドをつくるということです

が、どうやってやるかの説明があったんですけ

ど、資料の5ページ、検討体制についての詳細

が出ております。

この中でまずお聞きしたいのは、調査委託を

しております。アマナさんという会社ですが、

この委託費と、その委託内容についてお尋ねい

たします。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】委託費でござい

ますが、今年度の委託費は約1,700万円でござい

ます。委託内容につきましては、先ほど補足説

明させていただきましたうち、県内外へのアン

ケート調査の実施やグループインタビューのサ

ポート、現状調査を踏まえました長崎県の現状

分析、各種会議の運営、戦略の骨子策定などで

ございます。

【松本委員】 単年度、1,700万円の委託費で実

施するということで、ここにアンケート調査や、

いろいろなサポートをしていただくということ

ですけれども、会議をどんどんやっていくとい

うことですが、この委託業者の役割、そして、

この委託業者がこれまでどういった実績がある

のか、お尋ねいたします。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】今回のプロジェ

クトでは、県民の皆様が誇りに思える、共感で
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きるようなブランド価値をどうやって見つけて

いくかが重要となりますので、若手職員等のワ

ーキング会議におきましてアイデアを引き出し

ていく必要がございます。また、ブランド価値

の言語化、視覚化におきましては、有識者等の

ご意見もいただきながら、クリエイティブな思

考や経験が必要とされます。

そうしましたことから、ワーキング会議での

ファシリテートや、そのアイデアを言語化、視

覚化していくデザインを含めましたクリエイテ

ィブな部分につきまして、専門の知見や経験を

有します委託事業者にご支援をしていただく必

要があると考えているところでございます。

ただし、決して委託事業者に丸投げするので

はなく、我々自身も汗をかいて進めていく必要

があると考えております。例えば、ワーキング

会議やグループインタビューの実施に当たりま

しては、我々自身が民間や関係団体を直接回り

まして、今回のブランディングの趣旨を丁寧に

ご説明したことで、多くの方にご賛同いただき

まして、ご参加をいただくことができておりま

す。私どもも、直接、ワーキング会議やグルー

プインタビューにも参加いたしまして、しっか

り議論の中に入っていくことをやっておりま

す。

委託事業者の実績でございますけれども、今

回、株式会社アマナにプロポーザルで受託いた

だいたところでございます。こちらの企業でご

ざいますが、国内外の企画・サービスの広告、

情報コミュニケーションの企画・制作を行って

いる会社でございまして、民間の事業も含めま

して年間1万5,000件ほどのプロジェクトに携

わっておられます。民間だけではなく、自治体

等の地域ブランディングや情報コミュニケーシ

ョン、クリエイティブ分野の計画策定、コンサ

ル、アドバイザリー業務から個別事業の企画・

制作・実施・運営などを一気通貫で携わってお

られまして、自治体関係では年間30～40件ほど

の実績を有していらっしゃる企業でございま

す。

【松本委員】わかりました。そこに委託して専

門家からいろんな意見をいただきながら、なが

さきブランド検討会議で若手ワーキング会議の

意見も踏まえて、これから固めていくというこ

とです。

今回のポイントになるブランディングの中

で、既存のブランドもありますけれども、その

中でながさきブランド、トータルのブランドと

いう意味合いだと思うんですけど、それを検討

会議でどうやって付加価値をつけていくのか、

具体的なところまでお願いします。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】関係団体や行政

機関のトップの方々をメンバーとしております

ながさきブランド検討会議や有識者によるなが

さきブランド検討懇話会につきましては、現状

調査の結果やブランドコンセプト等の検討結果

をお示しいたしまして、ご意見やご提言をいた

だくこととしております。

そのご意見等を踏まえながら戦略を策定して

いくこととしておりまして、その会議において

付加価値をつけていくというよりは、今後、ど

うしたら付加価値を生み出すことができるか等

の視点から具体的な行動のところのご意見も伺

いたいと考えております。

なお、決してブランド、ロゴマーク、キャッ

チコピーをつくることがゴールではないと考え

ておりまして、ながさきブランドに込めた趣旨

の浸透、それを実践する段階で、県の事業はも

ちろんのこと、県民や団体と連携いたしまして、

付加価値を向上させていく取組そのものがブラ
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ンディングにほかならないと考えております。

今回のプロジェクトは、その行動変容に向けた

きっかけになるような取組にしたいと考えてい

るところでございます。

【松本委員】検討会議ということで、会議する

ことが目的であってもいけないし、会議をした

結果のブランドをつくる過程も大事だと思いま

すし、どうやってブランドが浸透していくかと

いう具体的なところまで、結局、名前だけをつ

くったところで、そこまでする意図が変わって

くると思うんですね。

それと、そもそも長崎はブランドイメージと

いうか、様々な、観光もそうですし、物産も強

いものがあるし、先ほどのふるさと納税でもか

なり上位に挙がっていっているわけです。今、

民間でも既存のブランドをそれぞれ構築してい

らっしゃるのに、また別に新たなブランドを全

体的につくるというので、既存の、現状のブラ

ンドというのもやっぱり生かしていかなきゃい

けないと思うんですけれども、そちらに対して

はどのようにお考えですか。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】まず、県全体の

ブランド構築につきましては、総体的な部分に

ついては、まだこれまで取り組んできていない

と認識しているところでございます。

あと、県のブランドで、例えば「長崎四季畑」

でございますとか、「長崎俵物」といった既存

の県産品ブランド、それから民間企業様の個別

のブランドもございます。そちらにつきまして

は今回の総体的なブランドの考え方に合わせま

して、さらにブラッシュアップをしたり、もし

くは見直しも含めて、特に庁内については見直

しも含めて検討することもあろうかと考えてお

ります。

県民の皆様から愛される、自慢に思っていた

だける県産品となるように、それをまた県外の

認知度向上に向けてしっかり付加価値をつけて

いけるような取組を県民の皆様、団体の皆様と

一緒になって、そういった視点でもう一度ブラ

ッシュアップしていけるような取組につなげて

まいりたいと考えております。

【松本委員】 ながさきPR戦略課長の熱意とい

うのは伝わってくるんですけれども、やはりち

ょっと何というのかな、私が疑問に思うことが

3つありまして、最後に部長にご見解を伺えれ

ばと思います。

1つ目には、県民所得の向上とか人口減少対

策というのは、やはり数値目標を挙げて、それ

に向かって具体的な施策を打っていきますから

当然結果が見えますし、それに対して具体的な

対策を打っていきますが、このブランディング

というのは抽象的なものだから成果が見えない

んですよね。ブランドをつくりましたがゴール

になってしまうものだから、ここまで時間をか

けて、これだけの人がかかわった中で、どこを

もって成果にするのかというのが見えづらい、

県民の方もちょっとわかりづらいというかです

ね。

2点目には、県民の方々からのニーズがどれ

だけあるのか。やっぱり税金を使いますから、

県民の方に必要とされているものに対して税金

を使うのが当然でございますが、じゃ、ブラン

ディングに民間のニーズがどれだけあるのかと

いうのも、やっぱりボトムアップしていかない

と、行政だけである程度つくってしまうと、そ

この部分が民間までちゃんとおりていくのか。

例えば、ながさきブランドのこれを使ったら、

こういうインセンティブが県民の方や企業の

方、業者の方にありますよとなれば、それはイ

ンセンティブがあるからながさきブランドの商
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標を使いたいとか出てくるけれども、ただつく

りましたとなった時に、じゃ事業者の方々が本

当にそれを望むことなのか、県民の方々にとっ

てプラスがあるのか、そこもやはり考える必要

があると思うんですね。

3つ目に、ブランドをつくりましたと広報誌

とかで発信をしますけれども、それが行政の中

だけだったら、やっぱり限界があると思うんで

すね。例えば、インフルエンサーとかユーチュ

ーバーとか、様々な発信力がある人に使ってい

ただけるような仕掛けや取組もしていく必要が

あると思います。ロードマップは見せていただ

きましたが、そういったものが、この資料だけ

ではわかりづらいところがあるんですけれど

も、部長はどのようにお考えでしょうか。

【陣野秘書・広報戦略部長】 今、松本委員から

お話がございましたように、私ども、県全体の

ブランドをつくっていこうということで取り組

んでおります。これは私自身も非常に難しい取

組だと思っております。ただ、やはり長崎県と

いうのは、いろんな方からお伺いしますけれど

も、魅力は多いけれども、うまく伝えられてい

ない、どちらかというとばらばら感があるとか、

そういうご批判もいただいております。

そうした中で、先ほど3点ご疑問の点がある

というお話を伺いました。簡単に言うと、どう

成果につなげていくのかというところが非常に

難しい案件ですけど、そこはやはりやっていか

ないといけないと思っております。最初に県民

所得の向上であったりとか人口減少、これは数

値目標で具体的に示されるのでわかると。そこ

を逆にブランドのイメージを、どうそういった

ところにつなげていくのか。私ども、このブラ

ンドは県のいろんな施策にもつなげていきたい

と思っております。移住政策であったりとか、

県内の就職であったり、それは県のブランドの

イメージを知っていただくことで移住者にも

PRできたりとか、県内の若者にも、長崎ってこ

んなイメージだから、やっぱりいいところだよ

ねと。そういうものをまず認識をしてもらうと

いうところが一つの指標なのかなと思っており

ます。

また2つ目に、やはり民間の方のニーズにど

う応えるのか、ここが非常に重要な視点だと思

っております。

3点目もそうですけれども、行政だけ、私た

ちの県だけが、ただ旗を振って何も使われない

ということになりますと、私たちのただの自己

満足という形になります。そうではなくて、や

はり私たちがつくったものを市町もそうです

し、民間の皆様、いろんな方々が同じこのブラ

ンドを使って、いろんな取組をやっていこうと

いうことが大事だと思っております。

そうした中で、今回の資料の5ページにも書

いておりますが、そこは民間の方々も含めて入

っていただこうという形で、これは単にいわゆ

る会議で決まっただけじゃなくて、その方々も

一緒に行動していこうよという形での会議にし

たいと思っております。そこはぜひ具体的に動

いてもらうような仕組みにしていきたいと思っ

ております。

最後に、ブランドを知ってもらう。お話がご

ざいましたように、いろいろなインフルエンサ

ーとか、情報通信媒体が多々ございますけれど

も、つくったブランドを県民の皆様にもそうで

すし、県外の皆様にもどう知ってもらうかとい

う形での取組というのも重要だと思っておりま

す。ながさきPR戦略課長からも答弁がありまし

たけれども、具体的に認識してもらうには少し

時間がかかるかもしれませんが、そこは粘り強
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く一生懸命みんなで、長崎県全体でやっていく

取組にしたいと思っております。

非常に難しい取組だと思っておりますが、こ

こはぜひ私たちがやっていくことで、もちろん

物産もそうですけれども、観光であったりとか、

移住、就職とか、いろんなことにもつながって

いけるようなブランドにしていきたいと思って

おります。

そういう取組で一生懸命やっていきたいと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

【松本委員】これを私がここで言うのは、そち

らの部署がながさきPR戦略課なんですよね、戦

略。だから、PRするための手法を考える部署で

あられるから申し上げました。やっぱり大事な

ことは、メリットというか、効果がどこまで出

るかというところです。

ちょっと分野は違いますけど、健康寿命を延

ばすということで福祉保健部でやった時に結構

議論したんですけれども、健康寿命を延ばすた

めのアピールをどんどんしておられました。で

も、なかなか浸透せず数値も上がってこないと

いうところに、「歩こーで！」という、歩いた

らそれを数値化して、県民の方々がアプリをダ

ウンロードして、それを友達や会社でやってい

くというアプリを開発されて、それで上位にい

けば抽選で物産がもらえたりする、それが今も

のすごく伸びているというふうに聞きました。

だから、インナーと言いましたけれども、県

民の方々がそのブランドを使いたいなと思うと

ころ、外側は多分調べて、ふるさと納税とか移

住に対しては、アウターはそっちの方でいける

と思うんです。インナーの方も、まず足元、長

崎のブランドのいいところを県民が知らなけれ

ば、まずそこからだと思いますし、アウターは

割とやりやすいと思うんですね。そういったと

ころも構想は上がっていますから、あとはもう

ちょっと具体的な中身について今後検討結果と

かを委員会に示していただければと思います。

以上です。

【石本委員長】 ほかにご質疑ございませんか。

【坂本委員】 4点質問します。

まず、人事課に2点です。総務委員会の初日

にも人事委員会と少しやり取りをさせていただ

きましたけれども、2点ですね。

まず、人事委員会とのやり取りで、今年の採

用試験で採用予定数よりもなかなか申込みも足

りてないという職種もあったりということで、

今、C試験ということでやるということですけ

れども、そうはいっても充足はなかなか厳しい

ということが予想されるのではないかというふ

うに感じております。

今、県の職員は、今年の4月時点で定員の不

足というのが80名ぐらいいるということです

けれども、今回の採用試験でも充足がなかなか

厳しいという中で、人事課としてそこら辺を今

後どう対応していくかということについて少し

教えていただければと思います。

【徳永人事課長】今年度の採用試験で特に技術

系の職種でA試験、B試験を実施いたしておりま

す。技術系は10職種ございまして、そのうち採

用予定数を満たしていない8職種につきまして

は、今、委員がご紹介されたC試験を実施して

いるところでございます。

現在、試験は継続中でございますが、一次試

験の受験状況でございますと、募集した8職種

のうち5職種におきまして現時点で受験者数が

採用予定者数を下回っている状況でございま

す。

今後、1月に二次試験を経て最終的に合格者
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を決定していくこととなるんですが、こういっ

た状況でございますので、基本は採用予定に満

たない場合は、次年度、欠員みたいな形になろ

うかというふうに考えております。

【坂本委員】欠員になる可能性があるというこ

とですね。それに対して今年度も、昨年度の4
月時点でも多分60人ぐらい欠員じゃなかった

かというふうに思いますけれども、それを今後

どうしていくかということについて少し考えを

お聞かせください。

【井手新行政推進室長】新行政推進室からお答

えいたします。

まず、職員の採用につきましては、県が策定

しております職員採用計画に基づきまして採用

試験を実施しておりますが、今年度を含め、実

際の新規採用職員が採用計画の予定数に達して

いないため欠員が生じたところでございます。

欠員が生じた所属につきましては、代替職員

として臨時的任用職員や会計年度任用職員を雇

用し対応いただいております。

また、できるだけ早く欠員を解消するという

観点から繰上げ採用なども行っておりますが、

今年度につきましても4月に発生した欠員が全

て解消している状況ではないところでございま

す。

【坂本委員】ぜひ今後もこの欠員については努

力を引き続きしていただきたいと思います。

先ほど総務部長から説明があった令和7年度

の主要施策の中にも、ふんだんに「人材育成」

という言葉が出てきますけれども、人材を育成

する、その大前提となる人材を確保するという

ことが大事だろうと思います。短期的にはそう

いう代替えの会計年度任用職員の皆さんでカバ

ーしていくということで、とにかく人を確保し

なければいけないと思います。育成という面で

いくと、総務部だけではなくて、もう少し全庁

的なところでの議論も含めてお願い申し上げた

いと思います。

それから2点目ですけれども、10月4日に人事

委員会の勧告が出されました。内容については、

この間、人事委員会と少しやり取りをさせてい

ただきました。これは勧告が出されて、この勧

告どおりに実施するかも含めて今後の給与改定

の結論は越年するというふうにお聞きしており

ますけれども、そういうことでよろしいでしょ

うか。

【徳永人事課長】給与改定につきましては、こ

れまで国における給与法の改正の措置をまって

行うよう、国から通知等がなされているところ

でございます。今年度につきましては、衆議院

の解散などによりまして国の給与改定の方針を

決める閣議決定が例年に比べてかなり遅れたと

いうことがございます。また、人事委員会勧告

を尊重していくという基本姿勢は変わりはない

ものの、国及び他の都道府県の状況を見極める

必要もあることから、現在、職員組合との交渉

を行っている最中でございます。

そういったことから、今回の交渉の内容につ

いては、地域手当の見直しなど大きな見直しも

ありますことから、職員組合との交渉について

は、丁寧に進めていく必要があるということで、

例年、11月定例会において関係議案を上程いた

しているところでありますが、今回、それに至

らなかったものでございます。

なお、給与改定に係る関係条例については、

職員組合との交渉を経まして2月定例会に上程

できればと考えているところでございます。

【坂本委員】そういう事情で越年をするという

ことです。ほかの県については、閣議決定前か

ら職員組合との交渉を含めて一定進んでいると



令和６年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１２日）

- 126 -

ころもあったようですので、もちろん、決定に

ついては国からの通知があろうかというふうに

思います。国の給与法の成立時期を見極めてと

いうか、そういうのがあると思います。しかし、

職員の給与改定に直接関わる分ですので、交渉

は早めにしていただければと思います。

それで、今回の人事委員会の勧告内容ですけ

れども、初任給、若年層に重点を置くというこ

とで、大卒、高卒、短大卒の初任給については

2万円ぐらいの賃金引上げという手厚いことで

す。それを含めて概ね30代後半までの職員に重

点を置いて、全ての職員を対象に給料月額を引

き上げるということです。

しかし、実際は今話がありましたように、地

域手当を段階的に廃止していくだとか、あるい

は扶養手当も配偶者については段階的に廃止と

いうふうなことになります。そういうことで実

質的に全ての職員に対して給与月額を引上げと

はなっているんですが、実質的にマイナスにな

る方々も出てくるというふうなことを伺ってお

ります。それについてはどれぐらいの職員の皆

さんが、今回の人事委員会勧告の対象について

は、行政職の4,199人、平均年例は41.5歳となっ

ておりますけれども、そこら辺がどれぐらいい

らっしゃるか、その辺は確認できますか。

【徳永人事課長】地域手当及び扶養手当の見直

しにつきましては、経過措置が設けられており

まして、人事院勧告においては、来年度から段

階的に見直されるということで、例えば地域手

当で申しますと、長崎市において現在3％でご

ざいますが、来年度は2％ということで、毎年

度1％ずつ低減していくような内容になってお

ります。

知事部局における令和7年4月時点の状況に

ついて、影響が生じる可能性が高い40歳代の職

員で粗い試算をしたところ、国に準じて地域手

当及び扶養手当を見直した場合、40代以上の職

員のうち17％に当たる約450人が、今回の給料

表の改定より手当の引下額が上回るということ

になりまして、1人当たりの平均引下額は月額

で約1,900円というような試算結果でございま

した。

ただし、この試算結果は、現時点の給与デー

タを基に計算しておりまして、次年度4月の昇

給とか昇格の影響というのは加味しておりませ

ん。そういったことから実際の職員の影響につ

いては、恐らく先ほど申し上げた試算結果より

も小さくなっていくものではないかと考えてい

るところでございます。

【坂本委員】40代の後半が17％で450人、1,900
円ぐらい下がるんじゃないかというふうな試算

ということで、ありがとうございました。ただ、

4月段階で昇給等ありますから、そうならない

ということも理解はできます。しかし、人材確

保という面でいきますと、やはり実質賃金がな

かなか上がらないという、若年層は上がるかも

しれません、扶養手当の見直しで子ども手当と

か上がりますから、そうかもしれないんですけ

れども、やっぱり40代後半、いわゆる仕事盛り

といいますか、働き盛りといいますか、そうい

う今後の県庁の中枢を担っていく方々が、今年

は春闘で5％上がる、中小でも若干、2％、3％
ということが県内でも報告されておりますし、

最低賃金も大幅引上げという中にあって、しか

も、物価高騰で生活が非常に厳しい状況にあっ

て、実質的にマイナスあるいは上がらないとい

う状況をつくるのは、いかがなものかなという

ふうに思いますので、そこは今後きちんと対応

していただきたいと思いますけれども、そうい

った認識を持っていただけるかどうか、確認を
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お願いします。

【徳永人事課長】今回の人事委員会勧告におき

まして、高齢層の方の給与水準が下がるという

ことにつきましては、大変心苦しく思っており

ます。しかしながら、本県の諸手当につきまし

ては、これまでも国の制度及び人事委員会の勧

告を基本として改定してきたことを踏まえます

と、今回の人事委員会勧告に沿って国に準じた

見直しを行う必要があるというふうに考えてお

り、今後、職員組合との交渉において十分に議

論させていただくとともに、その取扱いについ

ては、適切に対応したいと考えております。

なお、次年度以降の話になってきますが、今

回の見直しによりまして、県外の民間企業との

賃金水準に格差が生じることがあれば、人事委

員会が来年度行います民間給与実態調査におい

て反映され、格差の解消及びその配分について

も来年度以降、人事委員会において検討、勧告

がなされるものと認識しております。

【坂本委員】ぜひ来年度のそうした対応に向け

てよろしくお願いします。国どおりにしてきた

結果、今、ラスパイレス指数が多分41位か42位
ぐらいですよね。かつては上位だったはずなん

ですけれども、ぐんと下がってきておりますの

で、そういった認識を持ってよろしくお願いを

申し上げます。

次に、今日、議案で県南振興局の庁舎建設工

事ということで、3つ、建設工事が確認されま

した。いただいた資料では、令和8年12月に竣

工して、開庁が未定となっております。

今回、新行政推進室にお伺いしたいのですけ

れども、組織再編といいますか、組織体制とい

うのか、令和3年12月策定の整備基本計画によ

りますと、例えば、職員数が約500名程度とい

うことになっておりまして、多分、この問題が

出てきた時に島原振興局と長崎振興局等の配置

のところで、島原の方からも地域的にここの部

分は残してほしいとか、たくさんそういう要望

があった上でこの整備計画をまとめられている

と思います。令和8年12月に竣工して、それ以

降、いろんな形で移転作業があったり、そう遠

くない時期に開庁ということになるのでしょう

けれども、それより前の段階で人員体制を含め

てきちんとそうした組織的なものをする必要が

あるのではないかと思っているのですけれど

も、そこら辺の何かスケジュール感とか描かれ

ているかどうか、いかがですか。

【井手新行政推進室長】県南振興局の庁舎建設

につきましては、委員ご指摘のとおり、令和8
年12月の竣工を目指しております。

現在、開庁時期も含めた様々な課題について、

検討、整理を進めているところです。具体的な

開庁次期ついては、まだ申し上げられる状況に

ございませんが、お伝えできる時期になりまし

たら、県議会も含めて改めてご報告をさせてい

ただければと考えております。

組織につきましては、令和3年10月に一度、

大まかな形については議会にもご報告をさせて

いただき、ご了承いただいたものと考えており

ます。その際、組織体制の詳細については今後

の業務の内容等も十分考慮しながら検討を進め

るということも併せてご説明させていただいて

おります。

実際、令和8年12月に竣工した場合、竣工後

の近い時期に移転作業も生じてまいりますの

で、令和7年度におきまして、できるだけ早期

に細かい内容につきましても検討を進めてまい

りたいと考えております。実際の組織体制につ

きましては、開庁直前にしかお示しできないも

のもございますが、移転作業に支障がないよう
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に努めてまいりたいと考えております。

【坂本委員】わかりました。ぜひ組織体制はし

っかりしていただきたいと思いますので、早め

のお示しを要望しておきたいと思います。

最後に、危機管理部にお尋ねします。

今回、長崎県地域防災計画の見直しというの

が補足説明資料で説明がありました。前回の議

会でトイレカーだとか、そういうことについて

私はお尋ねいたしました。

今回ざっと見て、特に避難所の運営対策です

ね、補足説明資料の6ページ、7ページぐらいに

あります。これをずっと読ませてもらって、中

間取りまとめとあまり変わってないんですけれ

ども、「国のワーキンググループ」とか、「国

が整理中」とか、「国の検討結果を踏まえて」

とか、そういう言葉が随所に出てきていて、先

ほど課長からお話がありましたように、11月26
日に国のワーキンググループの報告書が出され

ました。これは11月20日に長崎県の防災計画の

見直しがまとめられて、その後、国のワーキン

ググループの報告書が出されて、今後、それも

踏まえて継続をしていくというふうなことにな

っております。

私が感じたのは、それはそれでいいんですけ

れども、順次見直しをしていくのは当然だと思

うんですが、国のそういった報告とか検討、議

論をまってということじゃなくて、例えば、既

に避難所関係については、国際的な基準という

のがあるじゃないですか。それに近づけていく

というようなことを、県の防災計画の見直しの

中で独自にやれるんじゃないかなというふうな

気がしてるんですね。だから、国の報告ばかり

をまってするんじゃなくて、大方、この報告書

が出されてますので、それと国際的な基準に基

づいて一人当たりこういう平米だとかいうの

が、日本の場合は避難所一つとっても本当ざこ

寝状態というふうなことが言われていますの

で、もうちょっと積極的にした方がいいんじゃ

ないかという気がしているんですけれども、認

識をお聞かせください。

【飛永防災企画課長】主に避難所等に関しまし

て、各自治体は、国の防災基本計画あるいはガ

イドラインなどに沿って防災対策に取り組んで

いるところでございます。

今回、防災対策の見直しを行うに当たりまし

て、国におきましては、様々な現地の情報を収

集し、課題の検証から対策の方向性について幅

広く検討されております。その検討結果が国の

防災基本計画等に反映されているということに

なります。

例えば、避難所につきましては、国が定めた

ガイドラインに沿って市町が運営しております

し、避難所運営マニュアルやトイレ確保管理ガ

イドラインのように対応が細かく定められてい

るものもございます。今後、そうしたものの見

直しも行われていくことになると理解いたして

おります。

また、今回、トイレカーなどにつきましても、

国から自治体間の相互派遣等の方法も示された

ところでございますので、今後、具体的な方策

が様々示されていくことになると思っておりま

すので、そうした国の情報をできるだけ早く収

集して市町と協議をしながら方策を検討してい

きたいと思っております。

【坂本委員】避難所運営については、市町が主

体的に取り組むというふうなことのようであり

ます。ただ、このワーキンググループの報告書

を若干読ませていただきましたけれども、被災

者支援のところで、避難者にとって必要な生活

環境を円滑に整えていく上で、自治体、特に都
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道府県というふうに書いているんですよね。「特

に、都道府県府県における被災者支援体制の構

築を図ることが重要である」ということであり

ますので、今後もぜひ各市町とは十分に連携を

取って体制の方をよろしくお願い申し上げま

す。

以上です。

【石本委員長】審査の途中でございますが、午

前中の審査は、これにてとどめ、午後は1時半

から再開し、引き続き秘書・広報戦略部、総務

部及び危機管理部関係の審査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 ０分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、秘書・広報戦略部、総務

部、危機管理部の関係の審査を行います。

まず、午前中の宮本委員の質問に対する税務

課企画監の答弁に修正の申出があっております

ので、発言を求めます。

【田島税務課企画監】午前中の宮本委員のふる

さと納税についての回答で1点訂正をお願いい

たします。

県内市町のふるさと納税の寄附実績はどうな

っているかというお尋ねをいただいたところ、

県内市町の令和5年度の実績で38％の増と申し

上げてしまいましたが、正しくは3.8％の増で、

数字を1桁間違ってお伝えいたしました。申し

訳ございません。訂正してお詫び申し上げます。

よろしくお願いします。

【石本委員長】それでは、ほかにご質問はあり

ませんか。

【小林委員】 それでは、質問をいたします。

令和7年度当初予算におけるビジョンの事業

内容ですが、どういう要求が、いわゆる令和7
年度できているかということでまずお尋ねした

いと思います。

【苑田財政課長】 令和7年度当初予算におきま

すビジョンの実現事業の状況でございますけれ

ども、先日、当初予算の要求状況を公表させて

いただきましたが、その中に5事業で約4億円の

事業の要求があっております。

内容としましては、こども分野につきまして

は、こども場所の設置に関します仕組みづくり

ですとか、支援する組織の立ち上げ、そうした

ところに支援する経費として約8,000万円。交流

の分野については、2つの事業がございまして、

アニメ等、これまで取り組んできているものを

活用したツーリズムを推進する事業として約

3,000万円。また、インバウンド誘客に向けたプ

ロモーションを行う事業として約1億8,000万
円といった要求があっております。

食の分野につきましても2つの事業の要求が

上がっておりまして、食の賑わいの場の創出に

向けた拠点づくりの実証、また、食文化や美食

体験といった魅力発信等への取組として2つの

事業で合計約1億6,000万円の要求があってお

りまして、合計で約4億円となっております。

【小林委員】 今、財政課長に5事業の内容を答

弁していただきました。私の計算で、この5つ
の事業でどれくらいになるかと、これは約4億
円というが、足してみたら4億4,800万円、約4
億5,000万円になるわけだよ、だから4億円を超

えているわけだよ。4億円を幾らか切っていて

約4億円と言うのと、4億5,000万円もするのに

約4億円となっているわけだね。今年度が大体2
億円とした時に倍以上になっている。

そういう状況であるけれども、果たして、今、

10億円をシーリング等で確保して、この中で新
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しいものをやっていかんといかんと。ほかにも

当然あるわけだから、そういう重点施策の枠が

あと9億円ぐらいあった。そういう状況で、こ

の4億円というのは一体どういうふうに考えれ

ばいいのかということを私なりに整理してるん

だよ。

それで、4億4,800万円とかいうのは、当然、

事業費ベースなんだよ。これが一般財源として

幾らぐらいになっているかということを教えて

もらいたいと思います。

【苑田財政課長】まずもって、委員ご指摘のよ

うに、私、約4億円と申し上げましたけれども、

4億4,800万円でございまして、大変失礼いたし

ました。

お尋ねのありましたその4億4,800万円のう

ちの一般財源の占める額でございますが、要求

段階では3億550万円となっております。

また、先ほどお話がございました全体で10億
円の財源を捻出するという想定の下での一般財

源の状況としましては、ビジョン実現事業で先

ほど申しました3億550万円程度ございまして、

そのほか重点政策枠、また、総合計画推進枠と

いったほかの枠もございますので、全体で13億
円程度の要求が一般財源ベースであっていると

ころでございます。

【小林委員】今の答弁を聞きましても、大体が

一般財源枠の中でそれくらいの、約3億円、こ

ういう状況になっている。4億4,800万円のうち

の3億円強が一般財源と。自主財源が乏しい長

崎県にとって、いつも総務部長等が言っている、

あるいは財政課長が言っている、やっぱり国の

方からいろいろと支援をいただけるような、そ

ういう内容のものにやっていこうとしているわ

けだよね。

そこで、ビジョンの事業が5件だよね。重点

政策事業の件数は何件ですか。

【苑田財政課長】重点政策枠事業につきまして

は、19件でございます。

【小林委員】 重点政策枠は19件と。先ほどお

話しした総合計画推進枠事業は何件ですか。

【苑田財政課長】こちらは一部事業の拡充など

も含んでおりますけれども、全体で36事業の要

求があっております。

【小林委員】 今、ビジョンの特別事業、こうい

うことで・・があって、これが4億4,800万円と。

そうすると重点政策の新規事業だけれども、こ

れが19件で9億1,600万円。それから、もう一つ

総合計画推進枠事業で36件、その中で6億4,200
万円と、大体こうなっているわけです。

この件数と事業枠を考えてみた時に、何かあ

まりにもビジョンのこういう特別事業枠が5件
で4億4,800万円だから、比率として非常に高過

ぎると思うんだよ。ここのところは、現在が2
億円、令和7年度に予算が厳しくなるというこ

とを総務部長も財政課長も腹いっぱい言いなが

ら、今から査定はいろいろあると思うけれども、

こういう他の事業の枠を考えてみた時に、事業

件数から見て予算がちょっと多過ぎるという感

じね。そういうことについてはどう思われてお

りますか。

【苑田財政課長】 委員ご指摘のとおり、5件で

4億4,000万円、一方、19件で9億1,000万円とい

うことですので、事業費だけ見ると、確かに1
件当たりの事業費が要求時点では大きくなって

いるところはございます。5件の事業費を見ま

しても、大きい事業ですと1億8,000万円ですと

か1億3,000万円ですとか、1億円を超える事業

費の要求もあっているところでございます。一

方で重点政策枠につきましては、事業費で例え

ば4,000万円とか5,000万円とか、そういった規
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模の要求もあっておりますので、そのあたり一

概に事業規模だけで整理できるものではありま

せんけれども、ご指摘がありましたように、全

体のそうした規模感といったところも当然、留

意しながら査定等を進めていく必要があると思

っておりますので、事業の効果を含めまして引

き続き査定の中で精査を進めていければと考え

ております。

【小林委員】聞かなければ詳しいことはわから

んので、この5件で4億4,800万円、約4億5,000
万円という時に、一般財源というものが実に多

く使われると。そういう点も一つ大きな課題、

問題ではないかと、こう考えるわけです。

さっきからもそういうようなことで、例えば

秘書・広報戦略部がブランディングについてい

ろいろ議論があっておったのを聞いておると、

やっぱり効果をどうやって上げるかということ

が大分議論の基になっておった。いろいろコン

サルとかなんかに1億何千万円とか払いなが

ら、結局はそこに丸投げをせんで自分たちでも

やると、こう言っているわけだけれども、まあ、

血税をどうやって正しく使うかということにつ

いて認識が甘過ぎるのではないかと。本当に県

庁とかいうのは、もう右から左に、景気、不景

気関係なく税収が集まってくると。ここからい

ろいろ事業をやるということで、その効果がど

れだけあるかということで、例えば今回の5件
で4億5,000万円と。ここについてロードマップ

というか、工程表、あるいは政策目標とか、あ

るいは成果指標と。特に数値目標というところ

が、これは当然一緒に出されているのか。そう

いう点については、どういうような内容になっ

ているか。

その辺のところは、事業というのは、当然、

政策目標がなければいかんし、成果指標もなけ

ればいかんし、そういうことでどれだけの結果

を毎年、毎年出していくという数値目標、こん

なものが事業の中にちゃんと出されているのか

どうか、ここはどうですか。

【苑田財政課長】ご指摘のとおり、事業を構築

していく際には成果というのをしっかりと見極

めながら取り組んでいく必要があると思ってお

ります。それぞれの事業について要求段階でも

一定の成果指標の提出があっているところでご

ざいます。

ただ、査定の中で取組内容自体が、規模です

とか内容ですとか変わってまいりますので、そ

れによってまた成果指標の設定の仕方なども変

わってまいります。例えば、こども関係の事業

でありますと、今回目指しておりますこども場

所の数を幾つまで増やしていくかといった視点

で指標を設定して取り組んでいくといったよう

な考え方もいただいているところでございま

す。

その中で令和7年度、どういった規模感で取

り組んでいくかによって、どういった成果を具

体的に各年度目指していくかといった設定を含

めて、今後、精査していければと考えていると

ころでございます。

【小林委員】事業を起こす時、あるいはまた予

算要求をする時に数値目標というのは絶対に求

められるものだと思っています。だから、この

ビジョンに数値目標がついていますかと、数値

目標はこの事業の中にちゃんと位置づけられて

おりますかと、ここはどうですか。

【苑田財政課長】 ビジョントータルとしては、

企画部の方でも概ね10年後のありたい姿を示

した旗印といったような考え方を示されており

ます。そうした考え方を踏まえた個々の事業の

段階では、それぞれ指標を設定しながら取り組
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んでいくこととされておりまして、今回要求の

あっている5つの事業につきましても、そうし

た成果目標が設定されているところでございま

す。

【小林委員】 だから、これは事業費ベースで4
億5,000万円だ。これをあなた方がいわゆる査定

するわけだよ。全体は10億円しかないわけだか

ら、どこかでそれなりに、査定がどうなるかわ

からんけれども、たださっき言ったように、成

果目標とか、いろいろ事業として要求される中

身、これは工程表もない。本当はそういうとこ

ろの今言っているような数値目標とか、こんな

ことは果たしてどうなっているのか。あなたた

ちの査定の基準は、そういう数値目標とか、予

算が幾らかかって、これだけの成果と、それを

はっきり打ち出さないと、ただ、県民の血税を

使って事業をやるということは誰でもできる。

どうやって目的を、目標を成果あらしめるかと、

これが一番大事なところです。

そういうことで査定の基準は一体何なんです

か、総務部長。これはもうちょっときちっとや

ってもらわんと、これだけ財政が厳しいと言っ

ているのに、どうですか。

【中尾総務部長】先ほどから財政課長が申し上

げておりますけれども、個々の事業について精

査する指標として最も重要なのは、委員からご

指摘がありましたように、どういう効果が上が

るのか、どういう成果目標を持って、そこに向

かってその事業をつくっているのか、そことの

規模のバランスだというふうに考えておりま

す。

今、ビジョンの実現事業ということで5事業

上がってきておりまして、事業費ベースで4億
5,000万円、一般財源ベースで3億円ということ

でございます。その一般財源、特に県民からの

血税の部分でございますが、ここはきちんと精

査して、その目標といったものが果たして妥当

なのかどうかというところまで含めて査定の中

でしっかりと見ていきたいと考えております。

【小林委員】 総合計画が令和8年度からスター

トすると。新しかろうが、今のものであろうが、

議会に出された時に、全部、数値目標がついて

ないじゃないかと言うて、もう一回、数値目標

を明らかにしてもらいたいと聞き返したことが

あったよ、覚えてるか。そういうようなことも

あったわけだよ。数値目標を出しきらないで事

業としての内容を伴ってないというようなこと

で、まことにもって、今、部長も言うように、

成果目標というものははっきりしておかなけれ

ばいかんわけだ。そういうものがどれだけ盛り

込まれているかということを聞いているわけだ

けれども、いまいち、ちょっと私が頭の回転が

悪いから、もう少しその辺のところをわかるよ

うに言ってもらいたいと思うんだよ。成果目標

とか事業としての要件をきちんと満たしている

のか、どうですか。

【中尾総務部長】事業ごとにいろいろな取組が

ありまして、その目標の設定の仕方は様々だと

思います。そこは臨機応変にやっていくという

ことかと思います。委員ご指摘のとおり、総合

計画は目標が掲げられておりますので、それに

向かって予算を組み立てていくということにな

っております。

ビジョンにつきましては、委員ご指摘のとお

り、何らか工程があるとか、そういうものでは

なくて、今、10年後のありたい姿というところ

をお示ししているものでございます。これは今

後、総合計画をつくる中で企画部とタイアップ

して、まさに総合計画というきちんとした枠組

みができてくる、理念が反映されたものが出て
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くるということで伺っております。私どももそ

のように認識した上で、今回の事業につきまし

ても、今後の事業につきましても、査定してま

いりたいと考えております。

【小林委員】 おととい、企画部の審査の時に、

企画部長がタイアップをやっていくということ

を明確に、知事の一般質問で少し事足りないと

ころを明確に、これからは総合計画とタイアッ

プしてやっていくと。そうした時に、このビジ

ョンというのは10年後のことをやろうとして

いる。だけど、総合計画はとりあえず5年間で

す。そういう形で基本的にそこのタイアップの

仕方を、5年と10年をどういうふうに帳尻を合

わせていくのか、これからの課題だと思います。

私は、ビジョンを目の敵にしているわけでは

ないが、中身が本当に効果あらしめるかと、血

税を垂れ流してないと、そういうようなもので

なければいかんと。そういう視点から査定があ

ると思うんだけれども、あなた方がどういうよ

うな査定の仕方をやるのかということを非常に

関心を持って眺めていきたいと思っておりま

す。

先ほどからも言っているように、件数の割に

かなり高額な予算が並んでいると、5つの事業

しかないわけだよ。それが約4億5,000万円と。

こういう状態ですから、他の事業と比較した時

に比率がかなり高いと、こう考えるわけだよね。

だから、査定の在り方を、口では財源の話、

予算の話をずっとやっている割に、この辺のと

ころを知事が奨励するビジョンだからというこ

とで、まさかあなたたちが忖度をもってそうい

う査定をいいかげんにしているとすれば、それ

は県民に対する離反行為だよね。絶対にあって

はならんことだから、ここは強調しておきたい

と私は思います。

あと、予算が本当に、これから財政が厳しく

なるんだということは、もう何回も言っている

けれども、11月の議会だから、私なんかも総務

委員会はこれで最後だから、もう少し強く、財

源が毎年度20億円前後、これは非常に厳しい状

態になるということとか、381億円か、そうい

う基金が270億円ぐらいになって3割も減にな

るんだと、公債費と社会保障費が実際こうなる

んだと。やっぱりもっと強くアピールして、こ

れから収支の在り方というものを本当にやって

もらわんと、あなたたちは、1億だろうが、2億
だろうが、3億とか、民間ではできないような、

そういう県民の皆様の血税をもって右、左いろ

いろやっているけれども、もうちょっとその辺

の収支と効果を考えてやっていかなくちゃいか

んと思うんだけれども、そこのところをもう一

度お願いします。

【中尾総務部長】財政の見通しというところで

は、今年9月に中期財政見通しを出しておりま

す。その中では今後の負担ということでわかる

部分で公債費、これが10年後には非常に高止ま

りになって、現在400億円程度のものが450億円

を超える額になる。また、社会保障経費も昨年

度の5年間の見込みである65億円よりも、今年

度の試算では5年間で約86億円と増えていくと

いうことを見込んでおります。その結果、委員

ご指摘もございましたとおり、毎年度、20億円

程度の財源不足が生じるということで基金もそ

の分、目減りいたしまして、現在、381億円と

いう年度末の見込みを持っております。今後、

それが減っていく中で5年後には270億円にな

ってしまうということでございます。

ですので、予算の編成に当たっては、この厳

しい財政状況というものをまず事前の予算編成

方針を出す中でも、我々として非常に強調させ
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ていただいたところでございます。また、査定

に当たっては、何か聖域を設けてということで

はなく、厳しく財政効果、財源を投入すること

によってもたらされる効果といったものを全て

の事業において見ながら査定してまいりたいと

考えております。

併せて、有利な財源、国庫ですとか起債です

とか、そういったところも使いながら、収支共

に健全な財政が確保できるように私どもも短期

的、中期的な視点を持って取り組んでまいりた

いと考えております。

【石本委員長】 ほかにありませんか。

【浅田委員】 では、質問させていただきます。

まず初めに、先ほど松本委員からも長崎県の

ブランディングについての質問がございまし

た。そこで私もいろいろ思うところがあるんで

すが、総体的な長崎県のブランドについてとい

うことで、民間企業のブランドの在り方と長崎

県の例を示していろいろ、歴史とか食とかとい

う流れがあったかと思います。

例えば、今、私が非常に夢中になっておりま

す「海に眠るダイヤモンド」というドラマ、こ

れは長崎市の端島を掲げていただいて、私自身

も、歴史に基づきながら、史実にも合わさって、

だけれども、長崎に対しての創造性とか、いろ

んなものが含まれているなと思いながら見てい

て、県外の友人からも、わあ、長崎に行きたい

というような連絡がかなり来ております。これ

こそコンテンツツーリズムだなというふうに私

は思っています。

今現在、そういったところを、ここはながさ

きPR戦略課としても、そういう観光政策とか、

例えばああいったものの扱い方とか、そういっ

たものをどのようにやっているか。今、これ、

千載一隅のチャンスだなと思ったからあえて聞

いているんですけれども、いかがでしょうか。

【永川ながさきPR戦略課長】 お答えいたしま

す。

今、確かに長崎は注目されておりまして、「海

に眠るダイヤモンド」とか、先日ですとアニメ

の「君の色」とか、そういったもので県外でパ

ブリシティーを行う際におきましても、今、長

崎がかなり注目されているというふうなお話を

PR会社から伺っております。こうしたチャンス

を捉えましてしっかりPRをしていかないとい

けないと思っております。

そういう観光的なコンテンツでございますの

で、文化観光国際部と連携しながら、これをチ

ャンスにしてしっかりPRできるようにという

ことで、我々も県外パブリシティ等でそういっ

たPRをしっかり今やっている状況でございま

す。

【浅田委員】実際としてどのようなことをやっ

てますか。県のホームページとか、「ながさき」

と連動しているかなと思って調べても、よく出

てこない。実際として、どれぐらいのことを、

どれぐらいの経費をかけて、どういうところで

やっているか、具体的に教えていただきたいで

す。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】「海に眠るダイ

ヤモンド」につきましては、把握はしていない

んですけれども、「君の色」につきましては、

今年度、文化観光国際部の方でスタンプラリー

を実施しております。人数と金額等、手元には

ございませんけれども、11月時点では数百名の

方が訪れている、スタンプラリーに登録してい

るという話をお伺いしたところでございます。

【浅田委員】今後の流れの中で長崎県のブラン

ドを強化したいというところは非常にわかるん

ですけれども、今あるチャンスを逃さないよう
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にしていく必要性があると思います。これが時

宜を得て、今年中には終わってしまうわけです

から、そのタイミング、タイミング、そこのス

ピード感のなさというのを、後で振り返って何

とかではなくて、今どうなのかというのを文化

観光国際部の方と連携をしてないことがすごく

残念だなと私は思うわけですよ。その感覚とい

うのがないと、いくら1,700万円をかけて委託会

社にいろいろ頼んだところで大丈夫かと思うん

ですが、いかがですか。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】委員ご指摘のと

おり、私ども、ながさきPR戦略課ということで、

先ほど、松本委員からも「戦略」という文字が

続いているというご指摘をいただきましたけれ

ども、そういったタイミングを逃さないような

形をとって、部局に対しても私どもが旗を振る

なり、今がチャンスなんだから、そういうタイ

ミングで取り組んでいくべきだというところ

は、部局連携等、ターゲットの設定、タイミン

グを含めましてしっかり連携してまいりたいと

思っております。

【浅田委員】今、私がたまたまはまっているド

ラマだからというわけではなくて、これって、

私、常々これまでも質問してきたことだと思う

んです。この委員会においても、皆様方に対し

ても、その時の状況、やっぱりスピードを逃さ

ないということの大事さを言ってきたつもり

で、それがないと、同じことを何回やっても、

言葉で総体的なとか、ブラッシュアップと言っ

ても、今、ブラッシュアップする時なわけです

よね、予算をかけて。

そうじゃないと、例えば1,700万円を投じて、

例がちょっと違うのかもしれない、いろんなと

ころに委託事業を出す、例えば昨日議論しまし

た県庁跡地、これまでもいろんなところに絵づ

らを描いていただいたり、ここはどうあるべき

かというのを多額のお金を注いで事業を委託す

る。だけど、その時に「長崎は」という文字を、

長崎じゃなかろうが、函館だろうが、どこだろ

うが、変わんなくないかと、こんなの別に長崎

じゃなくてもいいじゃないかというようなもの

が来てしまうわけですよ。

今回、委託している会社は、それなりに私も

調べさせていただいて、いろんな自治体等でや

っていらっしゃるかもしれない。だけど、そこ

に今みたいな状況で任せっきりにしてしまう

と、やっぱり同じようなことになってしまう。

お金を注いで、税金を注いで、ロードマップと

かありましたけれども、これが果たしてどうな

のかなと、あえて一例でドラマを出させていた

だいたんですけれども、いかがなものかなとい

う気がしました。

この中で検討会議、あえてわかるように検討

懇話会というのがあります。これは有識者の人

11名と、県や関係団体から11名ということで分

かれて全部違う方たち。ネットで調べても具体

的なことがわからなかったんですけど、どうい

った方がそこに名をつらねているかというのは

表に出しているんですか。

【永川ながさきＰＲ戦略課長】まず、ながさき

ブランド検討懇話会のメンバーでございますが

9名の有識者の方と2名の公募委員に参加いた

だいております。メンバーといたしましては、

県内のシンクタンクの方、それから地域のブラ

ンディングを行っている東京の大学の学長様、

実際の観光のホテル業とか観光業を経営されて

いる民間企業の方、地方創生・Webマーケティ

ングを行っている民間企業の方、百貨店等の食

の専門家の方、メディア、長崎新聞社になられ

ます、十八親和銀行の金融、実際に長崎県で地
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域振興を行っていらっしゃる民間の方にも入っ

ていただいております。加えて、先日、スタジ

アムシティが開業いたしましたけれども、リー

ジョナルクリエーションからもご参加いただい

ております。加えて2名の公募委員を公募いた

しまして、実際に地域振興とかに関わった方に

手を挙げていただいて、その中から2名を選考

させていただいているところでございます。

メンバーの委員の名前につきましては、今日

の資料の附属機関の中にもございますのでご覧

いただければと思います。

続きまして、ブランド検討会議でございます

が、まず、産業界からは長崎県商工会議所連合

会の会長様、観光からは長崎県観光連盟の会長

様、農業は長崎県農業協同組合中央会の代表理

事会長、水産が長崎県漁業協同組合連合会の会

長、メディアからは日本放送協会、NHKの長崎

放送局の局長様、あとは行政ということで長崎

県市長会、町村会、長崎県離島振興協議会に入

っていただいております。あと、先ほど申し上

げた有識者のうち2名の方、地域のシンクタン

クの方と東京の大学の学長様にも、こちらの検

討会議に入っていただきまして、有識者として

議論した内容をこの検討会議でもご議論いただ

くような形をとっております。

【浅田委員】何々委員とは書いてあったんです

けど、どういう方なのかというのが意外とわか

りづらく、例えばこれまで重複していて同じよ

うな形でやられている方なのかどうなのか、そ

のあたりを知りたかったわけです。

やっぱりその辺がわかるように、ホームペー

ジを見てもわからないし、どういった方々が議

論していただいたら、こういう形になるのかな

とか、もっとそこに何か、この検討懇話会とか

会議を何回かやっているんですけど、その具体

案それぞれを瞬時に出していただいて、そこに

県民とかからも、ものを言いたい方に対して言

えるような場所をつくってもらうとか、学生さ

んとか、もっとそういうのがあってもいいのか

なと思いました。

今日、午前中の松本委員の質問に対する説明

の時にも、ブランディングというのは難しいな

と常々思いながらも、あまり総体的な戦略のロ

ードマップはありながらも、何か絵づらを描け

なかったのかなと思ったので、あえて聞かせて

いただきました。これに関しては、また今後も

注目したいと思っております。

続いての質問にまいります。これは、これま

での委員会、そして集中審査の中でもありまし

た。知事の公務と政務との違い。この間、集中

審査でもかなり議論をしてきた中で、その後、

課の中でどういうふうな決まりごとができたり

とか、変化があったとか、具体的に教えていた

だければと思います。

【黒島秘書課長】これまで一般質問、県議会で

ありますとか委員会、集中審査の中で、公務、

政務の混同のところ、ご議論、お話をいただい

たところでございます。

私どもといたしましても、公務、政務の両面

があるというところで、公用車の使用でありま

すとかそうしたところ、過去行ってきたという

ところがございまして、そうしたご議論をお受

けいたしまして、私どもとしましても、改めて

そうしたところの線引きを自分たちでもしっか

りと整理する必要があるというところで考えて

おります。

また、公用車の使用につきましては、特に考

えておりまして、やはり公務だけではなくて、

公務、政務の両面があるというところにつきま

しても、やはり政治的目的でありますとか、政
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治的行為が少しでも考えられるところにつきま

しては、今後、公用車を使用しないなど、公用

車の適切な使用について努めてまいりたいとい

うことで考えております。

また、それ以外のところにつきましても、知

事にももちろん気をつけていただく必要はある

と思いますけれども、私どもといたしましても、

これまで以上にそうしたところに注意して取組

を進めていくということで考えております。

【浅田委員】 前回、集中審査の時にも、私自身

も、自分たちも、公務と政務というところの線

引きが非常に難しい中で、皆様たちが担ってい

ただいているということは、もう十分に把握し

ているところなんですね。しかしながら、やっ

ぱり今回このような事件的なことがあり、多く

の県民も注目しているところだと思います。

今、公務と政務、公用車の使い方というよう

なお話をしましたが、知事とは、その後、具体

的にそういうふうなお話、マニュアル化、そう

いったところはどうなんでしょうか。

【黒島秘書課長】知事とお話をさせていただく

というところにつきましては、知事も公務、政

務のところにつきましては、非常に注意をされ

ているというところのお話をさせていただいた

ところでございますが、マニュアル化につきま

しては、まだこちらの方では、私どもの内部と

いたしましては検討等はさせていただいており

ますが、まだ具体的な形としては策定できてい

ないところでございます。

【浅田委員】いろんな文章を書いたりとか、い

ろんなことが出てくると思うんですね。知事が

やっていることに関しては、やっぱり秘書課と

してはやらざるを得ないというようなこともあ

ろうかと思うんですが、やっぱり今回そこまで

すべきだったのかという疑義を持たれてしまっ

た以上は、そこの在り方、今はそういうふうに

できているけど、今後だって同じようなことに

なるわけですね。担当の方が替わればとか、い

ろいろあると思うんです。

やっぱりここはもう少し覚悟を持って、きち

っと県民に、そして私たち議会に対しても申し

開きができるような状況が必要かと思いますが、

その辺どうですか。

【黒島秘書課長】 委員おっしゃいますように、

我々も今回の案件につきましては非常に、今後、

組織として業務を進めていく中で、マニュアル、

そうしたところの作成というのは、やはり組織

として続けていく以上は効果がある、必要なも

のではないかということで考えておりますので、

そうした線引き、作成等につきましても検討し

てまいりたいと考えております。

【浅田委員】そうしないと秘書になりたくない

人が増えますよね。能力はあるけれども、なん

か疑義をかけられたりとか、今回、皆様も非常

にそういったところで苦慮したり、要らぬ疑い

をかけられたりとか、現秘書の方たちも苦労し

ているところではないかなと思います。

ここはやっぱり部長、しっかりと目に見える

形でやっていただかないと、なかなか今後も同

じようなことが、防止できるのかなという気が

しています。部長の思いをお願いします。

【陣野秘書・広報戦略部長】この総務委員会の

集中審査でもかなりご議論いただきまして、公

務と政務の混同､なかなか公務と政務、まず一つ

は、長崎県知事という形で、どうしても行事の

依頼とか、まず秘書課に来るのは、もう間違い

ございません。そこの中でどう私たちが区別し

ていくのか。そこはなかなか難しいところがご

ざいます。その中でも、やはり県民の皆様にも

しっかり説明できるような形でしていかなけれ
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ばならないという形が、まさにこの総務委員会

でもお話があった内容だと承知しております。

少なくとも後援会の業務については、基本的に

は後援会でやっていただくと。

ただ、なんといっても、私ども、知事のスケ

ジュールも管理しておるものですから、どうし

てもスケジュールの調整というのが出てきます

けれども、それ以外については、基本的には後

援会のことは後援会でやっていただくという形

で考えていきたいと思っております。これにつ

きましては、当委員会の集中審査での総務委員

長の報告がございました。公務、政務の問題に

ついては、明確な区分や判断が難しいものもあ

るが、職員に多大な影響を与えた現状を踏まえ

ると、今後は知事がしっかり反省、自覚を持っ

て取り組んでいただきたいという報告もいただ

いております。こちらにつきましては私からも

総務委員会の委員長報告でもこういうことがあ

ったので、知事もそこは自覚していただきたい

というお話はさせていただきました。

そういった形で、私ども、今回の件も十分踏

まえて、今後は皆様にご迷惑をかけないような

形で取り組んでまいりたいと考えております。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

【小林委員】今の浅田委員の政務と公務の問題

に関連してお尋ねをします。

まず、総務部長、名前を出してはいかんとや

ろうけれども、いわゆる現時点では元秘書課長、

その人事の在り方です。

秘書課長として1年、それから秘書広報課の、

そういうところの部長も１年、そして非常に重

要ポストである県北振興局長に今行っていると。

1年、1年ごとで佐世保の振興局長、理事という

ような人事がなされておると。これについては、

ちょっと問題があり過ぎるのではないかと、私

はこう思っておるわけです。大体ね、そういう

飛び級をやる人も過去にも中にはおるし、現在

でもおると思うんです。課長から次長もやらん、

政策監もやらんでぽんと部長になっているよう

な人もおるたい。それはそれなりに考えてのこ

とだろうと思うけれども、そこに行くまでの前

段の、やっぱりきちんと積み上げがなされてい

ると思うんです。

この人の場合においては、秘書課長で1年、

部長で1年、そして重要ポストである佐世保の

理事兼県北振興局長、こういう人事の在り方は、

ちょっと異常じゃないかと。異例じゃなくて異

常だと。

しかも、考えてみると、情実人事みたいに言

われている。情実人事というのは個人的な利害

が絡んでいると、こういう見方がある。やっぱ

り私情によるところの人事、こんなものがまか

り通って、大体、人事は総務部長がやるものだ

と思っているわけだけれども、任命権者が知事

であることは間違いがないけれども、知事が先

頭を切ってこういう人事をやるのかね、それと

もあなたがやったのかね、どっちですか。

【中尾総務部長】まず、人事の担当部局の長は

私でございますので、一般の職員の人事につい

ては、人事担当の人事課長と相談をしながら素

案などを決めております。

その上でご指摘のございました今の県北振興

局長、部長級の職でございまして、いわゆる幹

部でございます。幹部人事については、最終的

には知事において決定がされる、知事の専権事

項と俗な言葉ではお話がございますけれども、

そのような形でございます。

ただ、委員がご指摘になられましたこととい

うのは、今回またこの場でもご議論になりまし

たので、きちんと知事にはお伝えしたいと考え
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ております。

【小林委員】私が言うたから総務部長は知事に

今から言うと。何て言うのか、あなた、いけま

せんよと言いきっとか、こういう意見が出たと

いうことを言うだけのことね、どうですか。

【中尾総務部長】このようなご指摘があったと

いうことと、あと、それに伴って、そのような

ご意見があったということでお伝えするのが第

一かなというふうに考えております。

【小林委員】あなたにそのことで突っ込めばね、

まだいろいろと突っ込めるわけだけれども、こ

の辺にしておくけれども、ただ、私がいろんな

人から意見を聞いてみると、また、声がわいて

くるのは、やっぱり他の職員たちにやる気をな

くさせると。これは誰もまともな人事とは思っ

てないと。これは私情を挟んでの、そういう人

事ではないかと、考えにくいと、考えられない

と、こうはっきりいろんな方々から耳にするわ

けです。県庁始まって以来じゃないか、こうい

う私情を挟むような人事は。

そういうことで、他の職員の方々のやる気を

なくすということ、県庁の組織運営上、大変な

問題になると、こう思うわけです。

我々、県議会は、やっぱり皆さん方を激励し

ていかなくちゃいかんし、また、どうかなと思

うところは、ちゃんとチェックするのが我々の

役割です。だから、言いにくいことでも、はっ

きり言わなければいかんところは、県民の皆様

方の代弁者として、口だけ代弁者、代弁者と言

うやつもおるけど、何もせんくせに、なんも言

わんくせに。そういう口だけの代弁者みたいな

ことを言う人もおるけれども、やっぱり言いに

くいことも言わざるを得ないと、こういうよう

なことだよ。

そこで、今回も1年1年、そして理事、こんな

県北振興局長は軽いポストか。こういう人事の

在り方を一体どう思っているのか。ここをひと

つ担当の責任者として総務部長の意見を求める。

【中尾総務部長】県北振興局長は、広大な県北

地域を所管する県北振興局の長として非常に重

要なポストだというふうに考えております。

その上で、基本的なところで申し上げると、

人事は、やはりその人の経験、知識、能力、そ

して、そのポストに求められるところでそれぞ

れ配置がされるというものだというふうに認識

しております。

個別の人事について申し上げるのは差し控え

たいと思うんですけれども、先ほど申し上げた

とおり、幹部人事についての最終的な決定権は

知事にございますので、ご指摘があったことを

お伝えするとともに、何より私ども人事を預か

る者としては、職員のモチベーションを上げる

というようなことで職員の能力を最大限発揮す

るというのが人事の基本だというふうに思って

おります。その観点も含めて幹部人事を知事が

最終的に決定するに当たって、ご指摘も含めて、

その方がどういう背景にあるかですとか、背景

というのは能力ですが、経歴があるかといった

ことも含めて議論をさせていただきながら決め

ていくこととさせていただければと思います。

【小林委員】 いいか、部長、よう聞いとけ。佐

世保で会合があった時に、彼が就任して間もな

い頃、会合があって集まった席上で、その彼が

何と言ったかと、「私は、大石から」、「大石」

と呼び捨てだ、「大石から請われて来ました」

と。例えば、知事から請われて来ましたとか、

請われて来たとかいうことも、なかなか言わな

い言葉だけども、なんと、「大石から」と呼び

捨てにしてね、何様かと、癒着をしてるんじゃ

ないかと。こういうような言葉が出てくるとい
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うことは、癒着をしているんじゃないかと。一

職員が上司である、しかも知事に対して「大石

が」と、「大石から請われて来た」と、こんな

ことを呼び捨てしながらやっているような、や

っぱり個人的な私情が既に入っていると、こう

思わざるを得ないというようなことが、やっぱ

りまかり通るということで、一体どうするかと、

こういうようなことだね。実に見苦しいと。出

席をしとった人から私は直接聞いたけれども、

こんなような醜いことをやっているわけだよ。

「大石から」と、あんた、言いきるか、大石か

ら俺は請われて来たんだと。こんなね、非常識

なことをやりよると。

それから、一般質問の中でも申し上げたが、

彼が秘書課長の時に、知事の個人の借用書2,000
万円、その2,000万円も実際的に、これは私の見

解だけれども、偽の借用書だ、偽りの借用書、

そういうのを何か知らんが、知事から印鑑を預

かっているとかいうことで、その偽の借用書に、

虚偽の借用書に、印鑑を押せと言われたから印

鑑を押しているんだろうと思うが、知事個人の

借用書にだよ、2,000万のそれに押してると。何

に押したのかと、どんな内容のものだったかと

言っても、よく見ませんでしたので内容がわか

りませんと。こんなようなことがね、まかり通

るような県政の、しかも秘書課であるのかと。

あなたは上司だよね、秘書課の。

こういうね、元秘書課長が知事個人の、それ

も私に言わせれば、偽の、虚偽の借用書、こん

なものに知事の印鑑を預かって、指示があった

から押したんだろうと思うけれども、それも実

際何の内容かわからんと、こういうことを証言

しているわけだ、彼が。

そういうような状況を見て、一体ね、こんな、

やっぱりこれは一心同体といっても、やっぱり

公務員の立場の秘書課長と知事との関係とかい

うものは、やっぱりきちんとするところは、き

ちんとせんといかんと。こう私は思うんだけれ

ども、この点についてはどう思われますか。

【中尾総務部長】 先ほど、秘書課長、秘書・広

報戦略部長からもお話がございましたとおり、

なかなか秘書課の業務が多岐にわたる中で、公

務と政務の切り分けが難しい部分というのは、

多分にあるかというふうには思われます。そこ

については秘書課とともに、どういった整理が

できるのかということはしていかなければなら

ないのかなというふうには考えております。

【小林委員】 部長、答えになっとらんぞ、全然

答えになっとらん。こんな答弁をして、よう総

務部長をしいきるな。どういう管理をやってい

るのか。今、私が申し上げるように、2,000万の

借用書、それに対して4か所に4つの印鑑を押し

てある。それは知事から指示があれば、印鑑を

預かっているということであり得ることかもし

れんけれども、何の内容なのかということも知

らんと、見てなかったから知らんと。そういう

印を押しているということを、平気でこの場所

で彼は証言するわけだよ。こんな秘書課長がど

こにおるのかと。借用書に印鑑を押すだけでも

大変なことなんだよ。それをね、何のものかわ

からん、見なかったと。こんなでたらめを言っ

てね、県議会をはぐらかすような、こんなもの

がまかり通っていいのかと。これはやっぱりあ

るべき姿じゃないんじゃないかと。それは秘書

課もいろいろせんばいかんこともあるだろうが、

何の中身かわからんとか言って、そんなことで

まかり通るような、そんな秘書課でいいのかと、

そんな秘書課長でいいのかと。これについてど

う思われますかと聞いているんだから、答えて

くれ、しっかり。
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【中尾総務部長】当時、元秘書課長がどういう

状況で押したかという、押したというご答弁を

されているのは、総務委員会の集中審査等々で

も拝聴させていただいたところでありますけれ

ども、どういう状況で押されたのか。この部分

も含めてですけれども、事実確認を我々はしな

いといけないということでございますので、今、

委員からご指摘のあったことというのが、果た

して職員として、秘書課長として、どういう考

えでやったのかということは、十分に確認させ

ていただきたいというふうに思います。

【小林委員】だからね、今となっても、あなた、

テレビを見とったというんだから、秘書課長に、

その真意はどうだったのかとか、そんなことを

聞いてもないと、今から聞こうかと思っている

とか、そんなね、なんかね、そんなような話を

していること自体が、あなたも総務部長として

いかがなものかということになる。実際的に人

間的に評価をしている人は、総務部長はすばら

しいと言う人はいっぱいおるよ、たくさんおる

よ。あなたはそれなりのことはやっているよ。

だから評価は高いけれども、こういう肝心なと

ころにね、やっぱりきちんとした姿勢を出しき

らないというところ、この辺のところは実に残

念至極だよ。だけど、いいことか、よくないこ

とかぐらいなことを、すべきか、すべきじゃな

いかというところぐらいは、あなたの見解を聞

きたいわけだよ。もう一回、見解を言うてみな

さい。

【中尾総務部長】置かれた状況を確認できてい

ないままですので、憶測で申し上げるのは差し

控えさせていただきたいですけれども、当然、

議会のご説明というものは誠実にすべきである

というふうに考えております。

【小林委員】なんでこの辺になってきたら、ず

んだるっとかな、あなたらしくもない。全然、

プロパーじゃなくて本庁から来ている君が、こ

ういうような、なんかね、訳のわからんごた答

弁をするとは、情けないと言うしかないよ。全

然何を言っているかわからん。総務部長として

の、秘書課の上司として、そういう発言しかで

きないということは、私にとってみれば甚だ遺

憾でありますよ。このことは申し上げておきた

いと思います。

それから、秘書課長にお尋ねしますが、今年

の2月7日、夜の知事の日程はどうなっとったか。

【黒島秘書課長】 委員お尋ねの2月7日の夜で

ございますが、県議会議員と懇親ということで

予定をお伺いしておりました。

【小林委員】私も確認をしましたが、2月7日、

今年の。実は長崎の料亭で、長崎県の指名業者、

建設業者、指名の4者と、ある県会議員と、そ

こで一緒に長崎の料亭で飯を食ってると。しか

も、予約をしたのが、その元秘書課長、もう名

前を言わんとわからんから、大瀬良君だ、彼が

予約をしてるわけだ。これは公務ですか、政務

ですか。

【黒島秘書課長】 令和6年2月7日の懇親会につ

いては、知事の参加は公務ではないと認識して

おります。

【小林委員】昔の秘書課だったら政務なんて言

うかもしれんよ、いや、公務と言うかもしれん。

これは公務じゃなくて政務だとはっきり認めて

いる。

こういうような形で、しかも調査してみれば、

そういう指名業者の方と知事がそうやって複数

の方と一緒に飯を食うなんていうこともね、今

までの歴代の知事は細心の注意をして、もし出

席をしなければならないならば、自分の会費は

当然払ってくると。これくらいのやっぱり何と
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いうか、秩序とか、注意しながら出席をしてく

るわけだけれども、これは残念ながら、調べて

みたら、今の大石知事は会費を払ってきてない

と、ただ飲み、ただ食いして帰ってきている。

こういうようなね、ちょっとびっくりするよ

うなことがあっているわけだけれども、これに

ついては秘書課長も、これは絶対公務ではない

と。部長、ちょっとなんかそれに対しての見解

を何か言えるか。

【陣野秘書・広報戦略部長】今年の2月の時点、

私、在籍おりませんので、なかなかお答えでき

ませんが、秘書課長と同様で、公務ではないと

認識しております。

【小林委員】公務じゃないことは、もうはっき

りわかっとる。そうやって秘書課長だって同じ

ように2月は秘書課長じゃなかったわけだよ。

そういう状況から考えてみても、あまりにも、

予約をしたのが秘書課長とか、会費も払ってな

いとか、こういうことが明らかになってくると

ね、一体どうなっとっとかと。こんなどろどろ

したような状況ね、本当に驚くわけだよ。

だから、一体そこで何の話をしたかと、こう

いうようなことも、それぞれわかってくると思

うんだけれども、いずれにしても、そんなよう

な状況もあっていると。

それから、3月12日に、いわゆる県会議員選

挙で、いろいろ公用車をもって回っているとい

うことが3月12日、明らかになってる。なんで

公用車で行ったのかと。それは叙勲のお祝いが

あったから、叙勲のお祝いに行くために公用車

で行った、そして秘書も連れて行っていると。

ところが、調べてみると、この祝賀会も、知

事が挨拶したら直ちにそこを退席して、途中で

退席をして、そして6名の県会議員候補の事務

所に行き、そして為書きとか、そういう陣中見

舞いを行っている。この秘書課の日程を求めて、

真っ黒に塗ったものを訴えて、これを真っ白に

したら、なんと、この日程表の中には途中退席

というものがちゃんと最初から書いてあるわけ

だよ。

だから、公務で行った、公務で行ったと言い

ながら、実は選挙事務所回りの方が主で、そう

いう祝賀会は、公用車と秘書を連れていくため

の、なんかね、（発言する者あり）そういうね、

ちょっとね、本当の趣旨は選挙事務所回り。祝

賀会では挨拶して退席して、6件のそういうと

ころを回っている、ここに日程表がある。

こういうようなことで、これは公用車を手配

したのは誰か。

【黒島秘書課長】 令和5年3月12日につきまし

ては、委員おっしゃいましたように、褒章の授

章祝賀会出席ということで、その往復の経路に

おいて事務所を訪問されたということで、公務、

政務両面があったということで私どもは伺って

おります。その調整につきましては、知事と当

時の秘書課長がお話をされたのではないかと私

は考えております。

【小林委員】いずれにしても、こういうことが

全て明らかになってきよるわけだよ。だから、

さっきの人事の問題から始まって、あまりにも

癒着がひどくて、あんまりどろどろし過ぎとる。

まさに秘書課の一番きれいな姿がね、全部ね、

はぎ取られてしまっているような感じで。

そして、聞けば、今の知事がある人に漏らし

た言葉、「浦副知事の後任は大瀬良君だ」と、

こういうようなことを言ってると。佐世保の県

北振興局長が、次は今度は副知事、こういうよ

うなことが、本人が言ってるわけだよ、任命権

者が言ってるわけだよ。こんなことをね、軽々

に口を滑らせると、もってのほかのことなんだ
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よ。なんかね、ちょっとおかし過ぎると思うん

だよ。

だから、そういう点についても、やっぱりも

うちょっと総務部長ね、いくら今、佐世保に行

ってるかもしれんが、あまりにも露骨で、こう

いう人事の在り方等も含めて、やっぱり県政の

組織運営の上において、やっぱりよろしくない

ことについては、しっかり内部で是正をしてい

ただかなければいかんじゃないかと、こういう

ことを申し上げているわけだよ。

是正を約束することができますか、あなたは。

【中尾総務部長】今、様々ご指摘がございまし

た。その点につきましては、まず事実を確認さ

せていただきたいというふうに思っております。

その中で、何らかやはりよろしくないといい

ますか、そういうことが確認できれば、そのこ

とも含めて幹部人事について知事と協議してま

いりたいと考えております。

【小林委員】 だから、事実を調べてもらって、

それが事実だとわかれば、また、私がそんなう

そ八百をこの場で言うということは、名誉棄損

も著しくなります。だから、私も、それなりの

根拠があった上での発言をしているつもりです。

ですから、あなたの方でよくよく調査をして

いただいて、こういうような問題があるとすれ

ば、これは何かね、罰則というか、こんなもの

を黙ってほっとっていいわけですか、責任を、

懲戒処分とかかれこれ規定の中でやるべきこと

をちゃんとやってもらわんといかんじゃないか

と、こう思うんだけれども、これは事実関係を

調べてもらって、地方公務員法に抵触するよう

なことがあれば、それなりの処分は行うべきで

はないかと、こう私は思いますが、その点につ

いて最後にお尋ねをしておきたいと思います。

【中尾総務部長】今、委員からご指摘がござい

ましたとおり、まず、私どもとしても事実を確

認する必要があります。ですので、それを確認

しない中では予断をもって申し上げることは差

し控えたいと思います。

ただ、一般的なことで、当然、地公法に何ら

か抵触するものがあれば、地公法の考え方、解

釈に基づいて適切な対応を取らなければならな

いということかと存じます。

【小林委員】そのやり方で大体どうなったとい

うことは、報告をしていただくことができます

か。

【中尾総務部長】まだこれから事実確認をする、

その事実確認の仕方も含めて、まだ決まってい

ないところでございますので、予断を持って申

し上げるのは差し控えたいと思いますけれども、

議会で既に様々集中審査、それから、この中で

も議論があったということも踏まえまして、そ

の中身をどうするべきか、個人のプライバシー

などの部分も配慮する必要があるのかなど、顧

問弁護士などとも相談しながら考えてまいりた

いと考えております。

【小林委員】総務部長、途中の経過とか調べた

けど、あんたの言うことは違うよとか、そうい

うことの報告はできますかと、こう聞いてるわ

けだ。

【中尾総務部長】この点の事実確認というのは、

途中経過を報告するという性質のものではない

かというふうに考えております。

ただ、何らか対応が必要になった時に、その

理由など、どういう形でお示しできるかという

のは、先ほど申し上げたとおり、顧問弁護士に

も相談しながら検討してまいりたいと考えてお

ります。

【小林委員】 総務部長ね、私も、ここで説明を

する以上、報告をする以上、また、こういう意
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見を言う以上、そんなね、うわさ話でできるよ

うな話ではないんだよ。それなりに時間もかけ、

いろいろな内容も詰めて、こうやって明らかに

しているとこなんです。

だから、私は私なりに、やっぱりあるべき姿

じゃないから、当然、県民から代弁者としての、

そういうチェック機能の一人として申し上げて

おるわけだよ。

だから、それに対して、あなたは報告する義

務はないんですか、どうですか。

【中尾総務部長】縷々地公法上の問題を考える

中で、私ども人事当局としても事実を確認する

ということが必要ですので、その旨をご説明申

し上げているところでございます。

その上で、どのような形でお示しできるかは、

様々総合的に考えて検討はしてまいりたいと考

えております。

【吉村委員】この前は露払いと言っておりまし

たけれども、今度は後から言うから、牛のふん

取りぐらいですかね。

今聞きよってね、3点、質問しようかなと思

っておったけど、やっぱり総務部長、議会には

報告義務がありますよ。中身がどういう形です

るかということはあってもね。だから、報告は

しますと、中身はまた考えてやってもらうとい

うことになるわけよ。僕らもそこまで強制はで

きん。でも、執行部と議会の関係を考えると、

報告は義務よ。わかっておりますか、それでお

願いします。

それと、やっぱりもう内部調査に入っとると

思うとったけど、びっくりしたね、今日聞いて、

全然。総務の集中審査でも出て、参考人で来て、

こうや、ああや言うとるのに、そういうのがあ

っても何もしよらんやったというのは、非常に

びっくり、がっかりするんじゃけど、そこら辺

は執行部として、それぐらいの、何というかね、

構え方でいいんですかね、いかがですか。

【中尾総務部長】当然ながら、総務委員会の集

中審査の中で本件についても議論になっている

ということは、先ほど申し上げたとおり、拝聴

していたところでございます。

それを踏まえまして、今議会におきまして、

その集中審査の報告といったものもなされまし

た。私どもとして、その中身も拝見した上で、

総務委員会でどういう議論があったかを改めて

精査といいますか、どういうことがご指摘があ

ったかということを整理した上で事実確認をす

るべきだということでございまして、今、その

準備を進めておりまして、決して、このまま遅々

として進めないということでは考えておりませ

ん。

【吉村委員】決してございませんなら、改めて

という接頭語は要らんのよね。やっております

やね、ちょっと時間がかかりよりますと言わん

ばさ、取りかかっておるんですと、取りかかっ

ていなかったわけじゃないんやろうと、今の答

弁を解釈したけど、そう信じてね。

それと、早急に取りかかって早く答えを出し

ていくという作業をやってください。

今さっきね、小林委員からも・・料亭の話な

んてさ、これ、今聞いただけで私も事実かどう

か確認できとらんけんわからんけど、これやっ

たらもう会費払うとらんなら、知事は収賄罪じ

ゃないの、県議は斡旋収賄じゃないの。業者が

金を出しておれば、これは贈賄じゃないの。成

り立ってしまうたい。予約も大瀬良秘書課長が

しとるなら、もうこれは全部ぐるみでやっとる、

斡旋贈収賄罪で全部ひきとらわれるという話に

なるわけですよ、これ、ちょっと。大きなこと

ですよ、この一つだけでも。
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だから、ここら辺もようっと調べて、秘書課

長に、この予約の時の状況、そういうこともき

ちっと調べて報告をお願いしますよ。

別の観点からもう一つ聞きます。知事がね、

よく土日を利用して部外者と会うとったと、こ

ういう話があるんですよ。これもわかりません、

大分昔の話ですから。今頃も会いよるとか知ら

んです。知事室を使ったと。土日に知事室を簡

単に使えるのかというのを聞いたんやけど、な

かなかちゃんとした答えが返ってこない。

まず、トータルで県庁舎の管理、それも休日、

祭日、こういう時の県庁舎の管理、誰でも出入

りができるか。ロビーはできよりますよ、ロビ

ーとかロビーのトイレとか図書コーナーとか。

でも、それ以外のところ、いわゆる執務室、そ

ういうところに誰でも自由に出入りできるのか

どうか、そこら辺ひっくるめて答弁をお願いし

たいと思います。

【中尾総務部長】 まず、庁舎という観点から、

管財部門も所管しておりますのでご説明いたし

ます。

委員ご指摘のとおり、ロビーといいますか、

一般の方が入れるエリア、1階から3階のスペー

スまでは土日も開放しているところでございま

す。一方で職務スペース、私どもが通常執務を

行う空間といったものはセキュリティーがかか

っておりまして、身分証といいますか、カード

キーによって入ることができるような形になっ

ております。その意味では職員以外の人間が執

務スペースに入るということはございません。

【吉村委員】そうやろうと思う。今の答弁は最

低限ね、最低限の話よ。私は、この前、休みの

日に県庁で挨拶をせんばいかんというので来て、

その挨拶文を部屋に置いとった、副議長室に。

そうすると、鍵は守衛室にありますからと、こ

う聞いとったもんだから、守衛室に行ったら、

いや、議会事務局の秘書課の入口、そういうと

ころの鍵は守衛室では預かっておりませんとい

う話でした。困ってね、入られんたいと思って、

いろいろしよったら、結局、入られんやったの

よ。それぐらいしとかんといかんわけよね。カ

ードがあれば入れるんですと、職員の人たちは

ね、全部それで入れるけんが、いいかもしれん

けど、私どもは控室のカードだけしか持たない

ので入れない、職員の皆さんは入れる。だから、

知事は知事室に自分のカードを持っとけば入れ

る、ですよね。土日でも、祭日でも自由に、ど

うですか。

【黒島秘書課長】委員お話のとおり、知事も自

分のカードで秘書課内知事室に入ることが可能

です。

【吉村委員】 可能ですよね。そうすると、そこ

の知事が入った時の部屋の中の管理というか、

そこら辺はどうなっとるのかなと。例えば、知

事が一人で行きました、知事室に入りました、

後ろからこそっとついて行ってさ、誰か包丁持

って行って後ろから知事ば刺してみんね、どが

んなるねという・・。

だから、そういうのを防止するいろんな方策

が取られとるのかなと思うけど、そこの点につ

いてはどうですか。

【黒島秘書課長】 土日、祝日など、そうした中

で公務の場合は、通常、秘書がついております

ので、秘書と一緒に登庁されるという形でござ

いますが、公務以外の場合は、例えばお一人で

来られる場合につきましては、秘書等ついてお

りませんので、そのあたりのセキュリティーの

対策というところでは、特段私どもで対応して

ないというところが実情でございます。

【吉村委員】 対応しとらんじゃ駄目でしょう。
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誰かからちょろっと聞いたんじゃけど、いや、

カメラがついとるんじゃないですかと。カメラ

はついておりますか、知事室にカメラは、24時
間、動作しよりますか。それぐらいしとかんと

セキュリティーが保てんでしょう、いかがです

すか。

【黒島秘書課長】知事室内には、カメラは設置

されてないという状況です。

【吉村委員】入口と言いよるけど、入口にある

と、出入りは監視しとると、答えてください。

【黒島秘書課長】出入り口の方にはカメラはご

ざいます。

【吉村委員】 そしたら24時間、出入りは全部

わかっとるわけね。誰かが見とらすわけですか、

お願いします。

【森管財課長】秘書課への出入は、中央監視室

で24時間監視しております。

【吉村委員】それは保存期間とかはあるんです

かね。気になるんじゃけど、知事がね、土日を

使って自分の知った人を知事室に入れて話をし

よったという話があるもんだから気になるんじ

ゃけど、そういった場合に中央監視室では、そ

こちら辺、これは誰ですかとか知事に確認した

りとかはないのかなと思って、いかがですか。

【森管財課長】保存期間は、うろ覚えで申し訳

ありませんが、2週間程度は保存していたかと

思います。ただし、設置しておりますのは防犯

カメラでありまして、人を特定するためのカメ

ラではないので、どれだけ鮮明に、例えば吉村

委員なのか、違う方なのかというところまでを

特定できるか判りません。

【吉村委員】例の取り方には気をつけてくださ

いよ。俺もすねに傷があるんじゃけん。

やっぱりそこら辺ね、そうやって結局、自由

度が上がる。そして、職員の人に見られんよう

に土日を使ってやるとかね、そういうのがね、

なんか、私からすれば姑息に見えてくるんじゃ

けど、そういうところで話す話というのは何か

と、こうなるけど、平日に堂々と話せばいいの

になと思うけど。

それで、大概のところは知事一人で行くとい

うことは、そうそうなくて、やっぱりそこに秘

書がついておるんじゃなかろうかと思うけど、

やっぱり知事単独で、まあそれはプライベート

な時間もあるやろうけど、知事室に出てくると

いう時には秘書に連絡はあるものか、ないもの

か、そこら辺どうですか、秘書課長。

【黒島秘書課長】 公務の場合は、当然、秘書が

ついておりますので、秘書と一緒に登庁される

というところが普通でございます。また、公務

外の場合におきましては、知事がこれまでも秘

書等に連絡をされずに一人で登庁されたという

ことの実績といいますか、そうしたこともあっ

たということで承知しております。

【吉村委員】さっきの質疑の中で、元の秘書課

長ね、これがスケジュール管理もしよったと。

恐らくこれは土日も含めて1年365日のスケジ

ュール管理やろうと思うね。土日もないけんね、

言うてみれば。だから、そこら辺は、秘書課長

というのは、大概中身を全部知っとるんじゃろ

なと思うけど。

それで、さっきあった、知事室に入って借用

書に判こを打ったわけよね。これは秘書課長は

知らんと、中身を見とらんと言うけど、見とら

んとかもしれん、そのくらいの軽い書類さ。だ

って、偽造した、嘘の書類やけんね。判こが違

うのよ、本当の借用書と後援会に貸し付けた借

用書と、判こが全部違うのよ。ええ加減な借用

書を作るよなと思って見ました。これも集中審

査の時にも言うたけどね、全部、判こが違う。
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でも、やっぱり鏡ぐらいはわかるよ、判こを打

つ時に見るとやけん、誰に対しても見るとやけ

ん。（発言する者あり）割り印も押してあると

って。

そいけん、そういうところの管理というのを、

やっぱりもっとぴしっとせんといかとやろうと

いうふうに。これはその時の秘書課長というの

に、状況というのは一緒に内部調査をしてもら

ってね、やっぱり具体のところを解明してもら

いたいと思いますので、本当に早急にやってく

ださい。お願いします。

ここに直接関係あっとかなと思うけど、駅周

辺を長崎市が都市計画変更して容積率緩和した

ね、いつやったかな。それで、何のために容積

率を緩和したのかなと思う。何も目的もなしに

さ、容積率を緩和するって、自治体がよ、行政

がよ、するかなと思うんじゃけど。ここら辺、

全部民地よね、県の土地じゃないよね、市の土

地もないよね、あんまりね、ちょっとぐらいあ

るかもしれんけど。

そういうところの容積率を緩和するというの

は、どういうことかなと。やっぱりそこに利益

が生まれるというふうに考えんと合わんわけよ

ね。利益が生まれるということは、市の財政に

も寄与するということになるわけよね。そうい

う説明があれば、まだわかるんじゃけど、ここ

ら辺、市に聞いてよと県に言うたら、あんまり

わからんごた話で、何で容積率を緩和さしたか

わからんですと言う。ここからずっと港のプロ

ムナードまでね。図面を見ると、・・ぐらいの

ね。

そしたらさ、容積率を多分600を800にしたの

かな。そうすると、それだけ高さが取れるね、

床面積が増えるね、その床でもうかるわね。そ

れで、高い建物を海べたに建てられると景観は

悪うなるわね、向こうにもともと住んどる人は、

文句言うわね。そこら辺の調整もせんままに容

積率を緩和してさ。

今度は逆に、これは都市部じゃないけど、佐

世保市、市街化調整区域、これを厳しくしたね、

佐世保市は。市街化調整区域には触れんように

したわけよ、ここは開発がもうできなくなった。

いわゆるコンパクトシティーて言うんじゃろう

けど、コンパクトシティーの意味がね、どうい

う意味なんじゃろうと。例えば、中心街の核が

あって、その周りに衛星みたいにあって、昔、

パリがしたやつ、そういう感じをイメージした

りすればわかると思うけど。

一方では、そうやって市街化調整区域をもう

触れんようにする、一方では、訳もわからんで

容積率を緩和する、どこに利益がつきよるのか。

民間の土地だったら、そこの上に民間のビルが

建てば、その民間がもうかるわけね。行政がそ

の民間のためだけに容積率を緩和したら、おか

しいなとなるよね、やっぱり。それを行政が活

用できるようにすればウィン・ウィンになるっ

ちゃけどね。そこら辺がはっきりしとらん。

そういう意味で、県内のそういう基礎自治体

がやりよることについて、県はどういうふうに

日頃から関心を持っとるのかなと思うんじゃけ

ど、直接やるのは基礎自治体であるにしても、

そこをきちっと誘導をして長崎県のためになる

ようにするというのが県の役割やろうと思うけ

ど、その点について、ちょっと前置きが長うな

ったけど、どのように考えておられるか、お知

らせいただきたいと思います。

【中尾総務部長】委員の問題意識に直接お答え

できているかというところはございますが、先

ほどおっしゃっていた容積率ですとか、それか

ら市街化調整区域についてどう考えるか、これ
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はやはり一義的にはまちづくりの観点だという

ふうに思われます。

ですので、まちづくり、例えば駅周辺という

ことであれば県としてもこの地域がにぎわうと

いうことは、人の面からも、また、そこから出

てくる様々な収益の面からも有利なことだとい

うことですので、まちづくりの観点から、担当

の、恐らく土木部になろうと思いますが、そち

らが知事とよく協議しながら仕事を進めている

ものだというふうに思います。

私どもとしては、それだけでなく県への波及

効果といったもの、それは雇用であったり産業

であったり、それから、いやらしい言い方でご

ざいますけれども、税収であったりといったと

ころにもはねてくるので、その辺の動きという

のは､我々としても特に管理部門としてアンテ

ナを高くもっておきたいというふうに考えます。

【吉村委員】それを本当にアンテナを伸ばしと

って、やっぱりひいては県全体の利益につなが

るようにせんばいかんとさね。勝手にされたっ

て困るのよ。宿泊税でも一緒よ。県が関与して

ね、やっぱり宿泊税を3％取ってもよかさ、払

うんじゃけん、誰でも。そのうち、県が半分、

市が半分とかね、県が取った分は宿泊者が少な

い自治体とかにね、やっぱり配分して、それを

地域振興策にするとかね、やっぱりそういうの

を常に考えとってもらいたいと、県は県だから

とかじゃなくてね、つながっとるんだから、全

部が。お願いします。

最後にもう一つだけ、これ、委員長が松浦市

なのでお助けで言うときますけど、ここ1～2日
のニュースで、国がエネルギー政策を変えて原

子力を減らさないと、一定割合、原子力を持っ

ておくんだという方向に変わってきたね。やっ

ぱり原子力は危ないけど、これを使わんとCO2

削減とか、いろいろ安定したベースロード電源

になり得るものがないわけよね、再生可能エネ

ルギーだけでは。

それで、松浦の鷹島は玄海原発から8キロの

ところなのよね。それでもその範囲に松浦が入

っとらん。それで大きくいろいろいっぱい国の

補助金とか交付金とかあるけど、総じて電源三

法交付金とかで話をするけど、そういうのは原

子力と火力と水力といろいろあって、原子力の

あるところが、そういう交付金とかいっぱい来

るわけよね。

だから、反対とは松浦も声を上げよらっさん

わけだから、やっぱり交付金を引っ張ってくる、

国から。続くのであれば続かせる。そういうこ

とをやっぱり働きかけをせんばいかんやろうな

と思っているのが一つです。

それから、原子力というと、玄海原発から吉

井、江迎はぎりぎり30キロ圏内、UPZ圏内に引

っかかる、そこだけなのよ。でも、佐世保港に

は時々原子力潜水艦が来る。これが移動系の原

子力発電所たいね、小さいけど。これ、佐世保

市が避難訓練はしよるけど、それが入ってきた

時には、例えば玄海原発がそこにある、これは

固定型だから。移動型でも港内に1泊、2泊する

と、1泊、2泊の固定型の原子力発電所と考えら

れるよねと。それについて国は何にも言わん。

また、米軍も何日に入ってきますとかいうのを

この頃言わんごとなった、昔ちょっと言うたり

しよったけど。

そこら辺を意見を、議論を深めていって、や

っぱり九州防衛局でも、防衛省でも、そういう

ところに長崎県の防衛ということで佐世保に入

る原子力潜水艦の移動系原子力ということにつ

いて、もっと対策を打ってもらわんばいかん。

それについても入って来た時には、これこれこ
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ういう交付金事業も併せてやっていいですよと

か、米軍も一緒に訓練に参加してくださいとい

うことをもっと強く言ってかんばいかんとよね

と思うけど、危機管理部長、いかがですか。

【今冨危機管理部長】アメリカの原子力艦の寄

港に関する諸問題についてのご質問だと思いま

す。

佐世保市からは3点、県の方への要望として

上がっておりまして、一つは、原子力艦の事故

が発生した際に速やかに港外に移動させること。

2つ目が原子力艦の原子力防災訓練に対しまし

て米軍が参加をすること。3点目に米国原子力

潜水艦寄港における事前通報の非公表措置を解

除していただきたい。この3点が県に要望とし

て上がっております。

県としましても、このうち政府施策要望とし

て佐世保市とも協議をしながら、限られた要望

項目の中で最初に申し上げました原子力艦の移

動の件、もう一つが防災訓練への米軍の参加、

この件について政府施策要望として国に要望さ

せていただいております。

【吉村委員】もう通り一遍の答えは要らんちゃ

けど、もっと積極的に、もう尻をたたくぐらい、

金子容三も防衛政務官になったんじゃけんが、

こらっと言うてから、まだ息子じゃけん・・。

それと最後に・・で言うときます、総務部長。

田中愛国議員が一般質問しないと、この2,000
万円の問題も出なかったわけよ、わからなかっ

たわけよ。でも、既に実行されたものとして2
回、償還を受けとるわけよね、後援会から、知

事は。だから、それはわかったので戻したけど、

わかったから戻したのよ、結果論よ。わからん

やったら戻しとらんのだから。そしたら、これ

は何かとなる。うそついて金ば引っ張り出した

ら、これ詐欺横領よ、罪はもっと重くなる。だ

から、そういうことを思って、ちゃんとこれを

調べて内部調査を進めていただきたいというこ

とを要望して終わります。

ありがとうございました。

【石本委員長】 ほかに。

【まきやま委員】お疲れさまです。知事がつま

んないことをやって、皆さん、とばっちりを食

らって、心中お察し申し上げます。

能登半島地震を踏まえた本県の防災対策の見

直しについて。6の防災・減災対策の（3）海底

活断層に係るアセスメント調査についてお聞き

します。

令和6年度に予備調査が行われたそうですが、

我が県にはどのような断層があって、来年度に

はどの断層について調査をされますか。

【飛永防災企画課長】 令和4年3月に政府の地

震調査委員会が公表いたしました長期評価の中

に、本県近海に9つの海域活断層があるという

ことが明らかになっております。そのため、そ

れらの活断層について各断層ごとの震動分布で

あったりとか、津波浸水予測などを今年度行っ

ております。

【まきやま委員】陸地の断層について調査が行

われるかどうかについてもお聞きします。

【飛永防災企画課長】陸域の活断層につきまし

ては、本県では平成17年に地震アセスメント調

査を実施しており、その際に雲仙地溝南縁断層

帯など6つの陸域断層の被害調査などを行って

おります。

なお、本年度実施しております先ほどの海域

活断層の予備調査を受けまして、来年度以降に

被害想定など詳細調査を実施することにしてお

るわけでございますが、この陸域の平成17年に

実施した調査からも20年が経過しております

ので、人口減少ですとか建物の耐震化などが変
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化しておりますので、平成17年の地震アセスメ

ント調査についても、人口の減少、耐震化、国

土強靱化などの経過を踏まえた見直しを行うこ

とを検討しております。

【まきやま委員】 能登半島地震では最大4メー

トルの隆起が見られました。また、先日、熊本

の防災センターへ行き、実際に断層のずれをこ

の目で見てきましたが、長さ34キロにわたって

地表地震断層も見られました。

そこで、今回の本県の防災対策を考える上で

大事なことが一つ抜けています。それは、本県

では、今、原発と同じ安全性が求められている

BSL-4施設の稼働が進められています。そして、

ビッグNスタジアム付近まで小江原断層が来て

いることが確認されていますが、この小江原断

層の調査がなされておりません。BSL-4施設の

すぐ近くです。エボラウイルスのような治療薬

も今はない、最も危険なレベルの病原体を扱う

ことになりますので、原子力防災と同じ重要性

があります。

危機管理部は、この重要性についてしっかり

把握されているでしょうか。

【飛永防災企画課長】 BSL-4施設のリスク、重

要性については、認識させていただいておりま

して、過去の経過を申しますと、これまで長崎

大学や、県、長崎市などの三者連絡協議会を設

置した後、地域住民の代表ですとか学識経験者

などを加えた地域連絡協議会を設置して、大学

から施設に関する情報を共有の上、運用状況や

安全対策を協議してきております。

また、長崎大学は、施設運用時のリスクを想定

した安全管理規則を制定し、緊急事態発生時の

情報伝達方法などについて明記したほか、長崎

市は地域防災計画の中にBSL-4施設に係る事故

災害等対策計画を追加しております。

小江原断層についてでございます。小江原断

層につきましては、先ほど申しました平成17年
のアセスメント調査では、県内に被害を及ぼす

地震の震源となる断層につきまして、基準を申

しますと、過去の調査で活断層であることが確

実であるもの及び推定されるもの、それから、

断層の延長が10キロメートル以上で、マグニチ

ュード6.5以上の震源となり得るものにつきま

して、選定を行っておりますが、その際に小江

原断層は調査の対象にはなっていないものと認

識しております。

今回、平成17年のアセスにつきましても一定

の見直しをするということで考えておりますが、

その際に新たな活断層を追加してアセスメント

をするということにつきましては、現時点にお

いては考えておりませんが、見直しをするに当

たりましては、有識者の方などに改めて確認を

しながら進めてまいりたいと思っております。

【まきやま委員】地震によってエボラウイルス

が漏れたとなれば、本県どころか、全国かつ近

隣諸国まで及ぶ大問題になります。BSL-4施設

から半径何キロを封鎖してというような対応に

なってまいります。この県庁ですら機能不全に

なります。そうなれば防災対策すらできなくな

ってまいります。

この断層の調査は必須だと考えますが、いか

がでしょうか。

【今冨危機管理部長】最終的には専門家の方に

ご意見を聞きながら進めていきたいと思ってい

ます。今の時点で考えていることについてお答

えしますと、もともとの平成17年でのアセスメ

ント調査は、先ほど課長が申したとおり、有識

者の知見等を踏まえまして、先ほど申し上げた

基準でやっております。その基準の設定の仕方

として、各地域における最も高くなるような地
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震ということでの設定になっておりますので、

基本的には今の長崎市で申し上げますと、雲仙

地溝南縁東部断層帯と西部断層帯が連動した地

震が一番大きな震度になるのではないかという

ふうに考えています。そうした時の想定という

ものが震度4から強の揺れになります。

そうした時に、このBSL-4施設の耐震化を見

てみますと、今、震度7を想定した設計になっ

ておりますので、今の考えで申し上げますと、

耐震性については問題ないと考えております。

ただ、そうしたことについての考え方について

は、調査を行う際には、また専門家の方にもご

意見をいただきながら進めていきたいと考えて

おります。

【まきやま委員】 震度7の地震を想定した建物

になっているということですが、長周期震動に

ついては対応されてますか。

【飛永防災企画課長】BSL-4施設につきまして

は、免震構造を採用して震度7に達する大地震

でも、地震の揺れを吸収して施設の損傷や実験

機器の転倒を防止すると聞いております。

すみませんが、長周期震動につきまして対応

しているかどうかにつきましては、承知してお

りません。

【まきやま委員】熊本の震災では長周期震動で

免震に対応した建物が倒れております。今回の

見直しは、能登半島地震で得た教訓から本県の

対策を強化するまたとない機会です。

実は、今、特定第一種病原体を所持してよい

法人に長崎大学を指定することについての可否

について、国がパブリックコメントを行ってお

りまして、なんと、既に異例の約4万件の申請

が上がっています。つまり全国から今注目とい

うか、懸念を示されていますので、今後、県は

何をやっているんだという指摘が舞い込んでく

ると思いますが、最後に部長の答弁を求めます。

【今冨危機管理部長】様々なそうし状況に合わ

せて近隣の住民の方々が不安に思われる、こう

したお気持ちは十分に認識しておりまして、そ

こについては県としてもしっかり対応していか

なければならないというふうに思っております。

そこへの対応につきましては、先ほど来、課長

から申し上げました地域連絡協議会、こういっ

た場を活用しながら、そういう事態にならない

ように県としてもしっかり対応してまいりたい

と思います。

【まきやま委員】 1つ忘れていました。長周期

震動に対する対応についての確認をお願いいた

します。

続きまして、同じ対策の1番の被災地の情報

収集と侵入対策についての（5）の通信対策に

ついてですが、能登半島地震で地面が4メート

ルぐらい隆起したということを考えますと、海

底ケーブルでは障害が生じる可能性が大きいで

すので、コストもほとんどかからない衛星通信

を使用した通信手段の確保に早急に取り組んで

いただきたいと要望します。

以上です。

【飛永防災企画課長】能登半島地震におきまし

ては、委員ご指摘のとおり、通常の通信手段が

断線等により使えなくなるという状況が非常に

広範囲において起きまして、最大で能登半島の

70％において通信ができないという状況にな

ったとも聞いております。

こうした状況を受けまして、本県といたしま

しては、防災対策の見直しを行う際に、こうし

た通常の地下の回線等を使わない衛星通信を使

ったインターネット機器による通信手段の確保

について、ぜひとも必要ではないかというふう

に考えております。
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【石本委員長】 ほかにご質問はございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質問がないようですの

で、秘書・広報戦略部、総務部及び危機管理部

関係の審査結果について整理したいと思いま

す。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時１９分 休憩 ―

― 午後 ３時１９分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開します。

これをもちまして、秘書・広報戦略部、総務

部及び危機管理部関係の審査を終了いたしま

す。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ３時２０分 休憩 ―

― 午後 ３時２１分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開します。

閉会中の委員会活動について協議したいと思

いますので、しばらく休憩します。

― 午後 ３時２１分 休憩 ―

― 午後 ３時２２分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開します。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ございませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】それでは、正副委員長にご一

任願いたいと存じます。

なお、委員改選前の定例会における委員会

は、本日が最後となりますので、閉会に当た

り、理事者の出席を求めております。

理事者入室のため、しばらく休憩いたしま

す。

― 午後 ３時２２分 休憩 ―

― 午後 ３時２５分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

委員改選前の定例会における委員会は、こ

れで最後となりますので、閉会に当たり一言

ご挨拶を申し上げます。

昨日もご挨拶の中で申したこととダブるか

もわかりませんけど、ご挨拶申し上げます。

本年2月から総務委員会の委員長を仰せつ

かりまして、今日まで委員会審査及び現地調

査などを実施してまいったところでございま

す。この間、冨岡副委員長をはじめ、各委員

の皆様には熱心にご協議を賜るともに、理事

者の皆様方にも誠意あるご対応をいただき、

誠にありがとうございます。

おかげをもちまして、総務委員長としての

重責を何とか果たすことができたのではない

かなと思っております。この場をお借りしま

して、改めて心からお礼を申し上げます。あ

りがとうございました。

また、この委員会の中で、これまで審査に

おきましては、新技術実装連携“絆”特区の

指定、株式会社ポケモンとの連携協定締結、

特定利用空港・港湾の指定、県北地域の振興

対策、能登半島地震の課題を踏まえた防災対

策の見直しなどについて、熱心に論議を交わ

されたところでございます。

また、IR区域整備計画の審査結果への対応

に伴う参考人招致や、大石知事の政治資金等

に関する集中審査を実施するなど、県政にと

っては大変重要な事柄について協議をいただ

いた期間でもございました。残念ながらとい
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うか、総務委員会集中審査の報告としては、

皆さんの貴重なご意見を基に報告いたしまし

たけれども、現時点でも、なお疑義が残って

いるという状況でございます。

今後は、議会全体として、この大石知事の

疑義について、今後ともしっかりと調査とい

いますか、真相究明に向けた対応を今後行っ

ていただくことになりますけれども、総務委

員会としては、ここまでできることはやった

ということでございますが、今後ともよろし

くお願いしたいと思います。

また、総務委員会の所管におきましても、

いまだ多くの懸案事項が山積しております。

引き続き、理事者、県議会及び関係団体が一

体となって、県民の皆様が安心して暮らせる

長崎県づくり、社会の実現に向けてしっかり

取り組んでいかなければならないと思ってお

ります。

今後とも、皆様方の力強いご協力、そして

県政に対するお力をお借りして、よりよい長

崎県づくりに取り組んでいっていただきたい

と思っております。

最後になりましたけれども、今後、県勢の

ますますの発展と、委員皆様、そして理事者

皆様方の今後ますますのご活躍、ご健勝を心

から祈念いたしまして、委員長としてのご挨

拶とさせていただきます。本当にありがとう

ございました。

次に、理事者を代表して総務部長よりご挨

拶を受けたいと思います。

【中尾総務部長】閉会に当たりまして、総務

委員会所属の各部局を代表いたしまして御礼

のご挨拶を申し上げます。

石本委員長、冨岡副委員長並びに各委員の

皆様方におかれましては、多くの部局が属す

る総務委員会において、幅広い分野にわたり、

終始熱心にご審議をいただき、大変貴重なご

意見、ご提言を賜りましたことに対しまして、

厚く御礼を申し上げます。

この間、「新しい長崎県づくり」のビジョ

ン、デジタル化、DXの推進、UIターンの促

進、ジェットフォイル更新の支援、九州新幹

線西九州ルートの整備促進、県庁舎跡地の活

用、SNS型投資・ロマンス詐欺被害防止対策、

人身安全関連事案対策などについて、熱心な

ご議論を賜りました。

その中でも、デジタル化、DXの推進につき

ましては、本年6月、地理的に離れた複数の

自治体が連携して共通の課題解決に取り組む

「新技術実装連携“絆”特区」に長崎県と福

島県が全国で初めて区域指定されたところで

あります。

ドローンのレベル4飛行等による市街地で

のオンデマンド配送などの実現に向け、引き

続き、関係自治体や民間事業者と連携しなが

ら、特区制度を活用した利便性の高いドロー

ンサービスの実装を推進してまいります。

また、去る1月に発生した能登半島地震で

は、半島において道路が寸断された場合の救

助や支援など、様々な課題が生じました。離

島や半島の多い本県におきましては、こうし

た課題にしっかりと対応できるように防災対

策の見直しを行いました。今後は、市町や防

災関係機関をはじめ、NPOやボランティア、

民間事業者など様々な団体等にご協力をいた

だきながら、着実に推進してまいります。

さらに、西九州新幹線（長崎─武雄温泉間）

につきましては、開業後2年間で約496万人に

ご利用いただいておりますが、本年10月の長

崎スタジアムシティの開業により、駅周辺に
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新たな賑わいがもたらされているところであ

ります。

引き続き、県内外の多くの方々に利用して

いただけるように、市町や関係団体としっか

り連携を図りながら、新幹線効果の波及・拡

大を図ってまいります。

九州新幹線西九州ルート（新鳥栖─武雄温

泉間）の整備の在り方につきましては、国土

交通省と佐賀県との幅広い協議や、与党PT
「九州新幹線（西九州ルート）検討委員会」

等で議論が続けられております。県としては、

こうした議論が進展するよう、政府・与党に

働きかけるとともに、関係者と様々な意見交

換を積み重ねるなど、今後も全線フル規格に

よる整備の実現に向けて力を注いでまいりま

す。

このほかにも課題は山積しておりますが、

本委員会において賜りました貴重なご意見、

ご提言を今後の施策に活かしながら、県民の

皆様に具体的な成果をお示しできるよう、職

員一丸となって取り組んでまいります。

最後になりますが、委員の皆様方のますま

すのご発展、ご活躍をご祈念申し上げて、簡

単ではございますが、お礼のご挨拶とさせて

いただきます。本当にありがとうございまし

た。

【石本委員長】 ありがとうございました。

以上をもちまして、総務委員会及び予算決

算委員会総務分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ３時３３分 閉会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年１２月１９日

自  午前１０時 ８分

至  午前１１時３０分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 石本 政弘 君

副委員長(副会長) 冨岡 孝介 君

委 員 小林 克敏 君

〃 浅田ますみ 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 まきやま大和 君

〃 湊  亮太 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

企 画 部 長 早稲田智仁 君

企 画 次 長 川端 博子 君

政 策 企 画 課 長 内田 正樹 君

政策企画課企画監
（ 総 合 計 画 ・ 総 合 戦 略 担 当 ）

小栁 正典 君

危 機 管 理 部 長 今冨 洋祐 君

危機管理対策監 池田  聡 君

消 防 保 安 室 長 松尾 健自 君

地 域 振 興 部 長 小川 雅純 君

地域振興部次長兼
交 通 政 策 課 長

鳥居 祐輔 君

土 地 対 策 室 長 吉田 良則 君

総 務 部 長 中尾 正英 君

総 務 部 次 長 猿渡 圭子 君

財政課長（参事監） 苑田 弘継 君

６、審査事件の件名

〇予算決算委員会（総務分科会）

第117号議案

令和6年度長崎県一般会計補正予算（第5号）

（関係分）

７、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ８分 開会 ―

【石本分科会長】 おはようございます。

ただいまから、予算決算委員会総務分科会を

開会いたします。

それでは、これより議事に入ります。

本日、上程されました予算議案につきまして

は、予算決算委員会に付託されておりますので、

予算議案の関係部分を総務分科会において審査

することとなっております。

本分科会として審査いたします議案は、第

117号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予算

（第5号）」のうち関係部分であります。

次に、審査順序につきましては、総務部長が

文教厚生分科会の審査に出席する必要があるこ

とから、先に企画部、危機管理部、地域振興部

関係の審査を行い、終了後、総務部関係の審査

を行うこととしたいと存じますので、ご了承を
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お願いします。

なお、理事者の出席につきましては、付託議

案に関係する範囲とし、お手元に配付しており

ます配席表のとおり決定したいと存じますの

で、ご了承をお願いいたします。

また、本日、審査する議案は、国の国民の安

心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策

に伴うものであり、明日の予算決算委員会及び

本会議において審議することとなっております

ので、ご協力をお願いいたします。

それでは、これより企画部、危機管理部、地

域振興部関係の審査を行います。

予算議案を議題といたします。

企画部長より予算議案の説明を求めます。

【早稲田企画部長】企画部関係の議案について

ご説明いたします。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料 企画部」をお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第117号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分であります。

歳入予算は、35億8,236万円の増となってお

ります。

今回の補正予算は、国において決定された「国

民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経

済対策」に沿った国の補正予算に適切に対処す

るため、必要な予算を追加しようとするもので

あり、他部局で歳出予算を計上しております物

価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用

した事業に対応して、政策企画課において歳入

予算を計上するものであります。

なお、その内訳については、別紙の補足説明

資料「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金充当事業一覧」のとおりであります。

以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。

【石本分科会長】次に、危機管理部長より予算

議案の説明を求めます。

【今冨危機管理部長】 おはようございます。

危機管理部関係の議案についてご説明いたし

ます。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の2ページをお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第117号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分であります。

今回の補正予算は、国において決定された「国

民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経

済対策」に沿った国の補正予算に適切に対処す

るため、必要な予算を追加しようとするもので

あり、歳出予算で防災費4億4,935万3,000円の

増を計上いたしております。

これは、LPガス一般消費者料金高騰対策支援

事業で、LPガス料金上昇の影響を受ける県内一

般消費者の負担軽減を図るため、LPガス販売事

業者が行う使用料金の値引きを支援する経費を

計上いたしております。

次に、繰越明許費についてご説明いたします。

LPガス一般消費者料金高騰対策支援事業は、

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

を活用し、経済対策補正により実施する事業で

あり、年度内に適正な事業期間を確保できない

ため、防災費4億4,935万3,000円について繰越

明許費を設定しようとするものであります。

以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願いいたします。

【石本分科会長】次に、地域振興部長より予算

議案の説明を求めます。
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【小川地域振興部長】 おはようございます。

地域振興部関係の議案についてご説明いたし

ます。

「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の2ページをお開き願います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第117号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分であります。

今回の補正予算は、国において決定された「国

民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経

済対策」に沿った国の補正予算に適切に対処す

るため、必要な予算を追加しようとするもので

あります。

歳入予算は、国庫支出金2億5,082万5,000円
の増、歳出予算は、企画費9億9,376万1,000円の

増となっております。歳入予算の内容は、地籍

調査費負担金であります。歳出予算の内容は、

災害時の迅速な復旧に資するため、土砂災害特

別警戒区域等を含む地域において、長崎市など

県内5市が実施する地籍調査事業に対する補助

金の増、燃料費等の価格高騰による経費増の影

響を受けている公共交通事業者及び貨物運送事

業者への支援に要する経費を計上いたしており

ます。

次に、繰越明許費については、地籍調査に要

する経費の補助金でありますが、年度内に適正

な事業期間を確保できないことから、3億7,623
万8,000円について繰越明許費を設定しようと

するものであります。

なお、国からの追加予算の内示については、

資料では12月中旬と記載しておりますが、国の

補正予算が17日に成立し、同日に内示をされて

おります。

以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願い申し上げます。

【石本分科会長】 次に、補足説明を求めます。

【松尾消防保安室長】それでは、危機管理部の

分科会補足説明資料をお開き願います。

LPガス一般消費者料金高騰対策支援事業に

ついてご説明申し上げます。

予算要求額は、4億4,935万3,000円としてお

ります。

まず、1の背景をご覧ください。

（1）都市ガスを使用している一般消費者につ

いては、国において令和6年8月から10月の酷暑

対策、令和7年1月から3月の総合経済対策とし

て、都市ガス事業者を通じて値引きを実施する

こととなっております。

（2）LPガス使用世帯については、国が臨時

交付金の追加を11月22日に閣議決定し、LPガ
ス使用世帯への給付など支援を明示しておりま

す。

(3）県内約28万世帯で使用されているLPガス

の一般消費者の負担を軽減することが必要なた

め実施する事業となります。

2、事業概要をご覧ください。

LPガスを使用している県内一般消費者に対

し、その価格上昇分の一部について、LPガス販

売事業者を通じて都市ガスの値引率に準じた金

額を支援する事業となります。

3、事業内容をご覧ください。

（1）支援対象は、県内LPガス利用世帯、約

28万世帯としております。

（2）支援単価ですが、1世帯当たり1,400円の

定額としております。1,400円の根拠でござい

ますが、点線の四角囲みの中に記載しておりま

す県内の標準世帯におけるLPガスの過去3年間

の価格上昇額、令和3年8月と令和6年8月の差が

843円となっており、これに国の都市ガス支援
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の補助率に準じた27.4％を乗じた額が①の230
円となります。この230円の6か月相当というこ

とで、②の1,400円としたところでございます。

6か月の考え方でございますが、国が都市ガ

スに対して既に実施しました令和6年8月から

10月までの酷暑対策の3か月分と、今回、総合経

済対策で実施される令和7年1月から3月の3か
月分を合わせた期間としております。

本事業の支援対象世帯が約28万世帯である

ことから、支援総額は3億9,200万円となりま

す。

次に、（3）支援方法ですが、県内のLPガス

販売事業者約330事業者に一般消費者のLPガ
ス料金から1,400円を値引きしていただき、当

該額をLPガス販売事業者に補助することとし

ております。

ご参考といたしまして、四角囲みの中に支援

手続の流れを記載しております。今回で3回目

の支援事業となりますが、過去2回においても

同様の支援手続としております。

最後に、一番下のスケジュールでございます

が、議決後、速やかにLPガス販売事業者へ事業

開始の周知を行った後、料金値引きと支援金支

払いを実施する予定としております。

なお、繁忙期である年度末や年度初めに対応

できないLPガス販売事業者への負担を軽減す

るため予算を繰り越させていただきまして、LP
ガス販売事業者が料金の値引きを実施する期間

を長めに確保いたしまして7月までとする予定

としております。

以上をもちまして、私からの説明を終わりま

す。よろしくご審議を賜りますようお願いいた

します。

【吉田土地対策室長】私から、補正予算のうち

土地対策について説明させていただきます。

資料は、補足説明資料、土地対策室の事業説

明書をご覧ください。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、土

地対策費の地籍調査費であります。

国の総合経済対策において、地籍調査事業が

3つの柱のうち、国民の安心・安全の確保施策と

して位置づけられ、迅速な災害復旧など防災・

減災の基盤となる事業として盛り込まれたこと

から、国の補正予算を活用し、県内の地籍調査

事業の推進を図ろうとするものであります。

具体的には4の事業概要等に記載しておりま

すが、現在、地籍調査事業を実施している10市
に対し、令和7年度の事業計画を含めたヒアリ

ングを行い、そのうち事業の前倒しが可能な実

施箇所について、国に対して要望を上げていた

結果、今回、土砂災害特別警戒区域などを中心

に、そこに記載しております長崎市など5市に

対して補助金の内示があったことから、補助金

としての3億7,623万8,000円を補正予算として

要求させていただいております。

また、国からの補助金の内示が、一昨日、12
月17日にあり、本年度内に適切な事業期間を確

保できないことから、併せて繰越明許費の設定

についてもご承認をお願いしたいと思います。

なお、最後に参考として記載しておりますが、

現在の進捗状況といたしましては、令和6年度

末の進捗見込みとしては70％でありますが、今

回の補正予算も活用しながら、さらなる推進、

加速化を図り、災害復旧の迅速化や公共事業等

の社会資本整備の基盤づくりにつなげてまいり

たいと考えております。

以上で土地対策室からの補足説明を終わらせ

ていただきます。ご審議のほど、よろしくお願

いいたします。

【鳥居次長兼交通政策課長】続きまして、私か
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ら、物価高騰に係る交通事業者、貨物運送事業

者に対する支援についてご説明いたします。

補足説明資料をご覧ください。

県内の交通事業者及び貨物運送事業者は、地

域住民の移動手段、生活物資の輸送など重要な

役割を担っておりますが、燃料価格等の高止ま

りの状況が続いており、各事業者の経営は依然

として厳しい状況にあります。

燃料費等の高騰に係る交通事業者等の支援に

つきましては、昨年度も実施しておりましたが、

今後も引き続き事業を継続し、地域住民の移動

手段、生活物資の輸送などの役割を果たしても

らうため、今回、2つの事業を補正予算として計

上しております。

事業の概要についてご説明します。公共交通

事業継続緊急支援費については、燃料価格等の

高騰の影響を受けている公共交通事業者の事業

継続のための支援として、各事業者の使用する

車両数等に応じた支援金を交付することとし、

予算額は3億6,222万4,000円を計上しておりま

す。

次に、貨物運送事業継続緊急支援費について

です。燃料価格高騰の影響を受けている一般貨

物自動車（トラック）運送事業者及び本土から

離島へ生活物資を輸送する貨物航路事業者の事

業継続のための支援として、各貨物運送事業者

の使用する車両数または船舶数に応じた支援金

を交付することとし、予算額は2億5,509万
9,000円を計上しております。

なお、交通貨物事業者に対する支援単価は、

燃料価格高騰による影響額をベースに、運賃値

上げ等による価格転嫁の動きなどを考慮した上

で設定しております。

なお、今回の支援に係る財源につきましては、

国の重点支援地方交付金を活用することとして

おります。

以上でございます。よろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げます。

【石本分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【宮本委員】おはようございます。幾つか質問

させていただきます。

まず、企画部からです。

これは初歩的な質問になるかもしれません。

そして、私の認識が間違っていればご指摘いた

だきたいんですけど、今、企画部長から説明が

ありまして、物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金を活用した事業を35億8,236万円、約

36億円でやりますということでご説明があり

まして、これを各部局に振り分けるということ

でありました。

12月18日に政策企画課から交付限度額とい

うのが送られてきまして、長崎県は全国22位で

58億8,282万円、約59億円、推奨事業メニューが

というのが来たんですね。これ、ちょっと教え

ていただきたいんですが、約59億円あって、今

回の補正で約36億円使うということなんです

か。残りがあるんですが、これはとりあえず36
億円をまず使って、残りは随時、今年度で使っ

ていくという認識でいいのか。

私の認識が間違っていればご指摘いただきた

いんですが、これについてご説明いただければ

と思います。

【苑田財政課長】予算の執行の関係ですので財

政課からご答弁させていただきます。

委員からお話がございましたように、今回の

国の経済対策に伴います物価高騰対応の重点支

援地方交付金につきましては、本県に58億
8,000万円の交付があったところでございま
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す。そのうちお話にありましたように、今回、

35億8,000万円ほどを使い、対策を講じさせて

いただいているところでございます。

この考え方でございますけれども、今回、補

正予算の編成につきましては、国会の審議の状

況などを見据えながら準備を進めてきたところ

でございまして、正式な通知がまいったのが12
月18日といったような状況でございました。

過去の配分の状況なども踏まえながら整理し

つつ組んできたところでございますが、今回の

35億8,000万円の配分の考え方といたしまして

は、そうした中で国の通知文にもありますけれ

ども、困難な状況にあります生活者や事業者の

皆様を支えるといった緊急的に措置が必要だと

考えます給付的な事業を中心にまず予算を組ま

せていただいたところでございます。

ご指摘がありましたように、残り23億円ほど

ございますけれども、これについては引き続き、

例えば過去に実施いたしました事業者ですとか

生産者の皆様の生産性の向上につながる設備等

の支援ですとか、そうしたところも含めて検討

を深めさせていただいておりまして、今後の補

正予算による対応を含めて、速やかに対応を検

討してまいりたいと考えているところでござい

ます。

考え方は、以上でございます。

【宮本委員】 そうするならば、もう1回確認で

す。残り23億円は今年度に使わなければいけな

いという認識なのか、来年度に繰り越していい

のかということをまず確認させてください。

【苑田財政課長】ここは繰越しを今回お願いし

ている分もございますけれども、繰越しを含め

て対応可能でございます。ただ、予算の措置に

ついては、速やかな執行という話を国からもい

ただいておりますので、補正予算による計上を

含めて早急に検討を進めてまいりたいと考えて

おります。

【宮本委員】 緊急的な措置として、今回、約36
億円で経済対策をすると、物価高騰対策をする

と。生活者支援と事業者支援ということでやっ

ていくということと、残りは順次やっていく。

これは要は残りの約23億円は、今後、各部局に

振って、まだやるべきメニューがあるならば2
月議会で補正を組んで当然やっていくという考

え方でいいのか、もう一回確認させてください。

【苑田財政課長】お見込みのとおりで結構でご

ざいます。各部局には今回の対策と併せまして、

今回の正式な通知を見据えて、これまで行って

きた取組の中で、ほかにも実施する必要がある

のではないかといった検討を進めていただいて

おりまして、現在、そうしたものを含めて検討

を既に進めさせていただいているところでござ

います。速やかな補正予算への対応を含めて検

討してまいりたいと考えております。

【宮本委員】 ちょっと難しいかもしれません。

ざっくりわかればで結構ですけれども、残り、

どういったものが必要なのか、出てくるのか。

例えば今回は中小企業者などにいくような政策

というのが、そう見受けられないような気がす

るんですが、残り、どういったものに配分が予

想されるのか。そういったことがわかれば、ざ

っくりでいいんですが、教えてください。

【苑田財政課長】具体については、引き続き検

討してまいりたいと考えております。大きな、

基本的な考え方としましては、先ほど委員から

もございましたように、今回措置しました予算

の内容といいますのは、LPガスの支援ですと

か、電気代などのエネルギー価格の高騰への支

援、また、農林水産業の飼料や燃油等の支援と

いった、そうした給付的な内容のものが中心で
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ございます、公共交通事業等も含めてですね。

ですので、今、検討を深めておりますのは、

そうした中で過去にも実施してきた中でござい

ますと、例えば、将来に向けて効果が持続する

ような省エネにつながるとか、デジタル化によ

って生産性が向上するとか、そうしたような視

点で将来に効果が続くようなものも含めて今後

検討を深めていければと考えているところでご

ざいます。

そうしたものを中心に、今後、補正予算を含

めて検討を進めていければと考えております。

【宮本委員】 DXというのが事業になかったか

なと思ったので、ちょっと確認をさせていただ

いたところであります。省エネ対策も随時取り

組んでいくということで一定の確認をさせてい

ただきました。ありがとうございます。

次に、地域振興部の交通政策課に質問いたし

ます。

今、物価高騰に係る交通事業者、貨物運送事

業者に対する支援ということでご説明いただき

ました。公共交通事業者、そして貨物運送事業

者について、国の重点支援地方交付金を活用し

て支援するということでありました。おっしゃ

っていただいたとおり、昨年も実施されており

ます。私もつぶさに確認しておりますが、昨年

と比べて今回どうだったのかということを教え

ていただければと思います。

【鳥居次長兼交通政策課長】昨年度と今年度の

支援内容の違い、それから現在の状況でござい

ますが、まず、支援の目的、背景は昨年度と同

様の考え方であります。先ほど補足説明の中で

も少しご説明しましたが、県内の公共交通機関

の状況を述べますと、まず、地域住民の生活等

の移動手段、それから貨物、生活物資の輸送と

いった重要な役割を果たしていただいているこ

とは前提として変わりがないところでございま

す。

令和6年度に入って利用者数に関してはコロ

ナ前の水準に戻りつつありますが、今回、対象

としております燃料価格の部分については、高

止まりの状況が続いており、昨年度と比べても

変わっていない状況でございます。

そういう意味で、運行経費の増加というとこ

ろは、引き続き大きな影響を与えているところ

でございます。一部、運賃上げ等による価格転

嫁等も進んでおりますが、それでもまだ転嫁し

きれていないというところもございますので、

各交通事業者の経営状況は厳しいと認識してお

ります。

今回、国の重点支援交付金の追加支援という

ことが決まったため、同じような考え方で事業

を実施しようと考えております。

昨年度との変更部分は支援単価でございま

す。支援の単価については、先ほど申し上げた

ように厳しい経営状況は変わっておりません

が、一部、価格転嫁等もなされているというと

ころを踏まえまして、昨年度の支援単価よりも

少し減額させていただいております。

具体的に申し上げると、6月、11月補正で実施

した支援単価の3分の2程度に減額をさせてい

ただいております。

その考え方についてですが、燃料価格の高止

まりは続いているものの、一部、公共交通事業

者、貨物事業者においては運賃値上げ等によっ

て価格転嫁ができている部分があること。それ

から、国のガソリン価格への支援として激変緩

和支援がありますけれども、そちらも今月から

段階的に縮小されていきます。要するに、出口

に向かって戦略的に縮めていくという動きもあ

るため、県としても、その動きにも合わせてい
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く必要もあろうかと考えております。また、コ

ロナ禍から利用者数も確実に回復傾向にあると

いったところ等を踏まえますと、昨年度と同様

の考え方で支援を実施するものの、支援単価に

ついては少し減額したうえで今回実施しようと

考えております。

【宮本委員】各事業者の賃上げによる価格転嫁

ができていると。しかしながら、燃料は高止ま

りしているということ。経営が厳しいというこ

とは変わりないんですよね。3分の2減額という

ことであります。国と合わせて出口戦略という

ことで前年度よりは減額ということをお聞きい

たしました。

思いとしては、昨年度と同程度でいいんじゃ

ないかという思いもあって、経営状態は非常に

厳しい。運賃値上げによる価格転嫁は一定ある

ものの、燃料も高止まり、19日から上がるとい

うことも言われており、状況は厳しいので、前

回と同じというのが妥当じゃないかなと思うん

ですが、一定理解はするものの、理解に苦しむ

ところもあるかなと思います。もちろん、こう

いったので国の支援があるというのはありがた

いことなので、県としても対応していただくと

いうことは非常に重要なので、一定理解をする

ところでもあります。

引き続き、公共交通事業者の経営状況もつぶ

さに確認していただきながら、県もいろいろ連

携を取っていただいて状況を確認していただき

たいということを併せて要望させていただきま

す。

【石本分科会長】 ほかにございませんか。

【松本委員】先ほど、土地対策費の地籍調査費

の説明がございました。こちらを質問させてい

ただきます。

今回、地籍調査事業で3億7,623万8,000円の

補正予算が要求されています。これは本当に広

い範囲で毎年必要になってくるので、特に災害

復旧や防災・減災の基盤となる事業ですが、例

年と比べての規模感や対象市町数がどうなって

いるのか、お尋ねいたします。

【吉田土地対策室長】例年と比べての規模感で

ありますけれども、今回の規模感といたしまし

ては、昨年度の補正額1億7,176万円より2億円

ほど多く、また、令和3年度、4年度、5年度の直

近3か年の平均補正額2億850万円に対しても1
億6,000万円ほど多くなっております。

今回の補正額は、国による国土強靱化対策で

補正予算が強化された令和2年度以降、最も多

い要求レベルとなっております。

また、対象市町数も、昨年度は2市でありまし

たけれども、今回は事業の前倒しに積極的な市

も多く、結果的に内示を受けた市が5市に増え

たことで要求額も増えているという状況であり

ます。

【松本委員】補正予算も大分増えているという

こと。そしてまた、昨年度の2市から今回はさら

に事業の前倒しに積極的で内示を受けた市が5
市に増えたということですが、この要因をどの

ように認識しているのか、お尋ねいたします。

【吉田土地対策室長】増えた要因でありますけ

れども、地籍調査事業を実施している市におい

ても、近年の自然災害の激甚化等を受けて、国

土強靱化の観点から土砂災害特別警戒区域等の

災害危険区域の地籍関係にいち早く着手したい

という市が増えているということ。あと、我々

としましても、経済対策の補正は予算がつきや

すいということ、あるいは工期を長く確保しや

すいなど、補正予算活用のメリットや事業を効

率的、計画的に進めることができる旨を機会あ

るごとに市町に対して説明してきた結果、相ま
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って今回のような結果になっているものと分析

しております。

【松本委員】今後、これをどんどん進めていっ

ていただきたいんですが、最後の参考のところ

に進捗率が、11月末時点で令和6年度末見込み

で約70％ということでございます。今回の補正

で5.64平方キロメートルの計画でございます

が、次年度事業を含めて令和7年度末にどこま

で伸ばしていこうとしているのか、お尋ねいた

します。

【吉田土地対策室長】 今回の補正対応分では、

資料にも記載していますとおり、5.64平方キロ

メートルありますが、次年度の事業計画として

は、この5.64平方キロメートルを含め、29.13平
方キロメートルを計画しており、令和7年度末

での進捗率を今現在の70％から市町と一緒に

なって70.7％まで引き上げていきたいというふ

うに考えております。

【松本委員】 0.7％といっても、時間はかなり

かかると思いますが、やはり選択と集中という

か、土砂災害が発生する可能性が高いエリアを

まずは重点的にしっかりと進めていただきたい

と思います。

以上です。

【石本分科会長】ほかにご質問はございません

か。

【坂本委員】 私からも1点、宮本委員の質問の

関連ですけれども、交通事業者への支援につい

てです。

宮本委員が最後に指摘されたように、私も去

年並みぐらい、よかったんじゃないかなという

ふうに思いましたし、それから、先ほどの財政

課長とのやり取りを聞いても、23億円、国の限

度額で、余剰と言ったらおかしいですけれども、

残っていて、今後、それは給付的なものじゃな

くて、省エネとかデジタルとか将来につながる

事業と、それはそれで理解するんですけれども、

私も交通事業者の方からいろいろお伺いする限

り、非常に厳しい状況は変わりません。それか

ら、先ほどの補足説明資料の中でも、現状につ

いては、これは去年の現状と一言一句変わらな

いですね。去年の11月の補正予算と、いわゆる

交通事業者を巡る現状というのは、本当に一言

一句変わってないわけですから、額は3分の2と
いうことで、去年との比較について答弁があり

まして、それはそれで一定理解はするんですけ

れども。

そこで、質問ですが、去年は2回、補正をして

こういう支援をやりましたよね。今年は1回で

すよね、今回の支援ということですね。そうす

ると、去年に比べて今回3分の2ぐらいに単価が

減額されているということですけれども、去年

は2回やりまして、今回は1回。もちろん、それ

ぞれ事業者の方に一定聞き取りもして今回の額

になっているんだろうと思うんですけれども、

去年はそういう意味では2回やって今回は1回
で、しかも3分の2ということで、そこら辺の認

識について、もう1回聞かせていただければと

思います。

【鳥居次長兼交通政策課長】 昨年度2回支援を

実施していたのに、今年度は1回かつ額が少な

くなっていることについての認識、考え方に関

するお尋ねでございます。

委員ご指摘のとおり、昨年は2回、6月補正、

11月補正で実施してきたところでございます。

まず、1回当たりの考え方、支援単価について

は、昨年の支援単価と比べて3分の2というふう

に申し上げましたが、もともと昨年の設定の段

階でも事業者に燃料高騰による影響額を聞き取

ったうえで、年間の影響額をベースに支援単価
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を設定しております。その設定の際に影響額の

2分の1を支援するという考え方で支援単価を

設定し、結果的に国から財源を確保できたため

2回支援を実施することになりました。

今回も燃料高騰の影響額について事業者に聞

き取りをさせていただいておりまして、その状

況というのは、確かに高い状況でありました。

ただ、今回、昨年度は年間影響額の2分の1で
考えていたところ、3分の1にしたというところ

で、結果的に額的には3分の2程度になっており

ます。

支援を昨年度は2回できたので、結果、2分の

1が2回あったので、1年分ほぼ支援できた形に

なっておりますが、今回はその3分の1というと

ころでありますので、昨年度の合計と比べると

3分の1になっているという状況でございます。

ここの考え方については、先ほど申し上げた

とおり、燃料価格等の高止まりの状況はあるも

のの、価格転嫁、それから利用者の回復、出口

に向けた段階的な対応というところも勘案して

今回設定しているところでございます。

委員ご指摘のとおり、引き続き、交通事業者、

貨物事業者の厳しい状況というのは変わらない

ところでございますので、構造的に収入を増化

させていく、それから費用をなるべく削減して

いくといった構造転換を含めて対応していく部

分も必要かと思っておりますので、そういった

事業者の経営状況についてしっかり把握してま

いるとともに、先ほど財政課長からも答弁があ

ったように、燃料高騰への給付的な支援だけで

はなくて、何か構造転換につながるような支援

ができないかというのは引き続き検討してまい

りたいと考えております。

【坂本委員】わかりました。いわゆる今後の課

題については、デジタル化だとか構造転換だと

かいろいろあろうかというふうに思いますけれ

ども、交通事業者の場合は、キャッシュレス化

とかそういうことを含めて、この間、コロナ禍

の支援も含めて結構やってきているところは、

やってきているんじゃないかなというふうに思

っているんですよね。その上で、そういうこと

をさらに進めるということも大事だというふう

には思うんですけれども、キャッシュレス化を

含めたデジタル化というのは、それなりに進ん

できていて、これは事業者によっても温度差と

いいますか、どれぐらいやっているかというの

はあるんだろうと思うんですけれども、そうい

う意味でいくと、今回のような直接的な給付と

いうことも重要ではないかと思いますので、ぜ

ひ両にらみで今後とも継続した支援対策を私の

方からも改めて要望させていただきます。

以上です。

【石本分科会長】ほかにご質問はございません

か。

【小林委員】重点支援地方交付金の交付限度額

についてですが、県分が58億8,200万円、市町分

が39億4,100万円と。これは市町の分は、ここに

資料が来ているけれども、この分ですか、長崎

市から始まって21市町になっているけれども。

【小栁政策企画課企画監】市町の分の交付金で

ございますが、委員ご指摘のとおり39億4,100
万円余りということでございます。

【小林委員】それは、ここに資料がありますが、

この内容ですか。

【小栁政策企画課企画監】今、委員のお手元に

お配りしている市町別の金額でございます。

【小林委員】国からいくんですか、県からいく

んですか。

【小栁政策企画課企画監】 お金につきまして

は、国の方から直接市町の方に流れるようにな
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っています。

【小林委員】 そうしますと、まず、低所得者支

援枠で住民税非課税世帯、1世帯当たり3万円を

基礎として算定と。それから、住民税非課税世

帯のうち子育て世帯は、子ども1人で2万円と。

こういうことは全部、市町で扱うんですか、県

は全然関係がないんですか。

【小栁政策企画課企画監】今、委員からお話が

ありました低所得者支援枠ということで3万
円、2万円ということ、これは市町から各世帯に

お配りすることになっております。

【小林委員】 そうすると、この3万円、2万円に

ついては、おおよそ何人ぐらいかというのは、

県ではわからないわけですか。

【小栁政策企画課企画監】すみません。その内

訳については、把握をしておりません。

【小林委員】 そうすると、この3万円、2万円に

ついての申請の仕方、どうすれば3万円、2万円

が対象の方々に届くのか、どういう申請の方法

をやるのか、これはどういうふうになっていま

すか。

【小栁政策企画課企画監】市町ごとに各対象の

方々にお伝えをして、それで申請を頂戴すると

いう形になろうかと思っております。

【小林委員】そういうのが一つのルールだろう

と思うけれども、どんな申請の仕方をやってい

るのか。実際に対象者でも申請をしなくて、も

らえるのにもらってないというようなケースが

あるかないか、この辺はどうですか。

【小栁政策企画課企画監】対象となる方で実際

申請されていない方については、すみません、

私どもの方は直接把握をしていないところでご

ざいます。

【小林委員】市町の仕事だから、そこのところ

は理解をせんといかんと思うが、実際的にそう

いう対象で3万円、2万円というのは、大変あり

がたい給付だと思うんです。

そういう点から考えていけば、そういう申請

をするべき人が申請を面倒くさくて、あるいは

知らなかったということで、気づかなかったと

いうことで申請をしてないと。せっかくのこれ

だけの交付金が、いわゆる空振りに終わるよう

なことがあってはならんと。

この点について県の方から市町に対して、そ

んなことがないようにというようなことを話し

合うとか、指示を出すとか、そんなことはやる

つもりはありませんか、ありますか。

【小栁政策企画課企画監】直接的に何かという

ことではありませんが、機会あるごとに市町の

方には確実に個人のお手元に届くようにお話を

したいと思っております。

【小林委員】 そうしますと、3万円、2万円がい

ち早く対象の方々に、もちろん申請をしなけれ

ば届かないわけでしょうから、ぜひ一日も早く

届くように市町にぜひとも取組を強化してもら

うことを重ねてお願いをしたいと。そうせんと

せっかくのこれだけの血税が生かされないとい

うことになりますから、お願いをしたいと思い

ます。

それから、交通政策の方だけれども、いわゆ

る燃料費高騰によって影響を受けているところ

の公共交通事業者、それから貨物運送事業者、

こういう方々に対して、これまで数回にわたっ

て支援をしてきているけれども、この総額は大

体どのくらいになってますか。

【鳥居次長兼交通政策課長】交通事業者、それ

から貨物事業者に対するこれまでの支援の総額

についてのお尋ねでございますが、どういった

形の支援を入れるかによって総額の計算の仕方

も変わってきますが、いわゆる交通事業者、貨
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物事業者への事業継続の支援という形で集計し

ますと、令和2年度から新型コロナウイルス感

染症の影響で輸送人員が大きく低下をしてしま

い、収入が落ち込んでしまったところへの事業

継続の支援ということで始めたところでござい

ます。

その後、令和4年度の6月補正からは、コロナ

禍に加えて燃油高騰に係る支援を行っておりま

して、令和4年度の9月補正から貨物事業者に対

しても実施しているというところで、その後、

令和4年度の10月補正、それから令和5年度の6
月補正、11月補正というところで交通事業者、

貨物事業者に支援をしてきたところでございま

す。

そういったことで4年間支援してきておりま

す。その額を総計で申し上げますと、約75億
4,000万円という状況でございます。

【小林委員】 この総額75億4,000万円というこ

とが2回にわたって、それぞれ対象の事業者に

渡っているわけだけれども、それは効果はどう

ですか、生きてますか。

【鳥居次長兼交通政策課長】支援金という形で

お渡ししているので、なかなか具体的に効果と

いうのを申し上げるのは難しいところがござい

ますが、我々の政策の目的、支援の目的が、事

業継続支援金という形で実施させていただいて

おりますので、まさに事業が継続できているか

というところが一つの指標になってこようかと

考えております。

そういったところで申し上げますと、この支

援金を始めた令和2年度の事業者からの申請件

数、それから直近の令和5年度の11月補正で行

った際の申請件数といったところを一つの指標

として見てみますと、路線バス、貸切バス、鉄

軌道、それから航路・航空路の対象事業者の申

請者数が、令和2年度は76事業者から申請があ

りまして、直近の令和5年度11月の補正予算で

は75事業者から申請があったというところで

ございます。タクシーと運転代行は数が多いの

で除いていますが、それ以外のところで申し上

げますと76事業者だったのが75事業者という

ところで、一定程度、公共交通事業者の事業継

続ができているというところで成果があったの

ではないかと考えているところでございます。

【小林委員】 今ご説明があったように、要は、

これだけの例えば75億4,000万円、これまで2回
の実績を、こういう金額で明らかになっている

けれども、要は、そのお金は事業が継続してお

けば、一応それは効果があったと、こういう受

け止め方で進めていると。経営の内容がどうな

っているかということについては、それは今言

うように、ざっくり見て事業が倒産してないと、

継続できているということであれば、その効果

があったと、こういう受け止めでいいのか。も

う一回、その点はどうですか。

【鳥居次長兼交通政策課長】事業継続、それか

ら経営内容というところまで成果として見るか

というところのお尋ねと認識しております。

まず、大きくは公共交通事業者・貨物事業者

の事業継続がしっかりできれば成果であると考

えております。というのも、公共交通事業者、

それから貨物事業者は、先ほどから申し上げて

いるとおり、県民の生活の足、移動手段、それ

から生活物資の輸送を担っていただいていると

いうところで、生活を支えていただく部分、ま

さに公共とついておりますので、公共の交通事

業者としてサービスを提供し続けていただかな

ければいけないというところがありますので、

事業者が無くなってしまっては、そのサービス

が提供できなくなるので、とにかく事業を維持
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してもらうことがやっぱり一丁目1番地、どう

してもやっていかなければいけない部分という

意味で、そこが維持できているということは、

成果であると考えております。

経営内容はどうでもいいのかというところ

は、そこは結果的に事業が継続できるかどうか

というところに直結してくる話かと思いますの

で、そこは坂本委員からも、宮本委員からもお

話があったように、しっかりと経営が続けられ

るよう安定させていくということが必要だと思

います。

今回の支援金で十分にカバーできているかと

いうのは、少し不十分な部分もあったかと思い

ますけれども、今後、構造改革等も含めてしっ

かりと事業者の状況を見ながら必要な支援等を

検討してまいりたいと考えております。

【小林委員】 課長、不十分とか、そういうよう

な考え方じゃなくて、しっかりやってもらって

いるというありがたい気持ちは、我々も変わら

んわけだよ。要は、業者の方々が、あるいは団

体等、これは公共交通事業者、貨物の事業者の

方々は助かっていると思うんだよ。これをいた

だいて助かりましたとか、もっとこうしてくだ

さいとか、そういうような要望とか、その効果

について、それぞれお話があっているのか、あ

っていないのか、そういうところを前回も聞い

たけれども、さっきの坂本委員の質問を聞いて

おったら、なんか資料の文言が前回と全く一緒

と、一字一句変わってないと、これは何じゃと

いうことになるわけだ。

だから、金は配るけれども、その効果を、事

業が継続すればいいと、こういう見方は大した

ものだと思うけれども、やっぱりもうちょっと

相手方も、これは国民の血税だから、そういう

面から燃油の高騰といえども、事業継続を願っ

て、そういう血税が流れていると。そういう意

味でどれだけの効果があったかとか、そういう

ところの意見の交換とか、そういうことが全く

できてないような感じがするわけだよ。

だから、そういう点から考えてみても、効果

はそれなりに上がっているといえども、中身に

ついては、もう少し感謝をしながら、やっぱり

意見の交換をして、内容もそれなりの効果を、

あるいは成果を十分把握してもらうようにぜひ

要望しておきたいと。頑張ってもらっているこ

とはわかっているから、そういうことを前回も

申し上げたけれども、そのことを申し上げてお

きたいと思います。

以上です。

【石本分科会長】 ほかにございませんか

【吉村委員】説明を受けて大体わかってはおる

とですが、この構造も、もう何回目かだからわ

かっちゃおるんですけど、この11月補正、緊急

経済対策445億円、このうちの国庫支出金が244
億2,500万円、それから県債が180億9,600万円

ということは、国は445億円の全額を出すから

やってくれと、こう言うんじゃなくて、そのう

ちの約4割、180億円は県債で賄ってくれという

話になるのかなと思って見とるんですが、そこ

ら辺はどうですか。それと、この県債のその後

の取扱いについても併せて答えていただければ

と思います。

【苑田財政課長】ご指摘のとおり、今回の追加

補正予算につきましては、国庫支出金約244億
円以外のところで県債で180億9,000万円ほど

の発行を予定いたしているところでございま

す。

この県債につきましては、補正予算に伴いま

す地方債については、いわゆる補正予算債とい

うのが活用できまして、通常、公共事業とかで
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ありますと、いわゆる地方債の償還に対する交

付税の戻りが18％ほどしかないんですけれど

も、この補正予算債につきましては、50％の交

付税措置の戻りがございますので、非常に有利

な形で、かつ事業が早期に執行できる形になっ

ております。

今後の交付税の毎年度の決定の中で、こうし

たものを含めてお願いをしてまいりますので、

その見合いの分が国から後年度に措置される形

となっております。

【吉村委員】構造はわかりましたが、一緒に聞

けばよかったんですけど、今年度の445億円と

比較して、昨年度の総額は幾らで、その時の県

債の額をお知らせいただきたいと思います。

【苑田財政課長】 今年度の445億円のうち県債

が180億9,600万円でございまして、昨年度の、

令和5年度の同じく11月の追加補正をお願いし

ました時には、全体総額が455億円でございま

して、そのうち県債が176億4,900万円というこ

とで、規模感としては、ほぼ同様の状況でござ

います。

【吉村委員】規模感としては、ほぼ同額だけど、

10億円多いわけね、総額で、昨年度がね。そし

て、県債が少なかった、今年度が増えておるわ

けね。ということは県債の負担率が上がったと

いうことになるんじゃなかろうかと思うけど、

そこら辺は県としてはどういうふうに見ており

ますか。

【苑田財政課長】今回は、全体の補正予算の内

訳のうち、いわゆる地方債を活用します公共事

業費が383億円に対しまして、昨年度の11月補

正の段階では公共事業が370億円といった状況

でございました。こうした全体の事業費の関係

もございまして、今回、県債が昨年度よりも5億
円ほど増額されているという状況がございま

す。

【吉村委員】よくわかりました。周りの状況と

いうのは見えてきたんですけど、今日質問があ

った中で、まず、公共交通機関が何社、去年に

比較して同じ数が残っておれば維持できたん

だ、それが一つの成果だというふうに聞いてと

ったんですけど、それだけで成果、評価をされ

るのかというふうに考えるわけです。

なぜそう言うかというと、この頃、新聞に何

回も載りましたので皆さんも見ておられると思

いますけど、営業路線の廃止がどんどん、どん

どん進んでおります。これで非常に不便になっ

ているわけですね。街中は不便にならないけど、

外れたところは不便です、バスが来ません。会

社自体は存続しています。しかし、その血管に

当たる営業路線がだんだんと短くなっているわ

けです。それについて今後どのようにしていか

んばいかんか、それと評価という点で、そこを

どのように評価されるか、お尋ねしたいと思い

ます。

【鳥居次長兼交通政策課長】事業は継続してい

るけれども、路線廃止等が出ていることに関し

ての今後の対応、それから評価に関してのお尋

ねでございます。

委員ご指摘のとおり、報道等もされておりま

すが、来年4月から西肥バスが一部の路線を廃

止する予定となっております。西肥バスのケー

スで申し上げますと、運転士不足により路線の

維持ができないということで、路線廃止あるい

は減便等に踏み切る形になっているというふう

にお伺いしております。

事業継続ができていても、サービスが提供で

きなくなってしまっては公共路線として不十分

ではないかというご指摘は、ごもっともかと考

えております。
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路線廃止、運転士不足に対しては、別途、今

年度の当初予算でも事業費を計上しておりまし

て、運転士確保に向けた合同企業説明会、利用

者の少ない路線バスについてコミュニティ交通

への転換を図っていく市町へのイニシャルコス

トの支援といった施策を通じて運転士確保対策

を講じているところでございます。

そういったところも併せて、今回の支援金で

事業を継続していただきつつ、運転士不足に伴

う路線廃止といったところには、運転士確保策

を打ってしっかりと対応してまいりたいと考え

ております。

【吉村委員】まあまあわかりましたとも言えん

とやけど、この緊急経済対策と、いわゆる当初

予算、そこの考え方の構築の仕方が違うので、

緊急経済対策では、そこら辺に踏み込んでやる

ということはできないということは、よくわか

ります。しかし、そこは頭に入れとってもらわ

んと、緊急経済対策の予算の中での独立した考

え方での予算配分ということについては、やっ

ぱり落ち度があるんじゃないか。そこら辺を、

営業路線を短くしないための当初予算、いわゆ

る長崎県独自の考え方というのを説明の中にも

当然入れておってほしいなというふうに思った

ところです。

そこで、今度は3分の2の話になりますが、先

ほど緊急経済対策の補正予算総額で昨年度と比

較して10億円減額しておりますと。10億円、減

額はしとるわけね。そして、県債は約5億円ぐら

い増えとるわけね。この厳しい実情はわかるけ

ど、先ほどからの説明を聞いとると、事業者の

自助努力、これも当然やっていかんと、補助金

頼りでは事業はうまく継続していかんわけです

ね。

ですから、やっぱりそこは促す意味も込めて

というふうなことは、わからんこともないけど、

いきなり3分の2に減らします、考え方はこうで

すと言われても、それは辛さがありますよ、事

業者もね。今回まではこうですけど、次の回は

こうなりますから十分考えてくださいね、私た

ちも一緒に考えますからと、こういうふうな言

い回しでやっていただくと事業者は非常にあり

がたく喜んでくれるんじゃなかろうか、また、

準備も進むんじゃなかろうかと思うんじゃけ

ど、その点についていかがですか。

【鳥居次長兼交通政策課長】今回の支援単価の

前回からの減額に関しての事業者への影響、急

に減額することに関しての影響に関してのお尋

ねでございます。

今回の減額に関しての考え方は、先ほど説明

したとおりでございますので追加して説明する

ことはございませんが、事業者に対しても、こ

れまで業界団体の方と意見を交換する機会はあ

りまして、そういった中でも支援金、給付金の

形で支援ができるのは国の財源があるからこそ

であって、なかなか継続的にできるものではあ

りませんよというところはお伝えはしてきたと

ころでございます。

そういう中で、今回、国から補正予算という

形で財源が確保できたというところで、引き続

き、単価は減りますけれども、実施できたとい

うふうに考えております。

そういった意味で支援金の減額についてはあ

る程度、事前のアナウンス等はできてきたのか

なと考えております。

【吉村委員】あなたの答弁は長いなと思って聞

いている。答弁が長い時は言い訳なのよ、わか

りますか。どうかして言い訳をせんばいかんと

思うから答弁が長くなる。

そこを正として聞きますけど、やっぱり事業
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者の育成というのも当然考えていかんばいかん

とやから、そういうことで、そんなら来年度も

また経済対策が来た時には3分の2にしますか

らねとは言うとらんやったろうと思います。

だから、そういうところの丁寧さを欠くと、

せっかくもらっても喜んでくれらっさんという

場面も出てきたりするわけけよ。せっかくなら、

ありがたいと思ってもらう方が一番いいわけで

すから、そのためにやりよる事業ですから、そ

こを心がけてやってもらいたい。

最後に1つ、前から何回も言うんですが、貨物

航路に1隻当たり5,800円、1,400円と支援金が

出るのはありがたい。でも、貨物航路自体が非

常に、ここも減ったりしとるわけよ。佐世保─

上五島航路がまだまだ復活せんままに現状に至

っておるわけね。そして、その上五島のいわゆ

る小規模事業者である地域の小売店とかそうい

うところ、こういう支援金とかなんかで多少は

潤うと言うたらなんか語弊があるけど、助かる

面もあるけど、全体的には運賃が上がってきよ

る。それをどこがしわ寄せを受けるかというた

ら、そういう地方の小売店となるわけね。

だから、部局は違うけど、一緒になってそこ

ら辺まで考えた一体的な政策というか、そうい

うのも産業労働部とかと一緒になって地域振興

部も考えてほしいなと思いますが、いかがでし

ょうか。

【小川地域振興部長】交通事業者への支援につ

きまして、先ほどから各委員からご意見をいた

だいておりますが、私自身も各事業者の代表者

の方とか、もしくは業界団体の皆様といろんな

意見交換する中で、これまでの支援について大

変ありがたかったというご意見もいただきなが

ら、令和5年度の時点では、いわゆる翌年度以降

の交付金等の見通しがなかったので、多分これ

で終わりですよというようなお話を、あとは自

分の力でしっかりと進めていってほしいという

ようなお話をさせていただいたところでござい

ます。

そういう中で、当然、事業が継続できている

かというだけじゃなくて、いわゆる単年度の収

支の状況がどうなのかというのも数字としても

しっかりと押さえながら、私どもとしても支援

を行ってきているという状況でございます。

もう1点が、いわゆる産業労働部との連携と

いうお話がございましたが、今回の部分につい

ては各部局での給付的な事業というところで補

正予算を計上させていただいていますので、今

後の事業展開の中で、そういう要素についても

産業労働部局とも話をしながら、どういう形が

できるのかというのは協議してみたいと考えて

おります。

【石本分科会長】ほかにご質問はございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第117号議案のうち関係部分は、原案のとお

り、可決することにご異義ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】 ご異義なしと認めます。

よって、第117号議案のうち関係部分は、原案

のとおり、可決すべきものと決定をされました。
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しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２０分 休憩 ―

― 午前１１時２０分 再開 ―

【石本分科会長】 分科会を再開いたします。

以上をもちまして、企画部、危機管理部、地

域振興部関係の審査を終了いたします。

引き続き、総務部関係の審査を行います。

しばらく休憩し、11時30分より再開します。

― 午前１１時２０分 休憩 ―

― 午前１１時２７分 再開 ―

【石本分科会長】 分科会を再開いたします。

これより総務部関係の審査を行います。

予算議案を議題といたします。

総務部長より予算議案の説明を行います。

【中尾総務部長】 おはようございます。

総務部関係の議案についてご説明いたしま

す。

総務部の「予算決算委員会総務分科会関係議

案説明資料」をお開きください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第117号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分であります。

今回の補正予算は、国において決定された「国

民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経

済対策」に沿った国の補正予算に適切に対処す

るため、必要な予算を追加しようとするもので

あります。

歳入予算は、地方交付税1億5,787万2,000円
の増、県債180億9,620万円の増、合計182億
5,407万2,000円の増となっております。

以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。

【石本分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了します。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第117号議案のうち関係部分は、原案のとお

り、可決することにご異義ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本分科会長】 ご異義なしと認めます。

よって、第117号議案のうち関係部分は、原案

のとおり、可決すべきものと決定されました。

審査結果について整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２９分 休憩 ―

― 午前１１時２９分 再開 ―

【石本分科会長】 分科会を再開します。

以上で本分科会関係の議案審査は、全て終了

いたしました。

これをもちまして、予算決算委員会総務分科

会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午前１１時３０分 閉会 ―



総務委員会委員長 石本　政弘

　　　　議長　　徳永　達也　　様議長 徳永　達也　　様

１　議　　案

審査結果

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整
理等に関する条例（関係分）

原 案 可 決

長崎県手数料条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

長崎県税条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

長崎県警察関係手数料条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

当せん金付証票の発売について 原 案 可 決

契約の締結について 原 案 可 決

契約の締結について 原 案 可 決

契約の締結について 原 案 可 決

権利の放棄について 原 案 可 決

権利の放棄について 原 案 可 決

和解及び損害賠償の額の決定について 原 案 可 決

計  １１件  (原案可決  １１件）

第 103 号 議 案

総 務 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和6年12月12日

記

番　　　号 件　　　　　　　　　　　　　　　　名

第 96 号 議 案

第 97 号 議 案

第 98 号 議 案

第 99 号 議 案

第 102 号 議 案

第 104 号 議 案

第 105 号 議 案

第 106 号 議 案

第 107 号 議 案

第 108 号 議 案
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